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１、開催年月日時刻及び場所

  令和３年６月１８日

自  午前１０時３２分

至  午前１０時３９分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委 員 長 大場 博文 君

副 委 員 長 宮本 法広 君

委   員 田中 愛国 君

〃 浅田ますみ 君

〃 山本 啓介 君

〃 近藤 智昭 君

〃 坂本 浩 君

〃 宮島 大典 君

〃 石本 政弘 君

〃 饗庭 敦子 君

    〃 下条 博文 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、審査の経過次のとおり

― 午前１０時３２分 開会 ―

【大場委員長】ただいまから、総務委員会を開

会いたします。

議事に入ります前に、選任後初めての委員会

になりますので、一言ごあいさつを申し上げま

す。

このたび、先の臨時会におきまして委員長に

ご選任をいただきました大場博文でございます。

同じく今回選任されました宮本副委員長をは

じめ、各委員や理事者の皆様方のご指導とご協

力を賜りながら、公正かつ円滑な委員会運営に

努めてまいりたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。（拍手）

【大場委員長】委員席でございますが、正副委

員長の選任に伴い、お手元に配付いたしており

ます、委員配席表のとおり変更したいと存じま

すので、ご了承をお願いいたします。

それでは、これより議事に入ります。

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、浅田委員、坂本委員のご

両人にお願いいたします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

本日の委員会は、令和３年６月定例会におけ

る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。

それでは、審査方法等について、お諮りいた

します。

審査の方法については、委員会を協議会に切

り替えて行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午前１０時３４分 休憩 ―

― 午前１０時３９分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審
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査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、理事者へ正式に通知することといたし

ます。

ほかに、ご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかにご意見等がないようですので、これを

もちまして、本日の総務委員会を終了いたしま

す。

大変お疲れ様でした。

― 午前１０時３９分 散会 ―



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和３年 ７月 １日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ２時４０分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 大場 博文 君

副委員長(副会長) 宮本 法広 君

委 員 田中 愛国 君

〃 浅田ますみ 君

〃 山本 啓介 君

〃 近藤 智昭 君

〃 坂本  浩 君

〃 宮島 大典 君

〃 石本 政弘 君

〃 饗庭 敦子 君

〃 下条 博文 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

警 務 部 長 菅谷 大岳 君

首 席 監 察 官 川口 利也 君

首席参事官兼警務課長 平戸 雄一 君

総 務 課 長 車  康之 君

広報 相談課 長 松本 武敏 君

会 計 課 長 沢田石 徹 君

装備 施設課 長 平田 義隆 君

監 察 課 長 山崎 博之 君

厚 生 課 長 小島  聡 君

留置 管理課 長 船津 博之 君

生活 安全部 長 井手 孝志 君

生活安全企画課長 宮下 直樹 君

人身安全対策課長 宮﨑 秀樹 君

少 年 課 長 竹田 英城 君

生活 環境課 長 中村 敏弘 君

サイバー犯罪対策課長 林田 克盛 君

地 域 部 長 池園 直隆 君

地 域 課 長 塩崎 裕三 君

刑 事 部 長 山口 善之 君

刑事 総務課 長 横山 信也 君

捜査 第一課 長 宮﨑 和久 君

捜査 第二課 長 尾塚 政一 君

組織犯罪対策課長 犬塚 尚男 君

交 通 部 長 荒木  秀 君

交通 企画課 長 式場 龍明 君

交通 指導課 長 田川 佳幸 君

交通 規制課 長 澤村  彰 君

運転免許管理課長 松尾 邦仁 君

警 備 部 長 杉町  孝 君

公 安 課 長 川本 浩二 君

警 備 課 長 遠藤 雅敏 君

外 事 課 長 山下 勝宏 君

会 計 管 理 者 吉野ゆき子 君

会 計 課 長 岩村 政子 君

物品 管理室 長 高橋寿美子 君

監査 事務局 長 下田 芳之 君

監 査 課 長 太田 勝也 君

人事委員会事務局長 大﨑 義郎 君

職 員 課 長 田中  京 君
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労働委員会事務局長(併任) 大﨑 義郎 君

調整 審査課 長 山田 譲二 君

議会 事務局 長 松尾 誠司 君

次 長 兼 総 務 課 長 藤田 昌三 君

議 事 課 長 川原 孝行 君

政務 調査課 長 濵口  孝 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（総務分科会）

第97号議案
令和3年度長崎県一般会計補正予算（第5号）
（関係分）

報告第4号
令和2年度長崎県一般会計補正予算（第17号）
（関係分）

報告第12号
令和2年度長崎県庁用管理特別会計補正予算
（第2号）

報告第15号
令和2年度長崎県公債管理特別会計補正予算
（第2号）

７、付託事件の件名

○総務委員会

（1）議 案

第99号議案
職員の服務の宣誓に関する条例及び公安委

員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正

する条例（関係分）

第100号議案
長崎県職員定数条例の一部を改正する条例

第101号議案
長崎県税条例の一部を改正する条例

第102号議案
長崎県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に係る信号機等に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

第107号議案
権利の放棄について

報告第20号
長崎県税条例の一部を改正する条例

諮問第1号
退職手当支給制限処分に係る審査請求に関

する諮問について

（2）請 願

  な  し

（3）陳 情

・海運・船員の政策諸課題に関する申し入れ

・交通反則告知等に関する県議会での対処要望

について

・要望書

・令和4年度 県の施策等に関する重点要望事

項

・養生所／（長崎）医学校等遺跡の保存・保護・

整備・公開に関する陳情書ＸＸ 外

・辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖

縄県外・国外移転について国民的議論を行

い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決する

べきとする意見書の採択を求める陳情

・令和4年度 国政・県政に対する要望書

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開会 ―

【大場委員長】 おはようございます。

ただいまから、総務委員会及び予算決算委員

会総務分科会を開会いたします。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第
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99号議案「職員の服務の宣誓に関する条例及び
公安委員の服務の宣誓に関する条例の一部を改

正する条例」のうち関係部分ほか6件でありま
す。そのほか、陳情7件の送付を受けておりま
す。

なお、予算議案及び予算に係る報告議案につ

きましては、予算決算委員会に付託されました

予算及び報告議案の関係部分を、総務分科会に

おいて審査することとなっておりますので、本

分科会として審査をいたします案件は、第97号
議案「令和3年度長崎県一般会計補正予算（第5
号）」のうち関係部分ほか3件であります。
次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は従来どおり分科会審査、委員会審査の

順に行うこととし、各部局ごとに、お手元にお

配りしております審査順序のとおり行いたいと

思いますが、ご異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

なお、議案外の取扱いにつきましては、事前

通告に基づき質問を行うこととなっており、各

委員の質問時間は答弁時間を含め20分以内と
し、質問回数は1部局の審査につき1回までとな
っておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、これより警察本部関係の審査を行

います。

審査に入ります前に、理事者側から、人事異

動後、これまでの委員会に出席がなかった新任

幹部職員の紹介がありますので、これを受ける

ことにいたします。

【菅谷警務部長】おはようございます。警察本

部警務部長の菅谷でございます。

本日出席しております警察本部の幹部職員の

中で、令和3年5月10日の総務委員会、政府施策
要望の関係でございますが、この際に紹介して

おりませんでした幹部職員を、この際ご紹介さ

せていただきたいと思っております。

（各幹部職員紹介）

以上でございます。よろしくお願いします。

【大場委員長】 ありがとうございました。

それでは、これより審査に入ります。

【大場分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算に係る報告議案を議題といたします。

警務部長より、予算に係る報告議案の説明を

求めます。

【菅谷警務部長】それでは、警察本部関係の議

案についてご説明申し上げます。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の警察本部をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第4号、知事専決事項報告「令和2年度長崎
県一般会計補正予算（第17号）のうち関係部分
であります。

これは、さきの2月定例県議会予算決算委員
会におきまして、専決処分により措置すること

について、あらかじめご了承をいただいており

ました令和2年度予算の補正を、3月31日付で専
決処分させていただいたもので、その概要をご

報告いたします。

補正予算額は、歳入予算3,336万4,000円の減、
歳出予算5億5,518万円の減であります。
歳入予算の主な内容についてご説明申し上げ

ます。

使用料及び手数料につきまして、自動車保管

場所申請交付手数料等2,235万3,000円の減で
あり、その他は記載のとおりであります。

次に、歳出予算の主なものについてご説明申

し上げます。

一般管理費につきましては、庁費その他一般

経費8,686万6,000円の減であり、その他は記載
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のとおりであります。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算に係る報告議案に対する質疑

を行います。

質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算に係る報告議案に対する質疑・討論が終

了いたしましたので、採決を行います。

報告第4号のうち関係部分については、原案
のとおり承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算に係る報告議案は、原案のとお

り承認すべきものと決定をされました。

【大場委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

警務部長より、総括説明をお願いいたします。

【菅谷警務部長】警察本部関係の議案について

ご説明申し上げます。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

条例議案2件であります。
それでは、ご説明申し上げます。横長の総務

委員会資料、警察本部の1ページ目をお開きく
ださい。

第99号議案は、「職員の服務の宣誓に関する
条例及び公安委員の服務の宣誓に関する条例の

一部を改正する条例」のうち関係部分でありま

す。

この条例は、行政のデジタル化に向けて、押

印等の見直しを行うため、所要の改正をしよう

とするものであります。

同じく資料の2ページ目をお開きください。
第102号議案は、「長崎県高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例」で

あります。

現行の条例は、高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律に基づき、信号機等

に関する基準を定めるものであり、主務省令で

ある国家公安委員会規則が一部改正され、新た

に視覚障害者が使用する通信端末機器に信号の

情報を送信できる機能が基準に盛り込まれまし

たことから、本案は、これに合わせて改正をす

るものでございます。

なお、施行日につきましては公布日を予定し

ております。

次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。

横長の総務委員会資料、警察本部の3ページ
目をお開きください。

まず、損害賠償事案6件についてでございま
すが、このうち1件は、用途を廃止している職
員公舎の屋上防水シートが、台風の影響により

破損のうえ飛散し、隣接する民家の窓ガラスな

どを損壊させた事案でありまして、98万2,268
円を支払うため、5月27日付で専決処分をさせ
ていただいたものであります。

このほか5件は、職員公舎の外側に設置して
いるブレーカーの不具合によりまして、居住者

宅に異常電圧が流れ、電化製品を損壊させた事
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案でありまして、26万8,158円を支払うため、3
月26日付で専決処分をさせていただいたもの
でございます。

これらの賠償金は、全額県費から支払われる

ことになります。

職員公舎につきましては、点検や修繕を行っ

ておりますが、事案の発生後に改めて、警察本

部と各警察署が管理する全ての職員公舎につい

て、電力引込開閉盤等機器類の再点検を実施す

るなど再発防止に取り組んでおります。

このほか、和解が成立いたしました公用車に

よる交通事故が4件、合計60万4,077円を支払う
ため、5月27日付で専決処分をさせていただい
たものであります。

公用車による交通事故につきましては、事故

を抑止するため、異動後の対策として、各所属

において、不慣れな車種の運転や地理不案内を

踏まえた教養、各所属指定の安全運転指導員に

よる若手職員に対する同乗指導を実施するとと

もに、警察無線を活用した「スポット一斉指令」

により事故防止の注意喚起を行い、安全意識の

向上を図るなど、事故防止対策に取り組んでい

るところでございます。

今後も引き続き、交通事故をはじめとする損

害賠償事案を起こすことがないよう、指導を徹

底してまいりたいと考えております。

このほか、犯罪の一般概況について、人身安

全関連事案への取組状況について、特殊詐欺の

被害防止対策について、暴力団対策について、

薬物対策について、少年非行の概況について、

生活経済事犯の取締り状況について、サイバー

犯罪の取締り及び被害防止対策状況について、

交通死亡事故抑止対策について、につきまして

は、縦長の総務委員会関係議案説明資料に記載

のとおりであります。

最後に、長崎県行財政改革推進プランに基づ

く取組について、ご説明申し上げます。

平成28年度から昨年度までの5年間、「長崎
県行財政改革推進プラン」に基づき、全庁一丸

となって取り組んでまいりました。本プランに

掲げる警察本部関係の具体的項目に関して、そ

の主な取組内容をご報告申し上げます。

運転免許証の更新などの申請に来られた方が、

申請されたその日のうちに新しい運転免許証を

受け取ることができる「運転免許証の即日交付

事業」につきましては、運転免許試験場、西海

警察署、南島原警察署、平戸警察署、五島警察

署、新上五島警察署、壱岐警察署及び対馬南警

察署の8か所において運用しておりましたが、
令和2年4月1日から、長崎警察署に長崎運転免
許センターを併設し、全9か所で運用している
ところであります。

これにより、令和2年度の即日交付率につき
ましては、平成28年度に比べて15.9ポイント増
の71.2％となり、全国平均と同水準となったと
ころでございますので、引き続き、運転免許行

政に係る県民の利便性の向上に向け、継続的な

検討を実施してまいりたいと考えております。

なお、本年3月には、「長崎県行財政運営プ
ラン2025」を新たに作成し、今年度からその実
現に向けた取組を開始したところであり、今後

も積極的に県政の改革に努めてまいりたいとい

うふうに考えておりますので、引き続き委員の

皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申

し上げます。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。
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【坂本(浩)委員】 今、提案されました、条例改
正の第102号議案について質問をさせていただ
きます。

これは、先ほど説明がありましたように、信

号機の色を視覚障害者の皆さんにスマートフォ

ンで音声で伝えて道路横断を支援する機器を、

文言を追加をするということであります。

条例改正そのものは別に異があるわけではな

いんですが、今後の課題として、導入時期がい

つぐらいを目指しているのか、条例は今年度改

正するわけですから。

そして、導入に当たっての様々な課題があろ

うかと思いますが、そこら辺をどう認識されて

いるのか、教えてください。

【澤村交通規制課長】本件は、バリアフリー対

応型の信号機の基準の改正ということでござい

ます。現在までは「ピヨピヨ」「カッコー」の

音声のみでしたが、これにスマートフォンを利

用した情報を伝えるというものを追加するもの

でございます。

導入時期ということでございましたが、これ

は令和元年から全国で試験設置がされておりま

した。夜間の音響信号の運用を停止している時

間をカバーする目的で、スマートフォンを利用

した同システムを導入ということで、令和3年
度から全国で整備していこうと警察庁の方から

指示されたところでございます。

本県におきましては、視覚障害者団体等と協

議いたしまして、スマートフォンの利用状況等

を含めまして検討しましたところ、従来型の音

響型を整備することがまず先であろうというと

ころで、今年度までは、この高度化ピックスの

設置の予定はありません。

しかし、このように令和3年度から全国的に
整備するということで指示されておりますので、

来年度以降、どのような整備方法ができるかと

いうことについて、試験設置も含めて協議して

進めていきたいというふうに考えております。

【坂本(浩)委員】 導入時期は、おおよそわかり
ました。

2つ目の、導入に当たっての課題をどういう
ふうに認識しているか、いかがですか。

【澤村交通規制課長】課題ということでお尋ね

でございますが、現在、長崎県内でスマートフ

ォンを利用していらっしゃる視覚障害者の方は

限られております。先ほど申し上げましたよう

に、まずは音響式を整備していこうというとこ

ろもございますので、高度化ピックスというの

は置いているところでございます。

なお、この高度化ピックスそのものにつきま

しては、アプリを利用するわけでございますが、

音声は出ますけれども、渡る方向、方向性が示

されないところでございますので、今後のシス

テム技術開発が望まれるところかなというふう

に考えております。

【坂本(浩)委員】 今年度から警察庁が予算化を
して、全国で約2,000基の信号機に設置する方針
で、それに基づいたものと思います。全国で約

2,000基ですから、単純に人口比でいうと47都
道府県で長崎県は100分の1ぐらいとなると、20
基ぐらいになろうかと思うんですが、スマート

フォンの普及状況から、いわゆる「ピヨピヨ」

「カッコー」の音響式のものを先行すると、そ

れはそれで理解をいたします。

それで、課題ですけれども、私も当事者の皆

さんのお話を伺ったんですが、先ほど言われま

したようにスマートフォンの普及率が低いわけ

ですよね。県内に視覚障害者が大体5,800人ぐら
いいて、スマートフォンを持っているのが50人
ぐらいと伺いました。非常に少ない中でこれを

導入しても、効果という面で、先ほどあった音

響式をまずはきちんと整備をしようということ
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だろうと思います。

1つは、スマートフォンの普及をどうしてい
くかという課題もあろうかと思います。

それともう1つは、いわゆる白杖歩行をされ
ている方は、白い杖、白杖をついて片手がふさ

がる。そしてもう一方の手でスマートフォンを

持つと両手がふさがるという身体的な、物理的

な問題もあるんじゃないかということも指摘さ

れておりましたので、ぜひそこら辺は当事者の

皆さん方とも十分協議をしながら、そういった

課題について解決をしていただきたいと思うん

です。

それで、物理的な問題で言うと、まず体験会

か何かをしなければいけないんじゃないかなと

思います。今年度から全国で約2,000基という方
針ですけれども、これはどういうふうな体験会

をするかで、今後に関わってくるんじゃないか

と思います。全国でもう既に設置をしている先

行的な事例があろうかと思いますので、ぜひそ

ういうものを参考にして、例えば県立盲学校の

前でやるとかですね。あるいは長崎市の茂里町

の交差点では、高度化までいっていないですけ

ど、ピックスの多機能型の信号がありますね。

そういうところでするとか、ぜひそこら辺は多

面的に考えていただきたいと思っています。

それから、スマートフォンの普及については

なかなか、当事者の皆さん方の財政的な面もあ

ってですね。今、スマートフォンで視覚障害者

とか聴覚障害者の皆さん方が活用できるアプリ

がたくさんできているんですよね。それを活用

したいという思いはあるみたいなんですけれど

も、なかなか財政的に負担になるというふうに

聞いております。

今、県では、例えば拡大読書機だとか、ある

いは音声図書とか、視覚障害者のための機能を

持つ様々な機器を貸与したり、あるいはそれを

購入する場合の助成とかがあるんですが、スマ

ートフォンにそういった機能が入るアプリがあ

って、スマートフォンを1台持っていると、い
ろんな多機能のことができるということです。

そこは、警察本部だけじゃなくて障害福祉課

とも連携をとって、視覚障害者の協会の皆さん

方もそういう要望をずっと出しているみたいで

すから、ぜひ、そういったことも含めてスマー

トフォンの普及につなげていただきたいと思い

ます。

1つ目の体験会の全国的な先行している事例
を把握されているのかどうか、それからスマー

トフォンの普及に当たって障害福祉課との連携

かれこれ含めて考えられているのかどうか、そ

こら辺を再度お尋ねいたします。

【澤村交通規制課長】その使用の体験というこ

とでございますが、九州でいいますと、現在は

福岡県だけでございます。今年度の設置も福岡

県だけで、ほかはございません。体験をやると

なりますと、例えば盲学校であるとか、設置さ

れているところに試験的に設置して、それでや

っていくことが考えられるかとは思いますが、

これも各団体と話をしながら進めていきたいと

いうふうに考えております。

それと、スマートフォンの普及ということで

ございますが、こちらはちょっと私たちの方で

は考えておりませんので、ご勘弁いただきたい

と思います。

【坂本(浩)委員】 私が言っているのは、警察で
補助せよと言っているわけではなくて、そこの

部分がネックになっていますから、今は50台ぐ
らいということで、普及しないとどうにもでき

ないわけですよ、ハードができてもソフトが普

及しないとですね。ですから、障害福祉の部局

とも十分連携をとって、障害者団体の皆さんと

も十分に連携をとって、これはいいことだと思
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いますので、ぜひよろしくお願いいたします。

これは要望になりますけれども。

それと、さっき確認すればよかったんですが、

音響式のものは全国に多分2万5,000基ぐらい
整備されていると思うんですが、長崎県内には

どれぐらい整備されているんですか。それだけ

最後に教えてください。

【澤村交通規制課長】 令和2年度末現在で、県
下で合計383か所でございます。県内の信号機
が、1灯点滅を除いて2,328ですので、普及率は
16.4％というところでございます。
【大場委員長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑、討論が終了しましたので、

採決を行います。

第99号議案のうち関係部分及び第102号議案
については、原案のとおり可決することにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は原案のとおり、それぞれ可決

すべきものと決定をされました。

次に、陳情審査を行います。

お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧いただきたいと思います。審査対象は19番、
30番です。
陳情書について、何かご質問はありませんか。

【宮島委員】 1点だけ確認をさせてください。

陳情番号30番、佐世保市から出ております陳
情書の中で、57ページと記されております佐世
保警察署の早期建替えについての陳情について

お伺いをいたします。

この件につきましては、既に警察本部の方か

ら、その方向性について示されているところで

ありますが、現状についての確認をさせていた

だきたいと思います。

【平田装備施設課長】佐世保署の建替えにつき

ましての現状でございますが、令和3年度にＰ
ＦＩ導入可能性調査を行っており、今年度中に

結果が出る予定になっております。その結果に

よりまして、今後の計画は具体的に定まってい

くところでございます。

【宮島委員】ただいま答弁のありましたとおり、

今回の建替えにつきましてはＰＦＩ方式の導入

を検討されていると聞き及んでおります。

しかしながら、現在の長引くコロナ禍の影響

によって、この導入に影響がないものかと懸念

をいたします。そういう意味では、今後の方針

について先行きを少し心配する向きもあるわけ

でありますが、いずれにいたしましても、今年

度中には結論が出るということであります。

一つ要望でありますが、陳情内容にもありま

すとおりに老朽化が激しいということで、早期

の建替えという要望が地元からあっております

ので、今後の検討いかんにかかわらず、この建

替えが早期にできますことを、ぜひ要望をいた

したいと思います。

【大場委員長】 ほかに質問はありませんか。

【田中委員】今、宮島委員から話がありました

佐世保署の建替えです。佐世保市からもこうい

う要望が出ているわけですから、土地問題につ

いてはもう解決したと、解決できるというよう

なところまでいっているのかどうか、ちょっと

確認をさせてください。
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【平田装備施設課長】土地問題につきましては、

佐世保市から、購入に当たっては了承を得てお

ります。今現在としましては、今後の購入に向

けて財政当局と、いつ購入するのかというとこ

ろを決めているところでございます。

【田中委員】正確な情報じゃないんですが、今

ある佐世保署の敷地と市の持つ市民会館、この

辺の関係に何かあるんですか。かわりに佐世保

署の跡を佐世保市が利用させてくれとかなんと

かという話等々はないんですか。

【平田装備施設課長】お尋ねの件につきまして

は、佐世保市として利用したいという話はあっ

ておりますけれども、具体的な話は今のところ

はあっておりません。市民会館跡地と佐世保署

の跡地の問題とは、今のところ別個に考えてお

ります。

【田中委員】そういうことならば、そう問題な

く進展すると思います。先ほどもあったように、

やっぱり早急に進展させていただきたい。これ

は老朽化の問題もあるし、相浦署との合併とい

うか一緒になる方向も間違いないんでしょうか

らね。佐世保署と相浦署が一緒になって新しく

できるということになると、特に急ぐべしとい

う話ですので。

財政の方との問題は、何かあるんですか。県

の財政との合議の中で、何か問題点が出てきて

いますか。

【平田装備施設課長】財政当局とは、購入時期

の問題だけでありまして、今のところは特に問

題は生じておりません。

【田中委員】 ちょっと聞いたところ、10年計
画とかというような話も聞くのでね。10年計画
なんていうと、それはもうとても先の話なので、

その半分くらいでは解決できるように、できる

だけ急いでほしいと要望しておきたいと思いま

す。

【大場委員長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたしま

す。

次に、議案外所管事務一般について、事前通

告に基づき質問を行います。

事前通告をされた委員の方で、ご質問はあり

ませんか。

【饗庭委員】おはようございます。通告をさせ

ていただいていたので、質問をさせていただき

たいと思います。

最初に公用車による交通事故について、先ほ

どご説明いただきまして、今後指導されるとい

うことでございますが、4件の事故は、緊急時
に出動した時に起こったのか、普通のパトロー

ルというか巡回時に起こったのか、教えていた

だければと思います。

【山崎監察課長】 4件の事故のうち、緊急走行
で現場に向かっている時の事故が1件ございま
す。これは、火災現場に向かう途中に、第3車
線から第2車線に移行する時に起こした事故で
ございます。

【饗庭委員】じゃあ、あとはパトロール時と理

解したらよろしいですか。

【山崎監察課長】 あと3件については、通常時
の事案対応やパトロール中の事故ということで

ご理解をお願いいたします。

【饗庭委員】今後はこういう事故をなくすとい

うことで「スポット一斉指令」と書かれており

ますけれども、具体的にどのようにされるのか。

事故を起こさないようにするためには、車両

にいろんな便利な機能を付けていくことが事故

防止にもつながろうかと思いますが、そのあた

りをどうお考えか教えてください。

【山崎監察課長】公用車事故防止への取組につ
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いては、いわゆる実践的な運転訓練と指導、教

養、研修会の実施というようなところを柱に行

っているところでございます。

各所属に安全運転指導員を指定しておりまし

て、これは交通機動隊出身者とか運転技能にた

けている方を指定しております。この方たちの

指導によって、若手職員及び過去に事故歴を有

する職員に特化した指導、教養、警察施設や自

動車学校の教習コース等を利用した実践的、効

果的な運転訓練の推進、あるいはＪＡＦの職員

の方を部外講師として招いて安全講話の実施等

の研修会等を開催しております。

また、ドライブレコーダーについては、今年

度から4か年計画で全車両に搭載できるように
予算措置をいただいているところでありますの

で、今後も装備資器材の充実を図ることで事故

防止に努めていきたいと考えております。

なお、先ほど言われたスポット一斉指令は、

異動期に非常に公用車の事故が多いということ

で、通信指令課にお願いをして、全県下一斉に

無線で事故防止を呼び掛けることを行って、全

警察官に周知徹底を図ったところでございます。

【饗庭委員】安全運転を指導する立場におあり

かと思いますので、今後もぜひ事故のないよう

にお願いしたいと思います。

続きまして、児童虐待事案についてお尋ねし

ます。児童虐待事案で児童相談所とずっと連携

をとっておられると思うんですけれども、この

中でも夜間に通報とかが増えているかと思うん

ですが、夜間対応がどのようになっているのか、

お伺いします。

【宮﨑人身安全対策課長】警察におきまして児

童虐待が疑われる事案を認知した場合には、全

てにおきまして児童の外傷の有無や家庭環境の

確認、保護者や関係者の事情聴取等を行ってお

ります。そのうえで児童虐待が認められれば、

児童の安全確保を図ったうえで児童相談所への

通告、または事件化を図っております。

児童虐待で早急に児童の安全を確保する必要

がある場合には、夜間・休日であっても、児童

相談所に連絡したうえで、委託を受けて一時保

護し、速やかに児童相談所へ身柄付きでの通告

を行っております。

【饗庭委員】その中で、児童相談所じゃなくて

直接県警へ、児童虐待があっているというよう

な通報がどれぐらいあるのか、わかっていたら

教えてください。

【宮﨑人身安全対策課長】 本年4月末におきま
して、110番通報で警察が認知した夜間・休日
の児童虐待件数につきましては80件でござい
ます。このうち、児童相談所へ身柄付き通告し

た人数は7人となっております。
【饗庭委員】このコロナ禍で、全国的には児童

虐待件数が若干増えているのかなと思うんです。

長崎県では今のところ減少していますというこ

とですが、夜間対応が多いかと思っております。

その中で児童相談所に身柄通告した方は7人と
いうことですけれども、保護されて、またその

後にどうなるというような情報を県警で把握で

きている方がいらっしゃったら、何人ぐらいか

教えてください。

【宮﨑人身安全対策課長】身柄付き通告された

7人につきましては、児童相談所でそれぞれ援
助の方針を決められて、措置という形になって

おります。警察には、その措置が終わった段階

で完了という連絡があっております。

【饗庭委員】 今後もぜひ連携していただいて、

児童虐待がゼロになるようにしていただきたい

と思っております。

次に、薬物対策についてお伺いします。薬物

対策で、文章の中にありますように若年層を中

心に増加傾向にあると、なかなか再犯防止も難
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しいのかなと、目に見えないところで広がって

いるのかなと懸念するところでございます。

どういう取締り方法で撲滅というか、減らし

ていこうと考えておられるのかお伺いします。

【犬塚組織犯罪対策課長】薬物事犯につきまし

ては、確かに最近、覚せい剤よりも大麻の割合

が多くなっている、そしてまた使用して検挙さ

れる年齢層が若年化していることについては、

非常に懸念をしているところであります。特に

本県におきましては、平成28年以降に高校生や
大学生の乱用が問題化しているところはご承知

のとおりかと思います。

取締方法に関しましては、捜査に支障があり

ますので詳細は差し控えますけれども、若年層

が大麻に手を出しているのは、好奇心とか、そ

の薬物の怖さをよく把握していないところがあ

りますので、そういう怖さをよく啓発、教養し

ていきたいと考えております。

特に乱用防止につきましては、県の福祉保健

部薬務行政室が主体となりますので、ここが主

管する薬物乱用防止指導員協議会の各地区協議

会や総会に警察側からも参加し、情報共有や取

組について協議を重ねて、これからも邁進して

いきたいというふうに考えております。

【饗庭委員】未来ある若者ですから、薬物に取

り込まれないようにしていただければと思いま

す。

最後に、少年非行についてお伺いします。こ

の中で、不良行為少年が前年同期比で158人増
加しているということでございます。このコロ

ナ禍で子どもさんの行き場もなくなり、夜に徘

徊するような状況になっておられるのかと思い

ますが、このことも含めて、どういう指導を行

っているのか、お伺いします。

【竹田少年課長】繰り返し補導される少年等に

ついてお答えいたします。

令和2年中に検挙・補導された少年は141人、
うち再非行少年は30人、率にして21.3％でござ
います。また、令和3年4月現在では、検挙・補
導された少年は37人、再非行少年は14人、率に
して37.8％ほどございます。これら再非行少年
の割合は下げ止まりの状況にあるというふうに

考えております。

そういう状況の少年を支援するために、具体

的には少年サポートセンターがございますので、

専門的知識、技能を有する少年補導職員を中心

とした支援を行っております。その支援につき

ましては、問題を抱える少年に継続した面接、

または立ち直り支援活動ということで就労支援、

学習支援、農業体験活動等を行って、少年の居

場所づくりを通じて立ち直りを支援していると

ころでございます。

また、非行少年の深化の度合いが強い場合に

おきましては、臨床心理士等によるカウンセリ

ングにつないだり、少年鑑別所等の医学的・心

理学的所見からも助言を仰ぐなど、関係機関と

連携した対応をとっているところでございます。

【饗庭委員】関係機関といろいろ連携をとって

おられるということです。

先日、テレビで、大学生の方を任命して、今

後、警察と一緒に活動するというような報道が

あっていたかと思うんです。大学生と連携、一

緒に活動するというようなところまで報道され

ていたんですけど、具体的にどのような活動を

されるのか、教えてください。

【竹田少年課長】学生サポーターの活動につい

てお答えいたします。

学生サポーターは、本年度第18期で、96人の
大学生に委嘱をしております。

学生サポーターにつきましては、立ち直り支

援活動で一緒に活動したり、または街頭補導、

または非行防止の広報について一緒に活動をし
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ております。

特に少年たちと年代が近いこともあって、一

緒に活動して、お姉ちゃん、お兄ちゃんという

ことで相談を受けられる活動をしております。

特に、大学生が小学生や中学生に学習支援する

ことは非常にありがたく思われているというこ

とで好評を得ております。

【饗庭委員】言われるように年が近いので、す

ごく信頼関係もできやすいかなと思うので、進

めていただきたいと思います。

最後にもう1点だけ、ボランティアとも連携
をとっているということですが、どのようなボ

ランティア団体と連携をとって、どのように活

動されているのか教えてください。

【竹田少年課長】ボランティアとの連携につい

てお尋ねですが、警察としましては、いろんな

ボランティアがございます。特に少年の場合に

は少年補導員、少年指導委員、また先ほど申し

上げた学生ボランティア等がございます。

少年補導員につきましては、青パトの活動、

防犯活動も含めまして、少年の非行防止につい

て活動しております。夜間もしくは祭礼時に、

非行少年がいないのかどうかも含めて見回り活

動をしているところです。

少年指導委員につきましては県下に60人ほ
どございますが、風俗営業に特化した活動をし

て、少年が非行に手を染めていないかどうかの

活動をしております。

学生サポーターにつきましては、先ほどご説

明したとおりです。

【饗庭委員】 いろいろ事件とかも増える中で、

大変お忙しいと思いますが、ぜひ少年非行防止

にも全力を尽くしていただければと思います。

以上です。

【大場委員長】ほかにありませんか。通告され

ていますので。

【石本委員】 ストーカー事案、それから一部、

児童虐待事案に関することでございます。これ

まで県内で大きな人命に関わる事件が発生して

おります。全国的にも最近、死亡に直結するよ

うな事案が発生しています。

本県において、そういった事案が発生した場

合、ストーカー事案などは当然その前に警察に

相談していることがあるわけですけれども、大

きな事件につながっている結果を見ますと、相

談はしたけど、それが対応に生かされていない

とか、対応した方と署内でそれを対策する部署

との情報の共有化がなっていないとか連携不足

とか、そういった事件が見られるわけです。

本県内での警察での対応についてお伺いした

いと思います。

【宮﨑人身安全対策課長】ストーカーや児童虐

待事案等の人身安全関連事案につきましては、

被害者の生命等に関わる重大な案件に発展する

危険がありますので、警察といたしましては最

重要、最優先すべき事案として組織的に対応し

ているところでございます。

その初動支援対応につきましては、警察本部

の人身安全対策課に初動支援係を設置しており、

県内で発生する人身安全事案については24時
間態勢で把握をしております。

この初動支援活動につきましても、警察本部

と警察署が緊密に連携したうえで、被害者、被

害関係者の保護を最優先として、安全確保に万

全を期している状況でございます。

【石本委員】今言われたような内容については、

ぜひとも徹底していただきたいと思います。

全国的にそういった事件が発生した時によく

耳にする言葉が、署内では適切な対応をしてい

たという弁明するようなことが多く聞かれます。

そうではなくて、相談があった場合には本当に

親身になって、それも初動、初期の対応を徹底
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すると。相談があった方の実態を十分把握して、

ストーカーであれば当然警察署内での情報共有、

そしてまた隣接する管内、外もですね、1か所
だけではなくて。そういった連携がなっていな

いという状況も聞かれますので、そこら辺の情

報共有をしっかりしていただくことをお願いし

たいと思います。

また関連して児童虐待についても、先ほど饗

庭委員からお話があっていましたけれども、児

童相談所との連携、そして、本県においては児

童相談所に警察ＯＢの方がちゃんと対応するよ

うになっているのかどうか、そこをお伺いした

いと思います。

【宮﨑人身安全対策課長】委員ご指摘のとおり、

児童相談所には県警から、児童虐待等の対処に

経験豊富な警察官を派遣しております。現在も、

個別の事案であったり、児童相談所との連携に

関して情報共有、相互の理解の促進に関しまし

て緊密な連携を図っている状況でございます。

【石本委員】 県下で、児童相談所の数と、それ

に対して今言われた県警、又はＯＢが在籍する

数はわかりますか。

【宮﨑人身安全対策課長】現在、長崎児童相談

所に現職の警察官が1名と警察官のＯＢが1名、
佐世保児童相談所に警察官のＯＢが1名おりま
す。

【石本委員】 児童相談所は、今、長崎と佐世保

の2か所ということですね。
【宮﨑人身安全対策課長】 2か所でございます。
【石本委員】 そうであれば、なおさらのこと、

全県にまたがる案件になると思いますので、現

場と児童相談所と警察署の連携をしっかりとっ

て、悲惨な事件が、事案が発生しないように対

応していただきたいと思います。以上でござい

ます。

【大場委員長】石本委員、その他の項がありま

すけれども、なしですか。

【石本委員】 その他はなしです。

【大場委員長】わかりました。ほかにありませ

んか。

【下条委員】サイバー空間の犯罪について、ご

質問したいと思います。

2月定例会総務委員会で、ＮＴＴドコモ、ゆ
うちょ銀行の不正アクセスについて質問させて

いただきましたが、コロナ禍において、リモー

トワーク等インターネットの活用が進む中で、

サイバー空間の犯罪の増加、悪質化など、非常

に懸念しています。

長崎県警にもサイバー犯罪対策課が設立され

て、こういった状況ですので、どう人材を確保

していくのか、また機材等を整備していくのか

が、重要だと思います。

まず、現在のサイバー空間での長崎県での犯

罪状況についてと、そういった犯罪に対してサ

イバー犯罪対策課の皆様がどのように体制を組

まれて対応しているのか、お尋ねいたします。

【林田サイバー犯罪対策課長】長崎県の現在の

被害状況と申しますか、犯罪発生、検挙状況で

すが、本年5月末現在における長崎県のサイバ
ー犯罪につきましては、検挙件数22件でありま
して、昨年同期と比較しますと9件のプラスで
あります。

一方、相談件数につきましては5月末現在で
1,254件と、これも昨年同期と比較しますとプラ
ス356件ということで、相談、検挙ともに増加
傾向にございます。

全国的にもサイバー空間を悪用した犯罪は増

加傾向にございまして、特に電子マネーや電子

決済サービスなど新たに展開される各種サービ

スを悪用した、あるいはその脆弱性を突いたサ

イバー犯罪が増加しておりまして、サイバー空

間の脅威は年々深刻化していると認識しており
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ます。サイバー空間には、世界とつながってお

りまして地域性がありませんから、こうした脅

威は長崎県も同様であると認識しております。

この対策についてでありますが、事件が発生

した場合、捜査をいたしまして、そのシステム

の脆弱性、なぜそういう犯罪に至ったのかとい

う手口、この辺について捜査で判明した事項に

ついて、例えば金融機関であるとか、あるいは

そのサービスを提供している企業とか、そうい

うところに情報を提供いたしまして、今後の対

策、あるいは被害防止の強化を図っていただい

ております。

一方、そういうサービスを受ける側、我々で

すね、それを利用する側のユーザーも自らのア

カウント、情報を盗まれないようにガードする

必要があります。

そこで本県では、アカウント情報を盗む目的

で不特定多数のインターネット利用者にばらま

かれるフィッシングメールに対する注意喚起を

はじめといたしまして、サイバー犯罪の被害に

遭わないための基本的なセキュリティ対策につ

いて、新聞、テレビなどのマスメディアやＳＮ

Ｓ等を通じて広く一般に広報、啓発を行ってお

ります。また、学生、中小企業、インフラ事業

者等、それぞれに応じた講話やセミナー、そう

いう活動を行って広報、啓発、再発防止に努め

ております。

【下条委員】課長、サイバー犯罪対策課の人員

の体制についてはいかがでしょうか。

【林田サイバー犯罪対策課長】現在のサイバー

犯罪対策課の体制は、課長以下23名となってお
ります。なお、事件の規模によっては県警内部

の捜査部門との合同捜査も行いますし、他県と

競合する事件につきましても共同・合同捜査を

行っておりまして、必要な場合には人間のシフ

トによる増員が可能という体制をとっておりま

す。

【下条委員】当初予算でも、サイバー犯罪対策

課の一定程度の予算を確認しておりますが、現

時点で予算執行の状況といいますか、取組につ

いて何か教えていただけるようなことがあれば

お尋ねしたいと思います。

【林田サイバー犯罪対策課長】予算につきまし

ては一定程度いただいております。

その執行の内容でございますが、大きくは3
つの用途がございまして、1つは、やはりサイ
バー犯罪の捜査費用でございます。これは捜査

員の旅費とか、あるいはパソコンをはじめとす

る装備資器材、例えばサイバーに関する高度な

解析資器材のリース費用とか、あるいは通信、

プロバイダ契約料とか、そういうものになりま

す。

2つ目は人材育成でございます。人的基盤の
強化を図るために、例えば企業に捜査員を長期

派遣いたしまして、そこで学ぶというようなこ

と、あるいはそういう企業や大学あたりから講

師を招きまして、高度なサイバー事情について

の講義を受けると、そういった人材育成のため

の費用であります。

3つ目は、社会全体のサイバー犯罪意識向上
につきましての広報・啓発費用でございます。

これにつきましては、パンフレットなどの印刷

費用やサイバーセキュリティボランティアの経

費、あるいはその他、広報用の通信費用、こう

いうものに使途しております。

【下条委員】よくわかりました。サイバー犯罪

対策課の皆さん23名プラス連携をしながらと
いうこと、予算の執行でも捜査機材の確保のほ

かに人材育成であったり啓蒙活動に取り組まれ

ているということですね。

国の方でも、ＩＴ人材といいますか、セキュ

リティ人材の議論も非常に進んでおります。た
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だ、あまりいいお話がなくてですね。

自民党政調会のデジタル社会推進本部デジタ

ル人材育成確保小委員会によると、デジタル競

争力ランキングにおいて、日本は人材のデジタ

ル技術スキルが低迷、参加をした63か国中62位
ということで、ＩＴ人材は、サイバーセキュリ

ティの人材も含めて2030年までには45万人が
不足するのではないかという試算が発表されて

おります。

皆さんはＩＴ人材の不足に対していろんな取

組をされていると思いますけれども、サイバー

犯罪対策課として、ＩＴセキュリティスキルを

有した人材の確保について、何か取組をされて

いるでしょうか、お尋ねをいたします。

【林田サイバー犯罪対策課長】委員のご指摘の

とおり、これからますます深刻化するであろう

サイバー空間の脅威に対処できる人材の育成は、

警察にとって急務であると認識しております。

今現在、県警で行っております人材育成は、

まず1つには、今やあらゆる犯罪にサイバー空
間が利用されるようになっており、サイバー犯

罪に関する知識や技術はサイバー課だけが持っ

ていればいいわけではないということで、全て

の捜査部門の捜査員が身につけられるように、

他部門で既に捜査経験がある優秀な人材を1年
間、サイバー犯罪対策課で預かりまして、ここ

で実際にサイバー犯罪の捜査に従事させながら、

その知識や技術を身につけさせて元の部門に還

元するプログラムを実施しております。

また、民間の企業等でシステムエンジニアの

業務に従事した者、かつ情報処理安全確保支援

士、これはレベルの高い国家試験でありますが、

これに合格した方を特別捜査官として中途採用

して人材を確保しております。このような人材

は、本県のサイバー犯罪捜査を牽引するスペシ

ャリストとして今後も活動していく予定でござ

います。

もう一つは、昨年度からサイバー犯罪対策課

の警部補を1名、県立大学の情報セキュリティ
コースの大学院生として派遣しております。研

究のテーマはフィッシング対策であります。今

後も、大学とか学術機関との共同研究、あるい

はＩＴ企業と産業界とが連携した専門性の高い

研修など、産学官が緊密に連携した人材育成を

継続していく予定でございます。

【下条委員】ぜひ、今ご報告いただいたような

取組を進めていただきたいと思います。

おっしゃるように、インターネット上のウエ

イトが非常に大きくなっておりまして、そこに

おける犯罪も深刻化というか増加傾向にありま

すので、ぜひ対処できる体制の整備をお願いし

たいんですが、ここでリカレント教育について

お尋ねをしたいと思います。

株式会社ＮＴＴデータによると、ＤＸを推進

する人材ではポイントがありまして、技術、先

ほど言われた高度なセキュリティスキルを有し

ている人間も非常に重要です。必要なんですが、

これはいわゆるビジネスですね。皆様におかれ

ましては、警察の取り組む様々な内容。こうい

ったものを2つ、同時に有する中間の人材とい
うものが非常に重要と盛んに言っておられます。

ここでリカレント教育です。長崎県では、県

立大学に情報セキュリティ専門の情報セキュリ

ティ学科がありますし、長崎大学には情報デー

タ科学部があります。情報データ科学部では、

平成30年から令和2年まで社会人向けＩＴ先端
技術習得講座が行われて、3年間で延べ112名が
受講、うち24名が履修証明を取得されている状
況にあります。

このような様々なリカレント教育は、加速し

ていろんな形で増えていくのかなと思っており

ますが、県警の皆様に対してのリカレント教育



令和３年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（７月１日）

- 18 -

について、どのようなお考えをお持ちでしょう

か、お尋ねいたします。

【林田サイバー犯罪対策課長】今、委員のお話

にありましたリカレントでございますが、まだ

具体的にはそういう話にはなっておりません。

ただ、今ご指摘いただきましたので、今後はそ

の辺を検討のうえで、いろいろな対策をとって

いきたいと考えております。

【下条委員】ぜひ検討いただきたいと思います。

セキュリティとなりますと、プログラムでも非

常に高度な学問になります。ハードルも高いと

思いますが、例えばインターネットの世界を、

プログラムやＨＴＭＬとか、そういったプログ

ラムの初歩がわかるだけでも、アプリの構造で

あったり、詐欺や不正アクセスの状況や、また

即座の対応などもできるのではないかなと思っ

ておりますので、ぜひ幅広くこのような取組を

進めていただきたいというふうに要望して終わ

りたいと思います。

【大場委員長】 ほかにありませんか。

【田中委員】通告しておりました信号機の設置

について、改めてちょっとお聞きをしておきた

いと思うんです。

私も、地元の町内会長等々から、3~4か所の
信号機の設置要望を受けているんですが、改め

て正式に受けた事例が一つありますので、お聞

きしておきたいと思うんです。

早岐署管轄の国道202号、針尾地区の西海橋
からちょっと早岐寄りのところですけれども、

もう15年来要望をしていると認識をしている
んです。

というのは、農道を新設しまして、新設した

時に信号機の設置をお願いすればよかったんで

しょうけれども、その時は様子を見たいという

ような話だったと思うんです。信号機がない。

地元の話題はいろいろあっていたんです。私も

話題は話題なりに聞いて、そこまでは関与して

いなかったんですが、今回改めて、信号機を設

置してくれというような話がありましたので、

お聞きしたいんです。

一度、現地で、まだ無理よというような話が

あったとすれば、その後、改めて話があった時

にも、何というんですかね、正式な訴状になら

ないようなところがあるんじゃなかろうかなと

思ってお聞きしているんですけれども、いかが

でしょうか。

【澤村交通規制課長】信号機の設置要望の件に

ついてお尋ねでございます。

設置の要望があって、道路調査をして、設置

の必要性が低いということで見送ったところに

つきまして、その後、交通量の変化とか要望が

あった場合には、再度現場調査をするなどによ

り設置の可否を判断しているところでございま

す。

【田中委員】一般論として地元で言われている

のは、金がないもんね、予算がないもんね、と

いうような話とか、順番待ちだからしばらく待

ってくれというような話等々が出てきたりする

わけです、一般論としてですね。そういうこと

は、あってはならないという認識を私はしてお

りましてね。予算は、いつでもつければあるわ

けですからね。それから、地元からの要望も、

町内会長が代わるとまた改めて出てくるケース

もあったりしてですね。

今回私が認識しているのは、佐世保市で針尾

無線塔というのがあるんです。3本の無線塔、
あそこに入る、進入する道路なんです。観光バ

スが出入りするのに危険だから、信号がなけれ

ば誘致もできないというような話もあったりし

ましてね。

私も改めて早岐署には行きたいと思っている

んですけれども、現地を見て見直しができない
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かと考えているんです。改めて相談には行きま

すけれども、見解だけちょっと聞いておきたい

と思います。

【澤村交通規制課長】 信号機の設置について、

予算がないからとか順番待ちとかという話がご

ざいましたが、ちょっと認識が違うのかなとい

うふうに思っております。

信号機の予算につきましては、設置の前年度

に、その必要性を判断して要求するという形に

なっておりまして、今年度につきましては6基
分の新設の予算がついております。これは6基
分要求しまして6基分ついたところでございま
して、新設の分についてはしっかりつけていた

だいているという認識でございます。

信号機そのものにつきましては、信号機の設

置の見直しで総数を抑えるというところがござ

いますので、以前のようにどんどんつけていく

というわけにはいかないという状況でございま

す。

信号の総数につきましては、先ほど申し上げ

ましたが、県下約2,400基あるところです。更新
年が19年、信号機の制御機、コンピュータのと
ころを19年で更新しなければならない。一方、
更新はどうかといいますと、年で100から120
ですので、総数でいいますと2,000ちょっとぐら
いが適正な数というところでございます。現在、

更新できていないのが約6％ございますので、
その辺の適正な数を管理していかないといけな

いとやっているところでございます。

お話にございました針尾送信所へ入る道の信

号機の設置については、具体的には個々にお話

しすることとしますが、お話いただいて現地調

査等をしております。現況におきまして、交通

量的には市道から出てくる車はあまり多くない

ような状況。それと、自治体による具体的な観

光誘致とか道路整備の計画はございませんので、

現時点では信号機の整備の必要性は低いという

ふうに判断しております。

なお、同所につきましては、道路構造、道路

環境の観点から、歩行者が信号待ちする場所が

ないんじゃないかというところもありますし、

信号機そのものの設置箇所等についても検討を

要するところでございます。

今後、針尾送信所への観光客が増加するなど

により、交通環境や交通の実態が変化した際は、

改めて道路構造などの改良を含めて信号機設置

について検討していくというふうに考えており

ます。

【浅田委員】 幾つか質問させていただきます。

長崎は治安が非常にいい地域として全国でも

名をはせているのは、日頃から皆様のご努力だ

なというふうに思っています。だからこそ、警

察の方々に対しての県民の信頼なども厚いかと

思うんですが、そんな中で、ここ数年、警察内

での不適切な問題等々が起こっております。

今日も、条例なので、今までですと、上級の

公務員の先輩とか上の方の前で、これからの職

員さんが宣誓をしたりといったこともありまし

たが、それすら今後なくなっていく流れで、緊

張感というようなものも薄れていくのではない

かという心配もあります。

これまでいろんな事件があった時にどのよう

に、ほかの方々への指導を徹底、そして今後を

お考えなのかというのをお聞かせいただければ

と思います。

【山崎監察課長】本県のいわゆる不適切事案は、

懲戒処分、監督上の措置というような処分にな

ると思うんですけれども、過去3年間で55人を
処分しているところでございます。

再発防止対策としては、身上把握、指導監督

の徹底、それと業務管理、職務倫理教養の3つ
を柱として、各種対策を徹底し、再発防止と県
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民信頼回復に努めているところです。

具体的な取組としては、各所属長が危機意識

をもってリーダーシップを発揮して実効性のあ

る施策に取り組むように、各種会議や本部長通

達等による指示を徹底しております。

そのほか具体的には、発生した事案について

職員による検討会の開催、あるいは年1回各所
属で実施される総合監察時に職員への聞き取り、

それと本部幹部による警察署長等への直接指導、

本部長あるいは各部長等と各警察署員との座談

会、これらを実施して再発防止に努めていると

ころでございます。

【浅田委員】いろんなご努力をなさりながらも

55件、その55件という数字自体はどのように捉
えていますか。

【山崎監察課長】治安維持を図る警察官の不祥

事ということで、非常に申し訳なく思っており

ます。今後、再発防止を含めて対策を強化して

いきたいと考えておりますので、ご理解をお願

いいたします。

【浅田委員】理解はするところでありますけれ

ども、今までも「再発防止に努めます」という

ようなご答弁を再三、何かがあった時には部長

をはじめ、なさっているかと思うんです。より

徹底をしていただく、模範として規律を守って

いただけるようにお願いして、この質問は終わ

らせていただきたいと思います。

続いて、少年非行の薬物について、先ほどか

らいろいろご説明などがございましたので、こ

れは要望にかえさせていただきますが。

先ほども、学校等々いろんなところで指導を

しているというお話がありました。薬剤師をは

じめ、民間のライオンズさん、いろんなところ

で、各学校を回って、薬物の怖さというのは、

ここ数年、ＤＶＤなどを見せて教室を開いてや

っております。

それでもやはりというところがありますので、

学校などを回っているからとか啓発活動に努め

ているからではなくて、より深い部分で、どの

ような分析をなさり、対策をしているのかとい

うようなことを次回聞かせていただければと思

います。これは要望にとどめます。

続いて、まちづくりに伴う交通政策について

ですが、ここ最近、窓から見ておわかりのとお

り、駅周辺にさまざまな建物がどんどん、どん

どんできております。そんな中で、県庁に来る

道路は浦上線沿いの1本で、皆さん、ここの交
通渋滞を非常に危惧している状況であります。

また事故も含めてであります。

そんな中で、例えば都市計画の方に聞くと、

警察と相談をしながら大丈夫ですというお答え

をもらうのですが、県民に対する心配材料をど

のように捉えて、今後、改善していこうとなさ

っているのかというのをまずお聞かせください。

【澤村交通規制課長】長崎駅前地区の交通渋滞

対策について、どのように考えているかという

ふうなご質問でございます。

ＪＲ長崎駅は、国際観光都市長崎の玄関口に

当たり、内外の観光客を受け入れる要所である

一方、同駅前の国道206、202号は、1日の交通
量が約5万台を超え、県下最大の交通量があり、
交通渋滞が長年の課題となっております。

これらを踏まえて、長崎県交通渋滞対策協議

会において、長崎駅前及び宝町、宝町から稲佐

橋に至る間は、主要渋滞箇所として対策を講じ

ているところでございます。

具体的には、主要道路での踏切をなくすＪＲ

の連続立体が令和2年に完成したところでござ
いますし、ただいま計画中であります長崎南北

幹線道路計画も渋滞対策というところで考えら

れていまして、交通管理者の立場から、信号機

の運用とかについて意見を述べてきたところで
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ございます。

現在、長崎駅周辺土地区画整理事業の中で、

ＭＩＣＥや新しい道路の建設、さらには稲佐橋

近くで長崎スタジアムシティの建設が進んでい

るところであり、周辺道路における渋滞悪化が

懸念されるところでありますが、警察では、よ

りよい交通環境の整備のため、これまでこれら

の交通処理対策について積極的に協議に対応し

て、事業者や道路管理者等に対して意見の申し

入れ等を行ってきたところであります。

今後も適切に対応していきたいというふうに

考えております。

【浅田委員】適切に対応をということで、協議

会でも対策を考えているということでございま

すが、南北幹線もまだこれから先のことであり

ますし、立体交差事業も進めていますけれども、

ここにＭＩＣＥができて、ジャパネットタウン

ができると、イベントが重なった時、駅周辺で

も何かがあった時、かなり心配の声があるんで

す。県庁にすら、ちゃんと来られるかしらとい

う声も聞くぐらいなわけです。

もちろん対応はしていただいていると思うん

ですけれども、この1本しかない状況の中で、
果たして信号機、立体交差だけで、重なった時

の状況をどこまでというのがなかなか見えない

ものですから心配の声が上がっていると思うん

です。そのあたりは、もっと深いところでいか

がですか。

【澤村交通規制課長】具体的に、渋滞しないか

というご心配でございます。そもそも論ではご

ざいますが、この狭い空間で、代替迂回路がな

いところにそういう施設を持ってくることで、

そういう懸念が生じるところではございますが、

できる限りの今考え得るところでどのような対

策をとっていくかということを進めていき、状

況に応じて対策を打っていくというふうに考え

ております。

なお、それぞれ事業者が違うところでござい

ますが、特に交通、車両の出入りについては渋

滞しないようにというところと、歩行者の動線、

安全性の確保というところに力点を置いて協議

を進めているところでございます。

【浅田委員】 なかなか難しいところですので、

これ以上はお伺いしませんが、この一本道のと

ころに建ててしまってはと言われてしまうと全

てが終わってしまうような状況でありますので、

様々なところの方と、目に見えるような形での

安心を発信するようなこともお考えいただけれ

ばと思います。この件については、また今後お

伺いをさせていただきたいと思います。

通告しておりますＤＶ状況につきまして、ま

た児童虐待とかぶるのかもしれませんが、昨年

からの状況等々を見て、このコロナ禍のステイ

ホームの中で目に見えない形で進んでいるので

はないかという声が上がっています。通報を受

理されていることだけではないところを、どう

やって皆様方の方で。

これまでそういう被害に遭った方たちと、現

状であったりとか防止策だったり、再発だった

り、いろいろなさっていると思うんですが、そ

ういったところを若干、ＤＶに関してお聞かせ

いただければと思います。

【宮﨑人身安全対策課長】児童虐待についての

再発防止対策といたしましては、市町及び児童

相談所との要対協であったり実務者会議におい

て、児童相談所等が保有する児童虐待事案の全

件情報の共有を…

【大場委員長】課長、児童虐待ではなくてＤＶ

です。

【井手生活安全部長】冒頭に申し上げましたよ

うに、人身安全関連事案につきましては、県民

の命に関わる案件ということで最優先、最重要
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課題と考えております。

4月末現在の数字的な分析、それと1件1件の
内容について、私も含めて県警本部幹部におい

て内容を確認いたしております。ここで分析結

果をご説明はできないんですが、コロナ禍にお

いて自殺に関するご相談が増えているというの

も新聞報道で承知しておりますので、家庭内で

ステイホームの影響がどういうふうに及んでい

くのかという点については、今後注視をして分

析してまいりたいと考えております。

とにかく、犯罪抑止に資する情報発信に向け

て、今現在の数字的な分析を怠らずに、発信に

努めてまいりたいと考えております。

【浅田委員】力強いお言葉をありがとうござい

ます。

数字で見えているのはごくわずかなところで、

本当に氷山の一角であると思います。ましてこ

うやってステイホームで、なかなか外の人たち

との連携がとれない、発信ができないような状

況で苦しんでいる方々の声も聞いておりますの

で、また改めて、分析した状況等も今後ご指導

いただければと思います。時間もないので、こ

れで終わりたいと思います。

【大場委員長】午前中の審査はこれにてとどめ、

しばらく休憩をいたします。

午後は1時30分より再開いたします。

― 午前１１時３０分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【大場委員長】それでは、委員会を再開いたし

ます。

【澤村交通規制課長】午前中に音響式信号機の

整備数について質問があり、去年の数字を申し

上げておりましたので、訂正をお願いいたしま

す。

令和2年度末の一灯点滅式を除く信号機の総

数は2,330基あり、うち音響式信号機は390基、
整備率は16.7％となっております。よろしくお
願いいたします。

【大場委員長】それでは、質問をお願いいたし

ます。

【宮本副委員長】警察本部の皆様方におかれま

しては、連日の任務、大変にお疲れさまでござ

います。そしてありがとうございます。

委員長のお許しをいただきましたので、私の

方から議案外の質問をさせていただきます。通

告に従いまして、3件ありますので端的にさせ
ていただきます。

まず1点目です。児童虐待事案についてとい
うことで質問させていただきます。児童虐待事

案につきましては、午前中も様々質問がされて

おりましたけれども、私の方からも質問いたし

ます。

説明資料の3ページに人身安全関連事案への
取組状況についてとありまして、児童虐待事案

の認知件数については前年同期と比較すると減

っているとあります。しかしながら、139名の
児童が児童相談所に通告されております。やっ

ぱり収まりきれない状況はあるということであ

りますけれども、いまだ県としては大きな問題、

大きな事件に結びついているものはありません。

皆様方の日ごろの努力のたまものであると痛感

しておりますが、その中において、連携のとり

方について確認をさせていただきたいと思いま

す。

数年前だったかと思います。長崎大学医学部

法医学教室と県が連携協定を結んだということ

があったかと思います。県警と児童相談所と、

先ほど言いました長大医学部の法医学教室、そ

して県の担当課はこども政策局になろうかと思

いますが、こことの連携がしっかりとれている

のかどうか。その後の状況も踏まえてですけれ
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ども、とれているのかということです。

中でも私が考えるに、法医学教室との連携と

いうのは非常に大事だと思うんです。恐らく今

も継続されているかと考えるんですけれども、

法医学教室の先生が児童を診て、これは虐待の

事案だと、この傷は明らかに虐待の傷だと早期

発見することによって、それが児童相談所に移

って、いち早く保護に結びつく、こういう取組

によって長崎県は大きな事件がないと私は認識

しているんですけれども、警察本部と児童相談

所と長大医学部の法医学教室とこども政策局、

県の担当課との連携がきちんととれているのか、

まずこれについて確認をさせてください。

【宮﨑人身安全対策課長】児童虐待に関する長

崎大学医学部法医学教室との連携につきまして

は、児童相談所が主体として行っており、児童

相談所からの依頼によりまして診察を実施して

おります。

県警に対しては児童相談所から通報がござい

まして、法医学教室において写真撮影による証

拠保全や医師からの法医学的見知に基づく所見

の聴取等を行っております。

【宮本副委員長】ありがとうございました。よ

かったです、きちんと連携がとれているという

ことで。確認をさせていただきました。

いち早くそういった形で現場を確認していた

だいて、児童を守ると、虐待を防ぐと。早期発

見が第一かと考えております。

それを踏まえて、法医学教室の先生のマンパ

ワーが恐らくあろうかと思うんです。なので巷

の病院、診療所、主に小児科医になろうかと思

いますが、そういったところで、この子どもさ

んはもしかしたら虐待のおそれがあるんじゃな

いか、そういった取組も巷で広げていくことが

大事じゃないかと思うんです。要は、長大の法

医学教室は法医学教室として、それをさらにバ

ックアップするためにも、地域の末端の病院、

小児科の先生たちが早く察知をして、それを児

童相談所、あるいは警察、もしくは県につなげ

るような仕組みづくりは今どうなっているのか、

再度確認をさせてください。

【宮﨑人身安全対策課長】地域の病院等におき

まして児童虐待に関する認知をした場合につき

ましては、基本的には児童相談所に通報がなさ

れると聞いております。地域の医療機関との連

携につきましては、負傷の程度にもよりますが、

早急な治療を必要とする場合などの個別ケース

につきましては、児童相談所と連携したうえで、

医療機関による治療を最優先として行っており

ます。

【宮本副委員長】地域の病院から児童相談所へ

の連携はとれていると確認をさせていただきま

した。こういった重層なる仕組みづくりによっ

て、重大な事件にはつながっていないというこ

とを再度確認させていただきました。

今後、コロナ禍において、これが限りなくゼ

ロに近づくのが一番いいんでしょうけど、なか

なかゼロというのは難しいかと思います。今の

体制をさらに強化していただいて、長崎県から

悲惨な事件、事故が起こらないよう、また日々

連携を強化していただければと思っております。

よろしくお願いいたします。

次の質問に移ります。次は薬物対策について

質問をさせていただきます。この問題につきま

しても、午前中に様々議論がなされておりまし

たけれども、私の方からもちょっと質問をさせ

ていただきます。

説明資料の5ページに「薬物対策について」
とありまして、これについてはちょっと増加傾

向になっています。私も感じるところがあって。

先週の地方紙に、佐世保で大麻所持による逮

捕があっていたかと思います。最近、若い方々
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の逮捕事案、大麻所持というのが見受けられる

んじゃないかと私自身は思っています。それが

この数字に表れていると考えるんです。

若年層における大麻、あるいは薬物事案の取

締りというか、それをさせない取組についてで

すが、県警としての取組は、午前中に薬物乱用

防止教室の話もありましたが、恐らくされてい

ます、承知しております。

教育委員会、県教育委員会でもされているん

ですけれども、通り一遍の講義、この薬はこう

ですよ、服用すればこうなりますとかというの

ではなくて、新たな取組ができないかという提

案なんです。

教育委員会においては、ロールプレイ式の薬

物乱用防止教室もやっているんです。今、普及

しつつあるんです。要は、生徒さんたちに実際

に考えていただいて、これをしたらどうなるの

か、ダメ、断る勇気はどうやったら培うことが

できるかというようなロールプレイ形式の薬乱

防止教室をやっているんです。

県警としても、何か別の視点で薬乱防止教室

ができないかなと。若者には、ＳＮＳを使った

取組であったりとか、視覚にバンと訴えかける

ようなもの。退屈にならない、申し訳ないんで

すけど講義とかではなくて、視覚から訴えるよ

うな薬乱防止教室ができないかなという提案を

させていただきたいんですけれども、今の取組

と今後の展開について確認させてください。

【竹田少年課長】薬物乱用防止教室の現状と新

たな取組についてのご質問ですが、まず、全国

的に若者への大麻の蔓延は非常に問題になって

いるところで、警察における少年の薬物乱用防

止対策については、少年自身に、大麻をはじめ

とする薬物は悪いものである、将来にわたって

使ってはいけないものであるという正しい認識

を持たせる必要があるというふうに考えており

ます。

そこで、警察としましては、ご案内のとおり

薬物乱用防止教室、あとは非行防止教室で規範

意識を醸成することが重要であると考え、実施

しております。

また、薬物乱用防止広報車、これは薬物標本

とか大型モニターでＤＶＤを投影する広報車で

ございますが、それを現場に派遣し、ロールプ

レイイング方式も取り入れて教室を行っている

ところです。とにかく少年の心に響く活動、教

室をということで取り組んでいるところであり

ます。

広報啓発の手法は、委員ご指摘のとおり、若

者の心により響くように、ＳＮＳをはじめとす

るあらゆる媒体や手法を取り入れて、今後も展

開していきたいと考えております。

【宮本副委員長】 実は私、昨日、佐世保市のハ

ウステンボス町にある長崎国際大学に行って、

いろいろ講義をしたんですけれども、その前段

で、ちょうど薬物乱用防止教室が偶然にもあっ

たんです。九州厚生局の麻薬取締官が、実際に

オンラインでズームを使ってされていたんです。

その中で、アヘンはこういうケシからできるだ

とか、ヘロインはこうこうというのがあって、

ＤＶＤも流されたんですけれども、なかなか、

どうかなと思う面があってですね。これで果た

して伝わるんだろうかという思いがちょっとあ

ったものですから質問をさせていただいている

んですけど。

先ほどおっしゃったとおり、ＳＮＳを活用し

たり、県警本部の中にはものすごく腕のいい、

視覚に訴えるイラストを描かれる方もたくさん

いらっしゃいますので、そういったものを県内

の各大学に貼るとか、小・中学校で掲示すると

か、そういうぱっと見てわかるような取組が大

事ではなかろうかなと考えたところです。
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そういったものも今後取り入れていただけれ

ば、若者に対して視覚に訴えて、ちょっと立ち

止まって見て考えるような仕組みをつくってい

ただくことによって、少しずつ減ってくるんじ

ゃないかなと考えます。そこに小さくＱＲコー

ドをつけて問い合わせ先とかとやれば、さらに

効果はアップするんじゃないかという一つの提

案ですので、協議してご検討いただければとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

最後、その他の事項です。実は昨日、通学路

総点検、緊急対策強化をというニュースがあり

ました。要は千葉県の八街市で起きた事故です。

児童5人が死傷したという事故がありましたね。
非常に痛ましくて、たまらん事件ですよ。

こういったことを受けて政府は、30日の午前、
首相官邸で、交通安全対策に関する閣僚会議を

開いたという報道がありました。要は、必要な

捜査と原因究明を直ちに行って、関係する事業

者に安全管理を徹底していくと、これは事件に

対するものですけれども、そのうえで通学路の

総点検を行ってくれということ、緊急対策を拡

充、強化して速やかに実行に移していくべきだ

という政府の方針が出ているんです。

これを受けて、昨日なのでどうなっているか

わかりませんけど、こういった千葉県の事故を

受けて、警察本部としても直ちに動く必要があ

るんじゃないかと考えて、その他の事項で上げ

させていただきました。

この事件を受けて、そしてまた政府の見解を

受けて、何か警察本部として早急にやっている

ことがあれば、教えていただければと思います。

【式場交通企画課長】千葉県において、大変痛

ましい事故が発生しております。

昨日、関係閣僚会議が行われまして、総理か

ら、通学路の点検について指示がなされたこと

は承知しております。この具体的な指示がまだ

警察庁から届いておりませんけれども、それま

での県警の取組ですが、既に過去から取り組ん

できた対策がありまして、1つが保護誘導活動、
そして交通安全指導、3つ目が通学路の危険箇
所の把握、4つ目が交通取締まり、交通安全施
設の整備と最後に広報啓発活動を実施しており

ますので、これらを強化して取り組むように各

署に指示しております。

また、関係機関・団体との連携ですが、知事

部局と連携いたしまして、子供の交通事故を防

止するような取組を徹底するように指示をして

おります。

今後、警察庁から具体的な指示が出された場

合には、その内容に基づきまして、子供の交通

事故防止のための対策を推進してまいりたいと

考えております。

【宮本副委員長】 ありがとうございました。

早々にご対応いただいたということで感謝を申

し上げます。

私、今日は佐世保から来たんですけれども、

いつになく通学路に立っていらっしゃる父兄の

方々、今まで立っていなかったところに警察の

方が立っていたのを見た時に、こういったこと

が原因で指示があったのかなとちょっと思った

次第です。

私も育友会をやっているので、地元の小学校

でやっていますので、月に1回、2回は立つよう
にしているんですけれども、やはり危険な時と

いうのはあるんです。そういったところの点検

は非常に大事だろうと考えております。

ちなみに、ここは担当課ではないのかもしれ

ませんが、長崎県内で通学路の危険箇所がどれ

ぐらいあるかが把握できていれば教えていただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。

【澤村交通規制課長】 6月28日に千葉県八街市
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で発生した事故につきまして、犠牲になられた

方の冥福をお祈り申し上げますとともに、けが

をされた方の早期回復を祈念するところでござ

います。

現在の長崎県内の通学路の危険箇所がどのく

らいあるかということでございますが、まずも

って、平成24年4月に京都府亀岡市で集団登校
中の児童が死傷する事故がありまして、緊急点

検をやりました。その際は1,043か所について実
施し、警察でするところの横断歩道の移設であ

るとか、信号機の新設であるとかという対策は

全て終了したところでございます。

またさらに、記憶が新しいところでございま

すが、令和元年度には滋賀県大津市で、これは

未就学児童の移動経路に車両が突っ込んで死傷

する事案が発生しております。この際も学童の

安全確保ということで、県下、通学路ではない

んですけど、園児が移動する経路も含めたとこ

ろで1,190か所について点検を行い、警察の対応
すべき373か所、先ほど申し上げました横断歩
道の新設とかという部分でございますが、373
か所を挙げて、これも全て終了しているところ

でございます。

それで、一昨日の事故に関しましては、昨日、

総理から緊急通学路総点検の指示がなされたと

報道があったところでございますが、まだ具体

的に警察庁から指示がございません。今後、通

学路の安全確保については引き続き、学校、道

路管理者、関係機関と連携して、最重要課題と

認識して再発防止対策に全力で当たる所存でご

ざいます。

【宮本副委員長】最重要課題で取り組んでいた

だきたいと思います。こういう痛ましい事故が

絶対に長崎県内から出さないように、もちろん

地域の我々も注意するところではありますけれ

ども、再度、様々な関係機関と連携をとって強

化していただければと思います。以上です。

【大場委員長】それでは、ほかに質問がないよ

うですので、警察本部関係の審査結果について

整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 １時５０分 休憩 ―

― 午後 １時５０分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、警察本部関係の審査を終

了いたします。

引き続き、出納局及び各種委員会事務局の審

査を行いますが、理事者入れ替えのため、しば

らく休憩いたします。

再開は、午後2時10分よりといたします。

― 午後 １時５１分 休憩 ―

― 午後 ２時１０分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

これより、出納局及び各種委員会事務局関係

の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から、4月の
人事異動後、これまでの委員会に出席がなかっ

た新任幹部職員の紹介がありますので、これを

受けることにいたします。

【吉野会計管理者】会計管理者の吉野でござい

ます。よろしくお願いいたします。

それでは、このたび4月1日付の人事異動に伴
う出納局の新任幹部職員を紹介いたします。

（各新任幹部職員紹介）

どうぞよろしくお願いいたします。

【下田監査事務局長】監査事務局長の下田でご

ざいます。

新任の監査事務局の幹部職員をご紹介いたし

ます。

（新任幹部職員紹介）
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どうぞよろしくお願いいたします。

【大﨑労働委員会事務局長】労働委員会事務局

長の大﨑でございます。

4月1日付の人事異動で、新たに労働委員会事
務局に着任いたしました幹部職員をご紹介いた

します。

（新任幹部職員紹介）

よろしくお願いいたします。

【松尾議会事務局長】議会事務局長の松尾でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

私より、4月1日付の人事異動に伴う議会事務
局の新任幹部職員をご紹介申し上げます。

（各新任幹部職員紹介）

以上でございます。よろしくお願い申し上げ

ます。

【大場委員長】 ありがとうございました。

それでは、これより審査に入ります。

【大場分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算に係る報告議案を議題といたします。

会計管理者より、予算に係る報告議案の説明

をお願いいたします。

【吉野会計管理者】出納局関係の議案について

ご説明いたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の出納局・各種委員会事務局をお開きください。

1ページが出納局関係です。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

さきの2月定例会の予算決算委員会において、
専決処分により措置することについて、あらか

じめご了承をいただき、3月31日付で専決処分
させていただきました、報告第4号、知事専決
事項報告「令和2年度長崎県一般会計補正予算
（第17号）」のうち関係部分であります。
補正予算の主な内容ですが、歳入予算で（目）

証紙収入で、9,819万5,000円を減額いたしてお

りますが、これは、手数料徴収のための証紙売

払収入が見込みを下回ったことによるものであ

ります。

また、（目）県預金利子で47万8,000円を増
額いたしておりますが、これは歳計現金の預金

利子収入が、見込みを上回ったことによるもの

であります。

次に、歳出予算の（目）一般管理費で44万円
を減額いたしておりますが、これは職員給与費

等の減によるものであります。

また、（目）会計管理費で844万2,000円を減
額いたしておりますが、これは会計事務管理運

営費の減によるものであります。

以上をもちまして、出納局関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場分科会長】 次に、監査事務局長より、予

算に係る報告議案の説明をお願いいたします。

【下田監査事務局長】監査事務局関係の議案に

ついてご説明いたします。

同じ資料の2ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第4号、知事専決事項報告「令和2年度長崎
県一般会計補正予算（第17号）」のうち関係部
分であります。

補正予算の主な内容は歳出予算の（目）事務

局費で73万3,000円を減額しておりますが、こ
れは職員給与費等の減によるものであります。

以上をもちまして、監査事務局関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場分科会長】次に、人事委員会事務局長よ

り、予算に係る報告議案の説明をお願いいたし

ます。
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【大﨑人事委員会事務局長】人事委員会事務局

関係の議案についてご説明いたします。

同じ資料の3ページでございます。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第4号、知事専決事項報告「令和2年度長崎
県一般会計補正予算（第17号）」のうち関係部
分であります。

補正予算の主な内容でありますが、歳入予算

の（目）雑入で24万2,000円を減額いたしてお
りますが、これは公平委員会受託事務に伴う収

入見込み額の減等によるものであります。

歳出予算の（目）事務局費で173万5,000円を
減額いたしておりますが、これは事務局運営費

等の減によるものであります。

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場分科会長】次に、労働委員会事務局長よ

り、予算に係る報告議案の説明をお願いいたし

ます。

【大﨑労働委員会事務局長】労働委員会事務局

関係の議案についてご説明いたします。

同じ資料の4ページであります。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第4号、知事専決事項報告「令和2年度長崎
県一般会計補正予算（第17号）」のうち関係部
分であります。

補正予算の主な内容は、歳出予算の（目）委

員会費で153万1,000円を減額いたしておりま
すが、これは委員会運営費の減によるものであ

ります。

以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場分科会長】 次に、議会事務局長より、予

算に係る報告議案の説明をお願いいたします。

【松尾議会事務局長】 同じ資料の5ページをご
覧ください。

議会事務局関係の議案についてご説明いたし

ます。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第4号、知事専決事項報告「令和2年度長崎
県一般会計補正予算（第17号）」のうち関係部
分であります。

補正予算の主な内容ですが、歳出予算の（目）

議会費で2,714万8,000円を減額いたしており
ますが、これは議員費用弁償等の減によるもの

であります。

また、（目）事務局費で883万1,000円を減額
いたしておりますが、これは事務局運営費等の

減によるものであります。

以上をもちまして、議会事務局関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算に係る報告議案に対する質疑

を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算に係る報告議案に対する質疑・討論が終

了しましたので、採決を行います。

報告第4号のうち関係部分については、原案
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のとおり承認することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算に係る報告議案は、原案のとお

り承認すべきものと決定をされました。

【大場委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

出納局及び各種委員会事務局においては、委

員会付託議案及び陳情がないことから、関係局

長より所管事項についての説明を受けた後、議

案外の所管事務に対する質問を行うことといた

します。

会計管理者より、所管事項の説明をお願いい

たします。

【吉野会計管理者】出納局関係の所管事項につ

いてご説明いたします。

総務委員会関係議案説明資料の1ページをお
開きください。

「長崎県行財政改革推進プラン」に基づく取

組について。

平成28年度から昨年度までの5年間、「長崎
県行財政改革推進プラン」に基づき、全庁一丸

となって取り組んでまいりました。本プランに

掲げる出納局関係の具体的項目に関して、その

主な取組内容をご報告いたします。

出納局におきましては、「内部管理業務の見

直し」について、職員からの財務会計システム

に関する要望や提案をもとに改善に取組み、収

納票に係る専用用紙を3種類から1種類に統一
したほか、それまで出力された帳票でしか行え

なかった過年度データの参照をシステム上で行

えるようにするなど、会計事務に係る作業の省

力化、効率化を図ることができました。

なお、本年3月には、「長崎県行財政運営プ
ラン2025」を新たに策定し、今年度からその実
現に向けた取組を開始したところであり、今後

も積極的に県政の改革に努めてまいりますので、

引き続き委員の皆様のご理解とご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。

以上をもちまして、出納局関係の説明を終わ

ります。

【大場委員長】次に、監査事務局長より所管事

項の説明をお願いいたします。

【下田監査事務局長】監査事務局関係の所管事

項についてご説明いたします。

同じ資料の2ページをお開きください。
監査計画の策定について。

今年度の監査の実施に当たりましては、昨年

4月に施行された長崎県監査基準に基づき、効
率的かつ効果的に行えるよう、年度初めの監査

委員会議において、監査等の種類、対象、時期、

実施体制等を定める「令和3年度監査計画」を
策定しております。

今年度の監査につきましても、県の事務や事

業について、合規性、正確性、経済性などの観

点から検証に努め、監査の結果が実効あるもの

として事務や事業の改善につながるよう、十分

留意して実施することとしております。

また、昨年度から、知事部局において内部統

制制度の本格運用が開始されており、今後、知

事から内部統制評価報告書が提出されますので、

評価内容の審査を適切に進めてまいります。

さらに、監査結果に対する是正、改善の取組

状況を継続的にフォローアップすることにより、

監査の実効性を担保するとともに、監査結果等

については、監査事務局のホームページに掲載

するなど、県民にわかりやすく公表することと

しております。

以上をもちまして、監査事務局関係の説明を

終わります。

【大場委員長】次に、人事委員会事務局長より

所管事項の説明をお願いいたします。
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【大﨑人事委員会事務局長】人事委員会事務局

関係の所管事項についてご説明をいたします。

同じ資料の3ページであります。
まず、令和3年度県職員採用試験についてで

ありますが、今年度の大学卒業程度の試験につ

きましては、「行政Ｂ」の試験を実施し、最終

合格者を発表いたしました。

また、「行政Ｂ」を除く大学卒業程度試験に

ついては、「行政Ａ」をはじめ14の試験職種の
1次試験を6月20日に実施し、併せて「民間企業
等職務経験者」及び「海外活動等経験者」の選

考試験についても、1次試験を6月20日に実施い
たしました。2次試験の実施予定及びその他の
職員採用試験の実施予定につきましては、それ

ぞれ記載のとおりでございます。

次に、「長崎県行財政改革推進プラン」に基

づく取組についてであります。

平成28年度から昨年度までの5年間、「長崎
県行財政改革推進プラン」に基づき、全庁一丸

となって取り組んでまいりました。

人事委員会事務局におきましては、多様な人

材の確保に向けて、「行政（特別枠）」などの

一部の試験職種において、従来の教養試験を、

主に理解力や思考力を測る能力試験に変更いた

しますとともに、若者の利用が多いツイッター

などＳＮＳを活用した採用情報の提供や、オン

ラインを活用した業務説明会を実施するなど、

新たな取組を進めてまいりました。

なお、本年3月には、「長崎県行財政運営プ
ラン2025」を新たに策定し、今年度からその実
現に向けた取組を開始したところであり、今後

も積極的に県政の改革に努めてまいりますので、

引き続き委員の皆様のご理解とご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。

【大場委員長】次に、労働委員会事務局長より

所管事項の説明をお願いいたします。

【大﨑労働委員会事務局長】労働委員会事務局

関係の所管事項についてご説明をいたします。

同じ資料の5ページであります。
調整事件について。

これは労働組合と使用者との間で生じた紛争

に関する事件についてでありますが、今年度、

現在までに取り扱いました調整事件はございま

せん。

審査事件について。

これは不当労働行為に関する事件であります

が、審査事件は1件で、現在審査中であります。
個別的労使紛争について。

これは、労働者個人と使用者との間に生じた

紛争に関する事件でありますが、今年度、現在

までに取り扱いましたあっせん事件はございま

せん。

以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。

【大場委員長】ありがとうございました。以上

で説明が終わりました。

次に、議案外所管事務一般について、事前通

告に基づき質問を行います。

事前通告を行われた委員の方で、ご質問はあ

りませんか。

【饗庭委員】通告に基づいて質問をさせていた

だきたいと思います。

今ご説明がありましたとおり、令和3年度の
県職員採用試験におきましては、大きな効果が

出ていると、ＳＰＩ試験を導入したことにより

優秀な人材が確保されたかと思います。今後も、

このＳＰＩ試験をほかの業種でも取り入れてい

く予定があるのか、お伺いしたい。

併せて、試験を前倒ししたことで大学生はす

ごく受験がしやすいかと思うんです。民間の就
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職も始まります。6月1日が実際ではありますけ
れども、前倒しで始まるので、ほかの分も前倒

しすると、より受けやすく、よりいい人材が確

保できるのではないかと思います。その2点を
お伺いします。

【田中職員課長】今回の行政ＢにおけるＳＰＩ

試験の得点を分析したところ、約400名という
多くの受験者数だったことに加え、非常に優秀

な受験者が多かったという結果が出ております。

また、最終合格者の大学での学部、専攻など

を見ると、薬学、工学、生命科学など、いわゆ

る理系の学部で学んだ方が半数近くを占めるな

ど、様々な分野で学んだ方が合格しております。

このようなことから、今回の行政Ｂの試験では、

優秀かつ多様な人材が確保できたものと考えて

おります。

さらに、今後、この行政Ｂだけでなく他の職

種においても実施を考えているかというご質問

でございますが、行政職以外の技術系の職種に

ついては、比較的採用人数が多い土木職におい

て、今年度新たに土木Ｂの枠を設け、ＳＰＩ試

験を実施いたしました。

一方、技術系の職種については、専門的な能

力を評価するための専門試験を実施する必要が

あることや、各職種ごとの採用人数が少ないこ

となど、行政職の試験の場合とは異なる点もご

ざいます。

お尋ねの点につきましては、土木Ｂの結果な

ども踏まえ、任命権者とともに研究を深めてい

きたいと考えております。

【饗庭委員】今後、土木Ｂの結果をもってとい

うことですので、ぜひ取り入れていただいて。

試験を全体的に前倒ししてはどうかというと

ころでは、いかがでしょうか。

【田中職員課長】先ほども申し上げましたとお

り、技術系の職種については専門試験を実施す

ることが必要となっております。この専門試験

の確保等につきまして、改めて準備等がござい

ますので、その点も踏まえて今後検討を進めて

いきたいと考えております。

【饗庭委員】 その専門試験があるので、若干、

前倒しは難しいと理解したらよろしいんですか。

【田中職員課長】専門試験につきましては、九

州各県の統一試験日が設けられておりまして、

統一の試験問題を利用しております。そういう

ところとの調整といいますか、県独自での専門

試験の調達などが必要になることも考えられま

すので、そのあたりの点を整理したうえで検討

を進めていきたいと考えております。

【饗庭委員】 理解しました。

今後、検討していく中で、ぜひ大学生が受験

しやすいようにしていただければと思います。

以上で終わります。

【浅田委員】今の饗庭委員の質問とも重なる部

分があるんですが、そもそも論として、今年は

競争倍率が19.7倍ということでしたが、ここ数
年来と比べてどのような状況でしょうか。

【田中職員課長】大学卒業程度の一般事務職で

ある行政職につきましては、今年度、行政Ｂの

枠を設けたところでございますが、昨年度まで

は行政特別枠として実施してきたところでござ

います。この行政特別枠につきましては、昨年

度は5.9倍という応募倍率になっております。
【浅田委員】 5.9倍、かなり倍率が伸びている
のは、やっぱりコロナの影響も受けて、地元に

残りたいという学生が多かったこととか、例え

ば先ほど来から質問が出ておりますＳＰＩ試験

ができたことによって、これまでは、多くの学

生に聞くと公務員専門の様々なゼミを受けたり、

学校に行ったりというのがあって、なかなか民

間との併用が難しかったように聞いております。

そういう両方相まって、どのような感じで分析
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なさっていますでしょうか。

【田中職員課長】行政特別枠の試験につきまし

ては、法律や経済などの専門試験を課さない試

験として、大学などで法律や経済などを学んで

いない、専攻していない方にも受験しやすい試

験とすることで、多様な人材を測ってきたとこ

ろです。

しかしながら、応募者が伸び悩んでいたこと

もあり、試験内容をＳＰＩ試験に変更し、併せ

て試験の実施時期を2か月程度前倒しすること
によって、民間企業志望者も、より一層受験し

やすい試験内容とし、これまで以上に優秀かつ

多様な人材の確保が図られたものと分析してお

ります。

【浅田委員】これは人事委員会だけでの分析と

はならないのかもしれないんですけれども、コ

ロナ禍の昨年からの影響等々はいかがですか。

【田中職員課長】コロナ禍の影響ということで

ございますが、行政Ｂ以外の職種の試験につき

ましては、若干応募者数が減少している傾向に

あります。コロナの影響で公務員の人気といい

ますか、応募者が増えるのではないかというこ

とも期待しておりましたが、コロナの影響とい

うのは極めて小さかったと分析をしているとこ

ろです。

【浅田委員】 コロナの影響は、実は意外と、皆

様の期待よりも低かったということでした。

先ほどから何度も繰り返し言われている言葉

の中に「多様性」という言葉が入っていると感

じました。公務員の方々にもそういうものが求

められると思います。

ここ近年では中途採用の枠も非常に増えてい

るのかなと。中途でも、年齢とか前はもっと制

限があったように思っているんですが、制限枠

が、かなりここ最近で上がってきたというお話

も聞いております。

これは人事課とか新行政とか、いろんな業種

の方に交わるので、どこまで人事委員会に聞い

ていいのか、私もちょっとわかりづらいんです

けれども、人事委員会としてどのような人材を。

多様性とは言いながらも、いろんな形の変遷と

いうか、その時代に応じてとか、これからＤＸ

を進めていく中で人材のあり方をどうしていく

かとか、いろいろあるかと思うんです。そうい

ったところをどういうふうにもっていこうと、

どういう意図をもってやっているのか、今後の

未来像としてもお答えいただけるものがあれば、

教えていただければと思います。

【田中職員課長】 県政を推進していくうえで、

どのような人材が必要か、また、そのためにど

のような採用試験を実施していくかということ

につきましては、人事課をはじめ任命権者と協

議をしながら検討し、決定をしているところで

す。

多様な人材ということに関しましては、本県

の職員採用試験においては、大学卒業程度、短

大卒業程度、高校卒業程度の事務職や技術職の

試験に加え、様々な能力や経験、資質などを持

った方を対象とした試験を実施しております。

具体的には、民間企業等での職務経験や資格

などを持つ方を対象とした民間企業等職務経験

者選考採用試験、それからグローバルな視点を

持った国際経験豊富な人材を確保するための海

外活動等経験者選考採用試験、さらに身体、精

神、知的の障害を持った方の雇用促進を図るた

めの障害者を対象とした選考採用試験、就職氷

河期世代と言われる年齢の方の中途採用の促進

を図るための就職氷河期世代を対象とした選考

試験などを実施しているところでございます。

今後も、各任命権者と協議を重ねながら、よ

りよい試験になるよう検討を進めていきたいと

思っております。
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【浅田委員】人事委員会事務局長、申し訳あり

ません、もしよろしければ補足して。先ほど私

が、これからの次世代に向けたＤＸとか、いろ

んなものも含めたうえでの人材の登用のあり方

とか、そういったところもお伺いをさせていた

だきたいんですけれども、補足があればお願い

したい。

例えば中途採用とか、海外の経験者とか、い

ろんな方々を幅広く採られていると、ここ最近

はそういうことも考えていただいているかとは

思うんですけれども、採った方々は、もちろん

ほかの部署になってしまうのかもしれませんが、

人事委員会としてある一定の意図があっての採

用試験があって、その後、ほかの人事課とかの

やり方になるかと思うんですけれども、そのあ

たりをどのようにとらまえ、今後進めていこう

かというのが具体的にあれば、補足いただけれ

ばと思います。

【大﨑人事委員会事務局長】社会が非常に多様

化していく中で、県民の皆様においても非常に

多様なニーズがあろうかと思いますし、ニーズ

が高度化していく現在にあろうかというふうに

思っております。そのようなニーズを的確に捉

えることができる人材を長崎県としても採用し

ていきたいという思いで、これまで様々な改革、

改善を行ってまいりました。今委員がおっしゃ

いましたＤＸの人材も含めて、非常に重要な能

力を持った人材の採用になってくるものという

ふうに思っています。

どのような人材が必要かということにつきま

しては、任命権者ともよく相談をしていきたい

と思っておりますが、前段で申し上げましたよ

うに、これからの社会のニーズを的確に捉え、

様々な能力、時代に合った能力を持つ職員を採

用していきたいというふうに思っております。

また、中途採用のお話をいただいたところで

ありますが、これまでも民間の人材、もしくは

海外で活動、活躍している人材を採用してきて

いるところでございまして、そのような採用を

行った趣旨も踏まえて、任命権者といたしまし

ても適切な部署にこれまでも配属してきたとい

うふうに思っております。人事委員会といたし

ましても、高い能力を持った職員を採用してき

ていますので、活躍ができる部署で、能力を十

分、いかんなく発揮をしていただきたいという

ふうに思っています。

いただきましたご意見につきましては、任命

権者にも適時、適切にお伝えしていきたいと思

っております。

【浅田委員】時代も変わり、未来型思考にもな

り、これからいろんな人材が出てきて、県民を

しっかりとフォローし、支え、また導いていく

のが県職員の方々の重責にもなっているのでは

ないかと存じます。そういう中において、いろ

んな形での採用のあり方の変遷等々について、

今後、私も注視しながら、またご指導いただき

ながら、いろいろ考えさせていただければと思

います。

また、細かい部分に関しましては、各課にお

いて質問させていただきたいと思っております。

ありがとうございました。以上です。

【大場委員長】 ほかにございませんか。

ほかに意見がないようですので、出納局・各

種事務局関係の審査結果について整理したいと

思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時３８分 休憩 ―

― 午後 ２時３９分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、出納局及び各種委員会事

務局関係の審査を終了いたします。
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本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、企画部関係の審査を行

います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ２時４０分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和３年 ７月 ２日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ２時２８分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 大場 博文 君

副委員長(副会長) 宮本 法広 君

委 員 田中 愛国 君

〃 浅田ますみ 君

〃 山本 啓介 君

〃 近藤 智昭 君

〃 坂本  浩 君

〃 宮島 大典 君

〃 石本 政弘 君

〃 饗庭 敦子 君

〃 下条 博文 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

企 画 部 長 浦  真樹 君

企 画 部 政 策 監
（ＩＲ推進担当）

吉田 慎一 君

企 画 部 政 策 監
(次世代情報化推進担当)

三上 建治 君

政策 調整課 長 黒島 孝子 君

政策 企画課 長 陣野 和弘 君

ＩＲ 推進課 長 小宮 健志 君

次世代情報化推進室長 小川 昭博 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【大場委員長】おはようございます。委員会を

再開いたします。

これより、企画部関係の審査を行います。

【大場分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案及び予算に係る報告議案を議題とい

たします。

企画部長より、予算議案及び予算に係る報告

議案の説明をお願いいたします。

【浦企画部長】 おはようございます。

企画部関係の議案についてご説明いたします。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料 企画部」をお開き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第97号議案「令和3年度長崎県一般会計補正予
算（第5号）」のうち関係部分、報告第4号 知

事専決事項報告「令和2年度長崎県一般会計補
正予算（第17号）」のうち関係部分であります。
はじめに、第97号議案「令和3年度長崎県一

般会計補正予算（第5号）」のうち関係部分に
ついてご説明いたします。

補正予算は、歳入予算で3,972万6,000円の増
を計上いたしております。これは、他部局で歳

出予算を計上しております新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業

に対応するものであり、政策企画課において歳

入予算を計上するものであります。

次に、報告第4号 知事専決事項報告「令和2
年度長崎県一般会計補正予算（第17号）」のう
ち関係部分についてご説明いたします。

これは、先の2月定例会の予算決算委員会に
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おいて、専決処分により措置することについて

あらかじめご了承いただいておりました、令和

2年度予算の補正を、令和3年3月31日付で専決
処分させていただきましたので、その概要をご

説明いたします。

歳入予算は、合計で23億272万1,000円の減、
歳出予算は、合計で2,296万3,000円の減であり
ます。

歳入予算の減額の主なものは、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金の21億
8,661万5,000円の減、地方創生推進交付金の1
億3,740万6,000円の減であります。
歳出予算の減額の主なものは、総務管理費で

は一般管理費の120万9,000円の減であります。
企画費では、政策調整事業費の1,000万円の減、

特定複合観光施設導入推進事業費の321万
2,000円の減であります。
以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場分科会長】説明が終わりましたので、こ

れより予算議案及び予算に係る報告議案に対す

る質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案及び予算に係る報告議案に対する質

疑・討論が終了しましたので、採決を行います。

第97号議案のうち関係部分及び報告第4号の
うち関係部分については、原案のとおり可決・

承認することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案及び予算に係る報告議案は、

原案のとおりそれぞれ可決・承認すべきものと

決定されました。

【大場委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

企画部においては委員会付託議案がないこと

から、所管事項についての説明を受けた後、陳

情審査及び議案外の所管事務一般について質問

を行います。

企画部長より、所管事項の説明をお願いいた

します。

【浦企画部長】企画部関係の議案外の所管事項

についてご説明いたします。

恐れ入りますが、お手元の「総務委員会関係

議案説明資料（追加1）」の方から先にお開き
を願います。

県政150周年記念事業について。
今年は、1871年に長崎県が誕生して150周年

の節目の年に当たることから、行政だけでなく、

県民の皆様とともに、本県の誕生から現在まで

の歴史、そして今後大きな変化が生じる本県の

未来について共有できるよう、様々な事業を計

画しております。

現在、若い世代の方々に、本県の未来につい

て考え、夢や希望を持っていただくきっかけと

なるよう、県内の小・中・高校生を対象に、長

崎県の未来をテーマとした絵画・作文の募集を

行っております。

併せて、本県における今後の政策立案の参考

とするため、本県の未来像を描き、それを実現
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するための政策提言を、国内外に広く募集して

いるところであります。

さらに、長崎歴史文化博物館において開催予

定であります、今日の長崎県に至る道のりを回

顧する講演会や、県政発展に貢献された人物に

スポットを当てた企画展、また、150年間の主
な出来事や未来像をパネルにして県内5か所を
巡回するパネル展についても、開催に向けた準

備を進めているところであります。

今後、これらの事業を通じて、県民の皆様が、

改めて本県の歴史の魅力を感じ、これから変わ

っていく「まち」の姿、そして明るい未来を共

有できる契機となるよう努めてまいります。

「ながさき若者ミーティング（仮称）」の開

催について。

去る6月15日、将来を担う若者の意見を聞き、
また若者のつながりを創出することを目的とし

て、第1回「ながさき若者ミーティング（仮称）」
をオンラインで開催いたしました。

当日は、県内のまちづくりに関わる大学生や

社会人、県庁の若手職員、公募によるメンバー

20名が参加し、「今のながさきに感じているこ
とや未来のながさきに期待すること」をテーマ

に、長崎に対するイメージや生活・雇用環境、

地域とのつながり、情報発信などについて活発

な意見交換が行われました。

今後、年度内に3回程度開催し、様々なテー
マで若者同士の意見交換を行うことを予定して

おり、こうした取組を通じて若者が将来に夢や

希望をもって活躍できる長崎県づくりを目指し

てまいります。

恐れ入ります。お手元の総務委員会関係議案

説明資料をお開き願います。

特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推進に

ついて。

去る4月12日、九州及び本県の経済団体や行
政、議会から構成される「九州ＩＲ推進協議会」

の発足式が、福岡市において開催されました。

発足式においては、本協議会の代表である九

州経済連合会の会長から、ＩＲ推進に向けた共

同宣言として、「アフターコロナを見据え、九

州へのＩＲ誘致を実現することで、我々自らの

手で九州を元気にし、そして次世代につないで

いく」との力強いご発言をいただいたところで

あります。

本協議会では、経済界の皆様方が、ＩＲから

もたらされる高い経済効果をしっかりと享受す

ることができるよう、地元調達促進に向けたビ

ジネスセミナーの開催や、ＩＲ事業者と地元企

業との対話の実施等を通して、民間主導による

具体的なビジネスマッチングにつなげることと

しており、去る6月4日、地元企業の皆様方を対
象とした第1回目のビジネスセミナーがオンラ
インにより開催されました。

また、去る5月19日、九州・山口各県の知事
並びに経済団体の代表者から構成される九州地

域戦略会議において、本県から、ＩＲ事業者の

公募・選定など九州・長崎ＩＲの進捗状況につ

いて報告を行うとともに、ＩＲを契機として、

九州各県の福祉保健部局や医療機関、相談機関

が連携し、依存症対策の強化を図るための「九

州地方依存症対策ネットワーク協議会」を設立

することについても併せて報告し、賛同をいた

だいたところであります。

さらに、ギャンブル依存症対策や青少年の健

全育成、治安維持対策などの分野で活動する官

民の団体により構成される「九州・長崎ＩＲ安

全安心ネットワーク協議会準備会」が主体とな

って、5月14日から20日までのギャンブル等依
存症問題啓発週間に合わせ、県民の皆様にギャ
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ンブル等依存症対策への理解を深めていただく

ことを目的としたオンラインセミナーが開催さ

れました。

今後とも、県議会や県民の皆様のご意見を伺

いながら、佐世保市はもとより、九州・山口各

県及び経済界との連携を深め、九州・長崎ＩＲ

の実現に力を注いでまいります。

Society5.0の推進について。
Society5.0の実現に向け、本年3月、本県にお

けるＩＣＴ利活用の方向性を示した「ながさき

Society5.0推進プラン」を策定したところであ
り、今年度から令和7年度までの5か年を推進期
間として、人口減少・少子高齢化の進行や2040
年問題、新型コロナウイルス感染拡大に伴うニ

ューノーマル（新たな日常）に対応するため、

幅広い分野における地域課題の解決や産業振興

につながる取組を推進することとしております。

企画部におきましては、行政や民間が保有す

る多種多様なデータを集積・共有・活用し、防

災をはじめとした地域課題の解決、新サービス

の創出を図るためのデータ連携基盤を構築する

こととしております。

また、県内の様々な企業や県民が、県内企業

や誘致企業等の有するサービス、ソリューショ

ンに直接触れ、体験できる「ながさきＩＣＴフ

ェア」を12月に開催し、各産業分野におけるＩ
ＣＴ利活用の促進や県内企業等が有する技術の

横展開、県民のＩＣＴ利活用に係る意識醸成を

図るとともに、市町におけるデジタル改革の支

援も行ってまいります。

以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧いただきたいと思います。審査対象の陳情

番号は30番、36番です。
陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】それでは、質問がないようです

ので、陳情につきましては承っておくこととい

たします。

次に、議案外の所管事務一般について、ＩＲ

推進課長より補足説明の申し出があっておりま

すので、これを受けることといたします。

【小宮ＩＲ推進課長】総務委員会補足説明資料、

「九州・長崎ＩＲ区域整備計画骨子（行政部分）」

について説明をさせていただきます。少しボリ

ュームがございますので、ポイントを絞って簡

潔にご説明させていただきます。

まず、資料の4ページをご覧願います。
今回説明させていただきます区域整備計画骨

子の位置付けでございます。平成30年4月に、
九州・長崎ＩＲ基本構想有識者会議取りまとめ

といたしまして、「（1）交通アクセスの強化」
から「（5）ＩＲ区域を含む周辺地域の開発促
進」まで、ＩＲの実現に向けて取り組むべき方

向性を整理いたしております。

その後、この5項目に加えまして、区域認定
獲得のために必要と考えられる項目として

「（6）九州の合意形成」から「（10）ゲート
ウエイ機能の確立」を追加いたしまして、10の
方策として課題等を整理してまいりました。

ＩＲ整備法や同法施行令、国の基本方針案に

沿って基本構想有識者取りまとめを改定いたし

まして、令和2年2月定例県議会総務委員会にお
いて九州・長崎ＩＲ基本構想を説明させていた
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だき、4月に発表させていただいたところでご
ざいます。

今後、県とＩＲ事業者とで共同作成いたしま

す区域整備計画につきまして、先行して行政施

策部分に関して整理をいたしております。

次に5ページをお願いいたします。
左側に表記いたしております区域整備計画に

記載すべき事項といたしまして、「①区域整備

計画の意義及び目標に関する事項」から下段の

「⑩認定都道府県等納付金の使途に関する事

項」、その下に記載しております公平・公正な

選定・公募手続の確立、そして公聴会等の実施、

県議会における議決、こうした区域整備計画に

記載すべき事項と九州・長崎ＩＲ基本構想の各

項目の関係性について整理をいたしております。

次に、6ページから9ページにつきましては、
先ほどの基本構想の中で説明をいたしておりま

す内容と重複いたしますので、詳細の説明は割

愛をさせていただきます。

次に、11ページから13ページにつきまして、
それぞれの項目における取組の方向性と具体的

な内容、県及び佐世保市の所管課、関係課を記

載しております。

次に14ページをお願いいたします。
公平・公正な事業者の公募設計等につきまし

て、下段に方向性を示しております。

事業者の公募選定につきましては、現在、3
グループから提案書の提出があったところであ

りまして、今後、適切な情報管理のもと、有識

者による第2次審査を実施いたしまして、最終
のＩＲ事業者を決定後、2022年4月末までの区
域整備計画申請受付期間にしっかりと間に合う

ように準備を進めてまいります。

次に、15ページ、地域理解の促進につきまし
ては、県議会並びに佐世保市議会において、区

域整備計画の申請に係る議決がいただけるよう、

今後、事業進捗等を踏まえ、9月定例会、11月
定例会と、段階的に丁寧に説明をさせていただ

きたいと考えております。

16ページ、九州連携の促進につきましては、
これまで九州地方知事会議、九州地域戦略会議

及び九州各県議会議長会議において、本県のＩ

Ｒを九州の第一弾として区域認定するよう決議

をいただくなど、民間、議会、行政が一体とな

ったオール九州による推進体制が構築されたと

ころであります。

次に17ページ、九州ＩＲ推進協議会につきま
しては、本年4月に発足いたしまして、ビジネ
スネットワーク、それから九州観光周遊の2つ
のワーキングを設置いたしまして、今後、ＩＲ

事業者と対話を重ね、ＩＲがもたらす高い経済

効果を九州地域でしっかりと享受することがで

きるよう準備を進めてまいります。

次に、18ページから21ページの交通アクセス
の強化につきましては、陸海空それぞれの現状

と課題に対して取り組むべき方向性を記載いた

しております。詳細の説明につきましては割愛

をさせていただきますけれども、ＩＲの開業時

期を想定しながら、しっかりと準備を進めてま

いります。

次に、22ページをご覧ください。
ＩＲ区域を含む周辺地域の開発促進でござい

ます。ＩＲの整備に伴い、佐世保市には他地域

から多くの方が転入し、ＩＲの周辺地域には、

その従業員や家族が居住することが期待されて

おります。こうした交通インフラや生活インフ

ラをはじめ、国際観光拠点にふさわしいまちづ

くりについて、主に佐世保市が施策の中心とな

りますけれども、上下水道の整備や住宅環境整

備など、それぞれの課題や検討すべき事項につ
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いて整理をいたしております。詳細につきまし

ては23ページに記載をしております。説明は割
愛をさせていただきます。

次に、24ページの国際観光人材の育成から27
ページの広域・周遊観光の推進につきましては、

基本構想の記載と同様でございますので、説明

は割愛をさせていただきます。

次に28ページをお願いいたします。
懸念事項対策といたしまして、ギャンブル依

存症対策、治安維持対策、組織犯罪対策、青少

年の健全育成対策、この4つの分野における既
存の取組に、ＩＲ事業者と周辺住民の代表の方

など幅広い主体が連携した協働体制を新たに構

築いたしまして、ＰＤＣＡサイクルによる継続

的な対策の検証、改善を実施してまいります。

昨年11月に準備会を起ち上げまして、今後具体
的な取組の検討を進めてまいります。

次に、29ページから31ページ、それぞれの懸
念事項対策に関する取組の方向性を記載いたし

ております。

次に、33ページ、34ページにつきましては、
県と佐世保市の推進体制を整理いたしておりま

す。引き続き、県議会、市議会からのご意見を

頂戴しながら、区域整備計画の作成を進めてま

いります。

35ページ、36ページにつきましては、各検討
項目のスケジュールを記載いたしております。

各分野とも進捗に遅れが生じることがないよう、

関係機関とも連携を図りながら、全庁を挙げて

しっかりと準備を進めてまいります。

最後に37ページをお願いいたします。
こちらは区域認定を獲得した後の取組になり

ますけれども、区域整備計画に記載をいたしま

した各種施策の実施状況につきまして、ＩＲ事

業者の取組及び行政の取組に関して、国土交通

大臣へ実施状況報告を行い、評価を受ける必要

がございます。ＩＲ事業者から事業計画実施状

況報告やセルフモニタリング報告を県に提出し

ていただくとともに、ＩＲ事業者や県が作成す

る実施状況報告書等について、ＩＲ事業評価委

員会（仮称）においてモニタリングを実施する

体制を構築してまいります。

説明は以上でございます。よろしくご審議を

賜りますようお願いいたします。

【大場委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案外所管事務一般について、事前通

告に基づき質問を行います。

事前通告をされた委員の方で、ご質問はあり

ませんか。

【饗庭委員】 皆さん、おはようございます。通

告をさせていただいていましたので、質問をさ

せていただきます。

Society5.0の推進についてお伺いします。
Society5.0に関しましては、これまでもデジタ
ル化を推進するためにいろいろ取り組んでこら

れたかと思います。その中で、ここにも少しは

ご説明がございますけれども、どのようなもの

に取り組んでこられて、今後の5か年計画にど
のように反映していくのか、内容をもう少し詳

しく教えていただければと思います。

【小川次世代情報化推進室長】 Society5.0の進
め方についてのご質問でございます。

県におきましては、本県におけるSociety5.0
実現に向けた取組の方向性をお示しします「な

がさきSociety5.0推進プラン」を本年3月に策定
したところでございます。当該プランに基づき

まして、今年度から関係部局において様々な取

組を推進しているところでございます。

以前からの取組で、この推進プランの前身と

しまして平成28年から令和2年度まで「ながさ
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きＩＣＴ戦略」というものを策定しておりまし

て、そこの基本方針としまして、利便性の高い

電子行政の構築とか、安全・安心に暮らせる地

域社会の実現等々の4本の基本方針を定めまし
て取組を進めてまいりました。

主な成果といたしましては、データ利活用の

重要性に着目をいたしまして、県が保有してお

りますデータのオープン化を推進するというと

ころで、平成30年4月に公益財団法人九州先端
科学技術研究所、ＩＳＩＴが運営いたしますオ

ープンデータカタログサイトへデータの公開を

いたしたところでございます。また、県内各市

町へもデータのオープン化について引き続き働

きかけをしているところでございます。

また、ＩＣＴの利活用による産業の活性化に

つきましては、創業支援とかインキュベーショ

ン施設の運営等によるＩＴベンチャーを含む創

業者の増加、育成に取り組むということで、平

成31年3月、スタートアップ交流拠点Ｃｏ-ＤＥ
ＪＩＭＡを開設しまして、各種セミナーとか交

流イベントなどを開催しているところでござい

ます。

さらに、人材育成につきましては、情報セキ

ュリティ人材を育成するとともに、サイバーセ

キュリティに関する研究の推進に取り組み、長

崎県立大学シーボルト校において情報セキュリ

ティ産学共同研究センター（仮称）の整備に着

手いたしまして、令和5年度の開設に向け事業
を推進しているところでございます。

そういう取組の中で、現在社会におきまして

もデジタル化とか様々な動きがございますので、

そこに対応するために、今回策定いたしました

ながさきSociety5.0推進プランで5つの基本方
針、30の重点分野、そして61の推進項目をそれ
ぞれの分野について策定いたしておりますので、

そこに基づいてしっかりと取組を進めていきた

いと考えております。

【饗庭委員】 今お話があった中で、平成30年
にデータのオープン化、公開をしているという

ことですけれども、どのような内容が公開され

ているのか教えてください。

【小川次世代情報化推進室長】オープンデータ

カタログサイトでは、県の人口とか産業系の統

計データを中心に公開しているところでござい

まして、今後さらに、オープン化できるものは

順次オープン化していきたいと考えているとこ

ろでございます。

【饗庭委員】今後またいろんなデータのオープ

ン化を進めていかれるんでしょうけど、どのよ

うに活用できるのか教えていただければと思い

ます。

【小川次世代情報化推進室長】データの利活用

ということは、国全体としてもその重要性が国

からも提示をされているところでございます。

行政データをオープン化することによりまし

て、まずは様々な民間の方々に、このデータを

使いまして様々なサービスの創出につなげてい

ただきたいと考えております。

あとは各市町を含めて行政の中でＥＢＰＭと

いうことで、データに基づいた政策決定という

ところが求められておりますので、これも全体

的な施策を考える中での基礎的なデータとして

使っていただきたいと考えております。

【饗庭委員】ぜひ、いろんなデータが使えるよ

うになるといいかなと思います。以上で終わり

ます。

【大場委員長】 ほかにありませんか。

【坂本(浩)委員】 事前に質問通告をしておりま
した。「ながさき若者ミーティング」について、

今後どういうふうな方向性になってくるのかと
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思いまして、その点について質問をさせていた

だきます。

若者ミーティングは、追加資料でも説明があ

りました。それから実施結果が公表されていま

して、それも一通り読ませていただいたんです。

本来なら対面で行って、私も興味があったもの

ですから、どういう雰囲気でやり取りをされて

いるのか、対面だったら参加したかったんです

が、いわゆるオンラインということになりまし

て、今後は感染症次第でどういうふうになるか

と思いますけれども。

この若者ミーティング、今回はまだ仮称とい

うことで第1回目があって、あと3回ですから今
年度に4回ぐらい開いてということですが、こ
の目的に、将来を担う若者の意見を聞くことと、

若者のつながりをつくっていくこととあります。

県が呼びかけて、こうした若者ミーティング

を初めてされたんですかね。初めてかどうかと

いうことと、開催に至った経過をちょっと教え

ていただければと思います。

【陣野政策企画課長】まず、こういった若者の

意見を聞くミーティングが初めてかというお尋

ねでございますが、こうしたミーティングとい

う形式は初めてでございますが、もともと私ど

もは、長崎県は今、まちが変わる、産業が変わ

るという大きな変革期を迎えている中で、将来

の長崎県をつくっていく政策の過程の中でも、

将来を担う若者の視点をしっかり反映していく、

考えを把握したうえで施策に反映していくのが

大事ではないかという観点から、こうした取組

をしているところでございます。

なお、昨年度、総合計画を策定するに当たり

ましても、そういった視点の中で、ミーティン

グという形ではございませんでしたが、高校生

とか大学生に少し意見を聞き、そういった意見

を反映する取組も始めたところでございます。

そうした取組の先に、こうしたミーティングを

今回設定したという形でございます。

今後につきましては、年間4回という形で、
先日1回しましたので今後3回でございますが、
こうしたミーティングの中で出てきた意見をさ

らに、2回目以降は少しテーマを設定しながら
意見交換していきたいと考えているところでご

ざいます。

【坂本(浩)委員】 1回目のテーマが、「今のな
がさきに感じていることや未来のながさきに期

待すること」で、いろんな意見が出されている

ようです。

参加者が20名ということで、どういった方々
なのか。若いと一概に言っても、学生なのか、

社会人でも年齢が30代までなのか、40代までな
のか、そこら辺のイメージですね。

あとは、県内在住の方もいれば県外の方もい

らっしゃると思いますし、県外だとすれば長崎

県出身の方もいらっしゃるかなと思いますので、

参加者の方の特徴というか、そこら辺はどんな

感じになっているんでしょうか。

【陣野政策企画課長】 第1回目は20名の方にご
参加いただきました。10名程度を公募しまして、
実際に当日参加した公募メンバーは9名でした。
年間4回行いますので、毎回公募をかけようと
思っていますが、毎回公募メンバーだけだと議

論がぶつ切りになる可能性もございますので、

年間通じて参加するメンバーを6名ほど選んで
いるところでございます。

第1回に参加していただいたメンバーにつき
ましては、社会人が7名、大学生が8名、そのほ
か県職員4名と、サポートメンバーという形で
まちづくりに携わっている方にご参加いただき

ましてトータルで20名でございます。
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例えば大学生につきましては、長崎出身で県

外に出られている方を2名、関東方面の大学に
進学している方と福岡の方に進学されている方。

また、長崎の大学に学んでいる方も、長崎出身

で長崎の大学に進学されている方のほかに、県

外の出身で今は長崎の大学に入っていらっしゃ

る方という形でございます。

また、社会人につきましても、今回は長崎市

以外で南島原市、五島市、佐世保市在住の方も

いらっしゃいます。社会人の方も、県外から長

崎に移住されてきた方、長崎にゆかりはなかっ

たけれども就職で長崎におられる方、もともと

長崎の出身でＵターンで帰った方とか、様々な

経歴を持っていらっしゃる方に今回はご参加い

ただいた状況でございます。そうした形で、い

ろんな出身地とか経歴の方を選んだ形でござい

ます。

年齢につきましては、公募も含めてもともと

35歳未満という形で考えておりましたけど、今
回参加していただいた方は概ね30歳未満の方
が中心となっているところでございます。

【坂本(浩)委員】 多岐にわたる若い方々がいろ
んな意見を出して、いい長崎の未来をつくる提

言をまとめていただければと期待はしているん

です。

長崎だけじゃないと、県外出身の方、県内出

身で県外に進学とか働いている方々も入れたの

はよかったんじゃないかと思います。

というのは、出された主な意見ということで

公表されていますが、意外と県内の人は少しマ

イナスで、長崎の人は遠慮深いんでしょうかね、

そんな感じで思っている方もかなり多くて、本

来長崎が持つ魅力はたくさんあるんじゃないか

と思うんですけど、なかなかそこまで気づいて

いない。気づいているけど、それが当たり前に

なっている状況もあるでしょうし、それを外か

ら県外の方が見た場合、長崎県内出身の人が県

外に行って見た場合と、そういう角度も必要か

なと思います。来てみたら意外と都会で、住め

る、交通の便もそんなに悪くないんじゃないで

すかという意見もあったようですから、ぜひ

様々な角度で今後もミーティングを継続してい

ただきたいと思います。

それで、あと3回ぐらいやるということです
が、この目的にあるように、若者の意見をいろ

いろ聞いたうえで、県として政策企画課として

政策をまとめていくところに重きを置くのか。

あるいは、せっかくミーティングで集まった20
人ぐらいの皆さんたちのネットワークを大事に

する、若者のつながりを創出する、どちらに重

きを置くのかですね。聞きっぱなしというのも

どうかなと、でも、それを継続していくのもな

かなか。

つながりをつくるんだったら、あまり行政が

関わらない方がむしろいいのかなという感じも

しますし、そこら辺を県としてどういうふうに

捉えているかというのはいかがですか。

【陣野政策企画課長】今、委員からお話がござ

いましたように、私どもも両方ともまさに政策

目的と思っております。

一つは、長崎県はこれまでも様々な人口減少

対策の施策を展開しておりますが、そうした施

策に若者の視点といいますか考えもしっかり反

映させていく必要があると思っております。私

どもは、県内の定着とかＵターン対策もしっか

りやっていきたいと思っております。そうした

中では、今若者が感じていることとかをしっか

り反映していく。

特に、若者が今どう感じているかという中で

は、第1回のミーティングの中で、長崎は何も
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ないよねといったマイナスイメージを持ってい

らっしゃる一方で、県外からいらっしゃった方

は、いやそんなことはないよと、いろんな魅力

があるよというご意見もいただいておりますの

で、そうした考えをもっとさらに深掘りしなが

ら展開していくという形で、政策のいろんな構

築、または事業の展開に少しヒントをいただけ

ればと思っております。

また一方で、今回、様々な地域にお住いの方

が一堂にミーティングという形で参加されて、

実際にミーティングの終わった後も少し、1時
間延長して感想を伺ったところ、いろんな方と

知り合えてよかったと、特に自分の地域だけじ

ゃなくて様々な方。今回、オンライン形式で行

ったことによって、県外にいらっしゃる方とも

いろんなつながりができたと、こうしたところ

は今後自分たちが活動する中でもつながりを持

っていきたいと、自分たちもいろんな考えで議

論していきたいというご意見もいただいており

ますので、そうした若者同士でつながりが創出

されて自分たちで活動していくという展開も、

ぜひ私どもは進めていきたいと思っております。

政策のアイデアとかに反映していきたいと思っ

ておりますし、そうしたつながりの創出も、積

極的に若者自身が自主的にそうしたつながりを

持つきっかけづくりになればと思っております

ので、その両方を目的として今後は進めていき

たいと思っております。

また、ミーティングにつきましては、今年度

だけではなくて次年度以降も、今後の展開にも

よりますけれども、引き続き行っていきたいと

考えているところでございます。

【坂本(浩)委員】 総合計画をまとめて長崎県総
合計画チェンジ＆チャレンジ2025、これでも若
者の多様な意見というのも入っておりますし、

若い世代にとって魅力的なまちかと、これをつ

くるに当たってのアンケートを、たしか2年ぐ
らい前にしましたね。それでなかなか厳しい声

が随分あったようですので、そういう声も真摯

に受け止めていただきたいと思います。

このチェンジ＆チャレンジ2025にも盛り込
まれておりますけれども、去年ですか、ながさ

きレボリューション4.0というようなことで、若
者ミーティングのチラシにもありますように、

100年に一度の大きな変化ということで、その
中で若い方々の意見を聞くことも重要だろうと

思います。

ただ、このながさきレボリューション4.0をざ
っと見せていただいたんですけれども、せっか

くだったら地域の課題も、このチェンジ＆チャ

レンジ2025に入ればよかったのにねと思った
んです。これは全部入っていなかったようなん

ですけれども。

この最後のページに未来予想図と、これから

長崎に起こることと書いていまして、2020年か
ら2024年以降とずらっとあるんですよね。これ
を見たら、ほぼハード面なんですよ。新幹線と

か、あるいはＩＲだとか、出島メッセだとか、

長崎スタジアムシティだとか、県庁舎の跡地だ

とか、ほぼハード面で未来が描かれているんで

す。

多分、これだけじゃなかなか、若い人って、

一旦離れたら長崎に帰ってこないと思いますし、

県外の方が長崎に移住しようかという気には、

なかなかならないんじゃないかと思います。

これは行政がつくった、県がつくったもので

すから、どうしてもそういう主要プロジェクト

のハード面が中心になろうかと思いますけれど

も、できれば若者ミーティングを通じて、これ

にソフトの部分をどんどん、どんどん入れ込ん



令和３年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（７月２日）

- 45 -

で未来予想図をぜひつくっていただきたいとい

うふうに思います。

最後に、そこら辺の課長の認識を伺って終わ

りたいと思います。

【陣野政策企画課長】今、委員からお話がござ

いましたように、総合計画にも盛り込んでおり

ますが、ながさきレボリューション4.0というこ
とで、これまで様々なプロジェクトを推進する

ことによって、まちづくりや県の施策、県以外

の様々なプロジェクトの進展で、まちが大きく

変わろうとしています。まさにこういうハード

の面が整いつつありますので、それをいかに地

域の活性化につなげるかというのは、何よりも

ソフトの施策をミックスしていくことが重要だ

と考えております。そうした展開につきまして

は、行政だけではなくて民間の皆様、様々な方々

のご協力をいただきながら、そうしたソフト施

策の展開を充実させていくことが重要だと思っ

ておりますし、まさに若者の意見も、そうした

中にしっかり反映しながら展開していくことが

重要だと思っておりますので、私ども、そうい

った視点で今後、いろんな施策を構築してまい

りたいと考えております。

【坂本(浩)委員】 このミーティングはオンライ
ンで開かれて、私も何とか雰囲気だけでも知り

たいと考えているものですから、若い人たちが

率直に意見を交わす、その阻害にならない程度

に参加できるようだったら、ぜひ次回以降も案

内をいただければと申し上げまして終わります。

【陣野政策企画課長】今はオンラインで開催し

ておりますが、こういった会議の模様等につき

ましては、今後、委員の皆様等にご案内しなが

ら、ご覧いただくような工夫をしていきたいと

考えております。2回目以降のご案内の時に再
度お知らせしたいと思います。

【大場委員長】 ほかにありませんか。（発言す

る者あり）ＩＲに関してはまとめた方がいいの

で、それ以外の方で。

【浅田委員】では、ＤＸ推進についてお尋ねを

したいと思います。

これまでも再三にわたり、もう2年以上前か
ら、このＤＸという言葉が出てきた時から、議

会等々でもお話をし、いろんな形で構築のあり

方の提案をさせていただいておりました。

そんな中で次世代情報化推進室もでき、部署

も変わり、大きく動く中で、今年度の予算に関

しても長崎県の目玉というか、これをしっかり

推進することによって県民生活をいかに守って

いくのかというようなお話がこれまでも再三あ

ったと思うんです。

実態として部署が新しく変わり、いろんな企

業とかをフォローする中で、今の段階で目に見

える変化とか、方向性でもっていきたいです、

ではなくて、きっちりとした目標設定が形とし

てあるのかというのを、ここで改めてお伺いで

きればと思います。

【小川次世代情報化推進室長】今ご質問がござ

いました体制の変化の効果といいますか、今後

の方向性ということでございますが、本県は

Society5.0を推進していくというところで、令
和2年4月に企画部に次世代情報化推進担当の
政策監を、産業労働部の新産業振興担当と兼務

で配置をしますとともに、次世代情報化推進室

の新設をしたところでございます。

庁内におきましては、平田副知事をトップに

関係部局長及び、新たに統轄監、各振興局長を

メンバーに追加いたしまして「ながさき

Society5.0推進本部」を設置いたしました。本
部会につきましては、各部局における

Society5.0関連施策の総括的な旗振り役という
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ことで、さらに旗振り役となる職員としまして

デジタル対策推進員という者も4月に各部局に
配置をしたところでございます。併せまして、

県の情報戦略アドバイザーとして民間人材を次

世代情報化推進室の中に配置しているところで

ございます。

庁外におきましては、令和元年度まで情報関

連企業とか県内大学、金融機関などをメンバー

として設置をしておりましたながさきＩＣＴ戦

略推進研究会というものがございましたが、こ

ちらを発展的解散いたしまして、幅広い業界の

皆様方に県内の21市町、誘致企業、弁護士など
を新たにメンバーに加えまして、「ながさき

Society5.0推進プラットフォーム」ということ
で体制を整えてきたところでございます。

このような庁内外におけるＩＣＴの利活用と

かＤＸ推進に係る体制を強化することによりま

して、急速に進む技術革新とか社会のデジタル

化に対応していくための分野横断的かつ組織横

断的な情報共有とか、ＩＣＴの利活用の検討、

協議が可能になってきたと考えております。

また、Society5.0関連の取組を次世代情報化
推進室が総括して進めていくことで、いろんな

セミナーとか関係事業者の皆様方との意見交換

も進めてきているところでございます。

実際、こういう形での取組をしていく中で、

様々なソリューションを持っていらっしゃる民

間企業の方々から、自分たちの会社ではこうい

うことができるんだという形での様々なご案内

等々をいただく機会が増えてきたかなと考えて

おりますし、そのいただいたソリューションの

部分を、プラットフォームとか市町との連携の

中で様々な形で共有し、最終的な地域課題の解

決につなげていきたいと考えているところでご

ざいます。

最終的には県が目指しておりますSociety5.0
の実現で、様々なＩＣＴを活用して県民の皆様

とか県内の企業の皆様方が課題をしっかりと解

決をし、産業振興とか地域活性化につなげてい

きたいと考えているところでございます。

【浅田委員】形としては、それぞれの庁内のト

ップの方たちでの議論という形かと思うんです

けれども、私たち議員もそうですけど、それが

果たして何なのかという難しさがあったり、得

意分野があったり、いろんなところがあると思

うんです。そういう流れの中において民間登用

とか、もっといろんな形があるんじゃないかと

いうことをずっと申し上げてきたんですけれど

も。

そのあたりに関して、アドバイザーもいらっ

しゃるということですけど、市町それぞれのス

タートラインの違いとか、いろんなところがあ

る中で、まだまだ課題解決をしないと、今室長

がおっしゃったSociety5.0の実現、ここ自体が
何ぞやという話になるのではないかなという気

がするんですけれども、いかがでしょうか。

【小川次世代情報化推進室長】今、委員からご

指摘がございましたが、県全体としてレベル感

を合わせてＩＣＴの利活用を進めていくことは

非常に重要かと考えております。各市町の皆様

方と意見交換をずっとさせていただく中で、各

市町ごとに、それぞれお持ちの地域課題とか、

進捗度合いといいますか認識度合いというとこ

ろは温度差がございます。

今年度の事業としまして、そういった各市町

も含めたところでのＩＣＴの利活用の施策等々

につきまして、県の情報戦略アドバイザーを派

遣してのサポートとか、テーマによりましては

それぞれの専門家の皆様方を各市町に派遣して

サポートしていくことで、県全体としてのＩＣ
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Ｔの利活用に努めてまいりたいと考えておりま

す。

【三上企画部政策監】浅田委員からご指摘がご

ざいました推進体制についてでございますが、

他の地域を見ますと、例えば東京都では数百人

規模の、ほとんど局をつくって進める体制をし

いていると聞いております。他方、地域によっ

てはまだ一つもつくっていないところがありま

すし、今は千差万別でございますが、願うとこ

ろは皆ただ一つでございまして、いかに一気通

貫するかと、横通しにするかという体制を目指

しているというふうに考えております。

長崎県庁では、次世代情報化推進室を中心に、

今年の春から各部局に数名ずつ連絡員を置きま

して、こういう形で横通しを強くしていこうと

しております。

メリットとしましては、各企業からデジタル

についての問い合わせが、基本、この次世代情

報化推進室を中心に入るようになってきたと。

これまでは、水産、農林、各部に閉じた案件は

各部でよかったんですけれども、今、様々な実

証をする、あるいはいろんな分野をまたがる、

あるセンサーを使って分野をまたがるような話

が幾つか出てきております。例えばドローンと

かですね。そういう話であれば、どこに相談す

ればいいかわからないといった事例が、今は着

実に次世代情報化推進室に相談すれば適切に振

ってくれるという信頼関係ができてきていると

いうのは、ひとまず短期的なメリットではない

かと思っております。

今後長期的には、県内の市町にいかに当事者

意識を持っていかせるかということでございま

して、これはなかなか数値目標的には難しいも

のではあるんですけれども、どれだけマインド

が変わったかということでございますが、例え

ば各市町でつくるデジタル推進計画の数であっ

たり、あるいはコンサルティングをどれだけ受

けたかという数であったり、あるいは実証件数

が何件増えたかといった件数を、我々としても、

そういった指標をもって、どれだけ活発化にな

っているかというのをこれから測定していきた

いと思っております。どうぞよろしくお願いい

たします。

【浅田委員】政策監、詳しいご答弁をありがと

うございます。やはり印象的には、県の目標で

あり、各市町の目標であり。

ＩＣＴ利活用が目的ではなくて、その先の市

民、県民の暮らしぶりに何をもたらし、そこで

どういうことができ得るかというところが目的

であり、利活用することが決して目的ではない

と私は思っているんです。

そういうことを含めてこれまでもお伺いをす

る中で、思いの共有であったりとか、どうして

もＤＸ、Society5.0という言葉だけがものすご
く先行してしまって、それに対して何かをとら

まえ、例えばセミナーを受けたことで全て解決

をする、そこが目標になってはいけないんじゃ

ないかなということを、今日のご答弁を聞きな

がらも改めて感じたところであります。そこを

また私たちも、ともに共有し先に進ませていた

だければと思います。

まだ若干、その構築の仕方というところに関

しては疑問があるので、これは改めてお話をさ

せていただき、議論させていただければと思い

ます。時間がありませんので、次の質問に移り

ます。

これも同じくで、ＳＤＧｓについて質問をし

始めて、もう4年が経過をしています。
今は毎日、この言葉を聞かない日はないんじ

ゃないかと。もうほとんどの方々は、言葉は知
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っているよという状況になっている。

この4年間で県の中でもいろいろご努力、推
進というところはやっていただき、総合計画の

中にも明示されております。明示をされたこの

4年間の中でどう変化があり、今後どう変化を
もたらそうとしているのかというところをお伺

いできますでしょうか。

【陣野政策企画課長】浅田委員からお話があり

ましたように、ＳＤＧｓの視点をもって政策を

進めなければいけないということで、総合計画

をはじめとした県の様々な計画の中にも、ＳＤ

Ｇｓの視点に立って政策を進める、計画に盛り

込むという形で、そこは4年前からすると大分
進んできたかなと思っています。

また、ＳＤＧｓの普及という形で、私ども県

としてＳＤＧｓの理念は、ＳＤＧｓは全てのス

テークホルダーが取り組まなければいけないと

いうことで、行政に限らず様々な民間の皆様に

取り組んでもらう形が必要だと思っております。

そうした中で、総合計画の中で私ども企画部

の目標として認知度を設定しております。昨年、

アンケート調査をした段階では34％、「聞いた
ことがある」とか「中身を知っている」も含め

てでございますので、普及啓発はさらに取り組

んでいかなければいけないかなと思っておりま

す。

ＳＤＧｓという言葉自体は、メディアの露出

も増えたことによって大分、県民の皆様も言葉

は聞いたことがあるということですが、実際に

どういった理念で進めるのか、どういった取組

が求められているのかというところまで、まだ

まだ理解が深まっていないのではないかと思っ

ております。

これまで私どもが関係金融機関とか経済団体

の皆様ともお話をする中で、ＳＤＧｓという言

葉は知っているけど、どんなことを取り組めば

いいのかという企業も多いということでござい

ますので、やはりいろんな団体の皆様、関係の

皆様が、ＳＤＧｓの理念を踏まえてしっかり取

り組んでもらうという取組が必要かと思ってい

ますので、普及啓発の中でも少し深化した形で、

具体的に取り組むような内容の施策を今後打っ

ていかなければならないかなと考えているとこ

ろでございます。

【浅田委員】 私が言うまでもなく山本(啓)委員
とかはすごく詳しくて、壱岐市がこれは最初に

やられていて、環境ということも、しっかりと

した理念をもって最初から打ち出されていると

ころが本県の中にはありまして。

言葉がやっと4年間で30％浸透したという中
で、これからはどういうふうな新たな展開をも

って2030年の目標を長崎県は捉えているので
しょうか。

【陣野政策企画課長】ＳＤＧｓの視点に立って

政策を盛り込むという形でございますが、今は

計画に様々盛り込んでいるところでございます

が、事業の展開もそういった視点が必要かと思

っておりますし、また、民間の皆様もしっかり

とそれぞれの立場で取り組んでもらうことが重

要かと考えております。

そうした中では、今年度の事業でカードゲー

ムという形も設定しようと思っていますし、登

録制度につきましても少し検討している段階で

ございます。登録制度の中でも、しっかりＳＤ

Ｇｓの理念を踏まえて具体的に取り組めるよう

な内容の登録制度をつくろうと思っています。

また、県の様々な施策についても、ＳＤＧｓ

の理念をしっかり踏まえた施策の展開というこ

とで、今まさにカーボンニュートラルという話

もございますので、そういった流れもしっかり
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踏まえて、総合計画の目標を掲げて事業を推進

していこうと思っておりますけど、そういうＳ

ＤＧｓの理念もしっかり踏まえた形での事業の

展開ということを、企画部としても各部局に周

知していきたいと考えております。

【浅田委員】 もう時間がないので、一つ。カー

ドゲームが進んでいるというお話でした。推進

というか理解を深める意味ではいいツールであ

り、私も何年か前に長崎版を制作してほしいと

お願いしていたんですけど、かなり難しい部分

はあろうかという中で、どういう状況なのか、

わかっているのであれば教えていただければと

思います。

【陣野政策企画課長】先ほど答弁の中で申し上

げたように、今年度、カードゲームを作成して、

それをしっかり普及に使いたいということで、

今現在、カードゲームの内容について、私ども

県の方で検討している段階でございます。今後、

カードゲームを具体的に展開される団体の意見

も聞きながら、今年度内に作成していきたいと

思っておりますが、より長崎らしさ、例えば方

言を使うとか、長崎らしさというところも盛り

込みながら構築していきたいと思っております。

今まさに検討段階で、いろいろ課題もございま

すので、関係団体のご意見も聞きながら年度内

の作成を目指しているところでございます。

【浅田委員】長崎らしさが方言を使うと。とい

うよりも、長崎の施策にのっとって、長崎の未

来像に応じた中身を求めていたわけで、言葉だ

けがそれができたとしてもあまり、違うんじゃ

ないかなという思いもありますし、ここは本当

に難しいと思うんです。私も幾つかのカードゲ

ームを経験させていただいて、そこの中で理解

をさせるというのはすごく難しいですし、ター

ゲット層、年代層によって、それもすごく難し

い部分であろうと思うので、ここはどのような

ものを創り上げていただけるのか、楽しみにし

ながら待ちたいと思いますということで、私の

質問は終わらせていただきます。

【陣野政策企画課長】先ほど長崎の方言という

話をしましたが、委員からお話があったように、

より長崎の課題とか特徴を捉えた内容にしたい

と思っております。年齢層、ターゲットをどう

するのかとか、どういった内容にするのかとい

うのがまさに課題になっておりますので、そう

いったところも関係団体の皆様としっかり意見

交換しながら、よりよいカードゲームにしてい

きたいと考えております。

【大場委員長】 それでは、換気のため、しばら

く休憩いたします。再開は11時15分といたしま
す。

― 午前１１時 ０分 休憩 ―

― 午前１１時１４分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

【宮本副委員長】 それでは、私の方から1項目
だけ質問をさせていただきます。ながさき

Society5.0の推進におけるＩＣＴ基盤整備の現
状についてということでお聞きをさせていただ

きます。

先ほど、浅田委員の質問にもありまして、デ

ジタル化、ＩＣＴの推進、オンラインというこ

とで話もあっておりました。ＤＸの推進という

こともあっておりまして、これ実は私が直面し

ている課題、そしてまたいろいろ県民の方から

もいただいたご意見を踏まえて質問をさせてい

ただきたいんです。

ＩＣＴの推進、そしてデジタル化を進めるに

当たって、前の委員会でもちょっと確認をした

んですけど、基盤整備が最も根本にあってのデ
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ジタル化の推進、もしくはながさきSociety5.0
の推進じゃないかなと考えています。

その中において県有施設、例えば文化会館が

あるのかどうか不明ですけれども、県が有する

施設であったり各市町が有する施設、例えばコ

ミュニティセンターとか、長崎市の所有になる

んですかね、長崎市民会館であったり、佐世保

でいえばアルカスＳＡＳＥＢＯ、そういった施

設にＷｉ－Ｆｉの環境が整備されているか、県内

の状況はどうなっているのかとちょっと気にな

ったところです。

例えば宿泊施設、ホテルとか世界遺産の施設

などではＷｉ－Ｆｉの整備はしてあるんですけ

ど、肝心かなめの県有施設、もしくは各市町が

有する施設、地区の公民館とか、そういったと

ころについてはまだまだ整備が不十分じゃない

かなと思って。

まず、こういったところにおけるＷｉ－Ｆｉ環

境について、整備の状況について確認をさせて

ください。

【小川次世代情報化推進室長】今ご質問がござ

いました県有施設とか市町が持っている施設に

ついてのＷｉ－Ｆｉの整備状況ということです

が、県有施設につきましては、主なものとしま

して、県庁舎の行政棟は、1階から3階までの共
同エリアとか8階の展望室につきましてはＷｉ
－Ｆｉを整備しております。そのほか長崎美術館

とか歴史文化博物館の文化施設とか、雲仙岳災

害記念館、県民ボランティア活動支援センター、

さらには長崎港のターミナルビルとか駅前の県

営バスターミナル等々、県民の皆様方がよく利

用される施設等につきましてはＷｉ－Ｆｉ、公衆

無線ＬＡＮを整備しているところでございます。

また、市町の施設の主だったところ、原爆資

料館とかアルカスＳＡＳＥＢＯ等々につきまし

てはＷｉ－Ｆｉは設置されておりますし、あとは

地域の公民館とかふれあいセンター、さらには

コミュニティセンターなどにつきましてもＷｉ

－Ｆｉが整備されている状況でございます。

ただ、それが全てということではなくて、や

はり一部、市町によりまして少し差がございま

す。総務省が令和3年3月に、防災拠点とか被災
場所として想定される公的拠点のＷｉ－Ｆｉ整

備の調査がありまして、長崎県におきましては

県下全域の約340か所でＷｉ－Ｆｉが整備され
ているという調査結果が出ているところでござ

います。

【宮本副委員長】今、対面がなかなか厳しい現

状があって、私もよくＺｏｏｍ会議をするんで

す。ちょっと小さい単位になるのかもしれませ

んが、具体的に申せば、例えば佐世保市にある

中部地区公民館、中部地区コミュニティセンタ

ーなどではついていない。どうやってするかと

いったら、携帯電話のテザリングを使ってしな

ければならない。そうなると通信料もかかる、

来ていらっしゃる皆様方も不便を伴うという現

状があるものですから、この質問をさせていた

だきました。

防災拠点においてもしかりと思います。今、

市町が設置する指定の防災拠点などには、県下

で340か所にＷｉ－Ｆｉが整備されているとい
うことなので、ほぼ付いているのかもしれませ

んけれども、防災拠点というところでいえば、

ちょっと小さいかもしれませんけど、公民館が

なっているところもあるかと思います。私の地

元でも付いていないんですよね。だから、そう

いうところを整備していくのも大事じゃないか

なと思います。

そうなれば、公民館にいながら市役所、ある

いは公民館にいながら県庁と、集まらなくても
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Ｚｏｏｍ会議とかができたりする環境が整うと、

これはまさにデジタル化の推進の根本たるもの

かなと思います。

先ほど、浅田委員の質問で政策監がメリット

について語られていました。その中でいろんな

信頼関係もできているんですよと、各企業から

県にいろんな問い合わせもきているということ。

もう一つ、これはそうだなと思います。各市

町にどういう当事者意識を持たせるか、マイン

ドを持たせるかというところは、私も大事だな

というふうに聞いておりました。

県有施設についてはしかりですけれども、各

市町においても、今後のために、いろんなとこ

ろに無料のＷｉ－Ｆｉは付けていかんばいかん

と、それはぜひ県が主導して、各市町において

もこうやっていきましょうやと、音頭をもっと

強力にとっていただきたいと思います。

ちなみに、これは各市町の取組になるのかも

しれませんけど、今後の整備のあり方について、

前回は、脆弱だったところ、例えば宇久地域と

か柚木の方面とか、そういうところには光ファ

イバーが総務省の事業でつきますよというのが

ありました。

こういう小さい単位、市町が有する施設の整

備のあり方について、何か県が把握されている

ことがあれば教えていただきたいと思いますが、

いかがですか。

【小川次世代情報化推進室長】委員からご指摘

がございましたとおり、デジタル化とか、今回

の新型コロナウイルス感染拡大によってのニュ

ーノーマル、新たな日常をしっかりと確立して

いくところに、基盤ということで光ファイバー

はもとより5Gとか、今ご指摘にありましたＷｉ
－Ｆｉ、非常に重要になってくるかと思います。

ここは、先ほどのお話に出ていましたＳＤＧｓ、

誰一人取り残さないという基本理念を総合計画

にも定めておりますので、しっかりそこを21市
町に。県のSociety5.0推進プラットフォームの
中に各21市町にも参画いただいておりますの
で、その中でもしっかりと協議をしていきたい

と思っているんですが、現時点では各市町の方

向性といいますか計画については、まだしっか

りと把握できていないところがございますので、

その必要性について市町としっかりと協議をし

ながら進めていきたいと考えております。

【宮本副委員長】ここは、どうか強力にという

か、ぜひとも推進していただきたい。民間の施

設は付いているにもかかわらず、市町の施設に

付いていないところがちょっと多くあるのかな

と思ったものですから取り上げたところです。

例えば、学校は付いているけれども、学校の

体育館が避難施設になっているところがありま

すでしょう。体育館にもやっぱり付けるべきじ

ゃないかなとも考えるんです。教育委員会の分

野になるので、そういったところを他部局と横

断的に議論をしていただいて、ぜひとも推進を

強力にしていただきたいと思います。

最後に政策監、各市町の施設における基盤整

備のあり方について、何かお考えがあればお聞

かせください。

【三上企画部政策監】公的センター、公民館等

を含めてのＷｉ－Ｆｉ等の整備は非常に重要だ

と思っております。まさに防災であったり、様々

な普段からの県政の寄合いの場所として、非常

に重要な場所として考えております。

まさに次世代情報化推進室として庁内をまと

めていくうえでは、防災を見ている危機管理監、

あるいは各市町のインフラ等を見ている土木部

等と、今まさにつながったわけでございますの

で、彼らとも連携して、この方面で各市町をプ
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ッシュしていけるように頑張っていきたいと思

います。

【宮本副委員長】ありがとうございました。各

部局に推進員、旗振り役を設置したんですよと

いうご答弁もありましたので、そういった方々

と連携をとって強力に推進していただければと

思います。以上です。

【大場委員長】それでは、午前中の審査はこれ

にてとどめ、しばらく休憩をいたします。

午後は1時30分より再開いたします。

― 午前１１時２４分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【大場委員長】それでは、委員会を再開いたし

ます。

引き続き、議案外所管事務一般についての質

問を通告に従いまして行いたいと思います。

通告をされている方は、ご質問をお願いいた

します。

【石本委員】ＩＲに関しての質問です。午前中

に概況については説明がございましたけど、内

容について一部確認をしていきたいと思います。

ＩＲの推進に当たっては、ハード面、ソフト面

の双方から検討する必要があると考えておりま

すけど、質問についてはハード面の方から。

これまでの説明によりますと、ＩＲ基本構想

有識者会議等の取りまとめによりまして、課題

なり今後の取り組むべき方策が出されています

けれども、その中で、まず交通アクセスの強化

という方向性が出ています。これについて、今

度の区域整備計画でも要となる事項かというふ

うに思っています。

そこで、現在までの具体的な調整会議等での

意見を踏まえて、どのような方向性というか内

容、説明できるものがあればお伺いしたいと思

います。

【小宮ＩＲ推進課長】 今、石本委員から、長崎

ＩＲ交通連絡調整会議での議論の内容について

のお尋ねがございました。

この連絡調整会議を構成します国の長崎河川

国道事務所や空港事務所、それから港湾・空港

整備事務所、こういった国の機関と私ども県の

土木部、地域振興部の新幹線対策課、交通政策

課ほか、地元佐世保市の土木部等とも、ＩＲ開

業を見据えた交通アクセスの手法について、ま

ず政府スケジュール、ＩＲスケジュールの情報

共有を図りますとともに、今後、ＩＲ開業を見

据えまして、どのくらいのお客様が長崎にお見

えになるのか、そういった交通需要予測など情

報共有しながら、空港の施設の規模や備えるべ

き機能、または海外からのエアラインの誘致、

それと長崎港の2バース化、クルーズ船との連
携等も含めて、今後、行政サイドでどういった

準備が必要なのかといった意見交換、ＩＲ開業

時期を見据えて前倒しでできるものがどういっ

たものがあるか、そういったところを情報共有、

協議を進めているところでございます。

【石本委員】ハード面の整備についてはなかな

か、どれから先にしていくかというようなこと

も、金額面からも事業面からも、大変難しいと

ころがあるなというふうに思うんですけれども、

いずれにしても、これらの課題についてはＩＲ

を誘致するには当然重要な事項であります。

ＩＲと話してみても、このインフラ整備につ

いては、本県の経済的な発展とか活性化とか雇

用創出とか、そういった面から見ても欠くこと

のできないものだと思っているんです。ですか

ら、当然ＩＲを見据えたうえでの整備になると

思うんですけれども、県南、県北の均衡ある発

展も含めて、やはりこういった整備は必要不可

欠と考えていますので、しっかりやっていただ

きたいと思っています。
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それともう一つは、直近の情報で、横浜の市

長選に絡んで、今回立候補者の1つがＩＲは取
りやめるというような考え方のようです。実際

にそういうふうになった場合、どのように考え

ておられるか。

【小宮ＩＲ推進課長】 横浜、大阪、和歌山、本

県、今現在、正式にＩＲ誘致に手を挙げており

ますのはこの４地域でございます。制度的に上

限を3か所として区域認定がなされることにな
っていますので、最終的には他地域との競争、

しっかりと区域認定を勝ち取るという覚悟をも

って取り組んでおります。

横浜市長選の状況等については、私どもも逐

一、情報を入手しております。他地域のそうい

った状況を見ながら、まずは私どもがしっかり

と事業者を選定し、国に認められる区域整備計

画を期限内に仕上げていくことに注力をしたい

と考えております。

【石本委員】他県の動向については、どうなる

かわからないところもあります。本県は本県と

して、区域認定されるような体制をしっかりと

つくって、そのために努力していただきたいと

いうふうに思っていますので、よろしくお願い

します。以上です。

【大場委員長】 ほかにありませんか。

【宮島委員】通告に従いまして、ＩＲの事業者

選定についてお伺いをしたいと思います。

事業者選定につきましては、既に第一次選考

が終了いたしまして、大変お疲れさまでござい

ました。

いよいよ第二次選考がこれから行われ、この

夏にも最終的な事業者の決定が行われると聞き

及んでおります。したがって、どの事業者が選

ばれるのかということで、内外から注目を浴び

ていると思うわけでありますが、この事業者選

定につきまして、県は、ことさらに公平性、透

明性の確保ということを挙げてこられました。

そこで、まず、この公平性、透明性の確保と

いうものを具体的にどのように取り組んできた

のかについてお伺いをしたいと思います。

【小宮ＩＲ推進課長】 政府が昨年12月に策定、
公表いたしました基本方針は、ＩＲ事業者と私

どもとの接触ルールを改めて追記されるなど、

事業者の公募選定については公正性の確保、ま

たは透明性の確保が求められております。

この基本方針にどのような対応が示されてい

るかというところを一例申し上げますと、まず

は事業者を選定する際に、あらかじめ選定基準

を設けて、募集要項等で事業者にあらかじめ公

表しなさいということ。

それから、評価をする際には客観的なものを

用いて選定基準を設けるということ。数値化を

して点数を決めるように、そういった基準を設

けるということが1点ございます。
また、選定手続きに関しては収賄等の不正行

為の防止、あるいは応募される事業者に準備の

期間を十分とることも公平性の1点と挙げられ
ています。

また、審査を行う際には専門の有識者、第三

者で構成する審査委員会等を設けて、そういっ

た選定の体制を十分確保する必要があるという

ことが定められておりますので、私どもも、こ

の国の基本方針にのっとって、これまで準備を

進めてきたところでございます。

【宮島委員】ただいま課長からは数値化という

言葉がございました。これまでの第一次選考、

これからの第二次選考もそうなんでしょうけれ

ども、各項目に応じて点数、配点が決まってい

て採点をしていく方式をとると言われてまいり

ました。

ここで改めて確認をさせていただきたいんで

すが、どういった項目において、どういう点を
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つけていくのか、そしてトータルで採点をして

いくのか、このような方法についてお聞かせを

いただきたいと思います。

【小宮ＩＲ推進課長】審査の項目並びに配点に

ついてのお尋ねでございます。

まず、第一次審査につきましては、合計300
点満点で審査を行いまして、大きく3項目で評
価をいたしております。まず1点目が事業コン
セプト、こちらが60点の配点でございます。そ
れから、過去の海外における運営実績が150点、
財務の能力が90点の配点で、トータル300点で
評価をいたしております。

第二次審査につきましては、5項目に区分を
いたしております。1点目が事業コンセプトで
150点、次にＩＲ区域の整備の方針、ＭＩＣＥ
施設とかホテルといった魅力増進施設の整備の

方針が200点、次に財務能力、運営実績、業務
管理体制に配点を一番大きくしておりまして

300点、次に依存症対策や青少年の健全育成等、
懸念される事項への対応が200点、経済的・社
会的効果、あるいは地方創生の実現が150点と
しておりまして、合計1,000点満点で評価をする
ということで設計いたしております。

【宮島委員】そうすれば、審査委員の皆さんが

それぞれの持ち点を、今、課長がご説明のあっ

たとおりに採点して合算して点数をつけるとい

う形でよろしいんですね。

公平性という観点から言えば、人が採点をす

る、スポーツ界ではフィギュアスケート、ある

いは体操もそうでしょう。人が採点をする場合

には、どうしても点数に偏りが出てくることも

あって、例えば、最高点あるいは最低点を切り

捨てて合計をとっていくやり方で公平性を担保

していると思うわけであります。

こういった方式は、このＩＲの選考におきま

しても導入されているのかどうかということを

お聞きしたいと思います。

【小宮ＩＲ推進課長】 今回8名の審査委員に就
任していただいておりますが、それぞれ専門の

分野が異なりますので、点数の偏り、またはば

らつき等は十分想定をしております。

こうした中で、いかに審査委員会としての採

点を公平、公正に保つかという観点から、今ご

指摘がありましたように、8人の点数の中で最
高点、最低点を1名ずつ除外して6名の平均点を
取る、オリンピック方式と言われますけれども、

本県の第二次審査におきましても、8名の審査
委員のそれぞれの採点について、最高点と最低

点を外す仕組みを採用する制度設計となってい

ます。

【宮島委員】わかりました。オリンピック方式

の導入によって公平性を確保していると理解を

いたしました。

それと、もう一つお伺いしたいんです。これ

は話が変わりますが、先日、国の方で2021年の
通商白書が閣議に報告をなされたということで

ありました。中身の仔細は私も存じませんけれ

ども、報道によれば、経済安全保障を強化する

という趣旨のことが強く盛り込まれたというこ

とでありました。

この件は物品についてが主だったと思うわけ

でありますが、これまでも言われてきたとおり

に、情報の分野等でも経済安全保障の問題とい

うのは極めて大きな国際問題として今あるので

はないかと理解をいたしております。そういう

意味では、経済安保のみならず、新たなこうし

た要因というものが、しっかりとこの選考の中

で盛り込まれていくのかどうか。

特に佐世保につきましては、ご案内のとおり

に米軍があり、陸海の自衛隊がありと、まさに

文字どおりの安全保障上の重要拠点でございま

すので、そうした意味からも経済安保の問題は
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なおさら重要性を帯びてくるというふうに私は

考えます。

そうした意味で、今申し上げました新たな要

因が、これは経済安保のみならず、いろいろな

要因というものがこの採点の中に、しっかりと

選考の中に盛り込まれていくのか、お伺いした

いと思います。

【吉田企画部政策監】ただいま宮島委員のご指

摘にありましたような経済安全保障とか、先般

の国会で成立しました重要土地等調査法など、

私どもがＩＲの公募・選定を開始して以降の事

象について、この評点に反映するのは非常に難

しいと考えております。

ただ、もちろん国の方針でございますので、

そこら辺につきましては国の方と協議をさせて

いただくとか、あるいは私どもとして最大限の

注視をしながら情報収集に当たっていくという

ふうなことで取り組んでまいりたいと思ってお

ります。

【宮島委員】ぜひ、国と連携をとりながら進め

ていただきたいと思います。

ただいまのご説明で、これまで公平性、透明

性の確保に取り組んでこられた中身について、

理解をいたしました。

今後、スケジュールといたしまして、全ての

ことにつきましては二次審査の後に公表をする

という方針を示されていますけれども、この中

身につきましては、結果のみならず過程の部分

についても公表をするのかどうかを確認させて

いただきたいと思います。

【小宮ＩＲ推進課長】審査の公表につきまして

は、一次審査の5グループそれぞれの点数、そ
れから第二次審査における3グループのそれぞ
れの点数は公表してまいります。この審査の結

果のみならず、審査の評価の過程も、県のホー

ムページ等で公表するということで作業を進め

てまいりたいと考えております。

【宮島委員】しっかりと、その公表に努めてい

ただきたいと思います。

また、公表につきましては結果が発表された

後でありますので、選考の前に公表ができる部

分については、事業者のみならず県民の皆さん

方、あるいは全国の皆さん方も含めて、しっか

りと説明をする必要があるんじゃないかと。そ

れがまさに最終的な公平性、透明性の担保につ

ながっていくんじゃないかなというふうに思い

ますので、ぜひ事前に、ルールとしてこういっ

た形で決めるんだということで、明らかにでき

る部分についてはやはりオープンにしていただ

きたいと、このことを要望いたしまして質問を

終わりたいと思います。

【大場委員長】 ほかにありませんか。

【田中委員】ＩＲについてお聞きしたいんです

けれども、あまりにも大き過ぎて、今日は地元

として、地元対策というような観点から、ちょ

っと話を聞きたいと思います。

交通体系、交通の整備状況等々を聞くわけで

すが、その前に、想定できるＩＲの集客数です。

年間でいうとどのくらいなのか、日で分けると

1日最大どのくらいの集客を考えているのか、
そこら辺の県の考え方を聞いて、あとはインフ

ラの整備をちょっとお聞きしたいと思うので、

まず集客についての県が想定している数字を教

えてください。

【小宮ＩＲ推進課長】現在、県のＩＲ基本構想

で、年間690万人から930万人と想定をいたして
おります。先ほど田中委員から、1日最高どの
くらいを見込むかというお尋ねがありましたが、

3万人から4万人程度の来場があるものと想定
をいたしております。

【田中委員】あとは、長崎ＩＲがうまくいった

ものと考えなければ地元対策はできませんので、
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うまくいったものということで質疑を続けたい

と思います。

1日4万人のお客と考えれば、今のハウステン
ボスもずっと営業は続くわけですから、合わせ

ると最大5万人ぐらいのお客さんの流れを考え
なきゃいかんなと。

5万人ということになると、相当な混雑が出
てくるわけで、地元が一番騒いでいるのは交通

渋滞なんですよ。地元が、いろいろ反対の理由

的なもので言っているのは交通渋滞。ハウステ

ンボスも、最大の時には大変な交通渋滞でした

から。今は幸いというか不幸というか、ちょっ

とお客さんが少ないので問題になりませんけれ

ども。

交通渋滞対策として、具体的にお聞きしてい

きたいと思うんですが、これはＩＲ業者がやる

んじゃなくて、やっぱり県にやってもらわない

とうまくいかないと思うので。

車の流れから考えて、道路で県道ハウステン

ボス線、県道指方南風崎停車場線、国道202号
とパールライン、それから国道205号と針尾バ
イパス、この4線ぐらいがＩＲの土地に直接関
係するので、具体的にはどういう計画を県とし

て持っておられるのか、ちょっとお聞かせくだ

さい。

【小宮ＩＲ推進課長】 今、田中委員から、ハウ

ステンボス線とか国道202号、205号、針尾バイ
パスを含めたご指摘がございました。

これまで県で測量調査等を検討してまいりま

したのが、ハウステンボスに隣接するＩＲの候

補地。ハウステンボス線につきましては、拡幅

とか線形の調整、見直しの測量調査等を取り組

んできたところでございます。

また、国道202号、パールライン、国道205
号、針尾バイパスについても、西九州自動車道、

西彼杵半島からのお客様の流れを考えますと、

やはり交差点の改良とか、あとは西九州自動車

道の4車線化等、国とも協議を進めながら、ど
ういった対応が可能なのかというところを、こ

の間に調整を進めてきたところでございます。

【田中委員】 西九州自動車道まで話が及ぶと、

ちょっと広範囲になるのでね。本当の地元の地

元というと、そうですね、ＩＲから半径5キロ
圏内ぐらいで結構なんですけれどもね。5キロ
圏内ぐらいで順調に計画が進んでいるのかどう

か。

ハウステンボス線は拡幅するという話は聞い

ていますけれども、あくまでも針尾橋のところ

からパールラインの入り口まで程度でね。ハウ

ステンボス線は東明中学校のところまであるわ

けだからね。パールラインのところから東明中

学校、ここら辺の話は全然聞こえてこない。

それから、指方南風崎停車場線にすると、焦

点は針尾橋をどうするかと。今、4車線ですけ
れども、針尾橋をどうするかと。

もう近々ですよ、3キロ圏内、そういうとこ
ろの混雑が一番大変なんですよ。そこら辺は具

体的に、ここ3年ぐらいで完成をしないと。
お客さんは7年、8年先かもわからんけれども、
工事は始まるわけでね。工事期間中が大変だっ

た、ハウステンボスの場合はね。ハウステンボ

スの3倍ぐらいを想定して、我々も地元の人に
は話をしているんだけれども、そうなると、ど

ことどことどこを改良しなければという話が、

もうそろそろ具体的に出てこないとね。地元の

心配ごとは、それが一番なんですよ。

もう一回、わかる範囲でお聞かせください。

【小宮ＩＲ推進課長】田中委員がご指摘のとお

り、ＩＲ開業後のみならず、建設工事期間中に

工事車両の運行が多くなってまいります。そう

した地元のご懸念もご意見として承っておりま

すので、それぞれ国が管理する国道、また県が
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管理する県道等、どういった対応が可能か、ま

た、朝夕の子どもたちの通学路の安全をどう確

保するか、そういったところも、ＩＲ事業者ま

たは工事を受注される建設業の皆様とも意見交

換しながら、対策がとれるように、各国道、県

道、市道も含めたところで、今後具体的に検討

してまいりたいと考えております。

【田中委員】もう相当、検討を煮詰めなきゃい

かん段階ですからね。

仮にお客さんを5万人と想定した場合に、乗
用車がどのくらいの比率なのか、バスがどうい

う比率なのか、駅からはどのくらいなのか、空

港からはどのくらいなのかと、大体想定できる

でしょう。県が考えている比率は、大体どのく

らいになっていますか。今のハウステンボスの

現状から、大体わかってくると思うんだけれど

も。

【小宮ＩＲ推進課長】現在のハウステンボスに

お越しになっているお客様の動向を見ました時

に、県内のお客様、そして佐賀、福岡方面の北

部九州のお客様につきましては、マイカーまた

はレンタカーでの来訪が多いとお聞きしており

ます。

今後、ＩＲが整備されることによってマイカ

ーやレンタカーでの来訪が多くなれば、田中委

員ご指摘のとおり、地域の皆さんの生活の状況

に影響を及ぼしかねないような交通渋滞が発生

するものと予想されますことから、こういった

マイカーやレンタカーをいかに減らしていくか

というところが今後のテーマとなってまいりま

すので、公共交通機関、ＪＲ、高速バスの誘致

または整備、こういったところを今後ＩＲ事業

者、交通事業者とともに具体的に検討してまい

りたいと考えております。

【田中委員】今後という話が出てくるけれども、

もうそろそろ想定した具体的な県の対策を、地

元にもある程度は話をしないと。それが地元は

一番関心があるというかね。

そっちの方は全然、具体的な話がなければ、

今のままで地元はいいんだと、別にＩＲができ

ようが何しようが、あまり関係ないから、極端

に言うと反対に回るぞなんていう話も地元には

出てくるわけ。

だから、ＩＲができるものと想定して、国の

オーケーがとれれば、具体的にこういう対策は

ちゃんととりますよという具体的なものを、も

うそろそろ地元に話をしなければ。

今までは、企業が本音を言わなかったところ

もあったと思う。しかし、もう最終段階だから、

企業のいろいろな話は全部出てきているだろう。

それを県が受け取って、5万人なら5万人として、
極端に言うと乗用車が半分とすれば2万5,000
人ですからね。そうすると、朝夕に1万台ぐら
いの車が出入りするんですよ。ハウステンボス

にプラスだからね。

だから、そこら辺を具体的に、地元が納得で

きるような話をもうそろそろしなければと、も

うそういう段階に来ていると私は判断している

んだけれどもね。どうですか。

【吉田企画部政策監】ただいま田中委員のご指

摘のとおり、地元の渋滞をいかにして防ぐかに

は、その基となるデータが必要でございます。

今現在、3つの事業者が第一次審査の結果残
っていますが、それぞれの事業者ごとに、イン

バウンドと国内客の割合等も異なっていますの

で、私どもも幾つかパターン分けしながら想定

をして検討を進めているところでございます。

最終的には、この夏にも事業者が1者に決定
をいたしますので、その事業者の考えに沿って、

どれぐらいの割合が国内客で、どれぐらいの割

合がインバウンドで、インバウンドの方は長崎

空港からできるだけ海路を使って、地域の交通
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に影響しないような方向で調整するとか、その

辺が必要になってまいります。もうじき事業者

が1者に絞られますので、そうしますと地域の
皆様にも、具体的な検討の結果、パターンがお

示しできるんじゃないかなと思っております。

【田中委員】もうしばらく、しばらくでずっと

来たんだけれども、私の記憶では2年近い月日
があるので、業者のいろいろな話が出始めてか

ら2年ぐらいあるわけだから、そういう流れの
中で、交通量がどうなるというような分析あた

りはもうちょっと早く。あくまでも想定、外れ

ることもあるだろうけれども、そんなに無茶に

は外れないと思う。何パーセントかは外れるに

してもね。

ハウステンボスの動きを見ていると、半分は

多分、乗用車、バス。当初、バスも300台ぐら
い来ていたから、1日に。300台というと大変で
すよ、行き帰りに300台が並ぶとね。だから、
そういうものを早く地元に、道路渋滞をなくす

ためにここはこうする、あそこはこうするとい

うような話を進めてほしい。そうしないと、本

当に地元が。

今、皆さん方は秘密にして、あまり話をしな

いからね、我々にも話をしないぐらいにね。だ

から、地元はもう、どうなるのかというのが一

番心配なのよ。極端なことを言うと、うまくい

かないのが一番いいなと言う人もいるわけだよ、

「ＩＲは、もう来ん方がよかな」と言う人が。

反対とまでは言わないけれども、来るか来ない

かというと、もう来なくていい、今のままでも

十分だと、何も関係ないと言う人たちもいるの

で、早く地元を納得させるためにも、やらなき

ゃいかん。

もうちょっと進めますけど、駅。ＪＲからお

客さんが来ると考えると、1割にしたって5,000
人だ。5,000人が乗降する駅といったら、結構な

駅を想定しなきゃいかん。集中しますからね、

そういう駅の想定はどうなっているんですか。

そして、ＩＲが置かれるのは奥の方ですから

ね。駅から1キロないし2キロ、お客さんは空中
の動線で行かざるを得ない。駅があって、ハウ

ステンボスがあって、その奥の方に誘致するわ

けだからね。

ここら辺は、業者よりも県の考え方はどうな

んですか。

【小宮ＩＲ推進課長】今、田中委員ご指摘があ

りましたＪＲハウステンボス駅からＩＲの候補

地、確かにハウステンボスの一番奥まったとこ

ろが候補地になりますので、ハウステンボス駅

からＩＲ候補地までについては、新たな交通体

系を事業者に提案をしていただくように条件を

つけまして、この3グループからそれぞれ提案
がなされております。

また、今のハウステンボス駅が、ご承知のと

おり結構手狭でございますので、あらかじめＪ

Ｒ九州とも協議をいたしまして、集客、送客の

面で、どの程度駅舎の改修が可能なのか、どう

いった条件が出されるのか、事前に調整を行い

まして、そういった条件を基に現在、ＩＲ事業

者にハウステンボス駅の改修のプランについて

も提案をいただくように調整をしているところ

でございます。

【田中委員】どうも聞いていると、企業の負担

でやってもらおうというのはわかるけれども、

基本的には県が主導権をもってやらないと、絵

に描いた餅になってしまいますからね。

駅にしたって、スペースはそんなにない。あ

そこにモノレールの駅を設置するにしたって、

どういう形になるかというと、陸の方はあまり

余裕がないので、海の方に例えば20～30メート
ルぐらい張り出すのは可能かもわからん。しか

し、物理的には可能かもわからんけれども、漁
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協のある程度の了解をとらなきゃ進められない

だろう。そういうのを先行してやっているのか

どうかという話なんですよ。

企業の提案を受けてやるとなると、決定して

しまうわけでしょう、1者に。その案がうまく
いくかという話は最終的には県が責任とらなき

ゃいかんという形になるわけだから、いろいろ

なことを想定して、やっぱり青写真をつくらな

いと。どうもそこら辺が私は、県に不満を持っ

ているんです、なんで先行してやらないのかと。

絵を描かなきゃ。業者はそこまでできないと思

う。詳しい業者が来るかどうかわからんけれど

もね。

地元のハウステンボスでさえ、神近社長たち

は頑張ってやってくれたけれども、いろいろな

問題が残ってきた。今も残っている、漁協との

関係なんかはね。

そこら辺をどう考えているのか、この際は聞

いておきたいと思うんだけれどもね。

【小宮ＩＲ推進課長】田中委員のご指摘のとお

りでして、そもそもＩＲの区域内、31ヘクター
ルの中はＩＲ事業者の民設民営によるもので、

その周辺の、私ども県、または佐世保市、行政

が担うインフラ整備の部分は、着実に国や市町

とも連携をしながら整備を進めていくという認

識はもっています。

また、ＪＲハウステンボス駅からＩＲサイト

までの新交通の整備については、それぞれＩＲ

事業者の創意工夫によって、さまざまな提案が

なされる部分でございます。

田中委員ご指摘のように私どもが先行して青

写真を描いて、それをというふうにいたします

と、ＩＲ事業者の特徴といいますか創意工夫が

限られてまいりますので、ある程度はＩＲ事業

者に裁量がある提案を求めるという形で進めて

おりますので、今後、二次審査において、そう

いったところをしっかりと評価しながら、優れ

た事業者を選定してまいりたいと考えておりま

す。

【田中委員】もう一つは空港からの考え方。今

の港はどうするのか、業者が改良するのか、ヨ

ットハーバーの関係をどうするのか、これぐら

いの基本的なところは、やっぱり県がある程度

主導権を持って進めてもらわないと、業者に業

者にと言ったって、業者は地元との対応ができ

るのかなという感じがするけれどもね。区域内

は、業者がもちろんやらなきゃならん。区域の

外の方が大変だから、区域の外が。

ぜひ、地元から反対運動が起きないように配

慮してほしい。今もってくすぶっていますよ、

地元がね。ぜひお願いしておきたいと思います。

【大場委員長】 ほかにありませんか。

【山本(啓)委員】 私からも、ＩＲについて少し
だけ質疑をさせていただきたいと思います。一

般質問でも幾つかお尋ねをさせていただきまし

たので、その延長線上にあることを少し掘り下

げてお尋ねしたいと思います。

国は2030年、訪日外国人の数を6,000万人と
位置付けて、消費額を15兆円という数字があり
ます。先ほどの資料にもありましたね。

現在のコロナ禍を受けて、まさしくこの数字

が、景気、経済において、我が国の、またはそ

の地域、地方においても非常にポイントになっ

てくる。

その一翼を担う形で、今回、九州・長崎ＩＲ

というものが位置付けられることになっていま

すね。先ほど田中委員の質疑の中にもありまし

たけれども、想定数は年間に690万人から930
万人と、資料を見ると経済効果は1年間で3,200
億円から4,200億円と、まさしく先ほどの国の目
標の一翼を担う形になろうかと思っています。

これらの数字を、九州の組織、協議会を立ち
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上げて、九州・長崎ＩＲという形で盛り上げて

いく、そこは一般質問でも十分わかりました。

それらの取組とタイミングについても、協議会

の方から九州全体にアナウンスしながら、それ

ぞれの地域の絡みのある事業所や企業体に対し

て勉強会や研修会を重ねていきながら、積極性

を促しながら、主体性をもって取り組んでいた

だきたいというやりとりをさせていただきまし

た。

今回お尋ねしたいのは、とは言うものの本県

に誘致するわけだから、やはり佐世保市周辺の

方々や長崎県内の事業者の方々には、もっと積

極的にこれらについて飛びついて取り組んでい

ただきたい。けれども、なかなか内容がわから

ないうちはですね。

コロナの影響で事業継承や事業の形態を変え

る事業体もあるかもしれない。そういう方々の

判断も、まだまだその一歩が踏み出せない状況

もあるかもしれない。

本県のそういった関連するであろう方々に対

するアナウンスの強化の部分に特化して、少し

答弁をいただきたいと思います。

【小宮ＩＲ推進課長】 一般質問でも山本(啓)委
員からご質問いただきまして、九州の連携につ

いては一定、方向性を示して、オール九州での

取組ということで答弁をさせていただきました

けれども、県内の各経済団体につきましても、

吉田企画部政策監をはじめとして、経済同友会

や商工会議所連合会、また商工会の連合会等の

皆様に、ＩＲの効果についてお話をする場面を

いただいております。

また、知事、副知事にも機会あるたびに、こ

ういったＩＲの効果等について、講話等におい

て説明をしていただく場面もございます。

さらに、6月4日にＷｅｂで九州ＩＲビジネス
セミナーを開催いたしました。これは400名を

超える視聴者の方がいらっしゃって、大変好評

だったというふうな評価もいただいております。

半数を超える方が県内の事業者ということで、

少しずつではありますけれども、県内の皆様へ

も情報が届いていくと。ＩＲというものがどう

いった産業なのかということを、まず知ってい

ただくというところも今後の私たちの課題とい

うふうに認識をいたしております。

【山本(啓)委員】 一般質問では、九州・長崎Ｉ
Ｒにおいて必要となる物品やサービスの種類、

数量等については、ＩＲ開業までにＩＲ事業者

において段階的に検討が進められていくと、当

該事業者とともに区域整備計画を作成する中で

一定の方向性が見えてくるというふうな答弁を

いただきました。

第一次、二次と選考していく中で、もう既に

長崎県内、九州、そして佐世保市において、Ｉ

Ｒ事業者が地域の経済の状況や地域の産業の状

況をつぶさに分析しながら、計画策定に資する

ものを情報収集されていると予想はできます。

どんどん選考が進んでいって、最後はいよい

よＩＲ事業者1者となっていく、そして国の選
考も本県に設置が決まっていくと。

そういう過程において、それらのＩＲ事業者

との関係性は、長崎県、佐世保市、そして九州

全体、どこが決まったとしても平等にチャレン

ジする、平等に経済の影響、波及効果を受ける、

そういった関係性というものを今の時点でどの

ように考えているんでしょうか。

【小宮ＩＲ推進課長】先ほどご紹介いただきま

した九州ＩＲ推進協議会、ＫＩＲＣ（カーク）

と申しておりますが、こちらが、ＩＲ事業者決

定後、または区域認定獲得後、私ども行政が外

れて民間主導でＩＲ事業者と、そういったビジ

ネスネットワークを展開していくような形を目

指しております。
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九州ＩＲ推進協議会、ＫＩＲＣが、福岡経済

界を中心にオール九州の取組を模索している状

況にありますので、この長崎県版、または佐世

保版の取組を県内の事業者、または佐世保の事

業者で具体的に主体性をもって取り組んでいた

だければと考えております。

特に、ＩＲの候補地との距離感というアドバ

ンテージがあることから、農水産物とか、さま

ざまな人的なサービスについては、佐世保、長

崎という地元にメリットがあろうかと思います

ので、そういったサービスの提供のあり方につ

いて、県内の企業の皆様にも具体的にご検討い

ただければと考えております。

【山本(啓)委員】 一つのＩＲ事業者に決まる。

その時に長崎県内、佐世保市、九州各県、誰も

が平等に、そういったところと経済効果、つな

がりをもってやっていける状況にあるというと

ころを今、確認をさせていただきました。

ただ、先ほどの質疑でもあったように、新た

な大きなエリアが、ドカンとそこにできるわけ

ですから、これまでの暮らしの環境や生活とい

うものが変わっていく。既存の暮らしていらっ

しゃる方々の生活の変化があるのはわかるわけ

ですよね。

区域内についてはＩＲ事業者がしっかりとア

イデアを出していくと。区域外の、例えば都市

計画の変更とか、佐世保市や県が主体となって

行っていく部分もあろうかと思います。人の流

れ、車の流れ、そういったものについての検討

の進め方について、今の段階で説明できること

があれば、お願いします。

【小宮ＩＲ推進課長】ご指摘のとおり、ＩＲが

整備されることによって、一つの大きな観光都

市が整備されるという認識をもっています。そ

こは佐世保市が中心の対策になりますけれども、

住宅環境の整備とか、人が増えることによって

小学校、中学校のボリュームがどうなのか、ま

た交通の状況がどうなのかと、そういったＩＲ

開業後に想定される様々な案件を想像しながら、

都市計画の変更につきましては佐世保市が主体

となって、県の都市政策課にも相談しながら、

現在、協議を進めているところでありますので、

そういった地域環境の変化を見据えながら丁寧

に対応してまいりたいと考えております。

【山本(啓)委員】 今は暮らす方の話をしていた
だきました。この観点では2つあるわけですよ
ね。往来、訪れる方々の変化、そしてそこに移

り住むであろう関係者の方々、この2つの観点
があろうかと思います

我々は、長崎空港、また新幹線があります。

福岡県、佐賀県と隣接している佐世保において

は、県外からのアクセスもあろうかと思います。

そういった総合的な大きな計画、絵というもの

は、いつ頃、発表できるでしょうか。

【小宮ＩＲ推進課長】この夏にＩＲ事業者が決

定いたしまして、概ね11月定例会には、区域整
備計画の素案のようなものは説明できるスケジ

ュールを引いております。

区域整備計画の素案に基づいて、この11月定
例会終了後にパブリックコメント、公聴会を実

施いたしますので、その状況の今後のあり方に

ついては、年末または年明けにはお示しするこ

とは可能かと考えております。

【山本(啓)委員】 今、往来についてお尋ねしま
した。

もう一つは、移り住む方々や関係者の方々が

暮らす環境が、新たにこの区域内に増えていく。

現状は何か別のものに使っていたものを切り替

えてでも、関係者の方々の住居スペースをつく

っていく、そういった部分で今説明できるもの

があったらお願いします。

【小宮ＩＲ推進課長】ＩＲ区域内に、従業員の
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方が住まわれる社宅や寮など、そういったもの

が建設されるかは、それぞれのＩＲ事業者の計

画によって異なるものかと認識しております。

また、周辺地域につきましても、市街化調整

区域の関係もございますので、佐世保市の都市

部、または隣接の市町にも住宅の整備が必要に

なってくるというふうに認識しておりますので、

今後、そういった事業者の計画に基づいて、関

係自治体とも連携を図ってまいりたいと考えて

おります。

【山本(啓)委員】 まとめていきたいと思います。
そうなっていくと、ハウステンボス周辺の町が

変わっていくことがわかるわけですけれども、

行政区としての管理というか、まとめ方という

か、区域というか、そういった事柄や、さらに

は暮らす方々の通常の暮らしていく時の生活の

サービスといったものは佐世保市を主体に考え

ていかれるとは思うんです。

ただ、先ほど課長は、学校や教育の環境につ

いても言及されました。そういったものに影響

する規模感がもう既に想定されていれば、お示

しいただきたいと思います。

【小宮ＩＲ推進課長】今、具体的にどのくらい

の人員の入り込みがあるのか、またどのくらい

の人口の規模になるのか、佐世保市のハウステ

ンボスが所在します東部地区自治協議会で、私

どもも様々な説明、協議をさせていただいてお

りますけれども、具体的にそういった人口の規

模感というふうな想定は、今現在はできており

ません。

【山本(啓)委員】いつ頃、想定できるんですか。
【小宮ＩＲ推進課長】事業者の提案を踏まえて、

工事に入る作業員の方々が、どこからハウステ

ンボスのＩＲ区域の工事に入って来られるかと

いうところも関係してまいりますので、政府の

区域認定が令和4年度中になされるものと想定

いたしますと、それ以降には具体的に住環境を

どう整備するかというところは見えてこようか

と想定をいたしております。

【山本(啓)委員】 ありがとうございました。区
域認定、そしてＩＲ事業者の決定をしていけば、

そのスケジュールの中でどんどん、大きなもの

がこの佐世保の地に、そして長崎県、九州に明

るいものが訪れていくというところは十分理解

できますので、そういったことがしっかりと県

民の方々に理解できるように、今後も具体的な

発信に努めていただきたいということを申し上

げて終わります。

【大場委員長】それでは、ほかに質問がないよ

うですので、企画部関係の審査結果について整

理したいと思います。

しばらく休憩をいたします。

― 午後 ２時２７分 休憩 ―

― 午後 ２時２７分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、企画部関係の審査を終了

いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、7月5日月曜日
は、午前10時から委員会を再開し、地域振興部
関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ２時２８分 散会 ―



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和３年７月５日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時 ９分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 大場 博文 君

副委員長(副会長) 宮本 法広 君

委 員 田中 愛国 君

〃 浅田ますみ 君

〃 山本 啓介 君

〃 近藤 智昭 君

〃 坂本  浩 君

〃 宮島 大典 君

〃 石本 政弘 君

〃 饗庭 敦子 君

〃 下条 博文 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

地域 振興部 長 早稲田智仁 君

地域振興部政策監
(離島・半島・過疎対策担当)

村山 弘司 君

地域振興部次長 坂野花菜子 君

地域振興部参事監
(県庁舎跡地活用担当)

坂田 昌平 君

地域づくり推進課長 浦  亮治 君

地域づくり推進課企画監
(離島振興対策担当)

徳永 真一 君

市 町 村 課 長 大塚 英樹 君

土地 対策室 長 兼武  寛 君

交通政策課長(参事監) 小川 雅純 君

新幹線対策課長 峰松 茂泰 君

県庁舎跡地活用室長 苑田 弘継 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【大場委員長】 おはようございます。

委員会を再開いたします。

これより、地域振興部関係の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から、4月の
人事異動後、これまでの委員会に出席がなかっ

た新任幹部職員の紹介がありますので、これを

受けることといたします。

【早稲田地域振興部長】 おはようございます。

本日出席しております幹部職員のうち、4月1
日付で発令がありました職員を紹介させていた

だきます。

〔各幹部職員紹介〕

以上でございます。

よろしくお願いいたします。

【大場委員長】 ありがとうございました。

それでは、これより審査に入ります。

【大場分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算に係る報告議案を議題といたします。

地域振興部長より予算に係る報告議案の説明

をお願いいたします。

【早稲田地域振興部長】地域振興部関係の議案

についてご説明いたします。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第4号 知事専決事項報告「令和2年度長崎
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県一般会計補正予算（第17号）」のうち関係部
分であります。

これは、先の2月定例会の予算決算委員会に
おいて、専決処分により措置することについて、

あらかじめご了承をいただいておりました令和

2年度予算の補正を令和3年3月31日付で専決処
分させていただいたもので、関係部分について、

その概要をご説明いたします。

歳入予算は、合計で2億2,476万7,000円の減、
歳出予算は、合計で5億4,248万3,000円の減と
なっております。

次に、歳入予算の主な内容についてご説明い

たします。

国庫支出金の主なものは、特定有人国境離島

地域社会維持推進交付金2億2,809万8,000円の
減であります。

歳出予算の主な内容についてご説明いたしま

す。

総務管理費の主なものは、跡地活用検討経費

1,075万6,000円の減であります。
企画費の主なものは、生活航路改善対策事業

費1億6,758万円の減、国境離島創業・事業拡大
等支援事業費8,906万2,000円の減であります。
市町村振興費の主なものは、長崎県市町財政

資金貸付費2,020万円の減であります。
選挙費の主なものは、県議会議員補欠選挙県

分事務費977万9,000円の減であります。
以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算に係る報告議案に対する質疑

を行います。

質疑はありませんか。

【田中委員】今、話をお聞きしましたけれども、

歳出の方で、あまりにも減、残が大きい企画費

の4億8,693万円、5億円近い金が使われてない
んだけれども、内容をお聞きしておきます。

【小川交通政策課長】まず、交通政策課の方で

ございますが、一番大きなものとして生活航路

改善対策事業費で1億6,700万円ほどの専決減
をさせていただいております。この分につきま

しては、欠損額の補助事業費というのが約3,000
万円ほど確定値として減少してございます。

それと、年度末になりまして、国の方が今回

の新型コロナ対策事業の状況を受けまして、国

費の上乗せというものを約1億4,400万円ほど
していただきました状況がございますので、そ

れを合わせまして航路改善対策事業に係る県の

補助金の負担額、この分が約1億6,700万円ほど
減少したという状況でございます。

【徳永地域づくり推進課企画監】企画費の中で

国境離島創業・事業拡大等支援事業費で8,906
万2,000円の減をお願いしております。こちらは、
2月補正後の現計予算で約8億3,605万円に対し
まして、最終専決補正後で約7億4,699万円とな
るため、その差引の9,000万円の減額補正となっ
ております。

この事業は、市町が事業主体で、負担割合は

国2分の1、県8分の1、市町8分の1、そして事業
者の方が4分の1となっております。2月補正時
点では、12月末時点の年間所要見込額を基に事
業費を計上していたところ、今回、市町からの

実績報告に基づき減額を行ったものであります。

このことにつきまして、関係市町に事業費の

減について主な理由を確認したところ、大きく

2点ございまして、1点目としましては事業計画
当初には想定していなかった諸事情の発生によ

り事業自体が取りやめになっているもの、2点
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目として、その他事業によりまして雇用開始時

期に遅れが生じたり、設備整備に係る経費の実

績減などが生じたことによるものであり、今年

度は、特に新型コロナウイルス感染症の感染拡

大の影響があったという報告を受けております。

【田中委員】今、報告を聞かせてもらいました

けれども、数字は4億8,600万円、約5億円近い
よね。今の話を聞いた感じでは2億5,000万円だ
ね。1億6,700万円と8,900万円だからね。あま
りにも数字が大きいのでね。

この種の予算というのは、せっかく国庫支出

金、国から2億3,000万円近くのものをいただい
て、戻すということはもったいないね。何か利

用するような方法はなかったのかな。国庫支出

金を2億3,000万円近く返納しているわけだね。
そうでしょう。歳入予算で国庫支出金2億2,900
万円、歳出では企画費が一番大きいので4億
8,700万円近くね。今の報告では、数字が2億円
ばかりどこに飛んでいっているのかなという感

じなんだけれどもね。そうでしょう、数字的に

は。

【小川交通政策課長】申し訳ございません。主

なものということで答弁をさせていただきまし

たが、交通政策課の方で、あと大きなものとし

て1点ございますのが、離島の航路・航空路、
こちらの運賃軽減事業でございます。この分に

つきまして、航路の方で約6,400万円、航空路の
方で約3,800万円、合わせて1億円ほどの専決減
を今回させていただいております。これにつき

ましては、11月時点の利用者数を引っ張って、
年間通しの所要額の確保を2月補正でさせてい
ただいておりましたが、その後の新型コロナウ

イルスの感染拡大の影響によりまして、利用者

が見込みより大きく落ち込んだということでご

ざいまして、その分の実績によりまして、県と

国の負担部分、この部分でトータルとして1億
円ほどの減が生じてございます。

この分につきましては、歳入の方でいきます

と、国境離島交付金の歳入の減が国庫の部分に

ついては入っているという状況でございます。

【徳永地域づくり推進課企画監】先ほどは運賃

低廉化の事業でございましたが、こちらは特定

有人国境離島地域社会維持推進交付金を充当し

たものでございます。

特定有人国境離島地域社会維持推進交付金全

体につきましては、今回、2億2,809万8,000円
の減額補正をしております。こちらにつきまし

ては、2月補正の現計予算は17億8,625万7,000
円であり、最終予算で15億5,815万9,000円とな
っているため、差引の2億3,000万円余りを減額
しているものでございます。

減額補正の理由は、交付金を充当する歳出予

算の減額に伴うもので、主に３つの課の事業に

またがっております。

1つ目は先ほど説明しました国境離島創業・
事業拡大等支援事業費の充当分として約7,000
万円の減額、2つ目は先ほど交通政策課長から
話がありました国境離島航路・航空路運賃軽減

事業費の充当分として約7,000万円の減額、3つ
目は観光振興課でございますが、しま旅滞在事

業費等への充当分として約8,000万円の減額と
なっております。

国境離島の創業・事業拡大支援事業費につき

ましては、先ほどご説明いたしましたが、12月
末の所要見込みを基に事業費を計上していたと

ころ、今回、実績報告に合わせて減額をするも

のでございます。

航路・航空路の運賃低廉化事業につきまして

は、先ほど交通政策課長から説明があったとお

りでございます。
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3つ目の滞在型観光促進事業については、観
光振興課の関連歳出予算の減額に伴うもので、

年間所要額の確定に伴う減となっております。

この国境離島の地域社会維持推進交付金と申

しますのは、令和2年度の実績は出てないんで
すけれども、令和元年度の実績では全国44億円
のうち、県で予算を計上する以外の市町で予算

計上する分も含めまして本県の実績が25億円
でしたので、割合としては全国の56％を本県で
活用させていただいております。

令和2年度の実績については、まだ国の方か
ら数値とかは示されておりませんが、全国的に

は運賃低廉化の影響が大きいとお聞きしており

ます。

この交付金につきましては、国境離島の地域

社会の維持、特に社会減の改善に非常に効果が

あると思いますので、なるだけ執行残が出ない

ような工夫を、今後、市町とともに検討してい

きたいと思います。

【田中委員】終わりにしますけれども、要は国

庫支出金、国からもらうのは大変だと思う。そ

こで2億3,000万円ぐらい国に戻しているわけ
ね、国庫支出金の減で。

もう一つは、企画費で4億8,600万円の減とな
っているけれど、説明で半分ぐらいしか説明し

ないで、2億3,000万円ぐらい、ちょうど国庫支
出金の減分ぐらいが何の説明もないものだから、

どういう内容だったんだろうかな、何か別に使

えなかったのかなと、もったいないなというこ

とで聞いているわけです。コロナのこういう時

代だから、いろいろな事情はあるだろうけれど

も、できるだけ国からもらうお金は大事に長崎

県としては使わなきゃね。終わります。

【大場分科会長】 ほかにありませんか。

【近藤委員】 今、田中委員が言われたように、

全部減になっています。これは枠の中でのもの

の考え方でやって、これだけしか使えなかった

ということじゃないかなと思うんですよ。

例えばこれを、今、コロナ禍の中のお金です

から、これを違う形で、国としっかり話した中

で、例えば運賃軽減事業の利用者が少なかった、

それで減したということは、当然そこに泊まる

人たちが少ないから旅館の人たちも困っている。

それならばその運賃分を、これは私の考えです

が、運賃で余った分をほかに回すような仕組み

というか、そういうことは考えられないものな

んでしょうか。

【徳永地域づくり推進課企画監】国境離島の交

付金につきましては、令和2年度についてはコ
ロナの関係で大きな執行残、不用額が出るよう

な見込みがありましたので、内閣府とも協議し

まして、早めの執行額の状況確認などを国の方

に報告をして、委員おっしゃったようにどうい

う有効活用ができるのかということについて、

国の方と協議は重ねてまいりました。

その結果として、令和3年度については、観
光の施策においてクーポンが使えるようになっ

たというようなものはございましたが、令和2
年度の結果としてはご覧のとおりになっており

ます。

今年度、令和3年度につきましても、状況と
しては同じような状況が当然考えられますので、

早めの執行状況を管理いたしまして、どういう

活用ができるのかというところは、所管である

内閣府とともに協議をしてまいりたいと考えて

おります。

【近藤委員】 ぜひ使いやすい、使える、そうい

うお金にしていただければと思います。

よろしくお願いします。

【大場分科会長】 ほかにありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算に係る報告議案に対する質疑・討論が終

了しましたので、採決を行います。

報告第4号のうち関係部分については、原案
のとおり承認することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算に係る報告議案は、原案のとお

り承認すべきものと決定されました。

【大場委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

地域振興部においては、委員会付託議案がな

いことから、所管事項について説明を受けた後、

陳情審査及び議案外の所管事務一般について質

問を行います。

まず、地域振興部長より、所管事項の説明を

お願いいたします。

【早稲田地域振興部長】地域振興部関係の議案

外の報告事項及び所管事項についてご説明いた

します。

お手元の「総務委員会関係議案説明資料」を

お開き願います。

まず、議案外の報告事項についてご説明いた

します。

（和解及び損害賠償の額の決定について）

これは、公用車による交通事故のうち和解が

成立した3件につき、損害賠償金合計108万
1,593円を支払うため、去る6月14日付で専決処

分をさせていただいたものであります。

次に、所管事項についてご説明いたします。

（ＵＩターンの促進について）

ＵＩターン促進については、「ながさき移住

サポートセンター」を中心に、市町と連携しな

がら取り組んできた結果、令和2年度までの5年
間の移住者数の累計で、目標2,640人に対して実
績5,288人と大きく目標を上回ることができま
した。

その中で、令和2年度の県・市町の相談窓口
を介した移住者数については、新型コロナウイ

ルス感染症拡大の影響により、前年度の1,479
人をわずかに下回る1,452人の実績となりまし
た。

一方、相談件数については、年間では、前年

度比97％の8,560件となったものの、四半期毎
に見ると、年度後半は増加傾向となっており、

第4四半期は前年度比110％を超える実績とな
りました。

今後は、地方回帰の流れを着実に取り込んで

いくため、AI技術等の導入による移住施策全体
のデジタル化を図り、幅広い移住希望者の掘り

起こしやデータに基づく効率的な相談支援、効

果的な情報発信など、より一層戦略的な移住施

策を展開するとともに、地域間競争が厳しくな

る中で、コロナ禍においても増加傾向にあるＵ

ターン者の確保に力を注いでまいりたいと考え

ております。

さらに、リモートワーク等の受入促進につい

ては、都市部での仕事を継続しながら、地方へ

移住する「転職なき移住」等の拡大が期待され

ることも踏まえて、一元的な相談窓口やコーデ

ィネート機能の整備、都市部企業を対象とした

マッチングイベントやマッチングツアーの開催

等に積極的に取り組んでまいります。
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（地域おこし協力隊ネットワークについて）

地域おこし協力隊は、地域の担い手としても

重要な役割を担っており、県内においては、17
市町で74人の隊員が様々な地域活動を行って
おります。

人口減少など多くの地域課題を抱える本県に

おいては、任期満了後も県内に定住し、地域の

活性化に貢献していただくことが重要であり、

隊員に近い立場でのサポートを求める声が高ま

っておりました。

こうした中、移住・交流推進機構の支援を受

けながら、元地域おこし協力隊員が中心となり、

支援組織の立ち上げに向けた検討を進め、「一

般社団法人長崎県地域おこし協力隊ネットワー

ク」が設立されたところであります。

今後は、経験者のノウハウ等を活かし、隊員

や市町職員向けの相談窓口のほか、研修、アド

バイザー事業等の支援業務を当団体に担ってい

ただき、隊員の定住促進を図るとともに、県と

しても、当団体と連携しながら、より多くの協

力隊の確保に結びつけてまいりたいと考えてお

ります。

（国境離島地域の振興について）

国境離島地域の振興については、市町と一体

となって、雇用機会の拡充をはじめ、航路・航

空路運賃の低廉化や滞在型観光の促進等に積極

的に取り組んでまいりました。

法施行から4年が経過し、人口の社会減につ
いては、計画を上回る実績で推移しているとこ

ろであり、五島市においては2年連続で社会増
が実現されるなど、有人国境離島法関連施策の

成果が着実に現れてきているものと考えており

ます。

特に、人口減少対策として重要な雇用機会拡

充事業については、これまでに1,000人を超える

新たな雇用の場が創出されるとともに、本年度

も各市町による第1回目の事業採択において、
159人の雇用が見込まれております。
今後も、雇用の継続的な拡大を図るため、市

町の事業者の掘り起こしなどに係る先進的な取

組を促進するとともに、島外からの人材確保策

の強化を図ってまいります。

また、航路・航空路の運賃低廉化について、

令和2年度の国境離島割引利用者数は、航路が
前年度と比べて38.6％減の約60万6,000人、航
空路が46.7％減の約10万人となっており、利用
者が減少した主な要因については、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大による移動制限等に

よるものであります。

引き続き、国の関連施策を最大限に活用し、

関係市町と一体となって、国境離島地域の更な

る活性化に向けた施策を推進してまいります。

（離島振興法の改正・延長について）

現行の離島振興法においては、人・物資等の

輸送に要する費用の低廉化や産業基盤・生活環

境等に関する地域格差の是正のほか、離島活性

化交付金の創設など、離島振興施策の充実・強

化が図られてまいりました。

一方で、離島地域においては、依然として本

土との格差や不利条件が存在することに加え、

人口減少に歯止めがかからない状況が続いてい

ることから、雇用の創出や移住・定住施策のさ

らなる充実を図るとともに、新型コロナウイル

ス感染症を契機とした新たな日常の実現や

2040年問題など、新しい課題に対応していくこ
とが重要であると認識しております。

こうしたことから、離島振興法の改正・延長

に向けて、新たな法整備が実現できるよう、今

後の離島振興のあり方について議論を重ね、県

議会のご意見も十分にお聞きしながら、「新た
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な離島振興法に関する意見書」をとりまとめ、

秋頃を目途に、国に要望してまいりたいと考え

ております。

（過疎地域の振興について）

過疎地域の振興については、新たな過疎対策

法である「過疎地域の持続的発展の支援に関す

る特別措置法」が10年間の時限立法として本年
3月に成立し、4月1日から施行されました。
新法においては、過疎地域の持続的発展とい

う新たな理念が掲げられ、過疎対策事業債や

国庫補助率の嵩上げなどの支援措置について継

続・拡充が図られたところであり、県内過疎地

域の振興に向けて、新たな理念を踏まえた取組

を推進することが求められるところであります。

そのため、県においては、過疎市町が策定す

る過疎地域持続的発展計画の指針として、新法

に基づく長崎県過疎地域持続的発展方針及び計

画（案）の策定を進めており、新たな視点とし

て、移住・定住対策等の地域活性化策などを積

極的に推進することとしております。

具体的には、方針（案）において、新法の規

定等を踏まえ、産業の振興や交通通信体系の整

備、高齢者等の保健・福祉の向上などの従来の

項目に加え、過疎地域の課題解決に資する動き

を加速させるため、移住・定住や人材育成、地

域における情報化、子育て環境の確保、再生可

能エネルギーの利用の促進に関する項目を新た

に柱立てすることとしております。

今後、県内過疎地域の振興に向けて、関係市

町が早期に過疎地域持続的発展計画を策定でき

るよう、県議会のご意見も賜りながら、パブリ

ックコメントの実施や国との協議等を経て、県

方針及び計画のとりまとめを進めてまいります。

恐れ入りますが、「総務委員会関係議案説明

資料（追加1）」の1ページをご覧ください。

（九州新幹線西九州ルートの整備促進につい

て）

九州新幹線西九州ルート（新鳥栖～武雄温泉

間）の整備のあり方については、国土交通省と

佐賀県との間で幅広い協議が行われているとこ

ろであり、去る5月31日の第4回目の協議におい
て、佐賀県は、フル規格により整備する場合の

アセスルートを含め、3つのルートの整備費等
の試算を国土交通省に求めたものの、国土交通

省による在来線に関してJR九州を含めた三者
での協議参加を求める提案については、フル規

格前提の話になるとして応じられないとの考え

を示されたところであります。

一方、与党PT九州新幹線（西九州ルート）検
討委員会においては、与党PTの細田座長から示
された「新鳥栖～武雄温泉間に関する検討の方

向性」を踏まえ、フル規格で整備した場合の在

来線や地方負担、ルート、地域振興の課題解決

に向けた議論が重ねられ、去る6月14日には、
与党PTに対して、その検討状況の報告が行われ
たところであります。

このような中、去る6月9日、知事とJR九州青
柳社長が会談を行い、新鳥栖～武雄温泉間に関

して、議論が膠着している現在の事態を打開す

るため、佐賀県が重要な課題とされている在来

線について、JR九州としての考え方を発信して
いただくことなどを要請いたしました。

本県としては、整備のあり方についての議論

を前進させるため、関係者に対する働きかけを

行うなど、引き続き、全線フル規格による整備

の実現に向けて取り組んでまいります。

（西九州新幹線の開業について）

令和4年秋に開業する西九州新幹線（長崎～
武雄温泉）については、開業効果を最大限に高

め県内各地へ波及・拡大させるため、官民一体
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となって取り組むアクションプランを推進して

おります。

そのため、市町が実施する周遊対策等に対す

る支援を行うとともに、去る4月に、経済団体
青年部等を中心とした九州新幹線西九州ルート

開業準備実行委員会を設立し、県内全体での気

運醸成やおもてなしの取組等を企画・実践する

こととしております。

このほか、昨年度実施した、島原半島に向け

た二次交通対策についても、実証時期等の課題

を踏まえ、予約制乗合タクシーの運行等準備を

進めております。

また、JR長崎本線（肥前山口～諫早）の上下
分離に向け、鉄道施設の維持管理を行う「一般

社団法人 佐賀・長崎鉄道管理センター」を4
月に設立したところであり、今後第三種鉄道事

業を行う許可申請を国に提出する予定となって

おります。

なお、これまで上下分離区間の電化区間は、

肥前山口～肥前鹿島間としておりましたが、今

般、佐賀県、JR九州の三者の実務者協議におい
て、肥前浜までの電化区間の延伸を行うことを

確認いたしました。

次に、恐れ入りますが、総務委員会関係議案

説明資料にお戻りいただき、5ページをご覧く
ださい。

（県庁舎の跡地活用について）

県庁舎の跡地活用については、埋蔵文化財調

査が完了し、敷地全体の遺構等の状況が確認で

きたことから、隣接する県警本部跡地を含め、

機能の具体的な配置や規模等の整理を進め、県

民の皆様に幅広くご意見を伺い、今般、県庁舎

跡地整備基本構想の骨子案をとりまとめたとこ

ろであります。

骨子案においては、「歴史が息づく地で、賑

わいと交流による新たな価値を創造する」こと

を基本理念とし、賑わいと交流に資する機能を

効果的に配置することとしております。

具体的には、人々が憩い、日常的に賑わう「広

場」、この地の歴史や世界遺産など本県の魅力

を伝える「情報発信機能」、幅広い多様な分野

の交流を促進する「交流支援機能」を整備し、

交流支援機能のうち県警本部跡地では、オープ

ンイノベーションをはじめ、産学官等の連携を

推進するほか、石垣下の第二別館跡地付近に、

バスベイや待合所等の設置を検討してまいりま

す。

また、整備にあたっては、出島との連携等に

留意のうえ、現存する石垣等を活かし、歴史を

感じる佇まいを持つ空間とするとともに、先行

して、広場等をオープンスペースとして暫定的

に供用し、利用状況等を検証のうえ、その後の

整備を検討するなど、「可変性」を確保しなが

ら、段階的に整備することとしております。

このほか、既に更地となっている第二別館跡

地等を活用し、早期の賑わいづくりをさらに推

進してまいります。

県としましては、今後、県議会をはじめ、関

係者の皆様にご意見を伺いながら検討を重ね、

今年度中に、基本構想をとりまとめてまいりま

す。

（「長崎県行財政改革推進プラン」に基づく

取組について）

平成28年度から昨年度までの5年間、「長崎
県行財政改革推進プラン」に基づき、全庁一丸

となって取り組んでまいりました「市町との役

割分担と連携の推進」につきましては、知事と

全市町長が直接協議を行う「長崎！県市町スク

ラムミーティング」を実施し、連携が必要な取

組の推進につなげてまいりました。
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また、県と市町ともに行政サービスを安定的

に提供し続けることを目指し、「人口減少社会

に適応した行政サービスの提供のあり方研究

会」を設置し、人口減少社会を見据えた課題の

共有などを行いました。

さらに、県及び市町職員の双方の人材育成の

観点から、幅広い分野において市町との相互人

事交流を実施いたしました。

引き続き、多様化・高度化する行政需要に対

応した効果的な政策の企画・推進、人材の育成

等のため、市町との連携を一層強化してまいり

ます。

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【大場委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり陳情書の送付を受けておりますので、ご

覧いただきたいと思います。

審査対象は、16番、30番、32番、36番です。
陳情書について、何かご質問はありませんか。

【山本(啓)委員】 16番について少しお尋ねした
いと思いますが、これは、所管は交通政策課で

しょうか。

本県は、誰が見ても海洋県というか、海が多

いわけですけれども、本県には非常に多くの内

航海運業を営む方がいらっしゃいます。その現

状について把握されているものを少しご説明い

ただけますか。

【小川交通政策課長】内航海運業の今の実態と

いうご質問でございますけれども、私ども内航

海運につきましても、以前から委員の方からも

人材育成等々を含めていろんなご指摘をいただ

いている中で、なかなか人員の確保ができない

とか、高年齢化というお話はお聞きしておりま

す。

なお、収支等の状況とか、そういう部分につ

いては、申し訳ございませんが、補助関係等々

がございませんので、そこの情報については、

私どもは把握をしていないという状況でござい

ます。

【山本(啓)委員】 内航海運業を営んでいる方の
数とか、本県において活動されている実態とい

うものも含めて把握されてないということでよ

ろしいですか。

【小川交通政策課長】申し訳ございません、詳

細については、私ども、今手元に資料がござい

ません。

【山本(啓)委員】 陳情審査ということで、そう
いった角度の質問をするということを事前に言

っておりませんので、そこは別途確認させてい

ただければいいんですけれども、しかしながら、

これは国が許可する産業については、県レベル

では一定把握しないというスタンスにもとれる

んですよ。こういった要望が出ていることをき

っかけにしてでも、それらについてもしっかり

目を向けていただきたい。

でなければ、本県は人口減少対策として移住

施策とか、また、担い手育成とか、地域にしっ

かりと人を残すという取組をしていますね。こ

れらの取組に、この海運業というのは、離島や

半島地域に昔から根付いて産業を営んでいる。

そして、軸足をその長崎県内のそれらの地域に

置いたうえで国内を回っている。そういったこ

とから言えば、担当所管が国であろうとも、本

県としてしっかりとこれらの要望にも向き合っ

ていく必要があると。私は、この陳情審査で少

しその辺を問いたいと思っていますけれども、
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もう一度コメントいただけますか。この陳情の

内容についても含めてご答弁いただけますか。

【小川交通政策課長】今、ご指摘がございまし

たように、今の実態等々を含めた把握につきま

して、私どもも今後、九州運輸局の方とも情報

交換をしながら、その状況とか、そういうもの

についても把握をしてまいりたいと思っており

ますし、また、今回の要望があっております内

容につきましても、私どもとして国の方にお伝

えをしながら、どういう形であれば委員ご指摘

のような環境が整えられるのかという部分につ

いても検討を深めてまいりたいと思っておりま

す。

【山本(啓)委員】 陳情審査ですから最後にしま
すけれども、部長、人口減少対策に所管は関係

ないと思うんですよね、国であろうが、県であ

ろうが。こういった一つひとつの要望に向き合

いながら、人材の確保、また、担い手の育成、

それが産業を支えることであれば、我々は地域

振興の一つとして、県レベルでもしっかりと向

き合っていく必要がある。九州においては、恐

らく熊本に次いで2番目に本県が多いんじゃな
いですか、内航海運とかに限って言えば。であ

れば、基幹産業ですよ。ぜひともそこを中心に

置いて、こういった要望にも向き合っていただ

きたいと思います。

部長から答弁いただければありがたいんです

が。

【早稲田地域振興部長】海運・船員の政策諸課

題に関するということでの申し入れということ

で今回あっておりますけれども、本県において

は、これまで主に離島航路について欠損補助制

度ですとか、航路運賃の低廉化などを行ってき

たところでありますけれども、今、委員からご

指摘がありましたように、内航海運というのも

一つの重要な産業であるということで認識をし

ております。

特に、新型コロナウイルス感染症の影響によ

りまして、航路におきましても、航空路におき

ましてもですが、交通面では様々な課題という

ものが生じておりますので、今後、また改めて

九州運輸局やその他の機関などと連携して、実

態というものもしっかりと把握しながら、どの

ような施策が有効かということや、また、地域

の産業にとってどのような活力を与えていくこ

とが重要であるかという視点も持ちながら対応

してまいりたいと考えております。

【大場委員長】 ほかにありませんか。

【宮島委員】 少し確認をさせてください。

陳情番号の30番、佐世保市からの陳情の28ペ
ージになります。

JR佐世保線の輸送改善についてであります
が、その3番に記載をされております複線化の
限定による佐世保線に対する悪影響の問題が要

望として上がっておりますけれども、この懸念

に対する現状の認識と、その対応について確認

をさせていただきたいと思います。

【峰松新幹線対策課長】委員からご質問がござ

いました複線化の件でございます。

複線化の件につきましては、当初、フリーゲ

ージトレインが新幹線に乗り入れまして、新大

阪直通運行をするということが前提で計画をさ

れておりましたので、国におきましては在来線

区間でのわずかな遅れが新幹線ネットワークの

方に支障を及ぼさないように、武雄温泉～高橋

間のアプローチ線も含めまして、武雄温泉～肥

前山口間の全区間複線化というものが計画され

ていたところでございます。

しかしながら、フリーゲージトレインの導入

が断念されたことによりまして、武雄温泉～博
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多間を走行しますリレー特急の方は在来線を走

行するということになっておりますので、特急

列車の本数増加に対応可能な線路容量を確保す

るために必要となります高橋～大町間の部分複

線化というふうになっております。

この部分複線化につきましては、リレー特急

を含めまして、特急列車のダイヤの安定性を一

定確保されるということで我々の方も伺ってお

りますので、ダイヤの安定性につきましては一

定確保されるものというふうに認識いたしてお

ります。

【宮島委員】 わかりました。また、そうした問

題が出てまいりましたら、国に対してもしっか

りと対応していただくよう要望しておきたいと

思います。

翻りまして1番でありますけれども、佐世保
線の高速化についての話が記載をされておりま

す。この高速化につきましては、県においても

これまでいろいろなご努力をいただいておりま

すことを多としたいと、感謝を申し上げたいと

思いますが、一方でありますように、令和4年
秋の開業に合わせての推進ということがありま

すが、この進捗につきまして確認をさせていた

だきたいと思います。

【峰松新幹線対策課長】佐世保線の高速化の現

状ということでございます。

令和2年度までは、ロングレール化、または
曲線改良、路盤改良、こういったものを進めさ

せていただいておりまして、計画全体の大体

22％ほど完了しております。
また、総事業費で約14億4,000万円組んでい

るんですが、そのうちの9億8,000万円を令和3
年度に予算計上させていただいて、令和3年度
で今回の計画のほとんどを終わらせようという

ことで考えておりますので、委員からお話がご

ざいましたような令和4年の秋の新幹線開業に
向けて着実に工事の方は進めさせていただいて

いるという状況でございます。

【宮島委員】お取組に心から感謝を申し上げた

いと思います。

この際でありますので、一つお尋ねいたしま

す。佐世保駅の改札ですけれども、ご承知のと

おり交通系ICカードには対応できないような
状況であります。せっかく来年秋にそうした高

速化の事業を完遂し、スタートさせていただく

ということであれば、併せてこの駅の充実、改

札の充実も図っていただきたいと思うわけであ

りますけれども、そのことについてのお考えを

お聞きしたいと思います。

【小川交通政策課長】 県内のICカードが利用
できる駅ということで、特に今、佐世保駅で利

用できないということで、今後の整備状況とい

いますか、予定はというご質問でございますが、

現在の県内のJR駅で交通系ICカードが利用で
きる駅というのは、長崎駅や諫早駅など約20か
所でございます。大村線の松原駅から佐世保駅

までの区間とか、あと東諌早から小長井駅まで

の区間、19駅では利用ができない状況となって
ございます。

しかしながら、県内におきましては、松浦鉄

道もしくは長崎電気軌道、あと県内のバス事業

者等におきまして、全国ICカード、nimocaなど
が導入されておりますので、都市間輸送の重要

な役割を担いますJRにおいても、新幹線開業と
か、IR誘致等により増加する来訪者の利便性向
上を図るためには利用エリアの拡大というのが

必要になってくると考えております。

県におきましては、利用エリアの拡大という

ものに向けまして、JR九州や関係自治体と協議
を重ねておりましたが、今回の新型コロナウイ
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ルス感染症の影響で、JR九州も初期投資を現段
階で行うというのは非常に厳しい状況であると

いうお話も受けておりますので、今後も引き続

き、このICカードの導入というものに向けまし
て早期に着手ができるように、JR九州や関係自
治体と協議を進めてまいりたいと思っておりま

す。

【宮島委員】 今、20か所でICカードが使える
というお話がありましたが、県内でも県北の中

核駅であります佐世保駅で利用できないという

のは、大変寂しい状況だなと思います。

今、交通政策課長からコロナ禍の影響でJRの
方でもというような話がありましたが、確かに

JRもこのコロナ禍によって大変な打撃を受け
ておって、経営状況も非常に厳しいということ

を承知いたしておりますので、そういう意味か

らも関係自治体、特に県が積極的にこの件につ

いて応援をする必要があるのではないかと。

これまで、コロナ禍において、様々な交通事

業者の皆様方にいろいろな手だてをしていただ

いておりますことを非常にいいことだというふ

うに思いますが、そういう意味ではJRも例外で
はないと思いますし、佐世保駅が充実をされる

ことは長崎県民にとって非常に利便性の上がる

ことでありますので、そうした意味で県にも積

極的に取り組んでいただきたいと思っておりま

すので、ぜひ今の交通政策課長の方針のとおり

に、令和4年の開業時には、こうしたシステム
が導入をされることを強く要望しておきたいと

思います。

以上です。

【大場委員長】 ほかにありませんか。

【田中委員】今、佐世保市からの問題で宮島委

員から質問があっていましたけれども、私も同

じような観点から2点ほど、議案外でも通告し

ていますので、その時はその時でまた質問しま

すけれども。

一つは佐世保線対策、肥前山口～佐世保間の

佐世保線対策です。今、佐世保線において、対

向車の時間待ちというのはあってないのかな。

昔は、時間待ちが結構あったんだけれども、肥

前山口～佐世保間においてね。単線だから、対

向車との時間待ちというのは、現状はどうなん

ですか。

【峰松新幹線対策課長】 詳細は我々からもJR
に確認はいたしておりませんので、待合につき

ましては発生しているのかどうかというところ

の正式な回答ということではございませんが、

私の認識としましては、単線でございますので

待合というものは生じているものと思っており

ます。

【田中委員】昔はそうだったので、今もあって

いるとすれば残念なんだけれどもね。

そういう中で、肥前山口～佐世保間に従来ど

おり佐世保線に、今までどおりのハウステンボ

ス線も含めて列車が運行するわけね。プラスし

て新幹線がオープンすると武雄から乗り継ぎの

車両が出るわけでしょう、武雄から肥前山口の

間は。今まで長崎本線に来ていた車両がこっち

に来るんですよ。大変なプラスになるんですね、

本数としてはね。だから、ここは複線化が必要

だということで、我々も当時から話をしていた

し、これは見返り事業と思っていた。私の勘違

いだったかもわからんけれども。佐世保がオー

ケーした。だから、この単線は複線化しますよ

と。当然するのが常識ですよ。今でさえ時間待

ちしているのに、プラス倍ぐらいの車両が通る

んでしょう。今までの佐世保線だけだったのが、

長崎本線分と両方通るような形になるわけね、

新幹線の乗り継ぎからすると。
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そういう中において複線化が完全に行われて

ないと。佐賀県でさえ反対しているのに、長崎

県はなぜオーケーしたのか、確認しておきたい

と思う。

【峰松新幹線対策課長】この区間の複線化につ

いてでございます。複線化の経緯につきまして

は、先ほど宮島委員にご説明をさせていただい

ているところでございます。

ただ、この区間につきましては、先ほどご説

明をさせていただいたように、もともとフリー

ゲージトレインの導入をするということで、ど

うしてもフリーゲージトレインの場合は新幹線

の方に乗り入れを行いますので、列車の遅れが

全国の高速鉄道ネットワークの方に影響すると

いうことで、武雄温泉～肥前山口間の全線複線

化ということを進められていたところでござい

ますが、フリーゲージトレインが断念されたと

いうことで、特急列車のみの増加ということに

なりますので、委員がおっしゃいますように、

確かにリレー特急の乗り入れというものが、今

の佐世保線に加わるということになりますので、

当然便数としては増加するものというふうに思

っております。

しかしながら、鉄道・運輸機構等におきまし

て、JRと協議をされた中で、確認をされた中で
特急列車の本数増加に対応できる線路容量とい

うところはどこまでなのかということで、平成

31年に工事実施計画が変更されて、大町～高橋
間の部分複線化ということが決定されておりま

すので、この部分につきましてはそういったこ

とでダイヤの安定性を一定確保できるものとい

うことで決定されておりますので、この部分に

つきましては我々としましては、ダイヤの安定

性が一定確保できるものと認識いたしておりま

す。

【田中委員】決定していると言うけれども、私

への説明にも、佐世保市も了解して決定したと

いうことを県は言うけれども、今もって佐世保

市は県には要望しなくても国に要望しているの

よ、複線化をね。そういう事情があるので、や

っぱり完全解決じゃない。

もう一つ、あなたたちはフリーゲージ、フリ

ーゲージと言うけれども、短絡ルートになった

時に、おのずから佐世保線に長崎本線がプラス

になってくるわけだから、極端に言うと倍にな

る。今でさえ時間待ちしているのに、倍になる

ともっと時間待ちになるだろう。だから、複線

化は当たり前だという理論で我々は判断してき

た。そうでしょう。佐世保線プラスハウステン

ボス線も入っていますよ、早岐から大村線に乗

り入れるからね。これも直通できていますよ、

あの路線を使ってね。それでも時間待ちしてい

る。対向車線の関係、単線だからね。それにプ

ラスして長崎本線の新幹線の乗換え特急が走る

とすれば、当たり前でしょう、これは複線化す

るのが。なぜそれを長崎県がオーケーしたのか、

理解に苦しむ。これはやっぱり再考しないと。

なぜならば、新幹線予算でやらなければ、あ

とは佐賀県が国と相談してやるしか方法ないん

ですよ、JRと佐賀県と。もし複線化するとすれ
ば。だから、佐賀県にも迷惑かけんように、こ

の際は新幹線の予算の範囲内でやれば約1割で
済むわけだから、地元負担が。それを長崎県と

佐賀県で負担すればいいわけだから。そういう

予算の範囲内でなぜ長崎県が主張しなかったの

か。なぜ長崎県がそれを安易に受け入れたのか。

そこら辺に疑問を持つんですよ。ちょっと聞か

せてください。

【峰松新幹線対策課長】複線化の決定につきま

しては、まず、決定過程といたしましては、鉄
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道・運輸機構の方がJR九州の意見を聞いたうえ
で、国土交通省の方に鉄道建設許可の変更申請

をしていただくというふうになります。その際、

国土交通省も長崎県の方に意見を尋ねるという

ことになっておりますが、その際は、当時の変

更申請というのが部分複線化区間だけを確認を

されたというものではございませんで、部分複

線化と、その際、当時建設工事費の増嵩部分が

ございまして、5,000億円から6,197億円に増嵩
した時の経緯もございます。そういったもろも

ろを含めて長崎県としましては意見を求められ

て、そういったところも含めて長崎県としては

了解といいますか、ご確認をさせていただいた

というところになっております。

実際、先ほどもご説明させていただきました

ように、長崎県といたしましては、複線化の部

分につきましてはそういった鉄道・運輸機構、

JR等から線路の容量というところは一定確保
されているというお話を聞いておりますので、

それ以上のものというところについては我々も

言及できませんし、また、新幹線スキームでご

ざいますので、我々の方から、今後、そういっ

た新幹線に関係する部分以外のものについてま

でも建設費について変更させていただくという

ところはなかなか難しいことになるのではない

かと思っております。

【田中委員】だから、長崎県から新たな問題提

起をするのは難しいから、新幹線予算内でなぜ

やらなかったのか。国から話があった時に、異

議申し立てをしなかったのか。あの時は、新鳥

栖のアプローチ線が要らなくなった。それで、

大村の車両基地が大きくなった。それで大体と

んとんだったんだよ。しかし、工事費が全体的

にプラスになったのは仕方ないなという感じだ

ったので。その複線化のところで半分にカット

されているなんて夢にも思わなかった。あなた

たちはちゃんと報告したと言うけれども、ちょ

うど我々の選挙の時だよ、あなたたちが報告し

たと言うのは、あの時期だ。言葉は悪いけど、

私はいつもどさくさに紛れてやったなと言って

いるんだけどね。

だから、なぜ長崎県が異議申し立てをしなか

ったか。佐賀県は異議申し立てしているんでし

ょう、今もって。佐世保市も国に対して要望し

ているんでしょう。確認しておきます。

【峰松新幹線対策課長】佐世保市の要望という

ことについては、我々の方としましては、佐世

保市がそういった要望をされているというとこ

ろまでは確認をいたしておりませんので、もう

一度確認をさせていただきたいとは思っており

ます。

【田中委員】 佐賀県は。

【峰松新幹線対策課長】佐賀県が要望されてい

るのかどうかというところについては、我々の

方も把握はしておりませんが、以前そういった

お話はされていたというところは認識いたして

おります。

【田中委員】佐世保市の要望は、正式に私は佐

世保市から聞きました。国に対してはちゃんと

今もって要望していると。佐賀県の話は、私も

あくまでも聞いた話だ。佐賀県の何というかな、

あの地域の議員たちが怒っているという話は。

彼は前の議長だったんでね、肥前山口の彼が大

変怒っているという話は聞いたことがある。怒

るのは当たり前だ。我々も怒っている。当然こ

とだと思った複線化をなぜやらなかったのか。

ダイヤに支障がないと言うけど、支障がないダ

イヤを組むだけだよ。支障がないダイヤを組む

だけだ、JRが。ダイヤに支障がないなんて話は、
それは簡単に言えないぞ。私は長崎県に再考を
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促したいと思う、やるべし。

それから、もう一つだけ、これは聞くだけだ

けれども、佐世保線対策をやっている予算は、

あれは県単の予算でやっているの、十数億円の

予算。

【峰松新幹線対策課長】県単独でやらせていた

だいております。財源といたしましては、起債

を使わせていただいております。

【田中委員】これで終わりにしますが、県単で

やるのはもったいない、本当は何らかの形で国

にね。鹿島から諫早の関係は、いろいろと国に、

国にと言うけど、こっちの方もやっぱり国にあ

る程度話をすべきだと思うね。そうせんと、県

がそういう負担をしなきゃいかんわけだから。

残りは議案外の通告でやりたいと思いますので、

終わります。

【饗庭委員】 陳情番号30番の佐世保市からの
要望でございますけれども、3の地域の足であ
るバス等に対する支援の拡充についてというと

ころで、これは佐世保市の要望ですけれども、

県下でも同じようなことがあると思います。

私たち地元の長与、時津でも。

【大場委員長】饗庭委員、あくまでも陳情の中

身についての確認でございますので。ご質問の

中でこの陳情に対しての内容でしたら聞かれて

も結構ですが、あくまでも県下の状況を聞くだ

けの目的だったら、陳情審査からちょっと外れ

ますので、そちらの方はもう一度お考えくださ

い。

【饗庭委員】では、この内容だけ聞かせていた

だいていいですか。申し訳ありません。

この陳情の中で書いてあります1、2、3とい
う要望に対してどのようなお考えなのか教えて

ください。

【小川交通政策課長】地域の足であるバス等に

対する支援の拡充についてということで佐世保

市の方から要望をいただいております。それに

対する県の現在の考え方ということでございま

すので、市町における路線バス等への財政負担

の実情は理解しておりますけれども、生活交通

路線につきましては、国、県、市町がそれぞれ

役割分担をしたうえで、その維持確保のための

支援を行うべきと考えております。

現在の厳しい財政状況の中では、県単独補助

の要件緩和とか、新たな協調補助を行うことは

非常に厳しいと思っておりますが、今現在、国

の方で地域公共交通計画の策定、もしくは見直

しが求められておりますので、今後の市町にお

ける計画策定とか、見直しの状況を踏まえなが

ら、今後の支援のあり方についても検討を深め

てまいりたいと考えております。

【饗庭委員】 わかりました。

もう一つだけお聞きしたいと思います。

陳情番号36番の長崎県町村会から出ており
ます、7番の九州新幹線西九州ルートの全線フ
ル規格による整備等についての中の3番に関し
て、新幹線開業効果を県内各地に波及させるた

めの取組みの推進を図ることとなっております

けれども、このあたりで考えておられることを

教えてください。

【峰松新幹線対策課長】新幹線開業効果を高め

るための取組ということでのお尋ねでございま

す。今年度につきましては、特に、部長説明で

も記載をさせていただいているところですけれ

ども、二次交通対策とか誘客対策、あと気運醸

成対策ということで主に考えておりまして、特

に、気運醸成対策につきましては、来年の秋が

開業になりますので、1年前の開業イベントと
か、レールウォークといったものをやって県民

の気運醸成を図ってまいりたいと考えておりま
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す。

また、誘客促進につきましては、観光振興課

の方が佐賀とDC（デスティネーションキャンペ
ーン）を計画されておりますので、それもまた

1年前にプレイベントということでございます
ので、そういったところでのPRで誘客促進を図
っていきたいと考えております。

また、二次交通対策につきましても、昨年、

島原半島の方に乗合の予約制のバスを運行させ

ていただいておりますので、あと島原半島のフ

リー切符とかを考えておりますので、そういっ

たものをまた今年度もさせていただきたいと考

えております。

【饗庭委員】この開業効果を県内各地、いろん

なところでというふうに思うんですけれども、

どの地域でもイベントをする予定なのか、どん

な形で各地域に広げていくのか、教えてくださ

い。

【峰松新幹線対策課長】イベントにつきまして

は、県内で既存のイベントというのがございま

すので、そういったイベントについては県内の

市町に我々から、既存イベントに新幹線が開業

するというような冠をつけていただいたり、イ

ベントに我々が出向かせていただいて、ブース

を設け、例えばパンフレットやノベルティ等を

配布させていただく、そういったようなことで

県内全体のイベントを活用して新幹線の開業を

広めていく。また、開業の実行委員会を設立さ

せていただいておりますので、そういった方々

は青年部6団体ということで、6団体の皆様は、
例えば長崎市とか、沿線市の方だけにとどまら

ず、県内全体の青年会議所とか、農協、漁協の

青年部、そういった6団体の方々がそこに入っ
て議論をしていただきながら、自分たちで議論

して、開業に向けて何かできないかというとこ

ろを今検討していただいておりますので、そう

いったところでまた県内全体に開業の動きとい

うものを波及させていただくということを考え

ております。

【大場委員長】 ほかに質問はありませんか。

【浅田委員】 32番の陳情についてお伺いした
いと思います。

こちらの方からは、多分もう数年にわたって、

毎議会、様々な形で陳情が上げられております。

タイトルが養生所となっておりますので、長

崎県は関係ないんじゃないかというような形で

見受けられるのではないかと思っておりますが、

毎度、様々な遺跡に関しての要望等々が掲げら

れております。その件に関してご協議というか、

審議、どういった感じで捉えられているかとい

うのがあれば、まずその点をお伝えいただけれ

ばと思います。

【苑田県庁舎跡地活用室長】お話にございまし

たように、この団体の皆様からは平成31年2月
以降、毎議会にわたりまして陳情という形で頂

戴しているところでございます。

陳情の趣旨といたしましては、お話にござい

ましたように、遺跡等に十分配慮した保存や活

用などを求められているような内容ということ

で、この間、陳情をいただいてきているところ

でございます。

私どもとしましても、この県庁舎跡地活用の

基本的な考え方といたしまして、様々な歴史が

ある場所でございますので、そうした歴史を十

分活かしながら、交流や賑わいの場となるよう

な活用を含めて検討を重ねてきているところで

ございまして、このような趣旨も含め、これま

でも活用策について検討を深めてきているとこ

ろでございます。

【浅田委員】では、陳情の中身に関してはしっ
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かり吟味をなさっているということで受け止め

させていただいて結構かと思うんですが、例え

ば陳情を31年から何回も受け入れる中で、陳情
の書き方というと何ですけれども、それを皆さ

んにお伝えするのはどうかと思うんですが、や

っぱり県に関わっていることなのか、関わって

ないことなのか、毎議会お読みになっていただ

いているのでいろいろわかっていらっしゃるか

と思うんですが、やはりせっかくいただく陳情

が、有効的に県の中において活用できるかどう

かも含めて、これは市であって、全くもってこ

ちらでは議論できないけれども、受け入れてし

まっているというのも団体の方にも申し訳ない

かと思いますので、一度そういうところは、も

う何年にもわたって何十回も陳情をいただいて

いるわけですので、そういったところも受けら

れる側として、少しお伝えいただければ幸いか

なと思います。

以上です。

【大場委員長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】 ほかに質問がありませんので、

陳情につきましては承っておくことといたしま

す。

室内換気のため、しばらく休憩いたします。

11時20分より再開いたします。

― 午前１１時 ８分 休憩 ―

― 午前１１時１８分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

次に、議案外の所管事務一般について、地域

づくり推進課企画監、地域づくり推進課長、地

域振興部次長、新幹線対策課長及び県庁舎跡地

活用室長より補足説明の申し出があっておりま

すので、これを受けることといたします。

【徳永地域づくり推進課企画監】 私の方から、

新たな離島振興法に関する意見書関係について

説明させていただきます。

資料につきましては、「総務委員会補足説明

資料（地域づくり推進課）」資料2－1、2－2、
2－3であります。
まず、資料2－1、離島振興法並びにこれまで
の変遷でございます。

離島振興法につきましては、離島地域を有す

る地方公共団体等の要望の高まりを背景に、昭

和28年に議員立法により10年間の時限立法と
して制定されており、これまで6回の延長が行
われております。

現行法は、平成25年4月1日に施行されており、
10年後となる令和5年3月末をもって失効期限
を迎えることとなります。

まず、第1条に目的が記載されておりますが、
離島は、我が国の領域、排他的経済水域の保全

や海洋資源の利用などに加え、多様な文化の継

承や自然環境の保全など、国や国民の利益の保

護・増進に重要な役割を担っているとされてお

り、他の地域に比較して、厳しい自然的・社会

的条件のもとにある中、特別な措置を講ずるこ

とによって、離島の自立的発展の促進や島民の

生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、無

人の離島の増加及び人口の著しい減少の防止や

定住の促進を図り、あわせて国民経済の発展及

び国民の利益の増進に寄与することを目的とし

ております。

続いて、離島振興法に係る施策、主な特例措

置についてですが、公共事業を中心とした補助

率の嵩上げや離島活性化交付金、医療の確保、

税の特例などが講じられております。

裏面をご覧ください。

昭和28年の第1次から第7次までの変遷につ
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いて、それぞれの時代を背景として、目的条項

の変更や具体の措置、施策の主なものを記載し

ております。

右側の現行法であります第7次の離島振興法
では、基本理念及び国の責務が新設されたほか、

離島活性化交付金の創設や、法の規則に特に重

要な役割を担う離島の保全及び振興に関する検

討が明記され、平成28年の有人国境離島法の制
定につながったところであります。

続きまして、新たな離島振興法に関する意見

書素案の関係の説明に入らせていただきます。

資料2－2をお開きください。
こちらは、新たな離島振興法に関する意見書

施策の提案として体系的に整理した資料であり

ます。

構成としましては、3つの大項目をそれぞれ2
つの中項目に分類し、6つの柱立てで、その下
に小項目という形で整理しております。なお、

小項目の先頭に振っております新規・拡充・継

続については、前回の離島振興法の延長の際の

意見書に対しまして、新たな項目か、要望内容

を充実した項目か、引き続きの提案項目かとい

うことで整理したものであります。

それでは、1つ目の大項目、離島の特性を活
かした「新たな日常」や地方創生の先進モデル

の展開として、(1)「新たな日常」の実現に向け
た取組では、離島のデジタル化を推進するため

に必要不可欠な光ファイバーや5Ｇ等の情報基
盤整備の支援の充実のほか、医療の確保等とし

て、緊急搬送体制の強化や医療従事者の派遣な

ど、広域的な支援体制の整備をはじめ、新型コ

ロナウイルス感染症対策の強化などを掲げてお

ります。

次に、（2）離島の特性を活かした地方創生
の先進モデルの推進では、関係人口を生み出す

ような取組の推進や、離島が掲げる課題をICT
などの新たな技術を導入して解決を図るスマー

トアイランドの実現のほか、再生可能エネルギ

ーの推進として、新たな海底ケーブルの敷設や

基幹送電網の強化、潮流発電の固定価格買取制

度への追加などを掲げております。

2つ目の大項目、持続可能な地域社会維持の
推進と離島の不利条件の克服として、（1）持
続可能な地域社会維持の推進では、日常生活に

必要不可欠な生活インフラの維持のための公共

事業予算の確保や補助率の引き上げのほか、島

民が安心して暮らしていくために必要な医療・

介護・保育サービスの確保、小・中学校の教員

の加配制度の創設などの教育の充実、小規模離

島に対する支援の充実などを掲げております。

次ページをお開きください。

（2）地理的・自然的不利条件の克服では、
交通の確保として、補助対象外の航路に就航し

ているフェリー・高速船の更新やジェットフォ

イル更新への補助制度の創設、離島航空路線に

対する安定的な維持確保のための補助制度の充

実、物資の流通面では、輸送コスト支援のさら

なる制度拡充のほか、離島のガソリン価格の是

正やメニュー関係の免税、還付措置の堅持など

を掲げております。

3つ目の大項目、夢や希望があふれるしまの
さらなる活性化を目指した産業振興策等の充実

では、（1）産業振興のための基盤整備と担い
手確保として、離島活性化交付金の弾力運用、

対象拡大や予算額の確保のほか、スマート農林

水産業の導入に対する支援や農地の生産基盤整

備の推進、観光面ではコロナ収束後のインバウ

ンド事業を見据えたハード・ソフト両面からの

支援などを掲げております。

次に、（2）安心・安全な暮らしを支える生
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活環境基盤の整備促進では、国土強靭化計画に

伴う安定的な予算の確保や、高齢化及び感染症

対策に対応した避難所施設整備などの防災対策

の推進、マイクロプラスチックごみの早期実態

解明と発生抑制対策の推進や、海岸漂着物の回

収・処理や、島内では処理できない廃棄物の負

担軽減などに対する支援の充実などを掲げてお

ります。

続きまして、資料2－3につきましては、意見
書の素案であります。説明につきましては、先

ほどの説明と重複いたしますので、省略させて

いただきますが、関連するデータなどを今後記

載してまいりたいと考えております。

なお、去る6月11日の離島・半島地域振興特
別委員会におきましては、離島の医療・介護サ

ービスの確保、教育の充実、農林水産業の振興

等の観点から様々なご意見をいただいたところ

であります。引き続き、県議会のご意見を賜り

ながら、さらに内容を充実してまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願い申し上げま

す。

説明は以上でございます。

【浦地域づくり推進課長】それでは、私の方か

ら過疎地域持続的発展方針の案につきまして、

お手元の資料3－1に沿って説明させていただ
きます。

1ページには、4月に施行されました新たな過
疎対策法である過疎地域の持続的発展の支援に

関する特別措置法に基づきまして、過疎地域持

続的発展方針の目的等をまとめております。

1の目的ですが、法第7条を根拠とする持続的
発展方針は、主務大臣の同意を得て都道府県が

定めるものであり、市町村におきましては、同

方針に基づき、議会の議決を経て持続的発展市

町村計画を定める仕組みというふうになってお

ります。

2の方針の期間は、法期間の10年間を前期と
後期に分け、市町村計画と同様5年間としてお
ります。

3の方針で定める事項は、法第7条に規定があ
り、記載のとおりとなっておりまして、新法の

特徴としては、イの移住及び定住などに関する

事項、ハの情報化に関する事項、ルの再生可能

エネルギーの利用の推進に関する事項が新設さ

れたほか、ヘでありますが、子育て環境の確保

の追加などの見直しがなされたところでござい

ます。

次に、2ページをお開きください。
2ページから5ページまでは、今回、県で定め
ようとする持続的発展方針案につきまして、別

冊の少し厚い方の資料3－2の主な内容をまと
めたものであります。

まず、基本的な事項としまして、県内で14市
町となる過疎指定地域の状況と方針案の基本的

な方向について記載しております。

基本的な考えとしましては、SDGsを踏まえ
た持続的発展という新法の理念のもと、新型コ

ロナウイルス感染症を通じて重要性が高まった

過疎地域が、様々な付加価値を生み続けられる

場となるよう、移住・定住や情報化など、関連

施策の強化を図りながら、人口減少社会におけ

る持続可能な地域社会の形成、地域活力の向上

を目指すこととしております。

続いて、2の移住・定住・地域間交流の促進、
人材育成につきましては、都市部からの「田園

回帰」の機運が高まる中、移住・定住やリモー

トワーク、関係人口等施策を進めるとともに、

地域おこし協力隊や、昨年度創設された特定地

域づくり事業などの制度も活用し、地域社会を

担う人材の確保・育成に取り組むほか、学校の
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重要性を踏まえ、学校・家庭・地域連携による

人材育成やふるさと教育を推進することとして

おります。

3ページをご覧ください。
3の産業の振興については、雇用創出により、

若年層の就業促進等を図る必要があることから、

1から7に掲げる各分野で雇用の場と所得の確
保・向上を図ることとしております。このうち、

例えば農林水産業の振興では、スマート農林業

の導入や農山漁村を担う人材の確保など、また、

地場産業の振興では、食料品製造業の振興など

を進めるほか、観光関連産業では、滞在型観光

や観光まちづくりの推進などに取り組むことと

しております。

続いて、4の地域の情報化につきましては、
2040年問題をはじめとする過疎地域の課題に
対して、ICT利活用による課題解決等に取り組
むこととしまして、医療・福祉、防災などの分

野でのICT化推進による豊かな生活の実現、新
産業の創出や製造業、農林水産業などの分野で

のDXの推進、光ファイバーなどの情報基盤強化
や人材育成等の環境整備を進め、Society5.0の
実現を目指すこととしております。

続いて5の交通施設の整備、交通手段の確保
につきましては、地理的に不利条件にある過疎

地域において、交通体系は生活・産業の重要な

基盤でありますことから、様々な道路網の整備

を推進するとともに、航路・航空路の維持・存

続、バス路線の確保や地域鉄道の整備のほか、

地域の多様な移動ニーズへの対応を進めること

としております。

4ページをお開きください。
6の生活環境の整備につきましては、地域へ

の定住のためには、受け皿となる生活環境の整

備が不可欠であり、水道や汚水処理施設等の整

備を進めるとともに、災害が頻発・激甚化して

いる中、消防・救急施設や防災体制の整備など、

安全・安心なまちづくりを目指した取組を推進

することとしております。

続いて、7の子育て環境の確保並びに高齢者
等の保健・福祉の向上及び増進につきましては、

持続可能な地域社会の形成のためには、住民福

祉の向上が重要であり、子どもや子育て世帯を

支えるための子育て環境の確保のほか、地域包

括ケアシステムの推進や障害者の社会参加など、

高齢者や障害者等の保健・福祉の向上増進を図

ることとしております。

続いて、8の医療確保につきましては、過疎
地域においては、依然として多くの課題を抱え

ていることから、救急搬送体制の充実や離島地

域での遠隔医療の推進など、地域の医療等のサ

ービス確保のほか、医師・看護師等の確保や小

児科や産科など、特定診療科に係る医療確保、

健康長寿対策の推進に取り組むこととしており

ます。

続いて、9の教育の振興につきましては、地
域社会と一体となった学校活動の推進、地域住

民の社会教育の充実など、地域を支える人材育

成を目指すこととしまして、老朽化への対応な

ど学校施設の整備推進や、廃校舎等の有効活用

のほか、文化施設や体育施設、図書館、公民館

等の社会教育施設等の整備を推進することとし

ております。

5ページをご覧ください。
また、学校・家庭教育連携による人材育成や

ふるさと教育、ICTを活用した教育の推進に取
り組むこととしております。

続いて、10の集落の整備につきましては、住
民自ら現状を捉え、地域課題解決に取り組むな

ど、地域組織が行う活動を支援する仕組みや地
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域づくり活動を担う人材の育成、基幹集落の機

能強化等を進めながら、集落・地域コミュニテ

ィの維持・活性化、農山漁村の賑わい創出や地

域で稼ぐ取組の促進などを図ることとしており

ます。

続いて、11の地域文化の振興等については、
地域に残る文化資源の保存と利活用の促進に努

めることとし、過疎地域に散在する世界遺産や

日本遺産の保存や活用のほか、令和7年の本県
開催を目指す国民文化祭等に向けて、地域文化

の発掘や人材育成などにも取り組むこととして

おります。

続いて、最後の12の再生可能エネルギーの利
用促進につきましては、自然環境の保全と活用

を図ることを基本に、洋上風力発電をはじめと

した再生可能エネルギーの導入・活用を支援す

るとともに、住まいや地域交通など、地域課題

の解決にもつなげる視点で脱炭素社会の実現を

目指したまちづくりを進めることとしておりま

す。

なお、資料の6ページには、参考までに新法
の概要に関する資料を添付させていただいてお

ります。

以上で過疎地域持続的発展方針案についての

説明を終わります。

県議会のご意見も賜り、今後、パブリックコ

メントの結果も踏まえながら、国との協議等に

向けた手続を進めてまいりたいと考えておりま

すので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

【坂野地域振興部次長】私からは、九州新幹線

西九州ルートに係る最近の主な動きをご説明い

たします。

資料につきましては、委員会補足説明資料の

うち、「九州新幹線西九州ルートにかかる最近

の主な動き」と書かれた資料をご覧ください。

まず、資料の1ページをご覧ください。
4月6日に、地域振興部早稲田部長が着任挨拶
として佐賀県を訪問し、佐賀県の山下地域交流

部長と面談いたしました。その際、山下部長と

事務方同士の協議のチャンネルとして、引き続

き、協議を継続していくことを確認いたしまし

た。

また、来年秋の武雄温泉～長崎間の開業に向

けてしっかりと取り組んでいくということを確

認いたしました。

4月11日には、佐賀県内の動きといたしまし
て、佐賀県内の武雄市や嬉野市の商工会や観光

協会、旅館組合など、西九州ルートの新鳥栖か

ら武雄温泉間について、全線フル規格での整備

を求める団体が中心となりました「フル規格促

進佐賀県民会議」の設立総会が開催され、今後、

並行在来線や佐賀県の財政負担軽減などを国な

どに働きかけていくというふうにされておりま

す。

4月28日には、JR九州から、九州新幹線西九
州ルート（武雄温泉～長崎間）の開業時の路線

名称につきまして、「西九州新幹線」とすると

いうことが公表されました。

また、同日のJR九州の青柳社長の記者会見に
おきまして、在来線につきまして、通勤快速な

どの在来線の維持・充実を求める意見があるこ

とについて、「新幹線と在来線の2つの路線を
維持するだけの収入があればいいが、『JRが両
方持て』というのは整備新幹線の発想からいく

とおかしい話」というふうに発言され、また、

「整備方式が決まれば、並行在来線の議論にな

るので、その議論に参加するのはやぶさかでは

ない」というふうにされているところでござい

ます。
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2ページをご覧ください。
5月11日には、JR九州の青柳社長と佐賀県の

県議会の藤木議長の会談が行われました。

青柳社長は、先ほどご説明いたしました4月
28日の自らの発言につきまして、県民関係者の
不安につながったことをおわびするとともに、

通勤快速という具体的施策を会見の場で議論す

るつもりはなく、私論を述べたものではないと

いうふうに説明をされているところでございま

す。

これに対しまして、佐賀県の藤木議長からは、

新鳥栖～武雄温泉を鉄路として残すだけでなく、

安定的に運行するためにもJR九州が経営を維
持すべきだということ。また、先に並行在来線

問題について、JR九州が誠意ある回答をした段
階で整備方式の議論が前向きに加速していくと

思っているというふうに話をされております。

続いて、5月26日には、与党PT九州新幹線（西
九州ルート）検討委員会が開催されました。

資料5ページをお開きください。
与党PTの細田座長から、フル規格による整備

にめどをつけるための方向性が示され、これに

基づきまして、佐賀県が課題としている在来線、

地方負担、ルート、地域振興について議論がな

されました。

在来線については、鉄軌道路線として維持す

ることが適当であり、JR九州が関与して現状の
利便性が落ち込まないよう、国交省とJR九州で
交渉することとされました。

地方負担につきましては、フリーゲージトレ

イン導入断念等の経緯を踏まえ、国として責任

があるので、貸付料の支払い期間の延長や、交

付税措置率の引き上げにより、佐賀県の財政負

担の軽減を図るとされました。

また、ルートにつきましては、佐賀県が言う

3つのルートにつきまして、建設費を国土交通
省に試算させることとなりました。

続いて、資料6ページをご覧ください。
5月31日には、国土交通省と佐賀県の4回目の
幅広い協議が行われました。

この協議の中で、佐賀県は、改めて幅広い協

議が与党PT検討委員会が求めるフル規格を実
現するための協議ではないということを確認し

たうえで、国土交通省に対してフル規格にかじ

を切ったわけではないが、「ルートについて、

議会からも空港ルートや山側ルートの意見があ

り、幅広くしっかり議論したいので、3つのル
ートの利便性なども含めて試算を出してほし

い」という考えを示し、国土交通省も整理して

みたいというふうにされております。

一方、国土交通省から佐賀県に対しまして、

JR九州を含めた三者での協議が提案されまし
たが、佐賀県は、フル規格前提の話になるとし

て協議には応じられないという考えを示されて

おります。

また、佐賀県から国土交通省に対しまして、

時速200キロで走行するフリーゲージトレイン
を導入してはどうかという提案があり、国土交

通省としては、フリーゲージトレインは断念し

たものであるが、技術部門に確認するというふ

うにされております。

資料7ページをご覧ください。
6月4日には、与党PT検討委員会が再び開催さ
れました。

検討委員会での主な議論といたしまして、在

来線については、JR九州の考えとして、在来線
の利便性の問題は地域の皆様の重要な課題であ

り、必ずしも経営分離を前提とせず、議論を深

めたいというJR九州の考えが報告されました
が、委員会の総意といたしまして、JR九州が責
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任を持って在来線を維持し、利便性を損なわな

いようにすることとされております。

地方負担につきましては、交付税措置率の引

き上げに関しまして、総務省から他の地方公共

団体との公平性の課題があり、筋が違うという

見解が示されておりますが、委員からフリーゲ

ージトレイン断念の経緯を考慮すると、措置率

を引き上げる方が公平ではないかという意見が

ございました。

また、ルートにつきましては、アセスルート

を含め、可能性のあるルートについて、佐賀県

と詳細を詰めるなど、1か月から2か月かけて、
現在価格で試算をするということとなっており

ます。

資料3ページにお戻りください。
6月9日、中村知事とJR九州の青柳社長が会談

をいたしました。

青柳社長とは、対面乗換方式は暫定的なもの

であり、また、このまま議論が硬直することは、

西九州地域全体にとって望ましいものではない

ということを共有いたしました。

また、知事からは、整備新幹線の議論が膠着

している現在の事態を打開するためにも、佐賀

県が重要な課題とされている在来線について、

JR九州としての考え方を積極的に発信してい
ただくことなどを青柳社長に要請いたしました。

それに対しまして、青柳社長は、今後の協議

の中で議論するという回答でございました。

資料、続きまして8ページをご覧ください。
6月14日には、与党整備新幹線建設推進プロ

ジェクトチームが開催され、西九州ルート検討

委員会をはじめとした各検討委員会から検討状

況の報告がなされました。

西九州ルート検討委員会の山本委員長は、前

向きに地方負担や在来線について考え、フル規

格で調和のとれた結論を得たいというふうに報

告されました。

また、検討状況の報告といたしまして、在来

線につきましては、鉄軌道路線として維持する

ことが適当である。また、経営分離を前提とせ

ず、JR九州が運行を維持することが不可欠であ
るというふうにされたところでございます。

地方負担につきましては、フリーゲージトレ

イン導入断念等の経緯を踏まえ、貸付料財源の

充実等を通じ、佐賀県の財政負担の軽減を図る

必要があるとされました。

次に、資料9ページをご覧ください。
6月23日には、与党PT西九州ルート検討委員
会の山本委員長と江田委員長代理が長崎県に来

県され、中村知事との会談が行われました。

山本委員長からは、先ほどの与党PT検討委員
会の検討状況が報告され、在来線についてはJR
九州が運行を維持することが不可欠であり、し

っかりとJR九州に対して話をしたいというお
話がございました。

また、地方負担については、フリーゲージト

レイン断念の経緯もあるため、政治的判断とし

てしっかり対応したいというお話がございまし

た。

これに対しまして、中村知事からは、熱心な

議論に対するお礼を申し上げるとともに、今後、

議論を活発に進めていただきたいことや、長崎

県としても積極的に議論に参加し、役に立てる

よう努力したいということなどについて話をし

ております。

主な動きについては以上となります。

県としましては、今後、国と佐賀県との協議

が精力的に積み重ねられ、議論が進展していく

ことを期待するとともに、長崎県としましても、

様々な協議の枠組みを活かして議論を積み重ね
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るなど、フル規格による整備の実現を目指して

いきたいと考えております。

西九州ルートにかかる最近の主な動きについ

ての説明は以上でございます。

よろしくお願いいたします。

【峰松新幹線対策課長】 次に、長崎本線（諫早

～肥前山口間）の上下分離についてご説明をさ

せていただきます。資料の方は、「ＪＲ長崎本

線（肥前山口～諫早）の上下分離について」で

ございます。

この区間の電化設備についてご説明をさせて

いただきます。

これまでの合意・確認事項といたしまして、

平成19年12月、JR九州と佐賀県との三者で鉄道
施設の維持管理費用を抑制するため、諫早～肥

前山口間は非電化とすることで合意されており

ました。

また、令和元年10月、JR九州の意向によりま
して、博多～肥前鹿島間の特急列車の電車によ

る運行を行うため、肥前山口～肥前鹿島間を電

化に変更し、維持経費はJR九州が負担すること
と決まっておりました。

今回変更といたしまして、JR九州の方から、
普通列車の一部の運行について、これまで想定

していた気動車、ディーゼル等から電車を活用

したいとの提案がございまして、それに伴い列

車の待合を考慮して、電化区間を肥前山口～肥

前鹿島までとしていたものを、一駅諫早よりの

肥前浜までに変更したいということとなりまし

た。

今回の変更理由といたしまして、JR九州は、
コロナ感染症の拡大や、昨年の豪雨災害を受け、

さらなるコスト低減が必要となり、気動車に比

べて運行コストの低減につながる電車の運行を

一部実施させていただきたいということでござ

います。

それに伴いまして、電化の維持経費につきま

しては、JR九州が負担いたしまして、非電化と
する区間が肥前鹿島～諫早間から肥前浜～諫早

間となったことで、距離が若干短くなりました。

これに伴いまして、電化設備の撤去に要する費

用は9億円を想定いたしておりましたが、8億
6,000万円となり、これを三者で等分負担するこ
ととしております。

なお、電化の撤去作業は、新幹線が開業し、

上下分離が始まる令和4年秋以降となります。
2ページの方は、このことを図示したものと

なります。

また、3ページの方の横表をご覧ください。
上下分離の開業に向けたスケジュールとなり

ますが、上段に組織体制がございます。本年4
月に新法人といたしまして、一般社団法人 佐

賀長崎鉄道管理センターを設立しており、その

項目の2021年度の欄に第三種鉄道事業許可申
請と記載させていただいております。鉄道事業

につきましては、第一種はJRのように上の運行
と線路や駅舎の下の鉄道施設の維持管理を一体

的に行うもの、第二種は今回の上下分離のよう

に上下分かれて上の運行だけを行うもの、第三

種は下の鉄道施設の維持管理を行うものとなっ

ており、今回の設立いたしました新法人の方が

鉄道施設の維持管理を行うこととなりますので、

今年の夏以降に第三種鉄道事業者として許可申

請を国土交通省に行うことをあらかじめ報告さ

せていただくものでございます。

以上で、上下分離の説明を終わらせていただ

きます。

よろしくお願いいたします。

【苑田県庁舎跡地活用室長】県庁舎跡地活用に

関しまして、補足説明をさせていただきます。
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資料につきましては、お配りしております総

務委員会補足説明資料の右上に資料１とござい

ます「県庁舎跡地整備基本構想の骨子案につい

て」という1枚紙をお願いしたいと思います。
今般、基本構想の骨子案をとりまとめまして

公表をいたしております。

その概要でございますが、まず、基本理念と

しまして、県庁舎跡地は、様々な歴史が積み重

ねられ、息づく場所であり、こうした地で賑わ

いと交流により、本県の発展につながるような

新たな価値を創造する場をつくり上げていきた

いと考えております。

導入する機能等につきましては、これまでも

様々ご議論いただいている内容でございますが、

人々が憩い、日常的に賑わう広場、また、歴史

や世界遺産など、本県の魅力を伝える情報発信

機能に加えまして、多様な交流を促進する交流

支援機能としまして、県庁跡地側には若い人た

ちなど、県民の皆様が多目的に活用できるスペ

ースなどを整備し、隣接する県警本部跡地では、

産学官等の連携によるオープンイノベーション

などを推進してまいりたいと考えております。

また、出島側の第二別館跡地付近に、バスベ

イや待合所などの交通関係の機能の設置を考え

ております。

このあたり、資料2といたしまして、Ａ3の整
備活用イメージをお付けしておりますので、こ

ちらの方で詳しくご説明させていただきたいと

思います。Ａ3の資料2をお願いいたします。
こちらの資料は、上が北側で、長崎駅や市役

所方面でございます。下は南側の出島方面とな

ってございます。

まず、左上をご覧ください。石垣の上、県庁

の本館が建っておりました中央部の緑に塗った

敷地でございますが、こちらにつきましては、

この地の歴史を感じつつ、幅広い賑わいや交流

を生み出すため、憩いの場、賑わいの場となり

ます広場を基本といたしまして、歴史などの情

報発信機能や交流支援機能といたしまして多目

的交流スペースや研修・講義、プレゼンスペー

スなどの設置を考えております。

緑の敷地の中央部に点線で建物の規模感を表

現いたしております。こちらは、埋蔵文化財の

状況等も配慮しつつ、情報発信ですとか、多目

的交流スペースなどの機能の一般的な広さ等を

勘案いたしますと、ワンフロアで1,000～1,500
平米ぐらいの建物になることから、現時点の想

定として表記をいたしているものでございます。

具体の建物の整備のあり方につきましては、今

後の利用状況等を検証しながら検討を深めてま

いります。

次に、石垣の下のピンク色の部分でございま

すが、こちらは県庁の別館などがありました敷

地でございますが、こちらは出島との連携など

にも留意をいたしまして、人々が行きかう賑わ

いの空間を整備したいと考えております。隣接

するガソリンスタンドの敷地なども含め、一体

活用を検討いたしております。

ピンクの部分の右側の旧県庁の立体駐車場が

あった付近につきましては、写真をお付けして

おりますが、昨年の埋蔵文化財調査で石垣が出

土をしておりまして、こうした石垣を見せる方

向で検討し、これにより生まれる石垣の下の空

間には、本県の魅力を伝える情報発信機能等を

整備することを考えております。

また、ピンクの中央部分になりますが、県庁

の第一別館などが建っていた付近につきまして

は、上と下との敷地をつなぐ階段やスロープな

どの整備を、また、左下の第二別館跡地付近に

つきましては、バスベイや待合所などの整備を
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検討いたしております。

また、ピンクの左上になりますが、旧第三別

館につきましては、民間の皆様からの利活用ニ

ーズも一定把握しているところでございますが、

一方で耐震性がなく、改修費用などにも留意す

る必要がございますので、これらを踏まえ、今

後、最終的な方向性を整理してまいりたいと考

えております。

次に、右上の県警本部跡地の青色の敷地をお

願いいたします。

こちらにつきましては、産学官等の連携によ

りますオープンイノベーション等を推進するこ

とといたしておりまして、民間開発を基本に、

周辺部を含めた活用を検討しております。

具体の機能としましては、交流支援機能のう

ち、企業や学生をはじめ、県民が気軽に集える

コワーキングスペースのほか、シェアオフィス、

共同研究スペースなど、民間開発を基本に、企

業向けのオフィスなどの整備と併せ検討してま

いりたいと考えております。

今後の進め方としまして、資料の下の方に整

理をいたしておりますので、ご覧いただきたい

と思います。

今年度、緑の部分でございますが、基本構想

をとりまとめさせていただきまして、令和4年
度からは整地などと表記しておりますが、まず

広場などをオープンスペースとして先行して整

備して、暫定的に供用いたしまして、利用状況

も検証したうえで、その後の整備を検討したい

と考えております。いわゆる可変性を確保しな

がら、段階的な整備を推進してまいりたいと考

えております。

続きまして、Ａ4の横の資料3と右上に振った
基本構想の骨子案の本体をお付けしております。

こちらにつきましては、これまでの説明資料に

要点は含まれておりますので、簡潔に部分的に

補足をさせていただければと思います。

おめくりいただきまして2ページをお願いい
たします。

こちらにつきましては、基本構想の位置づけ

として、これまでのご議論の経過を踏まえつつ、

時代の大きな変化等も考慮してとりまとめてい

ることなどを記載いたしております。

次に、1ページ飛びまして4ページをお願いい
たします。こちらには、この地に求められる役

割といたしまして、様々な歴史を有し、海外と

の交流によりまして新しい価値を創造・発信し

てきた長崎のまちを象徴する場所であることを

踏まえまして、これからも賑わいをもたらし、

また新しい価値を創造するとともに、歴史を感

じられるたたずまいやデザインを有することな

どが求められるといたしております。

これらを踏まえまして、次の5ページでござ
いますが、基本理念といたしまして、「歴史が

息づく地で、賑わいと交流による新たな価値を

創造する」ことといたしており、まちや地域の

活力、また新たなビジネスやサービスの創出、

地域や産業を支える人材の育成などを目指すこ

とといたしております。

次の6ページからの機能や配置の考え方、イ
メージにつきましては、先ほどご説明した内容

でございますので、省略をさせていただきたい

と思います。

少しページが飛んで恐縮ですが、10ページを
お願いいたしたいと思います。

旧第三別館につきましては、本年2月から3月
にかけまして、サウンディング調査といたしま

して、民間の皆様に事業提案を募り、記載して

おりますような学術的な利用やスタートアップ

支援、また、カフェ等を備えた企業等の入居ス
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ペースのご提案などをいただいたところでござ

います。

第三別館につきましては、こうした利活用ニ

ーズと、一方で耐震性がなく、コスト面にも留

意する必要がございますので、これらを踏まえ

まして最終的な方向性を整理してまいりたいと

考えております。

続きまして、12ページをお願いいたします。
こちらに留意点等を記載いたしております。

まず、ハード面でございますが、歴史ある場

所に見合うたたずまいやデザインのほか、新た

なニーズなどに対応できるような可変性を持っ

た段階的な整備の推進などを掲げております。

また、下段のソフト面の部分ですが、特定の

時代の復元によらず、歴史などを伝える工夫の

ほか、エリア全体の人の流れなどを意識しなが

ら、市町や関係の皆様と連携した賑わいづくり

の推進などを掲げております。

また、次の13ページでございますが、整備や
運営手法の重要性の部分に触れておりまして、

統一的なマネジメントでございますとか、一貫

したコンセプトの下で関係者をつなぎ、プロジ

ェクトを具体化するなど、民間のノウハウなど

を活用した効果的な運営のあり方について検討

を深めてまいりたいと考えております。

次の14ページにつきましては、今後の進め方
を少し詳しく記載をさせていただいております。

令和4年度以降、整地などを行い、広場や第
一別館跡地などをオープンスペースとして暫定

的に供用のうえ、利用状況などを検証し、その

後の具体の整備を検討することといたしており

ます。

一番下に県警本部跡地を記載しておりますが、

こちらにつきましては、民間開発による令和4
年度以降の早期の着手も含めた想定としている

ところでございます。

最後に15ページでございますが、現在、既に
取り組んでおります石垣の下の敷地における先

行的な賑わいづくりを長崎市の江戸町公園との

一体的な活用にも留意をしながら、推進してま

いりたいと考えております。

説明が長くなり恐縮でございますが、続きま

して、資料4をお願いいたします。
こちらの資料4につきましては、今回の骨子

案の整理に当たりまして、関係者の皆様に広く

ご意見をお伺いしてまいりましたので、簡単に

ご紹介をさせていただきたいと存じます。

まず、経済界の皆様からは、建物などに可変

性を持たせることに賛成といったご意見のほか、

人を呼び込むための仕掛けづくりが重要である

ことですとか、プロデューサーをはじめとする

運営体制の重要性などについてご意見をいただ

いたところでございます。

また、おめくりいただきまして、次の2ペー
ジの3つ目にございますように、まち全体の観
点で活用策を検討してほしいなどのご意見も頂

戴したところでございます。

中ほどからは、地元関係者の方々からのご意

見を記載しておりまして、歴史を大事にして、

長崎の発展に役立つものを整備してほしいとい

ったご意見や、第三別館の有効活用に係るご意

見、また、基本理念をもとにこの地にふさわし

い賑わいなどについて具体化していってほしい

などのご意見をいただいたところでございます。

続きまして、3ページの有識者の皆様からは、
将来の全体像をイメージしたうえで、段階的に

整備していくべき、また、出土した石垣の利活

用については、もう少し議論が必要といったご

意見のほか、次の4ページにいっていただきま
して、歴史等に強みがあるからこそ未来がつく
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れるといったご助言でありますとか、しばらく

は広場などの空間を大事にしてほしいなどのご

意見も頂戴したところでございます。

また、企業や大学の皆様からは、5ページに
かけてございますように、県内外の大学等の共

同利用、また企業と学生が集まる場やオープン

イノベーションの推進の場、都市部の交流拠点

とつながる場など、県警本部跡地の交流支援の

あり方を中心に様々なご意見、アイデアをいた

だいたところでございます。

6ページにまいりまして、施設運営の専門事
業者等からでございますが、交流の歴史により

まして、新しいものが生まれてきた場所である

ので、創発やオープンイノベーションなどの考

え方がマッチすることですとか、早い段階から

の県民・市民の参画、また、産学官連携の場、

学びの歴史を踏まえた遊学の場としての活用な

ど、新たな機能や整備後の運営などに関する有

益なご助言等を頂戴したところでございます。

こうした様々なご意見も踏まえてとりまとめ

た骨子案につきまして、県議会においてご議論

いただきますとともに、今後、骨子案を基に関

係の皆様のご意見を伺いながら、さらに検討を

重ね、基本構想の具体化を進めてまいります。

最後に、恐れ入ります、資料5について説明
させていただきます。

まず、基本構想の具体化に向けまして、記載

しておりますようなパース図の作成、PFI導入
検討、石垣の保存・顕在化、運営面や事業手法

等にかかるヒアリング等支援などについて、業

務委託を実施、または業者選定中でございまし

て、民間の専門的知見やノウハウなどを活用し

ながら検討を進めてまいりたいと存じます。

最後に、裏面の2ページをお願いいたします。
先行的な賑わいづくりといたしまして、第二

別館跡地など、使える箇所を活用し、地域の皆

様方と連携した取り組みを進めておりまして、

具体的には、地域活動に従事されている方々に

よるサポーターズミーティングなどにおけるご

意見なども踏まえながら、まち歩きですとか、

継続的な活動も行っているところでございます。

また、4つ目に記載しておりますように、先
行的な賑わいづくりの一環といたしまして、長

崎開港450周年イベント等を見据えまして、県
庁舎跡地内の通り抜けを一時的に可能にするこ

となどについて、長崎市とも相談しながら検討

を進めているところでございます。

このほか、一番下になりますが、情報発信の

充実として、跡地を囲んでいる仮囲いを活用い

たしまして、歴史情報のほか、新幹線など、県

政に関する情報を発信するとともに、跡地の歴

史などをわかりやすくお伝えする動画の制作に

向け、業者の選考作業を進めているところでご

ざいます。

基本構想の策定作業とともに、早期の賑わい

創出に向け、先行的な利活用についても引き続

き、力を注いでまいりたいと存じます。

説明が長くなり、申し訳ございません。説明

は以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

【大場委員長】午前中の審査はこれにてとどめ、

しばらく休憩いたします。

午後は1時30分より再開いたします。

― 午後 零時 ３分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

これより、議案外所管事務一般について、事

前通告に基づき質問を行います。

事前報告をされた委員の方で、ご質問はあり
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ませんか。

【下条委員】 お疲れさまでございます。

午前中の課長の補足説明資料ですけれども、

過疎地域持続的発展方針についてご質問をした

いと思います。

ご説明をいただきましたが、10年の施行期間
の中を前期・後期と分けて、前期の5年間の方
針をということでした。まず、お尋ねしたいの

は、これは県が定める方針をつくって、市町が

実際に具体的に取り組むということだと思いま

すが、まず、3番に書いてあります方針で定め
る事項の新のイです。過疎地域における移住及

び定住並びに地域間交流の促進並びに人材の育

成に関する事項について、県が方針を定め、具

体的に市町がどのように取組をされるのか、現

状のところをお聞きしたいと思います。

【浦地域づくり推進課長】今回、お示ししてお

りますのは県の方針案でありまして、これに基

づきまして、ただいまお話がありましたとおり、

関係市町において持続的発展計画というものの

策定を進めていく仕組みになっております。

過疎地域の市町の具体的事業については、こ

の持続的発展計画の中で整理されることになり

ますが、ただいまの件において、各市町に対す

るヒアリングを順次実施中でございまして、法

の関係規定とか、国からの通知、あるいは県の

方針案を踏まえた内容となっているか等につい

て確認作業を進めているところでございます。

今お尋ねのありました、今回、新しい事項と

して定められております移住・定住等に関して、

現在、市町においてどのような取組を考えられ

ているかにつきましては、まず、例えば子育て

世帯など若い世代をターゲットとした移住支援

というのが、やはり過疎地域については重要だ

ろうということでありますとか、特に、市町村

が力を入れておりますのは空き家対策、こうい

ったものに取り組んでいく動きでありますとか、

あるいは地域間交流ということで、今回、関係

人口の拡大についても触れるような形になって

おりますけれども、それぞれ過疎地域におきま

しては、リモートワーク等の受入れ推進であり

ますとか、あるいはそれぞれの市町の方で過去

から行っている姉妹都市等との交流について、

いま一度力を入れていく動きでありますとか、

あるいは文化やスポーツのイベントを通じた交

流促進を図るという話があっております。

また、移住・定住にあわせまして、人材の育

成というものも今回の特徴として挙げておりま

す。法律の名称にもつけられておりますけれど

も、持続可能な地域社会の形成を図るという意

味では、地域住民を巻き込みながら人材の育成

に力を入れていくということは重要でございま

して、各市町におきましては、地域おこし協力

隊でありますとか、集落支援員の活用のほか、

学校の重要性がうたわれていて、高校の魅力化

でありますとか、大学との連携、市町によって

は住民の対話力というのが必要だということで

対話によるまちづくり、こういったことによっ

て人材の育成に力を入れていこうというふうな、

今そういう事業をお聞きしている状況でござい

ます。

【下条委員】続いて、同じ趣旨の質問になりま

すが、市町の取組についてなんですけれども、

この新のハと新のルというところですが、この

2項目について、まず、ハが過疎地域における
情報化に関する事項、そして、新設されている

ルの過疎地域における再生可能エネルギーの利

用の促進に関する事項、この2項目についても
同じような質問になりますが、市町の取組はい

かがでしょうか。
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【浦地域づくり推進課長】今お尋ねがありまし

た地域における情報化につきましては、従来、

その下の2と書いてありますところに包含され
ていた形だったのが、今回、あえて外出しをし

まして柱を一本立てるということで、法律の中

でも特に重要な位置づけがなされております。

過疎地域における地理的不利条件を克服する

ためには、人口減少に対応する社会形成であり

ますとか、地域産業の育成を図るうえで情報化

というのは非常に大事な観点であります。

そこで、各市町が現在考えております取組が、

まずは基盤となる光ファイバーでありますとか、

5Ｇの推進を図ろうという動きでございます。
光ファイバーの整備につきましては、一部離

島等を除きまして、多くの市町で今年度末には

国の補正予算等を活用して整備完了見込みとい

うことになっておりますので、こういった取組

をしっかり取り組んでいただきたいと思ってい

ます。

また、各市町ということで住民に近いという

観点から、例えば行政サービスでのAI等のデジ
タル技術の活用でありますとか、あるいは対住

民というサービスの面では格差が生じないよう

な情報リテラシーの向上に関する取組、こうい

ったことに取り組みたいという市町が多うござ

います。

また、最後に、様々な分野のICT化というこ
とで、これにつきましても市町が住民に近いと

いう観点で、例えば防災・減災の観点でありま

すとか、医療・福祉、こういった観点で特にICT
化を進めてデジタル化を図っていこうと、こう

いう取組を考えているとお聞きしております。

【下条委員】同じように新設のルの再生可能エ

ネルギーはいかがでしょうか。

【浦地域づくり推進課長】再生可能エネルギー

の利用の推進につきましては、今回、これにつ

いても追加ということではありますが、特に過

疎地域につきましては水資源や森林資源など、

再生可能エネルギーを生み出す地域資源の宝庫

だということで、国においてもこれをしっかり

地域振興に活用していく視点が重要だというこ

とで考えていると聞いております。

各市町の方では、これまで過疎計画の中でこ

ういった位置づけというのはほとんどされてな

かったので、ヒアリングをしている中では記載

内容をどうしようかということで非常に苦慮し

ている面もあると聞いておりますけれども、た

だいまお伺いしている中では、例えば再生可能

エネルギーを推進するうえで、一方で安定電力

を確保していくということも必要だということ

で蓄電機等の取組とか、あるいは電気自動車の

普及ということで、急速充電機の整備促進を図

りたいという話。あと行政面でいきますと、庁

舎・避難所への太陽光発電の導入でありますと

か、その他バイオマス発電、潮流発電等の検討

を行っていきたいということでお聞きしており

ます。

【下条委員】 今、私がお聞きしたのは、今回の

方針案の新設された名目ということでお聞きし

ました。それ以外も、この過疎対策というのは

人口減少の観点から見て、離島・半島であった

り、そういった地域に非常に必要になってくる

と思います。

今、移住、それから情報化、再生可能エネル

ギーの3つの側面からお聞きしましたが、この
移住についてもうちょっと掘り下げてお話をお

聞きしたいと思います。

まず、次のページに過疎地域の指定地域とし

て14市町が書いてあります。ここに長崎市も旧
野母崎町、また旧外海町等が入っております。
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これはもう前期の5か年ということですから、
今後、どういった人口の推移をたどるのかとい

うことを慎重に議論されて、この指定地域とい

うのは変わっていくと思いますが、報道や現地

の方からお聞きしているのが、長崎市内は他県

に比べて家賃というんでしょうか、地価といっ

たものが非常に割高感があると。これに非常に

問題意識を持たれている方が多くおられるとお

聞きしております。

今、地域づくり推進課長からご説明がありま

した子育て世代であったり空き家対策、関係人

口の拡大、リモートワーク、また人材の育成等、

非常にすばらしい取組ですけれども、こういっ

た家賃の問題であったり、住みやすさとかを考

えると、この市内間で移住があったり、いろん

なケースがあると思うんですけれども、そうい

ったものを含めてもう少しこの取組の方で、今

のような観点からお答えできるようなことはな

いでしょうか。

【浦地域づくり推進課長】過疎地域についての

様々な問題があるというお話でございます。

今回、新しい過疎法を制定するに当たりまし

て、民間の有識者で構成する過疎問題懇談会と

いうのが開かれておりまして、今回の新法では、

過疎の価値をどう位置づけるかというのが非常

に重要で、法律の中では過疎地域の価値をうた

うような前文が新しくついております。こうい

った法律を国会で全会一致で可決したというこ

とは、非常に重みがあると認識しております。

ただいまご質問がありました、地価が高い、

こういった問題はありますけれども、それ以上

に住みやすさ、歴史文化、景観、こういったと

ころの過疎地域が有する価値を改めて見つめ直

す機会として私どもは捉えておりまして、そう

いった過疎地域の魅力を発信していくというこ

とがまず一つ大事だと思っています。

その中で、今お話がありました、地域内でも

移住等で都市部から過疎地域に移っていくよう

な動きがあったりするというお話でしたけれど

も、移住・定住に限らず、現在、関係人口とい

う形で二地域居住というのも様々な地域で動き

が出つつあります。リモートワーク等で仕事を

持ちながら、住むところを移せるというふうな

新しい働き方も拡大しておりますので、家賃等

の負担は課題ではありますけれども、例えば都

市部と、今申し上げた過疎地域間で二地域居住

を行うような取組なんかについても、事例等の

発信に努めていきたいと思っておりますし、従

来の二地域居住とは違いまして、いわゆる都市

部を軸として過疎地域にたまに行くというので

はなくて、過疎地域に軸足を置きながら、たま

に都市地域に行って仕事に従事する、こういっ

た動きも全国的には出ていると聞いております

ので、こういった動きも踏まえまして、ますま

す過疎地域の中に移住・定住でありますとか、

あるいは関係人口の動きが活性化するような促

し、働かけを市町の方にも取り組んでいきたい

と思っております。

【下条委員】これからは要望になりますけれど

も、私も、コロナの前でしたけれども、実際に

琴海の尾戸半島というところに都市部から移住

をご夫婦でされたということで、少しお話を伺

いに行きました。

まず、私の最初の印象は景色がすばらしいん

ですね。崖があって、そこにずっと広大な農地

を持たれておりまして、その一番上に居住空間

があると。周り全てが海ですので、景色はきれ

いだと。その時に抱いた感情が、私は市内に住

んでおりますけれども、私もこういうところに

可能であれば移住を考えたいというのが実際感
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じた感情なんですね。

様々な施策があると思います。このような形

で今日も資料の中にIターンとか、UIターンと
か、福岡からの取り込みとか、そういったもの

は非常に実績も上がっておりますが、こういう

様々なケースがあると思いますので、いきなり

家賃の問題に入っていったり、土地の問題とい

うのは非常に難しいかもしれませんが、いろい

ろな角度から支援をしていただいて促せるよう

な、そういった思いを持っている方たちを受け

入れることができるような施策、そして、それ

を広域に周知していっていただきたい。市町の

皆さんと取り組んで、使い勝手がよくするなど

過疎対策をいろんな角度から取り組み、包括的

に解決の方に向かっていただきたいという要望

で私の質問にいたします。

ありがとうございました。

【大場委員長】 ほかにありませんか。

【饗庭委員】では、通告していた分を質問させ

ていただきたいと思います。

九州新幹線西九州ルートについてというとこ

ろの二次交通対策についてお伺いしたいと思い

ます。

これまでもご説明がありましたように、実証

をして、その後、交通対策をするということだ

ったかと思いますが、この実証の結果と、その

課題を踏まえて、今後どのようにしてこの二次

交通をよりスムーズにしていくのか教えてくだ

さい。

【峰松新幹線対策課長】二次交通対策の実証結

果と今後の方針についてお答えをさせていただ

きます。

二次交通対策につきましては、昨年度は島原

半島地域方面に予約制の乗合バスを運行させて

いただきました。期間といたしましては、令和

2年11月21日から令和3年3月13日でございま
す。その間、コロナの感染拡大に伴いまして、

1月16日から2月7日は運休をさせていただいて
いる状況でございます。

この間の運行状況といたしましては、土日、

祝日に予約が入った時のみ運行をさせていただ

くということで、ルートといたしましては長崎

駅から原城跡の真砂、口之津港までの直通と諫

早駅から原城跡、口之津港の直行の2ルートを
往復運行させていただいております。

実際の乗車人数といたしましては、そういっ

たコロナの感染状況もございましたので、42名
ということでございました。

また、フリー切符の販売ということで、島原

半島の方で、島原鉄道が鉄道とバスとフェリー

を一日乗り放題のフリー切符を販売しておりま

す。そちらの方とJR九州の方にご協力いただき
まして、長崎～諫早間のフリー乗車券をセット

にしたフリー切符を販売させていただきまして、

これの販売期間といたしましては、令和2年12
月26日から令和3年3月14日で、こちらの方も土
日に切符の販売をさせていただいていて、1日
券が2,500円、2日券が3,500円という形でござ
います。

実際の販売状況といたしましては、こちらの

方もコロナの影響があり、1日券としましては
157枚、2日券で22枚、合計179枚を販売いたし
ております。

そういったことを踏まえまして、今年度の計

画でございます。昨年度は島原半島方面にさせ

ていただいて、今年度はどうするのかというと

ころですが、コロナによりまして十分な実証結

果が出ておりませんでしたので、今年度も島原

半島地域に同様なルートで実施させていただき

たいと考えておりまして、昨年度はマイクロバ
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スの運行ということで直行の乗合バスを運行し

たんですが、今年度はコロナの感染症対策を十

分に行ったうえで、ジャンボタクシーにおいて

運行すると決めております。

また、運賃につきましては、昨年度は南島原

方面の口之津まで行く分では4,000円、また、諫
早駅から南島原の口之津までは3,500円だった
ということで、少し高額というアンケート結果

もございましたので、そこを500円ずつ下げさ
せていただいて、長崎駅からは3,500円、諫早駅
からは3,000円と見直しをさせていただいてい
るところでございます。

運行時間等につきましても、少しアンケート

等を踏まえて発車時間を遅くするとか、そうい

ったことを考えております。

また、フリー切符の実証販売につきましては、

販売期間は先ほど申しましたように昨年は12
月下旬でした。今年度はデスティネーションキ

ャンペーンのプレキャンペーンが10月から始
まりますので、フリー切符につきましては10月
頃販売をすることで相乗効果で販売ができるん

ではないかということで、PRの方はデスティネ
ーションキャンペーンでやりながら、我々もPR
して、相乗効果を生むような期間で販売できな

いかと考えております。

また、実証運行、実証販売、両方で利用して

いただいた方に対しては特典を付けさせていた

だいております。そういった特典についても昨

年よりも多くの店舗の方に協力いただくよう現

在調整させていただいており、昨年よりもそう

いった特典については多く参加したいというお

声をいただいておりますので、そういったとこ

ろを増やして、より周知をして活用していただ

くようにしたいと考えております。

【饗庭委員】 ご説明ありがとうございました。

その中で何を課題と捉えられたのか、そこに

課題を捉えたけれども、今回、また島原半島と

いう同じところでやる理由を教えてください。

【峰松新幹線対策課長】何が課題かというとこ

ろで一番考えたところでございますが、一番の

課題というのが、昨年はコロナウイルス感染症

の感染拡大時期に実証運行をやったというので

十分な実証結果が得られなかったところがござ

います。そういったことで、今回は昨年のコロ

ナウイルス感染状況を踏まえまして、比較的夏

のあたりは実証がしやすいのかなというところ

で、先ほど答弁が漏れていたんですが、ジャン

ボタクシーにつきましては、できれば今年は8
月中、暑い時期から実施させていただき、少し

コロナ感染の時期と重ならないようにやりたい

と考えております。

あと、周知不足という部分もありましたので、

先ほど申しましたように、デスティネーション

キャンペーンと一緒に周知することによりまし

て、より県外の方に対しても周知ができるので

はないかと考えております。

【饗庭委員】 コロナ禍だけが課題なのかなと、

ちょっと疑問なところでございますけれども、

この二次交通に関しては島原半島に向けて行い、

今後はほかのところでもやっていかれるのか。

この実証実験をもう一度して、このコロナ禍で

は、次は第5波もこようかということもあろう
かと思うんですが、同じ時期にしても効果があ

るのかちょっとわからないところですが、その

あたりをお伺いします。

【峰松新幹線対策課長】コロナの時期について

は、できるだけ時期を見ながらさせていただき

たいと考えておって、そういうふうになると昨

年度の状況が一番重要になるかなというところ

を考えておりますので、昨年度のコロナの感染
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状況がひどかった時期をできるだけ外しながら

運行をしたいと考えております。

また、島原半島地域以外の地域につきまして

は、まずは島原半島地域につきまして十分な実

証ができませんでしたので、そこについて実証

させていただいて、来年以降は、また新幹線駅

から二次交通というところでいろんな、例えば

県北地域とか、その他の地域がございますので、

そういったところのニーズを見ながら検討させ

ていただきたいと考えております。

【饗庭委員】二次交通も、来られた方が利用し

やすいようにぜひしていただいて、島原半島だ

けではなくて、ほかのところにも広めていただ

き、本当に必要な交通対策をしていただければ

と思います。

以上で終わります。

【大場委員長】 ほかにありませんか。

【浅田委員】まず、県庁跡地についてお伺いを

させていただければと思います。

いろいろとご説明をいただきました。資料

等々も見ている中で、先日来から、元懇話会の

方々のご意見を聞く会ですとか、いろいろ地域

の方々の声を聞いていただいているということ

は十分に承知をしておりますし、何よりも常日

頃から、担当部署の方々が地域の江戸町に出向

いて、一緒に声を聞きながら活動していただい

ていることは、本当に私も感謝をしているとこ

ろです。

しかし、やっぱり地域の方々の声を聞きなが

らというのは大事なんですけれども、一方で、

地域の方々も実態としてはここがどうなるのか

というのが本当に心配なところでありまして、

皆様方が声を聞いてくださっているサポーター

ズミーティングクラブとか、そういうところで

も「今後どうすればいいですか」という意見は

聞いてくれるけど、それが果たして懇話会みた

いな提言にはならないということを常々、私も

一般質問などでも伝えさせていただいていると

ころです。

いろんな方たちの意見を伺っていますという

のが、ある一定、意見伺いましたで終わられて

しまっては困るところで、この説明を見ても、

結局、時代がこんなに変わっても、6年前の懇
話会の3つの提言の中から、たまたまホールが
なくなってしまった。それ以外のところはあま

り大きく変わってないんじゃないかなという気

がするというお声もいただいているんですが、

そのあたりをまずいかがでしょうか。

【苑田県庁舎跡地活用室長】お話がございまし

たように、今回、この骨子案をまとめるに当た

りましては、地域の皆様、また、元懇話会の委

員の皆様をはじめとする有識者の方々、そのほ

か関係者の皆様、広くご意見を頂戴しながら検

討を重ねてとりまとめをしてきたところでござ

います。

お話がございましたように、我々も決して伺

いましたで終わらせようというつもりはありま

せんで、いただいたご意見をどういう形でこの

骨子案に反映させることができるかという視点

を持って検討を重ね、また、そうした重ねた検

討結果を、改めてまた専門家や有識者の方々を

含めご意見を伺いながらという作業を繰り返し

ながら、今回、詰めてきたという経過もあると

ころでございます。

お話がございましたように、いわゆる提言の

ような形でまとめるわけではないのでというお

話がございましたが、サポーターズミーティン

グの皆様方のご意見につきましても、現在もホ

ームページ等で議論の状況は公開をさせていた

だいておりますし、私どももそういった形で、
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オープンな形で共有することで、今後の検討に

活かしていく、つなげていくという形をとらせ

ているところでございますけれども、そういっ

た部分をより効果的に反映させるような形で残

していくやり方等も含めて、今後、検討を進め

ていければと思っているところでございます。

引き続き、様々なご意見を頂戴しながら検討

を進めていければと考えております。

【浅田委員】聞いていただいているところはあ

りがたいんですが、前も三菱総研とかには2,000
万円以上かけて多くの有識者の声を聞いたとい

うのがありました。あれを見ても、地域の方に

とっては、同じような、それが長崎なのか、富

山なのか、石川なのか、そこが変わるだけであ

んまり変わらないような内容がお示しされたと

いうことが、非常に残念だという声も併せてい

ただいていますし、先日の元懇話会の人をお呼

びいただいての意見聴取の時に私もおりました

が、7年たっても変わってないよねというよう
な厳しいご意見もあったと思うんですね。

この中には5Ｇになったとか、これからを見
据えて百年の大計とかというのは書かれており

ますけれども、確かに何ら変わってないんじゃ

ないかなという気がしております。

今、サポーターズミーティングと、あともう

一つアドバイザリーボードか何か専門家の方た

ちのグループというのもあるんですよね。これ

はどういった位置づけですか。

【苑田県庁舎跡地活用室長】お話がございまし

たアドバイザーの皆様につきましては、昨年度

も埋蔵文化財調査を行うに当たりまして、この

アドバイザーという形で委嘱をしてご意見を聞

いたりしていたんですけれども、今回は、埋蔵

文化財調査は終了しましたけれども、歴史を活

かした活用といったところをどういう形で検討

していくべきかといったところは、より議論が

必要だと考えておりまして、そういった歴史を

活かした活用に当たりまして有識者の皆様方に

ご意見を聞く場としてアドバイザーとして委嘱

を行わせていただいているものでございます。

【浅田委員】委嘱を行ったということは、ある

一定の責任性とそれなりの声を聞いていただけ

るものだと思うんですが、例えば、その方たち

からお話を伺った中で、機能や配置のイメージ

図というのがありますよね、こういう感じの。

説明の中でも情報発信機能や交流支援機能と

いうのを入れるという流れの中で、ここは今、

点線になっていますよね。前は実線だったんで

すよ。資料によってはそれが示されてないとい

うのもあるというお話で、果たしてこの場所に

そういう建物を造るということが既定路線なの

か。あくまで、この点線にはなっているけれど

もというところなのか。資料によって若干違う

んじゃないんですかというご指摘を受けたんで

すが、そのあたりはいかがでしょうか。

【苑田県庁舎跡地活用室長】今回の骨子案、お

配りしております資料2とかに記載しておりま
すところは、お話ございましたように、緑色の

敷地の中央部に点線で建物の規模感といったと

ころで表示をさせていただいているところでご

ざいます。

今、お話がございました部分につきましては、

私どももこうした骨子案をとりまとめるに当た

りまして、様々ご意見を頂戴する時におきまし

ては、その時点の検討状況ということでご説明

を差し上げてまいりましたので、当然こうした

今の骨子案にあるような具体の表記まではない

ような資料を用いてご意見を頂戴してきた経過

がございます。そうした中でご意見等を頂戴い

たしまして、今回、骨子案において、より具体
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的なイメージを持っていただく形で、現時点で

のあくまでも想定ということで、ここの表記を

入れさせていただいたという経過がございます。

【浅田委員】であるとするならば、この点線の

あたりに、前ちょっと2階建てぐらいのみたい
な話もあったんですけれども、その建物を建て

るということは決定ではなく、あくまでそうい

うことも想定できるということですか。

中には、なんでこの真ん中にこういうのを建

てるんですかとか、もっと広場のあり方も含め

て、ホールがなくなったので使い方をこれから

検討すべきではないかというご意見もありまし

て、そのあたりがアドバイザーの中に入ってい

る方たちにとっても、お示しされている資料が

変わればどういうことかなと、数か月間の間に

何があったのかなという疑義があったというこ

とはお伝えをしたいと思います。

時間がないので質問させていただきますが、

江戸町公園のところも、ここもずっとこれまで

市と話し合って、市と話し合ってというのがあ

るんですが、都市公園の問題もあると思うんで

すけれども、ここも市の管轄であれば、旧第三

別館からの境界線、第二別館の境界線、あのあ

たりすごく複雑ですよね。私は地元なのでいつ

も見ておりますが、その複雑な境界線のところ

をもっとクリアにするには、この公園自体を移

してはどうかという話もしたんですけれども、

その時も市と検討していくというようなお答え

でしたが、そのあたりはどうなんですか。

【苑田県庁舎跡地活用室長】江戸町公園につき

ましては、お話ございましたように長崎市の所

有でございます。隣接いたします第二別館跡地、

旧第三別館の敷地については県の持ち物でござ

いまして、現在は確かに旧第三別館と江戸町公

園の間にはフェンスなどもある状況でございま

す。

そうした中で、現在、長崎市の方と話を進め

させていただいておりますのは、まずはそうい

った中とはいえ、第二別館跡地は既に更地とな

り、一般の貸し付けなども開始しておりますし、

また、地域の皆様方と一緒に活用なども進めて

いるところでございます。

そうした中で、隣接する江戸町公園も含めて、

利用者の利便性を第一に、一体的に活用できる

方向で検討していこうということで、県・市で

相談しながら進めているところでございます。

まずはそういった形で、実態として、より使

いやすい形に、一体として活用できるようなと

ころを第一の念頭におきまして、県・市の方で

協議しながら進めておるところでございます。

長崎市の方からも、江戸町公園の一体的な活

用につきましては、今後も協議の場を引き続き

持たせてもらいたいといった要望なども頂戴し

ておりますので、引き続き、県・市で相談して

いきたいと考えております。

【浅田委員】もう随分長いこと県・市ではご協

議をいただいているかと思います。こちらに関

しましては、前、ホールができる時にも、私は

この江戸町公園のあり方をもうちょっと考えな

いと。先ほど地域の方とおっしゃいましたが、

地域の方からの声なんですね。やっぱりここが、

市です、県ですという区割りのところが非常に

やりづらくて、今後もやっぱり問題になるんで

はないかと。検討しますと言われて、もう数年

たっている流れの中で、どのように検討をし、

例えばここから都市公園というあり方を移して、

県の所有地にして、ほかのところを公園にする

とか、踏み込んだ検討をということも前々から

お伝えをしているんですが、そのあたりも見え

てこないと。
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例えば、この横の旧第三別館にいたしまして

も、これも何年も前からコストの面とかも含め

て検討するとおっしゃり続けて、もう数年たっ

ているわけですよね。検討、検討、検討という

のではなくて、検討して、今どうなのかという

ことをお伝えいただければとも思いますし、確

かに地域の方も前のように、何が何でも建物を

造りましょう、どうしましょうという感じでは、

いろんな石垣で出てきたり、歴史性のあるもの

が出てきたので、随分と変容しているかとは思

いますが、旧第三別館に関しては使いたいとい

う声は前々からありましたし、保存したいとい

う声もあり、ここのコストの話も随分前からあ

っているので、だったらコストの算定をいつや

るのか。結局、何年も同じことを言っているん

ですよ、ここはコストもかかるからと。そうい

ったことも含め、進んだ答弁を次回は期待をし

たいと思います。時間があんまりないので、次

の質問にいきたいと思いますが、そのあたりを

最後に一言答弁いただければと思います。

【苑田県庁舎跡地活用室長】江戸町公園につき

ましては、先ほど申し上げましたけれども、一

体で活用するに当たって、県が所有しているか

ら、市が所有しているからといったようなこと

がないように、県・市の方でそうした利用者の

方々の利便性というのを第一にということで検

討を進めているところでございまして、まさに

第二別館跡地につきましても、県の所有の土地

が実際に自由に活用できる状況になってまいり

ましたので、そうした環境の変化も捉えて、市

の方とも、より密な協議をさせていただいてい

るところでございまして、地域の活動などにも

市の方からも参加をいただきながら一緒に検討

を進めているところでございます。

旧第三別館につきましては、本年の2月から3

月にかけまして、サウンディング調査というこ

とで民間の皆様方の活用に関する提案などもお

聞きしながら検討を進めているところでござい

ます。そうした調査や検証などを行うのと併せ

て、このコスト面についても併せて検討を重ね

ていきたいと考えておりますので、順序だてて、

今後は、より詳細なコスト精査を実施しつつ、

最終的な方向性を整理してまいりたいと考えて

おります。

【浅田委員】ここは本当に大事な場所だと私も

思っています。これからの長崎をどう変えてい

くのか、すごく大きな問題だと思うんですね。

県が、市がというところを一体となってとおっ

しゃいますが、やっぱり住民の方が心配してい

るのは、この地域のまちづくりの道路問題とか

を聞いても、そこは市ですから、県ですからと

いう言葉が非常に多いんです。そうやって区分

けをされているというイメージがこれまで強か

ったというところも否めないと思いますので、

具体的な市との協議というあり方を、次には、

いま一度お示しいただければと思います。よろ

しくお願いします。

続いてもう一つ、UIターン促進についてのご
質問を挙げておりましたのでさせていただきま

すが、この定住促進の中において、前、定着率

をお調べいただいた時に88.1％が定着している
と。母数が556人であるというふうにお伺いを
していました。併せて、今回の資料の中でも、I
ターンの方たち、非常にこのコロナ禍において

も頑張っていらっしゃるなと、いろんな形でし

っかりと声を上げてくださっているなと、私は

逆に、減りはしてでも、このコロナ禍の中で他

地域との激しい競争の中でやられているなとい

うところは一定評価をしているんですが、この

推移との、この定着率の母数とかが若干わから
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ないんですが、そこからまず教えていただけま

すか。

【浦地域づくり推進課長】移住者の地域への定

着についてのお尋ねですが、こちらについては

5年に一度の頻度で調査をさせていただいてお
りまして、今お話があった調査は、直近で平成

28年11月に実施した調査でございます。調査内
容は、平成23年度から27年度までの5年間の間
に本県に移住してきた方のうち、調査時点で県

内に在住している者について調査を行っており

まして、確認可能な移住者556人のうちに、県
内在住者が490人ということで、定着率は今お
話があった約88％ということで理解しており
ます。

【浅田委員】 ただ、去年はUIターン1,452人、
その前は1,479人と、ものすごい数いるじゃない
ですか、この10年を足すと何千人も。この何千
人のうちの556人しか現状がわからないという
ことですか。

【浦地域づくり推進課長】ただいまお答えしま

したとおり、5年に一度の頻度で調査を行って
おりまして、直近では平成28年11月に実施した
ということで、ここ数年はお話のあった調査と

いうのは行っていないのが実情でございます。

【浅田委員】 平成28年からの5年間の中でも、
概算5,000人ぐらいいて、5,000人ぐらいUIター
ンしたと言われていますが、そのうちわかって

いるのが556人という形なんですね、調査のと
いう形になると。

いずれにしても、細かく見ていくと、例えば

長崎市、佐世保市がダントツ多く、その後、五

島市、上五島町などが頑張っていて、長崎の中

でも都市型の部分と離島の部分がすごく人気が

高いなと思うんですけれども、このあたりは職

業的にも、例えば年齢的にもどういった感じで

分析はなさっていますか。

【浦地域づくり推進課長】まず、職業的なとこ

ろでございますけれども、職業であるとか、年

齢については毎年調査を行っております。令和

元年度に移住した方を対象としたアンケート調

査の結果を申し上げますと、移住後の職業とし

て最も多かったのがサービス関係の事業、次に

多かったのが医療・福祉、あるいは官庁・団体

等というふうになっております。

また、Iターンで見ますと、農林水産業が多い
という実態も把握しております。

また、地域別でございますけれども、福岡か

らのUIターンが一番多いという状況でござい
ますけれども、福岡からのUターンについては
長崎県内の地域では、一番多いのが長崎、次に

多いのが対馬、次が佐世保という順に福岡県か

らのUターンが多い状況。一方で、Iターンも近
年増えておりまして、福岡からのIターンについ
ては一番多いのが対馬、次に五島、次に壱岐と

いうことで、福岡からのIターンにつきましては、
離島地域の方に多く移住されているというふう

に把握しております。

【浅田委員】もう時間がきましたので、質問は

やめますけれども、いろんな形でご苦労と工夫

もなさっていただいていると思うんですが、こ

れだけ人口が減っている、高齢化している長崎

ですので、いま一度ここに力を入れていただき

ますようお願いいたしまして、質問を終わりた

いと思います。

以上です。

【大場委員長】 ほかにありませんか。

【坂本(浩)委員】 3項目通告をしておりました
ので、質問させていただきます。

まず、今、浅田委員からあったUIターンの関
係、私は定住促進という項目で挙げております。
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これは県の総合戦略第2期の分に、県全体で移
住を推進して、地域への定住を支えていくため

の環境づくりということが書かれてありますの

で、いわゆるUターン、Iターンで移住されてき
た方々をいかに定着させていくかという観点で

質問させていただきます。

今、数字的なものはほとんどやりとりがあり

ました。ただ、1点気になったのが、確かに前
回の調査で定着率約88％、母数が少ないなとい
うのは私も聞いた時に感じました。

地域づくり推進課長の答弁の中で、定着した

方の職業の選択もありましたけれども、これは

昨年度のアンケートですよね。この時には、ア

ンケートの実施数が656組ということになって
いますから、単年度でこれくらいあるのに、5
年間の調査で五百何組というのは少ないなとい

う感じがちょっとしていますので、ぜひこうし

たアンケートについては、せっかく移住されて

きた方の定着をどうするかという話ですので、

後追いというのはプライバシーの問題かれこれ

あるのかもしれないんですけれども、ぜひ母数

を上げて、より詳細な分析等をしていただくよ

うにお願いいたします。

この2月議会に人口減少・雇用対策特別委員
会から出された意見書に対する処理状況のとこ

ろにも、「データに基づく効率的・効果的な情

報発信、移住相談、就職支援など新たなUIター
ン戦略を推進します」ということも書かれてお

りますので、ぜひそこら辺は大変と思いますが、

よろしくお願いします。

今回、UIターン者数の推移ということで、平
成18年度から令和2年度までの一覧表が出され
ていまして、いわゆるワンストップ窓口を通し

た移住者数ということでは、先ほど浅田委員か

らあったとおりなんですが、特徴的に長崎、佐

世保がこの1～2年、どんと伸びてきているとい
う状況があります。特に、長崎市については、

よく人口動態調査で、社会減が市町村で全国ト

ップとか、今回は3位ですかね。大体そこら辺
にあって、それが足を引っ張っているという表

現はおかしいかもしれませんが、長崎県全体の

社会減が全国でも悪い方から5位とか6位とい
う状況になっていますので、長崎市は特にこれ

を見ると、平成30年、令和元年が292とか、令
和2年が344というふうにぽんと伸びてきてお
りますので、そこら辺を先ほどありましたデー

タに基づく分析ということで言うと、どういう

ふうに分析されているのか、そこら辺をちょっ

と教えてください。

【浦地域づくり推進課長】移住者の実績につき

ましては、今お話があったとおり年々伸びてき

ております。特に、今、長崎市、佐世保市の話

がありましたけれども、令和元年に、例えば長

崎市であれば「ながさき移住ウエルカムプラザ」

を開設したり、あるいは同じく令和元年度に県

北全体の窓口となる「西九州させぼ移住サポー

トプラザ」を佐世保市が開設した。こういうそ

れぞれの市町の移住体制の充実が県全体の移住

の後押しになっていると考えております。

こうした中、これから新型コロナウイルス感

染症拡大の影響で地域間競争が非常に激化して

いくことが予測されております。そうした中に

ありましては、これまで同様のUIターンの推進
策では、やはりなかなか地域間競争に勝つこと

ができないということで、近年のデジタル化の

流れも踏まえまして、令和3年度予算の中で移
住施策全体のデジタル化というのに取り組むよ

うにしております。

その中では、AI技術等を活用した自動会話プ
ログラムでありますとか、あるいは移住希望者
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の基礎的なデータの収集と併せて、データに基

づく情報発信を効果的に行っていく仕組み、こ

ういったものを今年度の取組の重点として進め

ていきたいと考えております。

ちなみに、こういった施策を行うことで、こ

れまでなかなか難しかった、例えば24時間、365
日の対応ができるようになりますし、あるいは

近年、対人相談が苦手で、デジタルであれば気

軽に相談しやすいという方もおられますので、

そういった方への対応でありますとか、近年、

デジタル化の中で情報が非常に増えていく中で、

自分のニーズに合った情報だけほしいという方

も中にはいらっしゃいますので、そういった方

には少し相手のニーズに絞る形での情報発信が

有効ではないかと考えておりまして、デジタル

化の中ではそういう取組に努めていきたいと考

えております。

【坂本(浩)委員】 今言われたデジタルを活用し
たものは、多分LINEを活用したAI移住相談シ
ステムの構築等で、今年度3,000万円当初予算で
計上されておりますので、この辺をきちんと充

実していただくと、先ほど言いましたアンケー

ト調査といいますか、そこら辺も登録していた

だければわかると思いますので、ぜひそういっ

たものを組み合わせながらしていただきたいと

思います。

先ほどありました長崎市とか佐世保市とか、

職業は先ほどありましたようにサービス業だと

か、医療関係というふうにありましたけれども、

両方とも十数％程度ということですから、これ

がどんと突出しているような職業はないんだろ

うと思うんですよね。

年代的にはどういった、一言で言うと、中年

とか若年とか高齢者とか、そういう括りがいい

のかどうかわかりませんけれども、その辺はど

ういうふうに分析されていますか。

【浦地域づくり推進課長】 令和2年度の長崎県
全体に対する移住者の状況で申し上げますと、

40代以下の方が1,197名おりまして、全体に占
める割合としては82.4％となっております。
一方で、これは前年度、令和元年度でいきま

すと、同じ比率が79.3％ということでございま
したので、やはりコロナ禍を受けまして、若い

世代の移住の意欲というのが高まっていってい

ると数字上も確認できております。

また、今回、最も増えておりますのが、市町

別でいくと長崎市ですけれども、長崎市に移住

増の要因を伺ったところ、長崎市としても今回

増えた要因は、子育て世帯のUターンが特徴的
だというふうに捉えておりまして、例えば実家

の近くで子育てしたい等の理由でUターンされ
る方が多く見受けられるということですので、

私どもとしても、今後、アフターコロナに向け

て、こういう子育て世帯の、特に若い世代のUI
ターン、特にUターン等を増やしていくような
取組に力を入れていく必要があるものと考えて

おります。

【坂本(浩)委員】 今言われた40代以下が7割、8
割を占めているという中で、長崎市については

その中でも子育て世代が多いということです。

これは2年ぐらい前になるんですけれども、総
務省が人口動態調査というのをやりまして、多

分これは毎年やっているのかな、直近の数字は

持たないんですが、それによると長崎県の社会

減がワースト5位、長崎市がワースト1位という
ふうに当時なっていたわけですね。

これは全国的に人口減少、社会減が続いて、

東京一極集中というのが進んでいるんですけれ

ども、その一方で、全自治体の1割の176、約180
ぐらいの市区町村で3年連続増えているという
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ことも言われています。その原因というか、因

果関係ははっきりわからないんですけれども、

そういう自治体が医療費の無償化だとか、ある

いは待機児童対策とか、そういった子育て支援

にかなり自治体として力を入れているというこ

とも同時に報告をされておりましたので、県も、

ぜひ各市町と連携をとっていただいて、この数

字をさらに伸ばしていただきたいということを

要望として申し上げさせていただきます。

次に、2点目が県庁舎の跡地活用についてで
す。これも浅田委員からありました。やっとこ

さ機能や配置、具体的なものが出されているん

ですけれども、様々な意見もあって、県もそれ

をどうとりまとめていくかというご苦労がある

んじゃないかと思います。

「新たな価値を創造する」と、この骨子案に

書かれていますけれども、この新たな価値は何

かなと思って見たら3つあって、先ほど室長か
ら説明があったとおりで、新しい価値じゃない

かなというふうには率直に思いました。ただ、

この価値をどうつくり上げていくかというのは

非常に重要だと思いますので、そのための仕掛

けづくりが必要じゃないかと思います。

それで、この骨子案の整備運営方法というの

が13ページにありますけれども、これがいわゆ
るそういう仕掛けづくりの一つなのかなという

感じもしているんですけれども、12ページにソ
フト面でありますよね、「エリア全体の人の流

れや日常の賑わいづくりを意識した仕掛けづく

り」と。この仕掛けづくりというのがこの整備

運営方法なのかなとちょっと思いましたが、そ

の辺はどう認識されていますか。

【苑田県庁舎跡地活用室長】お話ございました

ように、整備した後の運営と申しますか、この

辺の仕掛けづくりをどうしていくかといったと

ころが、賑わいや交流を生み出していくうえで

は大変重要だと考えております。その仕組みと

して、この13ページの整備・運営手法の中にあ
りますように、全体的な考え方を一貫して持ち

つつ、そうした中で関係者間をつないでプロジ

ェクトなどを具体化させていく、こうした仕組

みですとか、人材の確保といったところが、先

ほどありましたこのエリア全体の人の流れや日

常の賑わいづくり、こういったところの仕掛け

をつくっていく面でも大変重要だと考えている

ところでございます。

そうした意味で、このあたりは民間のノウハ

ウというのが非常に重要になってくると考えて

おりまして、他県でのこうした成功事例も幾つ

か視察などもさせていただいている状況でござ

いますので、こうした体制、仕組みづくりにつ

いても併せて留意いたしまして、整備後の効果

的な運営というのを心がけていきたいと考えて

いるところでございます。

【坂本(浩)委員】 整備・運営手法と13ページに
書いているんですけれども、これはイメージか

なと。イメージ例というふうに書いているんで

すが、これは誰がするんですか。例えば官民連

携だとか、あるいは純粋に民間主体のところに

委託をするのか。例えば共同企業体みたいなも

のをつくってするのか。あるいは県がつくって、

指定管理ということでどこかにするのか。その

辺が全くわからないものですから、これは誰が

主体になってするのか教えてください。

【苑田県庁舎跡地活用室長】このあたりの具体

のところは、今年度、先ほどの補足説明資料の

一部にもございましたけれども、具体化支援業

務ということで、業務委託を行いながら、企業

等へのヒアリングも実施しつつ、一番効果的な

やり方というのを整理していければと考えてい
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るところでございまして、イメージとしては、

お話ございましたように民間が中心となって、

運営事業者となって、そうした方々がここに書

いておりますような関係者を束ねるような形で

運営をやっていくようなパターンもあれば、先

ほどありましたように複数の民間事業者とかが

運営主体になって、関係者と一緒に取り組んで

いく形ですとか、様々他県でも事例というのは

あるようでございます。

今後、そうした実際の企業等へのヒアリング

等を行いながら、この地に一番ふさわしいやり

方というのを具体化する中で検討していければ

と考えているところでございます。

【坂本(浩)委員】 先ほど県と市の連携というの
は必要だという指摘がありましたけれども、そ

の場合の長崎県と長崎市の関わり方というか、

その辺はどういうふうに考えればいいんですか。

【苑田県庁舎跡地活用室長】他県の事例の中で

も、民間が中心となりつつ運営の協議体のよう

なものをつくりまして、その中に行政や地元の

市町が参画するような形で、いわゆる運営協議

会みたいな形で実際の運営を回していくような

仕組みを取り入れているような状況もございま

す。

私どもも、当然、県・市含めて、そうした賑

わいづくりを含めた今後の運営にはしっかり参

画をしていきたいと考えておりまして、そうし

た参画の仕方を含めた仕組みづくりについて、

企業ヒアリングなども行いながら、一番効果的

なやり方というのを今年度整理していければと

考えております。

【坂本(浩)委員】 これは基本構想の骨子ですか
ら、今からまたさらに具体化されると思います

ので、ぜひ整備・運営手法の主体となるあり方、

それから、それに対しての長崎県、長崎市はも

ちろんでありますけれども、あとサポーターズ

ミーティングですか、それと先ほどありました

アドバイザーの皆さんとか、そういった方々も

含めてきちんと包含できるようなことをぜひお

願いしたいと思いますし、また、今後、具体化

されると思いますので、また後で議論させてい

ただきたいと思います。

それから、旧第三別館です。旧第三別館につ

いては、利活用ニーズ、それから耐震改修のた

めのコスト面、最終的に方向性を整理するとい

うことで、これは基本構想のとりまとめと同時

に、最終的な方向性はそこで収れんして整理す

るという理解でいいんですか。

【苑田県庁舎跡地活用室長】旧第三別館につき

ましては、先ほどご説明させていただいた中に

ありましたとおり、利活用ニーズというのを一

定把握しているところもございますけれども、

一方で耐震性がないというコスト面の課題など

もございますので、そうした両面から精査をし

ていく必要があると考えておりまして、今後、

さらにコスト面等もより精査を行いまして、基

本構想検討の中で最終的な方向性というのを整

理していければと考えているところでございま

す。

【坂本(浩)委員】 わかりました。私は、この旧
第三別館はきちんと残すべき価値があると思い

ますし、それから、サウンディング以外の様々

な市民・県民の皆さんの声も取り入れていただ

きたいと思います。サウンディングではある程

度いろいろ出されておりますけれども、これが

県警本部の跡地の部分とかなり似通ったところ

もあるんじゃないかと思いますので、そういう

整理を含めて、ぜひ市民・県民の皆さんの利活

用の声も今後聞いていただきたいと思います。

それから、最後ですけれども、会計年度任用
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職員についてです。これは県の職員の部分につ

いては総務部になるんですが、市町の部分につ

いては市町村課ということになりますのでお尋

ねいたします。

これは昨年度から会計年度任用職員を導入さ

れまして、昨年の期末手当も含めて労働環境の

改善ということで制度が始まりました。昨年の

12月に「会計年度任用職員制度の適正な運用等
について」という通知が総務省から各都道府県

あてに出されております。それに基づいて、各

都道府県内の各市町村も状況についてきちんと

把握をということになっていますけれども、そ

の辺については、この制度の適正な運用につい

て県として把握されているのかどうか、その辺

いかがですか。

【大塚市町村課長】県内市町における会計年度

任用職員のことについてのお尋ねでございます

けれども、制度の導入による給与等の労働条件

の改善の状況につきましては、現時点では、令

和2年度における会計年度任用職員に支給され
た給与額のデータがないため把握できておりま

せんけれども、令和2年度の地方財政状況調査、
いわゆる決算統計の速報値が本年9月末頃に公
表される予定となっておりますので、この調査

結果を分析して状況を把握してまいりたいと考

えているところでございます。

【坂本(浩)委員】 1番の給与の適正化について
は今答弁があったとおりなんですけれども、そ

れ以外に、いわゆる任用のあり方、大体1年毎
に更新ということになりますので、そういった

問題を含めて、この総務省の通知では、「おお

むね制度の趣旨に沿った運用が図られていまし

たが、まだ対応が十分でない団体もありました」

という指摘もありますので、ぜひ給与面、それ

から先ほど申し上げました募集や任用の実施に

当たっても、この制度ができた趣旨をしっかり

と踏まえていただいて、県としての把握、それ

からきちんとできていない市町についてはそれ

なりの指導ということをやっていただきたいと

思いますけれども、いかがですか。

【大場委員長】時間がまいりましたので、答弁

で終わりとさせていただきます。

【大塚市町村課長】これから、市町とのヒアリ

ングの場もございますので、状況を把握させて

いただいたうえで必要な助言を適切に行ってま

いりたいと考えております。

【大場委員長】室内換気のため、しばらく休憩

いたします。

午後2時45分より再開いたします。

― 午後 ２時３５分 休憩 ―

― 午後 ２時４５分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

ほかに質問はありませんか。

【石本委員】脱炭素社会の実現に関連する事項

として質問したいと思います。

国は、2030年度までに温室効果ガスを2013
年度比で46％削減するということを目標にし
ていまして、第6次エネルギー基本計画では
2050年までに脱炭素社会の実現を目指すとい
うことを打ち出しております。

これを受けまして、県としましては、第2次
長崎県地域温暖化対策実行計画を踏まえて、県

も脱炭素、資源循環型への社会づくりを推進す

るとしておりますけれども、今後、県としては、

地域振興及び過疎地域振興の立場から、脱炭素

化について具体的にどのように進めようとして

いるのか、考えを伺いたいと思います。

【浦地域づくり推進課長】脱炭素社会の実現と

いうことで、基本的な考え方としては、今後、
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地球環境も含めまして、いかに持続可能な社会

をつくっていくかというところがポイントだと

いうふうに考えております。

そうした中で、先ほど下条委員からのご質問

でもありました、今回、新しい過疎対策法が施

行されていまして、名称も持続・発展というこ

とで、いかに持続可能な地域社会をつくるかと

いう観点で、そういった意味から主なポイント

としては3つ挙げられております。
一つは、持続可能な地域をつくるうえで、人

材の育成確保を図っていこうという人材面の取

組を強化すること。もう一つは、人口減少が進

む中で、やはりデジタル化、DXといった最新技
術を活用して地域社会を維持・活性化していく

というのが一つ。最後、3点目としまして、ま
さに今ご質問がありました再生可能エネルギー

の利用の推進ということで捉えております。

加えまして、次代を担っていく子どもたちを

しっかり地域に根ざしていただくということで

子育て環境の確保ということも新しい過疎法の

中では一つポイントとして挙げられていますの

で、こういった様々な観点から過疎地域、ある

いは県下全体の地域振興について、脱炭素社会

の実現に向けて関連する施策の強化推進という

のは非常に重要になってくるものというふうに

考えております。

【石本委員】なぜこういった質問をするかとい

うと、もう一点、火力発電所の問題で、県下に

は松浦市、それから西海市に2つの火力発電所
がありますけれども、西海市につきましては先

に電源開発等の新たな取組として発表がされて

おりますけれども、松浦については370万キロ
という日本でも大規模な火電になっております

が、これについては松浦市の経済に対するメリ

ットといいますか、効果、それから雇用対策、

地域振興も含めてかなり重要な要素になってお

ります。

また、これにつきましては、県の方もご承知

のとおり、電源等交付金で毎年数億円の財源確

保ができているということもありまして、これ

が完全になくなるということになれば、大きな

影響を受けるという状況であります。

そうは言っても、こういった国の方針、県の

方針もありますので、ゼロにすることはかなり

というか、厳しい面がありまして、火電につい

ても脱炭素化を目指すことはやぶさかではない

けれども、いわゆる今の施設を活かした脱炭素

化というか、再生可能エネルギーの確保という

か、そういった太陽光発電、風力発電も出てき

ていますけれども、バランスあるエネルギーの

確保というのも一方で重要であると考えていま

す。そういったことから、いわゆる火力発電所

を有する自治体に対する今後の県としての対応

というか、対策というか、そういったものをど

のように考えているかお伺いします。

【浦地域づくり推進課長】火力発電所の所在地

域のご質問でございますけれども、松浦地域に

ついての考え方を述べさせていただきますが、

言うまでもなく、松浦市は、かつて産業の中心

というのは農業、水産業及び工業ということで

ありましたけれども、平成47年に炭坑が閉山さ
れた後は、地域経済が低迷する中で、火力発電

所の誘致など、まさにエネルギーのまちとして

発展したという歴史を有しておりまして、今話

がありましたように電力の安定供給という観点

で重要な役割を担ってきたものと考えておりま

す。

こういった地域の今後の地域振興という観点

でございますけれども、特に松浦地域につきま

しては、伊万里湾はじめ地域に多くの優れた資
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源を有しておりますので、まずはこういった優

れた資源を積極的に活用するということが必要

だろうと考えております。

参考までに松浦市の総合戦略においても、仕

事創出の面でも、まずは他地域に誇る魅力的な

産業があるので、こういった産業を育てて就業

機会の創出につなげることというのが柱の一つ

に掲げられておりますので、地域が有する資源

を積極的に活用するという観点が非常に重要で

あると思っています。

具体的には、これも言うまでもないことなん

ですけれども、松浦市は日本有数の水揚げを誇

る松浦魚市場を核とした加工・物流の拠点化も

進んでおりますし、あるいは日本有数の生産量

を誇る縫製企業でありますとか、高い技術力を

持った自動車産業、自動車企業も立地しており

ますし、あるいは産業ロボット関連企業など、

優れた技術を有した企業も多数立地しておりま

す。

また、加えまして体験型観光については、も

うご承知のように全国的にも先進地となってお

りまして、交流人口の拡大にも大きく貢献して

きておりますので、こうした様々な魅力ある資

源をしっかり活用しながら、地域の振興を図っ

ていくということがますます大事になってくる

ものと考えております。

【石本委員】陳情でも松浦からの要望事項で火

力発電所の存続についても上がってきているわ

けですけれども、やはりこれだけ市の経済に対

する影響も大きい火力発電所でありますので、

西海市で出ておりますように、県としても新た

なリプレース、または高効率化に向けた対応も

併せて強力に進めていただきたいと思いますが、

そこら辺について現段階での考えはどうですか。

【浦地域づくり推進課長】火力発電所の安定電

源としての効果というのは今申し上げたとおり

でございますけれども、万が一、地域における

こうした火力発電所が休・廃止の対象に仮にな

ったとすれば、雇用の場の消失でありますとか、

消費等の低迷により地域経済に及ぼす影響は計

り知れず、さらに再生可能エネルギーの重要な

調整電源の存在も失うということで認識してお

ります。

今後、脱炭素社会に対応した形で、こうした

火力発電所を存続していくということは、電力

需給の調整力の観点からも一定必要だと考えて

おりますので、関係部局とも思いを一つにしな

がら、継続的に操業できるよう、発電施設の高

効率化等への支援などにつきまして、国におい

て要望活動をしていくことが重要だと考えてお

ります。

【石本委員】 国の方も、2030年度計画に向け
ては、火力発電所については、当初、比率を全

体の40％ということで目標を変えていますの
で、ここら辺も含めて、今言ったような国に対

する要望活動、それから九電と電源開発といっ

たところへの要望なり、今後の対応、取組につ

いてもしっかりと自治体と一緒になって、ぜひ

とも強力に交渉をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。

以上です。

【大場委員長】 ほかにありませんか。

【山本(啓)委員】 離島振興について通告してお
りましたので質問をしたいと思います。

先ほど部長からの議案外説明においても、離

島振興法の延長ということで、延長・改正に向

けて取組をしていくということで、計画につい

てお話がありました。昭和28年から10年毎に進
めていく中で、様々なテーマを持って、その時

代に即した内容に変化させていくと。近年にお
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いては、やはり人口減少対策という部分に重き

が置かれるんだけれども、離島における生活基

盤やインフラの整備というものが果たされてき

ても、なかなか人口減少に歯止めがかからない

状況があると。しかしながら、ソフトの部分な

どのアイデア等を出しながらやっていく中で、

国境離島新法が平成29年に施行されてからは、
少し県内においても人口の部分で目に見える変

化が生まれてきているとは承知しています。

しかしながら、平成27年にあった国勢調査か
ら5年後の令和2年で、その結果を見れば、離島
に限らずではあるんですけれども、本土は120
万人、離島は10万人と。大体5万人と1万人の減
というところがある。そういうのを見ると、な

かなか難しいところがあるなと。

今回、離島振興法の延長・改正を目指すとこ

ろにあって、その取組の中でこの国境離島新法

という新たな法律もまみえながら、どういった

方向性、そういった法に基づいて現在の成果も

踏まえて、まず見解としてどういったものをお

持ちなのか、そのあたりを答弁いただけますか。

【徳永地域づくり推進課企画監】離島地域の人

口減少対策についての見解でございますが、離

島振興は県政の最重要課題の一つであり、島の

人口減少に歯止めをかけることを目的に、総合

計画におきましても政策横断プロジェクトに掲

げるなど、離島地域の産業、交通基盤や生活基

盤の整備を図るとともに、基幹産業であります

農林水産業の振興や交流人口の拡大による観光

産業の振興など、各種施策に積極的に取り組ん

でまいったところでございます。

一方、委員のご説明にもありましたが、離島

地域の人口については先に国勢調査の速報値が

公表されたところでありますが、5年前と比べ
て約1万人、率にして8.9％の減少となっており

まして、人口減少に歯止めがかかっているとは

言い難い状況でございます。

そのような中ではありますが、人口の社会増

減の状況に着目しますと、令和2年は国境離島
の5市町、計で543人の減でありまして、5年前
となります平成27年は約1,000人の減少であり
ましたので、約5割の改善が図られているとこ
ろであり、こちらは平成29年度に施行された有
人国境離島法に基づく、例えば雇用機会拡充事

業により4年間で約1,000人を超える雇用の場
が創出されたほか、県外からの移住者について

は過去5年間で約5倍の実績となったことなど、
現在のところ有人国境離島法関連施策の成果が

着実に現れてきているものと考えております。

【山本(啓)委員】 長年にわたって、なかなか解
決ができなかった人口減少という課題において、

社会減について5割の改善が果たされた。これ
はとんでもないことかなとは思います。そうい

った新たな国の法律によって、強力に物事の改

善を進めていこうとしている、その地元との連

携もありながら、国のリーダーシップでやって

いるところにこんな変化があるんだけれども、

ただ、最近、このコロナウイルスの感染拡大で、

我々島に暮らしている人間として一番つらいの

が、島にぜひ来てみてくださいと、一度食べて

みてください、一度飲んでみてください、一度

暮らしてみてくださいとか、「来てみてくださ

い」というフレーズが今使えないんですね。こ

れがコロナウイルスの影響で一番大きいのかな

と。

島にとってマイナスの話であるけれども、逆

に少しプラスの話でいけば、島にいながら都市

部の仕事ができますよと、リモートとかですね。

だから、ちょっとネガティブなこととポジティ

ブなことと2つある状況で、今、コロナの感染
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拡大についての影響を分析しているんですけれ

ども、このマイナスの部分は当然人が動かない

というところであるんですけれども、プラスの

部分、ちょっとそういったポジティブな事柄を

我々は積極的に捉えて施策の中に落とし込んで

いただきたい。そして、これまで順調だった部

分が失われつつあるんであれば、そこを補うよ

うな形で変化していただきたいと。

要は、暮らしの変化や世界の情勢とか、そう

いったものも国の人の流れとかを捉えて、現状

変更しながら、新たな離島振興法の改正も、ま

た国境離島新法の中身も変えていくと。

さっき予算の審査の時にありましたね。人が

動くことを前提とした大規模な予算が使えなく

なるのであれば、そこを柔軟に変えていこうと、

それを国に申し出ていこうと。そういった発想

がやっぱり必要なんだと思うんですけれども、

そのプラスの部分をどういうふうに今捉えて取

り組もうとされているのか、答弁を求めたいと

思います。

【徳永地域づくり推進課企画監】新型コロナウ

イルス感染症でマイナスの影響は委員おっしゃ

ったとおりでございますが、一方としまして人

との接触や移動が制限される中、テレワークや

オンライン教育などが急速に普及したことで、

国民の意識や行動に変化が生まれまして、多様

で柔軟な働き方の導入や自然豊かな環境での暮

らしを前向きに検討する機運というのが高まっ

てきていると考えております。

そうしたことから、リモートワークの受入れ

を促進するため、一元的な相談窓口の設置や効

果的な情報発信、市町の受入れ体制整備の支援

を行うとともに、新たな離島振興法に関する意

見書におきましても、離島の特性を活かした新

たな日常や地方創生の先進モデルの展開など、

次の時代に合った離島振興策の展開が図られる

よう施策の充実強化というところを求めてまい

りたいと考えております。

【山本(啓)委員】 新たなそういった取組を、現
状を島の中の振興に活かしていくということで、

予算の措置と施策を一体化して、島の方々と連

携してという流れは理解します。

ただ、この議論をすると、いつもその中にあ

るのが既存の、もともと島に暮らして1次産業
や基幹産業を営みながら必死に島の産業の振興

を担ってこられた方々、そして、そういったこ

とを次世代に継承しながら、担い手を育成しな

がら、その後の跡継ぎもしっかりとやっている。

そういう1次産業の方々が、やはりなかなかこ
の新たな取組においても難しい部分があります。

1次産業、例えば農業の方々であれば、壱岐
であれば畜産業とか、非常にそこに関わってい

る方々が収益を上げる目標がある部分があるん

ですけれども、漁業においては非常に厳しい状

況にあると。先般の県の水産基本計画において

も、収益の部分は150万円から180万円という位
置づけだったと私は見ていたんですけれども、

通常であれば、稼ぎ頭がその収益というのは、

ビジネスとしてどうなんだというところもある

し、それは産業としてどうなんだと。やはりそ

の所得を上げていくというところは、そもそも

この県政の命題でもあったと思うんです。だか

ら、やはり基幹産業のそういったところをしっ

かりと、新しいものも取り入れながら、しかし

ながらこれまで行ってこられた1次産業、基幹
産業の方々もしっかりと支援していく。やはり

農業や漁業というのは、子や孫へ今取り組んで

いる方が引き継いでいくというのが一番スムー

ズですよね、そこに土地も船もあるわけですか

ら。それをやろうとされる方をしっかりと支援
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していくという観点も必要であろうかと思いま

す。

国境離島新法の中には、雇用拡充事業という

のがあります。これはしっかりと1次産業が使
えるように、もしくは先般、前議会でしたか、

やりとりした時のように、なかなかその一歩を

踏み出せない、体力の部分がない。やりたいん

だけれども、今時点が厳しい状況にある。そう

いう人たちにもやはり支援を、そしてその人た

ちが活用できやすい状況を、入り口をつくって

あげる必要があるかと思うんですけれども、長

く話しすぎましたけれども、すみませんが、一

つひとつご答弁いただけますか。

【徳永地域づくり推進課企画監】離島地域の基

幹産業であります1次産業の担い手対策につい
ては、農林部、水産部の方で担い手対策の方を

やられていると承知しております。

また、国境離島で言いますと、雇用機会拡充

事業がありまして、こちらにつきましては市町

や振興局と連携いたしまして、業界団体を通じ

ました周知徹底、あるいは島内の説明会などで

積極的に制度の周知に努めてきたところであり

ます。皆様のご利用というところは一定進んだ

ものと理解しておりますが、最近の傾向を見て

みますと、島内で規模の大きい事業者である本

事業の活用が一定進んだと。

あと、人手不足も生じまして、雇用の確保が

困難になってきていると。既に制度を利用され

た事業者の再度の活用、島外企業の島での新た

な事業展開というところを促していくような取

組の方に力を注いでいるところであります。

また、意欲があるものの、現状で精いっぱい

という方についても、この制度を活用するレベ

ルまで引き上げていく必要があるものと考えて

おります。

そのため、令和3年度におきましては、島外
からの人材確保を強化することに加えて、市町

が行う雇用機会拡充の活用事業者の掘り起こし

や先進的な取組の後押しをすることとしており

ます。こちらについては、やはり市町毎のきめ

細かい対応が必要と考えておりまして、現在、

市町の方で計画をしているところは、例えば事

業構想段階でのアドバイザーの派遣、専門家に

よるセミナーの開催、あるいは島内事業者の掘

り起こしなどを、活用意向の確認とか、課題の

調査を外部に委託して実施するとか、あるいは

現地調査、島外企業の離島での現地調査、モニ

ターツアーを支援するというようなものが計画

されておりまして、そういった取組の結果を関

係市町と情報共有を行い、さらなる優良事例の

横展開などを丁寧に行ってまいりたいと考えて

おります。

【山本(啓)委員】 雇用拡充事業の展開について
は十分理解いたしました。

ただ、私が前半、時間を割いて話した1次産
業の部分は、農林、水産の担当部の方ですると

いうことでばっさり切られたんですよね。

午前中、陳情審査でも交通政策課長とやりと

りしましたが、内航海運の許可は国であるから、

補助対象でもないので我々は把握してないとい

う話がありました。しかしながら、そこは長崎

県内に暮らしているわけですから。そして、離

島や半島という地域に暮らしている。その産業

がしっかりと振興することは、まさしく皆様方

と我々が共有する人口減少対策の一つじゃない

ですかというやりとりをしました。人口減少対

策では、恐らく県庁内は横断的につながってい

る、共有しているんだと思うんですよ。今日で

も一つひとつの担当はということでは、すぐ縦

割りなんですよね。
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農家の方だって雇用拡充事業は使われるでし

ょうし、漁業の方だって、今、魚がなかなか流

通しない状況にあったり、資源が枯渇している

状況であれば雇用拡充事業は使われるんですよ。

もう少し島に暮らしている方々の暮らしをど

うするかとか、収益をどう上げるかとか、そう

いった部分に特化してみたならば、私はここの

地域づくり推進課も地域振興部も、そういった

職種の方々の情報をとるべきだと思いますけれ

ども、いかがですか。

【村山地域振興部政策監】今後の社会増の達成

に向けては、今まで平成29年からこの法律に基
づいて各種の施策を展開してまいりまして、社

会増については一定成果が出てきているところ

でございますけれども、今後5年間、これがマ
イナス500人というラインまできていますが、
これを社会増減ゼロにしていくという高い目標

でございます。これまでの取組を単に継続する

だけでは、この目標の達成については非常に難

しいと思ってございます。今後、ますますこの

目標達成が難しくなる中では、やっぱり島毎の

成長分野がどういったものなのかというのをし

っかり我々は見極める必要があると思ってござ

います。

そのために、委員ご指摘のとおり、離島はや

はり1次産業が基幹産業でございますので、例
えば農業の分野で法人化であったり、あとは加

工分野の取組であったり、農業の規模を拡大す

る取組であったり、そういった分野もしっかり

我々はその島毎の戦略的な取組として捉える必

要があると思ってございます。

また、観光分野につきましても、これまで旅

行商品の造成であったり、おもてなしについて

の取組をやっておりますけれども、もう一歩進

めて、観光まちづくりの分野についてもしっか

り市町と連携をする必要があると思いますし、

午前中の今までの議論の中でも出てきています

とおり、成長産業になり得る再生エネルギーの

取組であったり、IT人材の育成というものもし
っかり離島の中で育成することで、委員ご指摘

のとおり、島にいながらにして、島外の需要を

取り込むということも可能になってこようかと

いうふうに思ってございます。

こういったところで、しっかり島の強みを

我々活かして、今後の取組につなげる必要があ

ると思ってございますので、これは我々地域振

興部だけではなくて、農林部、水産部も含めて、

あるいは産業労働部を含めて、しっかりそれぞ

れの所管所管、つかさつかさに我々がアプロー

チすることによって、島の振興をしっかり図っ

てまいりたいと思ってございます。

【山本(啓)委員】 十分な答弁をいただいたとい
うふうに理解をしたいと思います。

そのうえで最後に少し申し上げたいのが、例

えば島の中の小さなまちが元気な地区というの

は、往々にして、あるものを利用するんですね。

そこに今まであったもの、新しく何かつくるん

じゃなくて、あるものをみんなで活用するんで

すよね。何かを購入するとか、何かをつくると

か、人を連れてくる、持ってくる、配置すると

いうのは今非常に難しくて、先ほども雇用拡充

で人が足りていないという話もあったと思いま

す。そのとおりです。ただ、その小さな元気な

まちに限れば、いつもあるものを活用すると、

そこに存在していたものを活用して、存在する

人たちに協力していただくと、そういうところ

は大体うまくいっています。

だから、そういった土地もあれば、田畑もあ

れば、船もあれば、海もあればと、そういった

資産があって、それを活用していくと。ただ、
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それは県レベルの高さから見るのは難しいです。

振興局に配置していただいた担当の方とか、非

常に県は積極的に離島に対するものを取り組ん

でいただいていることは理解します。しかしな

がら、県が常にそういった細かいところまでは

無理です。だからこそ、市町の担当課とより密

接な関係性をつくって、同じ目的意識を持って

いくと。目的意識の高いところは一緒だと思う

んです、人口減少と。しかし、もっと手前に本

当はおかないと、今回の法律の改正案も新しい

国境離島法の持続性の部分もなかなか果たせな

い。そういったしっかりとした人と人のつなが

りを、いま一度、官だけじゃなくて民も入れて

取り組んでいただきたいということを申し上げ

て、答弁いただけるなら再度いただきたいと思

うんですけれども。

【大場委員長】時間がきておりますので、答弁

で終わりといたします。

【村山地域振興部政策監】委員ご指摘のとおり、

有人国境離島法の施行によりまして、県と地元

の振興局、あるいは市町村がしっかりこの人口

減少に歯止めをかけるという目的に沿って目的

意識が生まれたものと思ってございます。それ

ぞれの立場でこの人口減少をしっかり捉えて、

どういった取組が現場でなされているのかとい

うのをしっかり見ながら、今後の社会増に向け

て、それぞれの取組を引き上げていくようなし

っかりした考え方を持って取組を進めてまいり

たいと思います。

【大場委員長】 ほかにありませんか。

【宮島委員】 通告いたしておりましたJR佐世
保線につきましては、陳情審査の方で質問させ

ていただきましたので割愛をさせていただき、

その他の項で追加で通告をいたしておりますの

で、1点お聞きしたいと思います。

いただきました資料の政策等決定過程の提出

資料の中で。

【大場委員長】宮島委員、ちょっと待ってくだ

さい。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時１７分 休憩 ―

― 午後 ３時１７分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

【宮島委員】 そうしましたら、JR佐世保線に
つきまして、少しお尋ねをいたしたいと思いま

す。

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時１８分 休憩 ―

― 午後 ３時２１分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

【宮島委員】委員長、ご配慮いただきましてあ

りがとうございます。

JR佐世保線につきましては、午前中も質問さ
せていただきましたが、佐世保駅の交通系のIC
カードの導入につきまして前向きなご答弁をい

ただきましたことに改めて感謝申し上げたいと

思います。

ただ、アフターコロナを見据えて、来年度の

いわゆる新幹線の開業、そして、佐世保線の高

速化、こうしたものが実現をされるということ

になれば、その際に、やはり都市部の方から多

く長崎県に乗客を誘致したいという思いがそこ

に存在をすると思いますので、でき得れば一日

も早く、この導入につきまして実現をさせてい

ただきたいと思いますが、改めて課長のお考え

をお聞きしたいと思います。

【小川交通政策課長】 ICカードの一日も早い
供用開始ができるようにと、利用ができるよう
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にということの質問でございますが、まずは、

午前中も答弁いたしましたように、投資的環境

がJR九州自体に整うということでいけば、今の
コロナ禍からの利用客の増と、それによる業績

の回復というのがまず1点ございます。それと
併せまして、県内でバス事業者、鉄軌道事業者

等々に既にICカードの導入が進んでおります
が、基本的には国の補助に県もしくは関係市町

の支援も入れてその導入を図ってきているとい

う経緯もございます。そういうもの等考えれば、

今後、JR九州の業績の回復、投資環境の整備と
いうのに併せまして、国の補助金の活用とか、

それに併せまして県、関係市町の協議というの

が当然必要となってまいりますので、できれば

新幹線開業までにと言いたいところでございま

すが、現時点の状況としては、新幹線開業まで

に供用開始ができるような導入というのは非常

に難しいと考えております。

今後、一日も早いICカード事業への着手とい
うことを目指しまして、JR九州、もしくは関係
市町の方と情報共有、意見交換を進めながら、

着実に進めてまいりたいと思っております。

【宮島委員】状況については理解をいたします

けれども、反転攻勢、V字回復というものを考
えれば、そうした県内の鉄道網がしっかりと一

日も早く整備されることが重要かと思いますの

で、引き続き積極的にお取組をいただきたいと

いうふうに要望申し上げたいと思います。

それでは、その他の項として認めていただき

ました点につきまして、政策等決定過程の提出

資料の中の補助金内示の一覧、この1ページに
あります公共交通機関の環境整備等支援事業補

助金、いわゆるタクシー事業に対する補助金に

ついてお尋ねをいたしたいと思います。

ここに事業の概要にも書いてありますとおり

でありますが、コロナ禍に大変苦慮なさってお

られますタクシー事業者に対しまして利用者、

あるいは事業者、そうした皆様方が安心、快適

に運行をしていただこうと、そのような趣旨で

この補助金がつくられたと承知をいたしており

ます。

この利用につきまして、タクシー会社に積極

的に利用をしてもらいたいという思いもあった

わけでありますけれども、見ておりますと、そ

の件数についていかがなものか。

もう一つ申し上げれば、事業者的に言った時

に、あるいは地域的に見た時に、果たして偏り

がないものかどうか、そうしたことについて見

解を求めたいと思います。

【小川交通政策課長】内示を受けたタクシー事

業者を見ると、地域的に偏りがあるんじゃない

のかと、県下全域の事業者への周知というもの

についてのお尋ねだと思っております。

長崎県公共交通機関環境整備等支援事業につ

きましては、県の広報誌で広くお知らせすると

ともに、長崎県タクシー協会、長崎県個人タク

シー協会へ周知及び要望調査のとりまとめを依

頼しております。

その結果、県内のタクシー事業者20社から要
望をいただきまして、全ての事業者に対して、

今回、内示の通知を行ったところでございます。

内示を行った事業者を所在地別に見ますと、

長崎市14社、佐世保市3社、諫早市1社、島原市
1社、南島原市1社となっております。
また、補助事業の内容といたしましては、空

気清浄機やモニターの設置、低濃度オゾン発生

機や抗菌シート及びユニバーサルデザインタク

シーの購入費補助でございます。今後、二次募

集も予定してございますので、再度、タクシー

協会等を通じまして、実際に内示を行った事例
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等も紹介をしながら、県内の対象事業者へ幅広

く周知を図って、補助事業の活用を促してまい

りたいと考えております。

【宮島委員】今後、さらに募集をかけていきた

いという前向きなご答弁もいただきましたので、

事業の中身のお話もありましたので、しっかり

と周知徹底をさらに図っていただいて、事業者

が積極的に活用をいただくように、ぜひ誘導し

ていただきたいとお願いを申し上げたいと思い

ます。

そこで、こうした補助金制度というのは庁内

にたくさん存在をすると思いますし、私もその

制度の全てを把握しているわけではありません

けれども、この2年間、所管の委員会の中でこ
の補助金の内示等をずっと拝見いたしておりま

すと、やはりそこに地域的な偏在があるんじゃ

ないかなと。もう一つ率直に申し上げれば、県

北地域、佐世保地域の利用というのが非常に少

ないんじゃないかと感じておりました。

ある補助金の担当者とお話をした時に、そう

した状況を把握しているという認識があるとい

うことを認められたうえで、その理由といたし

まして「佐世保地域、県北地域の皆さん方は自

立性が非常に高いので、そうした補助金には頼

らないで頑張っておられるんでしょう」という

ようなお話がありました。一応前向きにお褒め

をいただいたと捉えておりましたけれども、一

方で何となく釈然としない部分もあります。要

は、こうしたところにも県の南高北低という状

況が見受けられるんではないかという気がいた

します。

そこで、部長にお尋ねをいたしたいと思いま

すけれども、これは釈迦に説法でありますけれ

ども、こういう補助金の制度というのは、制度

自体をつくるということが目的ではなくて、制

度をしっかりと県民の皆様方に利活用していた

だいて、そして事業所や、あるいは団体という

ものを活性化していただく、そして県勢を浮揚

していくという大きな目的があると考えるとこ

ろであります。

そうした意味からは、やはりこうした補助金

制度を皆さんがつくられる時に、一生懸命ご苦

労されてつくられて、そしてご苦労されて予算

を獲得してそうした事業をつくられると思うわ

けでありますが、やはり県内で多くの皆様方に

利用していただく、特に地域の偏りがなくて、

県内満遍なくそうしたものが利用されるという

ことが大きな望むべき方針ではないかと考えま

す。

そこで、部長にそうした補助金制度の今後の

利活用につきまして、普及につきまして、また

さらなる創意工夫というものが必要であるので

はないかと思うわけでありますけれども、ぜひ

佐世保ご出身の早稲田部長にお尋ねいたしたい

と思います。

【早稲田地域振興部長】県におきます様々な補

助制度については、それぞれの所管部局、また

は県全体の方で予算の発表、それから制度の周

知などの際に、各所管部局などにおいて、各市

町、それから関係団体などについて周知を行っ

ているところであります。

また、コロナ対策におきましては、県の方で

も工夫をしまして、県のホームページ等を通じ

てわかりやすく、県全体の制度として周知でき

るようにということで努めてきたところであり

ます。

今、委員がおっしゃいました地域の偏在性な

どについてもあるのではないかということであ

りまして、例えば地域振興部で所管しておりま

す離島航路の欠損補助ですとか、地方バス対策
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の補助制度につきましては、離島航路で例えば

佐世保～有川間、それからバス事業者が持って

おります欠損補助などについては非常に県北地

域においても手厚い補助額というものになって

いるところであります。

今後におきましては、また様々な補助制度と

いうものが出てまいりましたので、先ほど交通

政策課長から答弁申し上げましたけれども、事

例紹介なども含めて各団体、それから関係の市

町などを通じて、広く周知できるような方策な

ども、また、別途県と市町の様々な会議体があ

りますので、そういった場を通じて周知できる

ような形で広く周知に努めてまいりたいと考え

ております。

【宮島委員】ありがとうございます。補助金は

申請主義でありますので、そうした事業主体が

申請をしないとスタートをしないわけでありま

すけれども、やっぱり積極的にこうした補助金

制度を利用するような、そうした工夫をもっと

もっとしていただきたいと思いますし、今、部

長からは所管のお話がありましたけれども、地

域振興部の中では所管の補助金は少ないのかも

しれませんが、やはり地域振興という観点から

言えば、全ての部の補助金制度について、そう

したものを使ってもらうことが、ひいては地域

の振興につながっていくんだということを、あ

らゆる会議を通じて皆さん方に申し上げておい

ていただきたいと、これを要望申し上げまして

終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。

【田中委員】新幹線整備に関連して、数点確認

をしたいと思いますので、よろしく。

まず、一つは、長崎県が国に要望している要

望書の中の九州新幹線西九州ルートの整備促進

についての1の4です。「西九州ルートへの直通

運行も視野に入れたJR佐世保線の輸送改善に
向けた支援を行う」と。「直通運行に向けた」

という項目があるわけだけれども、どうも私は

イメージがわかないんだけれども、直通運行で

きるのかな、佐世保線が。

【峰松新幹線対策課長】政府施策要望で「直通

運行」という表現をさせていただいている件に

つきましてですが、新幹線整備に当たりまして

平成4年に基本的考え方を示させていただいて
いる中で、佐世保線につきましては、「将来、

長崎市～福岡市間にフル規格の新幹線が運行さ

れるようになったときは、佐世保市にもフル規

格新幹線鉄道網への直通運行が可能となるよう

その実現に努める」というふうに基本的考え方

で示させていただいておりますので、この件を

捉まえまして、直通運行を視野に入れた形で要

望をさせていただいているところでございます。

【田中委員】 30年前の話が出てきたような感
じもするんだけれどもね。直通運行というのは、

フリーゲージならともかく、今のフル規格でや

る時に、佐世保線から直通、入れるわけない。

そういう玉虫色的なやつをずうっと引きずって

いって、我々はそれに向かって頑張らなきゃい

かんと言ったって、それは無理な話でね。当時、

西岡総務会長がひげ論、ひげ論と言って、長崎

にまずつくって、あと佐世保にもやるからとい

う話があったけれども、無理なことをずっと引

きずっていくのはいかがなものかな。

【峰松新幹線対策課長】この件については、委

員おっしゃいますように、過去、平成4年の話
ということでございますけれども、まず、基本

的考え方の内容につきましては、先ほど申しま

した内容は、現在も佐世保市との間で基本的考

え方として両者認知しているものでございます

ので、その考えについて変更するというところ
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はなかなか難しいものでございますので、実際

長崎県として要望させていただく部分について

は、そういった直通運行も視野に入れたという

ところは要望させていただき、ただ、今ご検討

をしていただいております新鳥栖～武雄温泉間

について、整備方式を決定していただくという

ところがまずは先になって、そこを決定した後、

どういう形でこの直通運行というところについ

て検討されていくのかという話になりますので、

そういったところは一体的に要望させていただ

くという形になると思いますので、今回も要望

させていただいております。

【田中委員】期待だけ持たせて、全国の新幹線

網の整備において、武雄から佐世保までをプラ

スするというのは至難の業だと思うね。だから、

できもしないことをずっと40年引きずってい
かれても、我々は佐世保市から頼まれていろい

ろ県に話をするけれども、佐世保市からもずっ

とその項目で県には、西九州ルートへの直通運

行、直通運行という話になるんですよね。無理

なことは無理だという断りをした方がいいとい

うような気も私はするんだけれどもね。それは

それでおきます。

2番目に、西九州新幹線における在来線問題
というのは、いろいろ言われるけれども、どの

ようなものがあるのかね。在来線問題と並行在

来線問題は別だからね、並行在来線問題はね。

これは当時、肥前山口～諫早間が並行在来線だ

ったんだ。これは一件落着しているのよ。在来

線問題と並行在来線問題は、私は別と。

だから、佐賀駅を通る、通らんという話は、

これはむちゃな話で、もしそれが並行在来線と

すれば、佐世保線としては、もう大変なことに

なる。あそこを分離されたって、武雄から先分

離されたって話にならない。そういう玉虫色的

なものをずっと引きずっていっているというの

が、どうも私は納得できない。

だから、今、佐賀県が言っている在来線問題

というのは、並行在来線問題じゃないんでしょ

う。佐賀駅と関係の話なんでしょう。在来線問

題なんでしょう。どうなんですか。

【坂野地域振興部次長】新鳥栖～武雄温泉間が

フル規格で整備されることによる課題の一つと

いうことで、在来線というふうに言っておりま

すが、こちら、私どもとしては並行在来線の問

題というふうに認識をしておりまして、ただ、

並行在来線につきましては、並行在来線という

ものが法律上、法令上何らか定義があるもので

はないというふうになっておりまして、一般的

には整備新幹線の開業によって旅客需要が一定

程度新幹線に移転することが見込まれる区間と

いうものが並行在来線ということで政府の方か

ら国会での答弁などで言われているという問題

になっております。

ただ、こちらの並行在来線区間について、ど

の区間が該当するのかということについては、

今、明示されているものはございません。そう

いったところも含めまして、並行在来線として

経営分離されるという課題が新幹線整備にはつ

いているというところはございますけれども、

そういった定義のないものも含めて在来線とい

うような格好で、課題というような言い方をし

ているものと認識をしております。

【田中委員】 だから、ケース・バイ・ケースな

んだろうけどね、いい加減な感じで使ってもら

うとおかしいので。当時もね、並行在来線と言

えば大村線じゃないかと。佐世保をカットする

時に、並行在来線は大村線じゃないかと。大村

線をカットしなくて、なんで諫早から肥前山口

だけ長崎本線カットするんだと。これは並行在
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来線じゃないよ、本当言うとね。しかし、長崎

～博多間で言う並行在来線という位置づけと、

現実に一緒になって新幹線と今のJR線をやる
のを並行在来線というのか。そこら辺はやっぱ

り一緒にはっきりしたことを示しておかなきゃ。

佐賀県が言っている並行在来線というのは、

私はおかしいと思うしね。それをやってもらう

と佐世保線が切られるわけだから。そんなこと

をしてもらっては困るよ。佐世保線が第三者機

関に移る、そういうことはもうあり得ない話だ

と我々は思っているんだけれども、どうですか。

【坂野地域振興部次長】九州新幹線西九州ルー

トにつきましては、整備計画では福岡市から長

崎市間が整備区間ということになっておりまし

て、整備区間としては博多から長崎までの長崎

本線というところが、まずは、現在特急かもめ

が走っているという路線になります。ですので、

武雄温泉から長崎が整備される際にも、特急の

旅客需要が移る区間ということで、肥前山口か

ら諫早間というものが並行在来線として検討が

され、上下分離というふうになったというよう

な経緯をたどっているというところでございま

す。

そうしますと、現時点で並行在来線、新鳥栖

～武雄温泉間が整備された場合に、並行在来線

としては特急が移る区間ということになってき

ますが、どの区間が並行在来線に該当するかと

いうところにつきましても、定義はないという

ところでございますが、JR九州としてはどの区
間が並行在来線に該当するかについても、地域

の皆様と協議をしていきたいというふうに考え

を示されているところでございます。

そして、この新鳥栖～武雄温泉間の在来線に

つきましては、長崎県にとりましても、佐世保

線、それから長崎本線につながる非常に重要な

区間であると考えておりまして、これまで与党

の検討委員会におきましても、JR九州による経
営を維持していただきたいということで要望を

してきたところでございます。

引き続き、長崎県としては、JR九州に経営を
維持していただく必要がある区間というふうに

考えておりますので、機会を捉えて国への要望

であったり、JR九州との協議の中で、長崎県と
しての考えを示していきたいと考えております。

【田中委員】 だから、そこら辺は、在来線とい

う問題と並行在来線の問題は、これは別なんだ

よね。並行在来線となると、ちゃんと法的な問

題が出てくるし、あと運営するやつもある程度

国が援助するような形になっていたと思う、当

時はね。

だから、そういうことで、ぜひ佐世保線に影

響がないようにしといてもらわないと。もう踏

んだり蹴ったりでね、新幹線は外されるし、そ

れから今の佐世保線に影響が出るということに

なると、これは大変な問題だ。ぜひ頭に入れて

おいてほしいと思います。

もう少し時間があるので、3番目に開業効果、
開業効果という話が出てきているけれども、佐

世保線は便利になるのかな。新幹線ができると、

佐世保線は。武雄駅で乗り換えというのは関係

ないんでね。あそこからフル規格でできていれ

ばまだしも、先が鹿児島ルートにつながってい

ればまだしも。だから、佐世保線というのは、

開業したって関係なく、今までどおりやってい

るだけの話で。だから、どうなのかな、むしろ、

複線化があんな感じになっていて、かえってマ

イナスになるんじゃないかなというイメージが

わくんだけどもね。

もう一つは、我々は当時話したのが、長崎行

きも便利になるということで、大村からの乗り
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入れを期待していた、大村からの乗り入れ。だ

から、これはできるんだよね、大村線で佐世保

から行って、新大村駅で乗り換えて長崎に行く

ことはできるので、どのくらい時間短縮になる

のか、ちょっとイメージを聞かせてください。

【峰松新幹線対策課長】佐世保線は、開業効果

があるのかというご質問だと思います。

新幹線の開業効果というところにつきまして

は、佐世保線につきましては開業に合わせて高

速化という形をさせていただいておりますので、

博多～佐世保間の特急時間の短縮が8分間短縮
されるということになっておりますので、その

分について佐世保線の効果ということで、我々

の方は期待しているところでございます。

また、大村線の乗り換えというところでござ

います。大村線の乗り換えについては、すみま

せん、所要時間の方、私の手元に在来線の分の

時間がございませんが、新大村から長崎までの

新幹線は16分になりますので、その分、在来線
に比べればその区間の時間短縮効果というのは

あるものと思っております。

【田中委員】 大村線に関してはわかりました。

時間短縮効果はあると。私もぜひ使わせてもら

おうと思う、来年、新幹線になるとね。

ただ、佐世保から博多に行くのに8分間の効
果があるの。乗り換えも何もしなくて、ただ佐

世保からの特急に乗っているだけで効果が出て

くるの。もう少し具体的に教えて。

【峰松新幹線対策課長】佐世保線の高速化によ

りまして約2分間の高速の効果と、部分複線化
の効果といたしまして3分間、あと振り子型の
車両の導入をされますので3分間、合計8分間の
短縮の効果が期待されております。

【田中委員】それはわかるけど、それはありが

たいけれども、新幹線効果ということとはちょ

っと違うんだよね。それは佐世保線の改良とい

う効果であってね。新幹線効果というのは、武

雄行き駅に関係ないんだ、うちは。博多に行く

のはもう行くだけの話でね。新幹線効果にちょ

っと入らないと思うよ。それは佐世保線の改良

ということの効果であってね。議論はそこでお

こう、それ以上やっても仕方ないので。

もう一つ確認したいのは、フル規格の要望書

の中に肥前山口駅が入っているんだけれども、

肥前山口駅はフル規格になった時には駅はなか

ったと思うんだよね。なかったからこそ、江北

町はあれだけ大々的に反対運動をやったんだか

ら。肥前山口駅がなくなるもんだから。鹿島と

江北町が反対運動をやったんだよ、それは肥前

山口駅がなくなるから。不便になると、新幹線

ができるとね。しかし、国に対する要望書の中

には、何となく肥前山口駅が仮定みたいにして

入っているね。佐賀駅は仕方ないけれども。こ

れは確認しておきたいと思う。

【坂野地域振興部次長】すみません、今手元に

要望書を持っていないんですけれども、肥前山

口駅の方は在来線駅ということで、現在あると

いうことで記載をさせていただいておりまして、

委員ご指摘のとおり、昭和の時代に環境アセス

があったアセスルートでは、昭和のアセスルー

トにおきましては肥前山口駅というのは駅が設

置される予定とはなっておらず、新鳥栖と武雄

温泉の間は佐賀駅のみというふうにアセスでは

なっているところでございます。

要望書の地図上は、在来線の線を示させてい

ただいておりますので、佐賀駅ですとか、肥前

山口駅というものを記載させていただいている

というところになります。

【田中委員】いろいろな問題があって前途多難

なんだけれども、次長、いい、長崎県のスタン
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スとして、今後とも、今までどおりで国に要望

し、佐賀県が悪いんだ、悪いんだというような

形で要望を続けていくのがいいのか。

もう一つは、新たな問題として、これだけ佐

賀県の問題が出てくると、まず、佐賀県と長崎

県が協調して国に当たる。佐賀県にできるだけ

寄り添った形で国に要望を持っていくというス

タンスをちょっと変える必要があるんじゃない

かと私は最近つくづく思うんですよ。私個人的

に言わせてもらうと、私は空港ルートだからそ

んなことを言うのかもわからんけれどもね。

だから、今度、佐賀県が正式な形でしょう、

国が3ルートを試算するというのは。だから、
長崎県も勉強する必要があるんじゃないの、3
ルートを。だから、回答だけもらって終わりた

いと思います。

【坂野地域振興部次長】委員から今ご指摘があ

りましたルートにつきましては、これまでも佐

賀県内でいろいろなご意見が、ご議論があった

というところで、先日の国交省と佐賀県の幅広

い協議の中で、佐賀県の方から3つのルートの
試算について国土交通省に求められたというと

ころと考えておりまして、長崎県としてもその

議論の状況をしっかりと注視していきたいと考

えております。

そして、もう一点、しっかりと佐賀県と協力

して当たっていくべきではないかという点でご

ざいますけれども、長崎県と佐賀県では知事同

士ではなかなかお会いする機会は持てていない

ところでございますが、部長レベルなど、事務

方ではお話の方もさせていただいております。

こういった中で、先ほどの佐世保線につなが

る在来線の関係もそうですけれども、長崎県と

佐賀県が同じ課題認識で、共通で行動できるも

のもあると思っております。そして、佐賀県と

長崎県が一緒に行動することで解決できる課題

というものもあると考えておりますので、まず

は佐賀県の課題意識というものをしっかりと把

握、お聞きしたいと考えておりますので、今後

も佐賀県とは様々なチャンネル、それから佐賀

県が参加する協議の状況なども注視しながら、

具体的な課題の内容の把握に努めて、一緒に活

動できるものについては取り組んでいくという

ことをしていきたいと考えております。

【宮本副委員長】私の方からも質問させていた

だきます。端的に質問させていただきます。

まず、1点目は西九州新幹線の開業イベント
について質問いたします。部長説明資料の追加

1の方にも開業イベントについて記載がありま
した。今現在、来年の秋頃に開業する西九州新

幹線については、開業効果を高めるために様々

な取組がなされているという現状も確認をさせ

ていただきました。いろいろな観光商品づくり

であったり、青年部等を中心とした委員会など

も設置されているという状況も把握させていた

だきました。

これは一大イベントです。もう次にはありま

せん。こういった機会を利用して一つ提案をさ

せていただければと思います。

たしか鹿児島で新幹線が開業した際に、あれ

はちょうど東日本大震災だったんですかね、各

駅に人が集まって盛り上げたというような、視

覚的に訴えるようなイベントがあったと思いま

す。それをCМではすることができなかったの
で、たしかYouTubeか何かで発信したというの
を記憶しております。

そういった視覚に訴えるようなイベント、取

組が、式典はたしか中止になりましたので、そ

ういう視覚に訴えるようなイベントということ

で、長崎には地方の鉄道として島原鉄道、松浦
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鉄道（МR）があるんですね。「つなぐ長崎プ
ロジェクト」という題でJRの車両、連結してМR
の車両、連結して島原鉄道の車両で長崎県内を

縦に縦断する、横でもいいんですけれども、縦

断する。そういった盛り上がる、もうちょっと、

さらに一歩踏み込んだ、視覚的に見てすごいな

と、これが新幹線なんだと、長崎はつながるん

だと、佐賀とつながるんだというようなものを、

意識を醸成させるような取組、そういったもの

ができないかと考えるんですが、そういうイベ

ントについての県の見解をお尋ねいたします。

【峰松新幹線対策課長】開業イベントにつきま

してのご質問でございます。

ご提案がございましたJR、島原鉄道、МRの
車両を連結するということにつきまして、JR等
に簡単に確認をさせていただきましたところ、

まず、車両を連結させるというところでは連結

器がございますので、その型が合うのかどうか

というところでの問題がございましたので、そ

こにつきまして確認いたしましたところ、現在、

JRが大村線の方を運行している車両はYC1と
いう、先日ディーゼルの運行が終了しましたの

で、YC1というハイブリット型の車両が運行い
たしておりまして、そちらが車両の連結器と島

原鉄道とМRの車両との連結の形状が異なって
いるというところでございます。

また、線路の整備というところで考えますと、

諫早駅において、JR九州の方と島原鉄道のレー
ルというのはつながっておりますので、物理的

に乗り入れるのは可能でございます。

そういったところなんですが、列車の進路を

決定するポイントがございますが、そのポイン

トは実際手動で行わないといけないというもの

がございますので、安全性の確保をしたうえで

やらないといけない等々の問題がございます。

そういったところとか、ブレーキの操作とか、

自動制御装置、そういったもろもろの確認をや

っていかないといけないというところがござい

ますので、なかなか簡単には、物理的な問題と

して発生するものがございます。

副委員長からご提案がございましたように、

いろんなイベントで盛り上げていくというとこ

ろは必要でございますので、どういったことが

可能なのかというところにつきましては、これ

もJR等々に今後も確認をさせていただいて検
討させていただきたいと思います。

ただ、ほかの手法として、ラッピングトレイ

ンというのもあると思いますので、そういった

ところも各社の方に、どういった形でかラッピ

ングしたりできないものかというところも併せ

て検討をさせていただきたいと思います。

【宮本副委員長】大きな課題があるのは当然だ

なと思っています。非常にハードルは高いのだ

ろうと思いますけれども、こういった取組でJR
と地方の鉄道が一緒になるという非常にすばら

しい取組であると考えておりますので、すみま

せん、どうか諦めることなく、連結部分、具体

的な手法とか工法は私もわかりませんけれども、

たしか列車が乗り入れることはできたので、連

結部分、そしてまた、運行上の問題というのは

あろうかと思います。私が考えるに、JR、MR、
島鉄、それぞれラッピングを施すわけですよ。

それぞれの地域のラッピングを施す。例えば

MRだったらアジフライを乗せたり、島原鉄道
だったら「しまばらん」とか、そういったもの

を乗せて走ると、これは子どもさんにも非常に

喜ばれると思うし、今、インスタとかあります

ので、そういった視覚に訴えてそれを全国に発

信するという取組にもなると考えておりますの

で、非常にハードルが高いのは承知であります



令和３年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（７月５日）

- 121 -

し、安全性の問題があるというのも承知してお

りますけれども、どうか進めていただいて、可

能な限り協議をしていただきたいと思います。

先ほど来、田中委員も宮島委員からもあって

おりますけれども、佐世保というのは新幹線に

対して非常に苦渋の決断があるわけです。私も

いただくのは、「イベントはもうやってくるん

な」と、「派手にやってくるんな」という意見

を佐世保の方からいただくんですね。まさに、

田中委員なんか苦渋の決断をされた、ちょうど

ど真ん中におられたので、それは非常にわかっ

ていらっしゃると思いますけれども、そういっ

た中においても、いやいや、こういうことが新

幹線開業なのかというので、ちょっと県北地域

も非常に気運も醸成する取組になるんじゃない

かと思ったものですから、一つ提案をさせてい

ただきました。

なおかつ運行上の費用とかも恐らくかかって

くるかと思います。そこも県がイベントの費用

ということで補助をしていただくということを

取り組んでいただければと思います。

このようなイベントについて、部長、いかが

ですか。非常に視覚的に、壁は高く、問題・課

題はたくさんあるかと思いますけれども、新し

い取組じゃないかと思いますが、見解だけお聞

かせください。

【早稲田地域振興部長】九州新幹線西九州ルー

トの長崎～武雄温泉間の来年秋の開業に向けて

の効果を最大限高めていくという取組は非常に

重要であると考えております。

先ほど副委員長からご紹介ありましたように、

地域鉄道とJRが協力しての様々なイベントと
いうものも新たな視点として取り入れていくと

いうことについては、県としても検討をいろい

ろしながら考えていく必要があるものと考えて

おります。そのうえで物理的になかなか難しい

面でありますとか、車両の運用面、乗客を乗せ

る部分で難しい面とか、様々な課題等はあると

思いますけれども、例えばキャラクターですと

か、ラッピング、それから周遊に関しての対策

の周遊切符など、様々な取組というものがほか

にも考えられると思いますので、総合的に副委

員長ご提案の部分も含めながら、様々な課題に

ついても検証したうえで、今後、周遊対策、そ

れから開業効果を最大限に高めていく取組とい

うものについて検討してまいりたいと思います。

【宮本副委員長】どうか前向きに検討いただけ

ればと思います。また、次回の委員会でも追っ

て確認をさせていただきます。

2点目ですけれども、地域おこし協力隊のネ
ットワークについてお尋ねいたします。

地域おこし協力隊につきましては、一般質問、

そしてまた、委員会等でも確認をさせていただ

いたところでもありますし、非常に私としても

興味を持っております。

説明資料の中にも、2ページに書いてあるん
ですが、一般社団法人長崎県地域おこし協力隊

ネットワークについて、この背景と概要、そし

てまた、具体的な取組についてお聞かせくださ

い。

【浦地域づくり推進課長】地域おこし協力隊制

度の状況についてのお尋ねです。

国においては、平成21年度からこの制度を開
始しておりまして、もう10年余りが経過してき
ております。県内でも、これまで累計で250名
を超える協力隊員を採用しておりまして、地域

活性化の担い手として重要な役割を担う一方で、

これまで長い年月経過する中で、任期途中での

退任であるとか、地域への定着、それと市町の

受入れ体制、また採用面など、様々な課題も見
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受けられるようになってきたと考えております。

国の方では、今後、さらに地域おこし協力隊

を現在の1.5倍にするという目標を掲げており
まして、こうした中で県内に多くの協力隊を呼

び込むためには、これまでどおり行政主体のや

り方では限界があると考えネットワークづくり

というものに取り組んできた状況であります。

今回、設立されたネットワークは、本県の協

力隊のОB、ОG、5名の方を中心に構成されて
おりまして、関係団体の支援も受けながら、こ

れまで主に県が担ってきた協力隊向けの各種支

援を担って、充実して取り組んでいただくとい

う内容になっております。

具体的な業務内容としましては、県内の協力

隊員でありますとか、市町職員を対象とした相

談窓口の設置・運営でありますとか、研修会の

開催、それと隊員向けのアドバイザーの派遣、

あるいは協力隊員募集の際の情報発信でありま

すとか、採用する市町への募集計画立案等の支

援、こういったものをこのネットワークの主な

事業概要ということで考えております。

【宮本副委員長】より具体的に、地域おこし協

力隊の方々が今までの課題を洗い出して、新た

な取組ということでなっていくのは非常にすば

らしいことであると思っています。

ちなみに、今年度予定されている県内の地域

おこし協力隊の方々の人数というのがわかれば

教えていただけますか。

【浦地域づくり推進課長】今年度の地域おこし

協力隊の募集・採用の予定でございますけれど

も、現時点で把握しておりますのは13市町で計
29名を予定しておりまして、そのうち既に採用
が決定したものは8名ということでお聞きして
おります。

【宮本副委員長】さらに、地域おこし協力隊の

方々が活躍されて、そしてまた、県内にそのま

ま残っていただくことができるように、県とし

てもバックアップをしていただきたいと考えて

おります。よろしくお願いします。

最後に1点だけ、その他のところで、先週に
なりますけれども、三菱電機の不正検査問題が

明るみになりました。要は三菱電機が鉄道向け

につくっていた空調機器で架空のデータを用い

るという不正な検査が明るみに出ました。

これで先週の土曜日の地方紙に「JR九州車両、
在来線に12台、検査不正の空気圧縮機」という
ことで記事がありまして、JR九州は検査不正が
判明した三菱電機製の空気圧縮機12台を車両
に設置しているということで発表があっており

まして、対象は全て在来線であるという報道が

ありました。この空気圧縮機は、ブレーキやド

アの開閉に使うということでありますけれども、

この12台がJR九州の車両12台ということなの
でありますけれども、これが長崎にとって、実

際長崎も影響があるのかないのか、今の時点で

わかっていることがあったら確認させてくださ

い。

【小川交通政策課長】副委員長ご指摘のように、

先月末の報道で三菱電機製の鉄道車両用の空調

装置及び空気圧縮機についての不正検査が報じ

られており、また、7月2日にJR九州が、検査不
正が判明した三菱電機製の空気圧縮機を12台、
車両に設置しているという発表をされておりま

す。

JR九州に確認いたしましたところ、当該12
両の車両につきましては、長崎県内で使用され

ているものはないということでお聞きしており

ます。

なお、7月1日付で九州運輸局の鉄道部長より、
各鉄軌道事業者に対しまして、より入念な点検
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を実施し、不具合が確認された場合には、速や

かに報告するようにとの文書通知がなされてお

りますので、私どもとしても今後、九州運輸局

や県内の鉄軌道事業者と情報共有や意見交換を

図ってまいりたいと考えております。

【宮本副委員長】 ありがとうございました。

これについては、おっしゃるとおり追って確

認をしていただきたいと思います。不正が組織

的に行われていたということもありましょうし、

製品は長崎製作所、時津町で製造されたという

こともあって、ここは長崎県としては避けては

通れない問題であろうかなと考えているところ

ですので、こういった問題が出てくることは非

常に厳しいですので、また、検査、確認等をし

っかりとしていただいて、県民の方々の不安に

ならないような対策を講じていただければと思

います。

以上です。

【大場委員長】ほかに質問がないようですので、

地域振興部関係の審査結果について整理したい

と思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時 ８分 休憩 ―

― 午後 ４時 ８分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、地域振興部関係の審査を

終了いたします。

本日の委員会は、これにてとどめ、明日は午

前10時から委員会を再開し、危機管理監、総務
部関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ４時 ９分 散会 ―
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第 ４ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和３年７月６日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時４１分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 大場 博文 君

副委員長（副会長） 宮本 法広 君

委 員 田中 愛国 君

〃 浅田ますみ 君

〃 山本 啓介 君

〃 近藤 智昭 君

〃 坂本  浩 君

〃 宮島 大典 君

〃 石本 政弘 君

〃 饗庭 敦子 君

〃 下条 博文 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

危 機 管 理 監 多田 浩之 君

危機管理課長 近藤 和彦 君

消防保安室長（参事監） 宮﨑 良一 君

総 務 部 長 大田  圭 君

総 務 部 次 長 伊達 良弘 君

総務文書課長 鳥谷 寿彦 君

県民センター長 和田木詳広 君

秘 書 課 長 石田 智久 君

広 報 課 長 椿谷 博文 君

人 事 課 長 今冨 洋祐 君

新行政推進室長 大瀬良 潤 君

職員厚生課長 浦田 浩次 君

財 政 課 長 小林  純 君

財政課企画監 松尾 由美 君

管 財 課 長 松田 武文 君

管財課企画監 犬塚 尚志 君

税 務 課 長 原  清二 君

税務課企画監 山口 俊也 君

債権管理室長（参事監） 田尾 康浩 君

情報システム課長 吉村 邦裕 君

情報システム課企画監 井手 潤也 君

総務事務センター長 松村 重喜 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【大場委員長】 おはようございます。

委員会を再開いたします。

これより、危機管理監及び総務部関係の審査

を行います。

審査に入ります前に、理事者側から4月の人
事異動後のこれまでの委員会に出席していなか

った新任幹部職員の紹介がありますので、これ

を受けることといたします。

【大田総務部長】 4月1日の人事異動に伴い、
交代がありました職員につきまして、今回、初

めて総務委員会に出席する幹部職員をご紹介さ

せていただきます。

【各新任幹部職員紹介】

以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

【大場委員長】 ありがとうございました。
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それでは、これより審査に入ります。

【大場分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案及び予算に係る報告議案を議題とい

たします。

危機管理監より予算に係る報告議案の説明を

お願いいたします。

【多田危機管理監】危機管理監関係の議案につ

いて、ご説明いたします。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の1ページをご覧ください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第4号 知事専決事項報告「令和2年度長崎
県一般会計補正予算（第17号）」のうち関係部
分であります。

先の2月定例県議会の予算決算委員会におい
て、専決処分により措置することについてあら

かじめご了承をいただいておりました令和2年
度予算の補正を3月31日付で専決処分させてい
ただいたものであります。

歳出予算は、合計で9,512万2,000円の減で、
内訳は、主なものといたしましては、防災指導

費9,465万4,000円の減であります。これらは歳
出における年間の執行額が確定したことに伴い、

所要の調整を行ったものであります。

この補正予算の主な内容は、原子力災害対策

整備事業費3,971万3,000円の減及び防災ヘリ
コプター運航費2,325万7,000円の減でありま
す。

以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【大場分科会長】次に、総務部長より予算議案

及び予算に係る報告議案の説明をお願いいたし

ます。

【大田総務部長】 総務部関係の議案について、

ご説明申し上げます。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料 総務部」をお開き願います。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

97号議案「令和3年度長崎県一般会計補正予算
（第5号）」のうち関係部分、報告第4号 知事

専決事項報告「令和2年度長崎県一般会計補正
予算（第17号）」のうち関係部分、報告第12号
知事専決事項報告「令和2年度長崎県庁用管理
特別会計補正予算（第2号）」、報告第15号 知
事専決事項報告「令和2年度長崎県公債管理特
別会計補正予算（第2号）」であります。
初めに、第97号議案「令和3年度長崎県一般

会計補正予算（第5号）」のうち関係部分につ
いて、ご説明申し上げます。

歳入予算は、繰入金1億1,010万円の増、諸収
入5,120万円の増。歳出予算は、企画費1億2,530
万円の増となっております。

この歳出予算の内容は、次期情報セキュリテ

ィクラウドへの移行に要する経費の計上による

ものであります。

次に、報告議案について、ご説明申し上げま

す。

先の2月定例会の予算決算委員会において、
専決処分により措置することについてあらかじ

めご了承いただいておりました令和2年度予算
の補正を令和3年3月31日付をもって専決処分
させていただきましたので、その概要をご説明

いたします。

報告第4号「令和2年度長崎県一般会計補正予
算（第17号）」のうち関係部分については、こ
れらは年間執行額が確定したことなどに伴うも

のであります。

歳入予算は85億331万6,000円の減、歳出予算
は7億7,837万7,000円の減となっております。
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歳出予算の補正の主な内容は、県税の過誤納

還付金及び還付加算金の減、公債発行手数料等

の減であります。

次に、報告第12号「令和2年度長崎県庁用管
理特別会計補正予算（第2号）」については、
庁舎管理、自動車管理、文書管理に要する経費

の年間執行額が確定したことに伴い、歳入予算、

歳出予算ともに2,285万1,000円の減となって
おります。この主な内容は、文書集中収受発送

費等の減であります。

次に、報告第15号「令和2年度長崎県公債管
理特別会計補正予算（第2号）」については、
歳入予算の繰入金の増減によるものであります。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【大場分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案及び予算に係る報告議案

に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【浅田委員】危機管理監にお尋ねをしたいので

すが、すみません、確認不足なんですが、減額

している流れの防災指導費の中で、消防学校の

運営費というのが1,000万円近く減額となって
いるんですが、これはどういった理由なんでし

ょうか。

【宮﨑消防保安室長】消防学校の予算の減額で

ございますけれども、消防学校にございます体

育館の照明工事、それからトイレの洋式化の工

事に関する工事の執行残を減額したものでござ

います。

さらに、新型コロナウイルス感染症のため訓

練ができなかったものがございまして、年度末

まで訓練の可能性等検討したわけですけれども、

その結果、訓練ができなかったものについて減

額しているものでございます。

【浅田委員】ある意味、ある一定の工事が終わ

ったということの減額と、このコロナ禍におい

てということで、本来であれば、この教育訓練

費というのは通常どおり使われるべきものが、

このコロナの状況だったので使われていないと

いうことで大丈夫ですよね。

今も災害等が頻発している中で、消防学校の

方たちの指導、教育訓練というのは、非常に大

切だなと思う中で、また、全体的な防災指導費

というのが重要な中で、今回、結構下がってい

るなと思ったので気になった次第です。ありが

とうございます。

【大場分科会長】 ほか、ありませんか。

【坂本(浩)委員】 危機管理課にお尋ねいたしま
す。

一つは、原子力防災対策整備事業費が3,900
万円減額ということですが、これは防災訓練も

あるのかなと思うんですけど、整備事業費です

から、いわゆる30キロ圏内かれこれの避難所と
いった整備に関わるものなのか、そこら辺を教

えてください。

【近藤危機管理課長】原子力災害対策整備事業

費の3,970万円の減でございますけれども、内容
としましては、令和2年度の原子力発電施設の
緊急時安全対策交付金、全て国の交付金の事業

でございますけれども、それが減額されたもの

でございます。

その主な内訳としましては、避難円滑化モデ

ル事業という、これは松浦市の、玄海原発から

概ね10キロ圏内の避難の円滑化をするために
ヘリポートの整備をするため、その設計等をし

たわけですけれども、その執行額の確定による

減。あと、原子力防災訓練が、このコロナ禍の

中で非常に規模を縮小して行いましたので、そ
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れに伴う減が主なものでございます。

【坂本(浩)委員】 わかりました。このヘリポー
トについては、きちんとできた上での執行残と

いう理解でよろしいですね。

【近藤危機管理課長】設計が終わったというと

ころで、今年度それを施工することになってお

ります。

【坂本(浩)委員】 了解しました。
2つ目の防災訓練のコロナ禍での縮小という

ことがありまして、やむを得ない部分もあるの

かなと思います。2点について了解いたしまし
た。

それからあと一点、防災ヘリコプターの運航

費ということで2,325万7,000円の減額という
ことです。防災ヘリは、昨年はいわゆる自然災

害の激甚化ということが県内でも、台風の部分

もありましたし、あと、コロナの関係で、長崎

県が所有するドクターヘリもありますけれども、

防災ヘリも離島からの救急出動というのかな、

ということでコロナ患者の救急搬送にも使われ

たんじゃないかなと思うんですけれども、その

運航に関わるのが減額ということは、回数がそ

う多くなかったのかどうか、そこら辺はどう理

解すればよろしいですか。

【近藤危機管理課長】この減額の主なものとし

ましては、2,700時間点検、300時間ごとに、い
わゆる車でいう車検と申しますか、ヘリでいう

耐空検査というものがございます。その整備費

の減、あと、ＯＲＣに運航管理委託をしており

ますけれども、その決算確定に基づく減という

ものが主な原因でございます。運航そのものの

コロナ禍による減というものは、特にございま

せん。実際、通常の訓練も行いますし、災害で

の派遣も昨年度は熊本の方にも、ちょうど1年
前、球磨村の災害でもヘリを出しており、また、

離島からの急患搬送も常時やっているところで

ございます。回数的には、さほどの変更はござ

いません。

【坂本(浩)委員】 わかりました。この2,700時
間の点検とＯＲＣの委託の分の確定ということ

で、これは予算が3億1,200万円で減額補正が
2,300万円ということで、約8％弱、7％ぐらい
という減額。そうすると、今の理由からいうと、

例年それぐらい大体減額しているという理解で

よろしいですか。

【近藤危機管理課長】ヘリの場合は、修理等で

大きく変更になったりするわけでございますけ

れども、それ以外のところについては、さほど

変更はないというふうに理解しております。

【坂本(浩)委員】 了解いたしました。
ちなみに、防災ヘリの出動回数ですね、令和

2年度と令和元年度ということで回数だけでも
教えてもらえませんか。そこがきちんと、例え

ば救急搬送の出動だとか、あるいは県外への防

災の支援、あるいは県内でも火災とかいろんな

救助とか、いろいろあるんじゃないかなと思い

ますけど、わからなかったら後で教えていただ

ければと思います。

【近藤危機管理課長】件数でございますけれど

も、令和2年度で218件、出動しております。災
害対策は1件の2時間。そして、急患搬送は41件
出動しており、救助関係が21件、消防活動が1
件となっております。

【大場分科会長】 ほか、ありませんか。

【石本委員】先ほどの原子力災害対策整備事業

に絡みまして、ヘリポート設置の執行減という

ことでお伺いしたいんですが、これについては

松浦の2件だと思います。そのほかにも、これ
は多分、国のモデル事業で10キロ圏内の離島に
ついてだったかなと思うんですけれども、もう
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1件、地元からも、離島で10キロは離れている
んですけれども、人口的には一番多い島でヘリ

ポートの設置について要望が上がっております。

それは今からですが、そういった対応につい

て県としてどうなのか、予算的に事業として可

能性があるのか、伺いたいと思います。

【近藤危機管理課長】 今、黒島、飛島のヘリポ

ートの整備をしているところでございます。委

員のご指摘があったのは青島だと理解をしてい

るところでございます。

国と整理をいたしまして、できるだけ原発か

ら近い島ということで一定のラインが引かれて

しまっております。その範囲内の離島を整備す

ることで、青島は対象外になっているところで

ございます。

ここについては同じ市の中で差があってはな

らないということで、県としても粘り強く国へ

働きかけはしたところでありますけれども、一

定のラインが引かれたという部分でございまし

て、現状、そこのところについての追加は、な

かなか難しいかという認識ではありますけれど

も、これがモデル事業の状況でございます。今

後、モデル事業を見据えて次の本事業といいま

すか、円滑化事業というのが実際制度化されて

おりますので、そのモデル事業の成果によって

円滑化事業に乗れるのか、乗れないかというの

は、少し研究をさせていただければと思ってお

ります。

【石本委員】ぜひそれは強くお願いしたいと思

います。先ほど言いましたように、青島につい

ては、人口も飛島、黒島に比べて数倍もあるし、

現時点でも医師の常駐がなくて、あそこの島は

県北で民泊を盛んにやっているんですけれども、

年間を通してかなりの生徒が来るんですね。こ

の1～2年はコロナで止まっているんですけれ

ども、そういった時に島に訪れた方が急病等に

なった時の心配を島の方がかなりされてまして、

当然、島の住民の方も同じなんですけれども、

ぜひヘリポートの設置をという要望が上がって

きております。

これにつきましては、先ほど課長からお話が

ありましたとおり、モデル事業では無理でした

けれども、今後、本格的に円滑化事業という話

が今ございましたけれども、それにのれるよう

であれば、是非のせていただきたい。というの

も、黒島から数キロも離れてないんですよね、

直線で。あそこは海上ですから、一旦、原発の

影響が出てくると、黒島も青島もほとんど変わ

らず被害の到達というのが、時間的には殆ど差

はないというふうに考えています。今後、私の

方も強く要望していきたいと考えておりますの

で、是非よろしくお願いします。

【大場分科会長】 ほか、ありませんか。

【浅田委員】先ほど消防学校の運営についてお

伺いしたんですが、防災指導費の中に防災業務

指導費というのがありまして、若干ではありま

すが、消防団の活動充実強化事業費というのが

減額になっています。

この後も質問したいと思っているんですが、

消防団の人数等がかなり減少している状況とか

を受けると、活動費というのは逆に充実させて

いただきたいなと思っているんですが、このあ

たりはどのような状況なんでしょうか。

【宮﨑消防保安室長】消防団の活動充実強化の

ために、消防団員の約7割が非雇用者というこ
とで、令和2年度におきまして、事業者との連
携強化を目的といたしまして、事業所を対象と

した講演会事業を行うことといたしておりまし

た。しかしながら、新型コロナウイルス等ござ

いまして、こうした講演会事業を一部中止し、
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また、大学生向けの地域防災セミナーなども大

学の方からこういうコロナ禍の中でということ

でご要望がございませんでしたので、中止せざ

るを得なくなったものもございます。

結果として、そういう講演会事業ができなか

った部分はあるんですけれども、総務省消防庁

が作成したＤＶＤなどを事業所、それから大学

などにお送りしまして、会議の間、幕間などに

放映していただくようにして、できるだけ周知

啓発を図ろうとしたところでございます。

予算の減額につきましては、そのようなこと

で中止した部分でございます。

【浅田委員】これもコロナの影響によって中止

せざるを得なかった内容なのかと思うんですが、

今ではズームセミナーとか、いろんなものが行

われてますし、実態として、消防団自体の日々

の活動とか、いろんなものが密接になるもので

すから、私も団員なので練習があれば行くんで

すけれども、そういうことも実態として減って

いるんですね。

しかし、おっしゃったＤＶＤでの事業とか、

改めてそういうものを見て勉強し直したりとか、

専門的な方々からのご意見を聞いてとか、また、

大学生、若い方々、いろんなところに広めてい

ただかないと、議案外でも聞きますけれども、

減っていっているという歯止めがどんどんきか

なくなるのではないかなと思っております。

そういう意味では、今回できなかったという

ことをさらに角度を変えて、いろいろでき得る

ことをもう少し考えていただければありがたい

なというふうに思います。

【宮﨑消防保安室長】今年に入りまして、例え

ば、消防協会の会議などもリモートで行うよう

にいたしまして、できる限り活用していきたい

と思っております。

【大場分科会長】 ほか、ありませんか。

【田中委員】 報告第4号、一般会計補正予算の
第17号、これで前年度の関係は終結というか、
確定したような感じなんですね。

それでいうと、歳出予算の7億7,800万円の減
というのは、これは総務関係の執行残というこ

とでわかるけれども、歳入で85億円、減になっ
ている。内容を見ると県債が減で繰入金が減だ

から、これは傾向としては大変いいことなので、

長崎県としては財政、残るわけですから。そし

て、県税の増、地方交付税の増、諸収入の増、

この辺もう少し詳しくお聞かせ願えませんか。

【小林財政課長】歳入の増についてのご質問で

ございます。

県税の増や交付税の増でございます。県税の

増につきましては、見込みよりも増えたという

ところでございまして、実績増という形になり

ます。交付税の増についてですけれども、特別

交付税が増えております。主に離島航路の欠損

金に関する特別交付税の増でしたり、災害関係

の特別交付税の増があっております。

【田中委員】細目をちょっと聞かせてもらった

ので、もう少し詳しく聞きますが、地方交付税

は2,249億円で、これは前年度比、どんな感じで
すか。

【大場分科会長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１０時２５分 休憩 ―

― 午前１０時２６分 再開 ―

【大場分科会長】 分科会を再開いたします。

【小林財政課長】 令和元年度ですけれども、

2,207億円でございました。それが2,249億円と
いうことで42億円程度増えているところでご
ざいます。

【田中委員】 増えることはいいことなので、

42億円ほど増えてると。
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それから、繰入金31億円、大きく減になって
いるけれども、これで助かるよね、長崎県は、

繰入金の残高が増えるわけだから。うち財政調

整基金がかれこれ14億5,000万円ほど減額にな
っているから、それだけ増えるわけね。調整基

金の残高はどのぐらいになっているの、3月、
前年度。

【小林財政課長】 当初、取崩額46億円という
のを2月補正で考えておりましたけれども、最
終それが30億円戻ってまいりまして、取崩額が
昨年度末の段階で16億円という形になってお
ります。

【田中委員】 そのほか県債管理基金の8億円と
か退職基金の8億円が減額になっているから、
それだけ長崎県としては楽になるわけだね。金

額は後で聞こう、何かの資料でね。

それはそれでいいんですが、あと県債で72億
円、これは助かるね、長崎県の借金が72億円、
減額になったわけだから、予算に比べて。その

中で、農林水産とか土木が落ちているのかなと

思ったら、総務が落ちているんだね、総務債が、

28億円ほど減額になっている。これはどういう
ことなのかな。

【小林財政課長】 退職手当債で16億円程度の
減があっております。県としては有利な県債を

しっかり活用していく方針がございますが、総

務債のそういったところは活用できないため減

額となっております。

【田中委員】例年で総務債がこんなに減額にな

ることはないような気もするんだけどもね、農

林水産が1億8,000万円、土木は11億7,000万円
ぐらいの減額になっている。教育債も減ってい

るけれども、これはどういうことだったのかな。

例年の関係ですか。

【小林財政課長】教育債につきましては、高等

学校債や特別支援学校債、社会教育債、保健体

育債等々が減る中でそういう結果が出ておりま

すけれども、基本的には実績減に対応する形に

なりますので、特段、例年より大きな増減があ

ったというところは承知していないです。

【田中委員】例年の執行残ということで理解し

ましょう。

減収補塡債が16億円ほど減っている、これは。
【小林財政課長】 減収補塡債につきましては、

本県は67億円程度いただいております。もとも
と2月補正の段階では八十数億円見込んでいた
ものにつきまして、当初の想定より減収が少な

かったため、その分、調整をしているところで

ございます。

【田中委員】最後に県税について聞きたいと思

うんだけれども、国はもうびっくりするほど税

収が上がったんだな、60兆8千数百億円ね。こ
ういう時世だから減収すると思ったら上がって

るんだね、税金収入はね、60兆8,000億円。長
崎県も6億7,600万円ほど上がっている。これは
県民税よりも事業税の12億円、この事業税の12
億円というのは、やっぱりコロナ禍でも、年度

は1年ずれるけれども、結構いい数字になって
いるので、内容を聞かせてください。

【原税務課長】法人の事業税ですけれども、補

正予算の時期に県内に申告されている本店・支

店法人に業況調査を行ったところ、やはりコロ

ナ禍というところで、皆さん、減額で出ておっ

たものですから、それを踏まえて補正予算を組

んだんですけれども、結果的に県内でも製造業、

卸売業等が少し増額に回ったものですから専決

で12億円増ということになっています。国の増
の業種も製造業ということがありましたので、

その辺でリンクしているのかなと思っておりま

す。

【田中委員】長崎県もリンクしているといいん

だけどね、うまく税収も上がっていくからね。
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ただ、ちょっと違うのは、地方消費税が9億円
ほど減っているんだね。国の消費税がぐっと上

がっているのよ。前年度課税の関係で、こうい

う結果が出ているのかな。

【原税務課長】地方消費税ですけれども、国税

の消費税より2か月遅れて国から払い込まれる
ことになりますので、その辺のずれもございま

すし、国の方で好調の法人というのが、例えば

大手の通販とか家電とか、そういったところが

中央に集中していた場合、中央の方に消費税が

いってしまいますので、精算金という形で後々

バックにはなるんですけれども、県内に振り込

まれる、県内の、長崎の税務署に申告納付され

る法人が、そこまで売上げが上がってなかった

ら消費税自体は増にはならないものと思ってお

ります。

【田中委員】最後にしますが、消費税の方はリ

ンクしないような感じなのかな、遅れてくるの

は遅れてくるんだけれどもね。国の方は、ある

程度、消費税は増収的には大きな幅になってい

るみたいだね。東京都なんかはいいんだろうね、

消費地は、長崎県はそうもいかないということ

で理解して、終わります。

【大場分科会長】 ほか、ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案及び予算に係る報告議案に対する質

疑・討論が終了しましたので、採決を行います。

第97号議案のうち関係部分、報告第4号のう
ち関係部分、報告第12号及び報告第15号につい

ては、原案のとおり、可決・承認することにご

異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案及び予算に係る報告議案は、

原案のとおり、それぞれ可決・承認すべきもの

と決定されました。

【大場委員長】 次に、委員会による審査を行

います。

議案及び報告議案を議題といたします。

まず、危機管理監より所管事項の説明をお願

いいたします。

【多田危機管理監】危機管理監関係の議案外の

所管事項について、ご説明いたします。

今回、ご報告いたしますのは、新型コロナウ

イルス感染症への対応について、 感染症対策

に伴う各種行事等の対応について、消防団員の

報酬等の基準の策定等について、陸上自衛隊水

陸機動団の本県への誘致でございます。

「総務委員会関係議案説明資料」の1ページ
をご覧ください。

まず、新型コロナウイルス感染症への対応に

ついてでございますが、離島地区におけるコロ

ナ患者の搬送について、重篤患者を本土医療機

関で治療するため、新上五島町及び壱岐市で発

症した患者を海上自衛隊第22航空群に要請し、
急患搬送を行ったほか、壱岐市の二次離島にお

いて発熱した濃厚接触者を壱岐市の医療機関で

治療するため、壱岐海上保安署に要請し、急患

搬送を行いました。

一方で、市町消防においても、感染症患者の

搬送にご協力いただいておりますが、県内の入

院医療提供体制の確保のため、医療圏域を超え

た感染症患者等の搬送の協力要請を行ったとこ

ろであります。

また、避難所における感染症対策については、
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避難所開設運営チェックリストの改定を行った

ほか、避難所の混雑状況をウェブ上で配信する

サービスを提供する株式会社バカンと協定を締

結し、各市町へ周知と参加の働きかけを行って

おります。

今後とも、県民の生命や財産を守るため、新

型コロナウイルス感染症対策に力を注いでまい

ります。

次に、感染症対策に伴う各種行事等の対応に

ついてでございますが、6月7日に開催予定であ
った長崎県防災会議は書面開催を行い、避難勧

告と避難指示の2種類の避難情報を避難指示に
一本化するなどの長崎県地域防災計画の改定に

ついてご承認いただきました。

なお、5月30日に開催予定であった長崎県総
合防災訓練、6月12日に開催予定であった長崎
県消防団大会及び8月1日に開催予定であった
長崎県消防ポンプ操法大会につきましては、中

止することといたしました。

今後、予定されている訓練や会議等につきま

しては、国や県の対処方針に基づき、関係機関

と協議を行いながら、感染防止対策を講じた上

で実施してまいりたいと考えております。

次に、消防団員の報酬等の基準の策定等でご

ざいますが、消防団員の負担増加を踏まえまし

て、消防庁に設置された検討会において、適切

な処遇の在り方についての議論が行われ、去る

4月に中間報告が行われました。この中間報告
では、出動に応じた報酬制度の創設や報酬の標

準的な額の設定等、十分な検討などを行うべき

とされ、これを受けて消防庁長官通知が発出さ

れ、団員の報酬の種類と標準額等の基準が示さ

れるとともに、令和4年4月1日適用に向けて必
要な条例改正と予算措置を行うよう、助言され

ているところであります。

県におきましては、当該通知を受け、市町担

当職員を対象に説明会と意見交換を行うととも

に、消防団長に対して説明を行ったところであ

ります。

本県の令和3年4月1日現在の消防団員数は、1
万8,868人で、平成20年以降では最も大きい減
少となりました。

県といたしましては、事業所のインセンティ

ブ向上に向けた対策やＰＲ動画の制作などによ

る市町の支援などの勧誘対策を進めるとともに、

消防団員の処遇の改善に向けた市町の取組につ

いても円滑な検討に向け、支援してまいります。

最後に、「総務委員会関係議案説明資料（追

加）」をご覧ください。

陸上自衛隊水陸機動団については、「中期防

衛力整備計画」において、1個連隊の新編成が
明記されたことを踏まえまして、新たな連隊の

本県への配備を国へ要望してまいりました。

令和4年度政府施策要望において、新たに重
点項目として盛り込んだほか、今月2日には、
知事が防衛大臣に対し、直接本県の優位性を説

明するとともに、本県への配備を要望いたしま

した。

大臣からは、「効率性、訓練環境、施設整備

の観点から総合的に検討中であり、さらにしっ

かりと精査してまいりたい」というお言葉をい

ただいたところであり、引き続き、本県への誘

致を目指してまいります。

以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【大場委員長】次に、総務部長より総括説明を

お願いいたします。

【大田総務部長】 総務部関係の議案について、

ご説明申し上げます。

総務部の「総務委員会関係議案説明資料」を
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お開きください。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

99号議案「職員の服務の宣誓に関する条例及び
公安委員の服務の宣誓に関する条例の一部を改

正する条例」のうち関係部分、第100号議案「長
崎県職員定数条例の一部を改正する条例」、第

101号議案「長崎県税条例の一部を改正する条
例」、第107号議案「権利の放棄について」、
報告第20号 知事専決事項報告「長崎県税条例

の一部を改正する条例」であります。

初めに、条例議案について、ご説明申し上げ

ます。

第99号議案「職員の服務の宣誓に関する条例
及び公安委員の服務の宣誓に関する条例の一部

を改正する条例」のうち関係部分。

この条例は、行政のデジタル化に向け押印等

の見直しを行うため、所要の改正をしようとす

るものであります。

第100号議案「長崎県職員定数条例の一部を
改正する条例」。

この条例は、知事の事務部局等で100人の職
員削減目標を掲げた長崎県行財政改革推進プラ

ンが令和2年度で終了したことに伴いまして、
定数条例の適正化を図るとともに、港湾事業会

計が令和2年度限りで廃止されたことから企業
会計職員の定数を見直すため、所要の改正をし

ようとするものであります。

第101号議案「長崎県税条例の一部を改正す
る条例」。

この条例は、過疎地区における県税の課税免

除について、過疎地域自立促進特別措置法の失

効等に伴い、県税条例にて対象事業の追加と規

定の見直しを行い、地方税法施行規則の改正を

受けて、軽油引取税の免税軽油の取扱いにおい

て、使用者の押印義務を廃止するなど、本県税

条例につき所要の改正をするものであります。

次に、事件議案について、ご説明申し上げま

す。

第107号議案「権利の放棄について」。
この議案は、長崎県母子及び父子並びに寡婦

福祉資金貸付金について、債務者が死亡し、相

続放棄により相続人がなく、また、連帯保証人

の相続人は消滅時効を援用しており、債権の回

収が不能であることから権利を放棄しようとす

るものであります。

なお、この議案につきましては、後ほど債権

管理室長から補足説明をさせていただきたいと

存じます。

次に、報告議案について、ご説明申し上げま

す。

報告第20号 知事専決事項報告「長崎県税条

例の一部を改正する条例」。

この条例は、令和3年度税制改正の内容のう
ち、住宅等土地に対する不動産取得税の税率特

例と、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経

済対策として設けられた自動車税環境性能割の

税率特例の延長及び自動車税種別割のグリーン

化税制の見直しなど令和3年4月1日から施行す
べきものについて、本県税条例につき所要の改

正をしたものであります。

次に、議案外の報告事項について、ご説明申

し上げます。

和解及び損害賠償の額の決定についてであり

ますが、これは、令和2年9月に発生した交通事
故による損害賠償金を支払うため、去る3月22
日付で専決処分をさせていただいたものであり

ます。

次に、議案外の所管事項について、ご説明申

し上げます。

行財政改革の取組についてでありますが、平

成28年度から昨年度までの5年間、長崎県行財
政改革推進プランに基づき、全庁一丸となって
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取り組んでまいりました。その結果、プランに

掲げた全63の個別項目のうち、当初の目標を達
成した項目は30項目、目標を概ね達成した項目
を含めると、全体の8割を超える54項目となり、
一定の成果を上げることができました。

特に、数値目標を掲げて取り組んでまいりま

した収支改善と職員数削減については、収支改

善効果額が5年間の目標約338億円に対し約459
億円、知事部局等の職員削減数が目標の100人
に対し129人となり、それぞれ目標を大きく上
回る結果となりました。

本プランに掲げる総務部関係の具体的項目に

関しては、事業群評価制度の導入など、成果還

元を目指す事業構築の仕組みづくり、ＲＰＡや

ＡＩ会議録音声システムの導入などＩＣＴの活

用、人事評価の人材育成等への有効活用、総務

事務のさらなる集約化、県税の徴収率の向上や

ふるさと納税の推進など、積極的な取組を進め

てまいりました。

なお、本年3月には、「長崎県行財政運営プ
ラン2025」を新たに策定し、今年度からその実
現に向けた取組を開始したところであり、今後

も積極的に県政の改革に努めてまいりますので、

引き続き、委員の皆様のご理解とご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。

以上をちもまして、総務部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【大場委員長】次に、債権管理室長より補足説

明をお願いいたします。

【田尾債権管理室長】それでは、私から権利の

放棄について、補足してご説明いたします。

お手元にお配りしております横長の「総務委

員会説明資料」の4ページをご覧いただきたい
と存じます。

第107号議案は、こども家庭課所管の母子及
び父子並びに寡婦福祉資金貸付金であり、昭和

59年度に168万円貸し付けた分の未納額である
130万8,212円及び利子分の未納額である10万
6,028円でございます。債務者は平成16年に死
亡し、兄弟姉妹等6名が直ちに相続放棄を行い、
相続人がない状態で、平成26年に消滅時効期間
が経過しております。

また、連帯保証人は、債務者よりも早く平成

8年に死亡しておりましたが、相続人への接触
が途絶えた状態で、昨年、債権管理室に移管さ

れたものでございます。

当室におきまして、9名の相続人に文書を送
付し、保証債務を相続していることなどをお知

らせしたところ、昨年12月から本年3月までの
間に全員が消滅時効を援用し、債権の回収が不

能となっております。

そのため、地方自治法第96条第1項第10号の
規定により、議会の議決をいただいた上で権利

の放棄を行おうとするものでございます。

以上で補足説明を終わります。

委員各位のご審議を賜りますようよろしくお

願い申し上げます。

【大場委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【坂本(浩)委員】 定数条例の一部改正をする条
例について質問いたします。

これは行革プランが終了したことに伴い、

100人の職員の定数を減らすということですが、
実質的には100人ちょっと減ったというふうに
お伺いしておりますけれども、主にどういった

ところがこの100人、全体的に満遍なく減った
のか、あるいはこういうところを減らしました

よということがあるのか、そこら辺教えてくだ

さい。
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【大瀬良新行政推進室長】 ただいま、坂本(浩)
委員から定数条例100名の主な要因はというご
質問でございました。

これにつきましては、組織の改廃等によるも

のが結構ございます。具体的に申し上げますと、

例えば、佐世保看護学校を閉校したのが平成27
年度、これが9名。そのほか、ねんりんピック
の業務関係で23名、これは平成28年度でござい
ます。それから、新県庁舎の建設のための組織

で19名。その他新幹線関係で諫早に用地事務所
がございましたけれども、買収等が一定済んだ

ことに伴う用地事務所の廃止で20名程度とい
ったようなもの。それから、全庁的にも個別の

業務等を見ながら減したところがございます。

【坂本(浩)委員】 ありがとうございます。今、

それぞれありましたように、看護学校とか、ね

んりんピック、庁舎の移転に伴う対応業務とい

うことでありました。

ただ、こういうところを廃止して業務がなく

なって減ったということですけれども、これに

もともと要員を配置する時には、各部署からそ

れぞれ、引き抜きというのはおかしいですね、

少し減らして増やしているんじゃないかなと。

減った部署をつくる時には、多分定数はそのま

までしょうから、各部署のところを少し調整し

ながらということだったんでしょう。そうする

と、結果的に各部署で減ったところは、そのま

まということになるわけですか。10人いたとこ
ろから1人、例えば、ねんりんピックの業務に
回したと。その分が今回の5年間の100人という
ことになれば、10人で1人、ねんりんピック業
務に行って9人になったところは、9人のままと
いうことになるわけですか。

【大瀬良新行政推進室長】人員を全庁的に配置

するに当たりましては、各部局からヒアリング

等を実施いたします。その際に次年度の配置を

していくに当たりまして、個別個別の事業の増

減等を見せていただきます。

したがいまして、坂本(浩)委員からご質問が
ございましたけれども、例えば、一旦減らした

ところでも、次年度とか、近いうちに大きい業

務が出てくるということになれば、そういうと

ころに対しても人員配置をしているところでご

ざいますので、単純に減したところをずっと減

のままということでは必ずしもございません。

それは状況に応じながら適切に配置をしてまい

っております。

【坂本(浩)委員】 わかりました。そういう意味
でいくと、逆にこの5年間で増やさなければい
けなかった部門といいますか、そういうところ

もあろうかと思うんですけれども、そこら辺は

どういうふうに調整したんですか。

【大瀬良新行政推進室長】増したところでござ

います。先ほど、減したところの主なものをご

説明したところでございますが、例えば、この

5年間に組織を新しくつくったところでいきま
すと、デジタル化を進めるに当たって次世代情

報化推進室をつくりました。そういったところ

でデジタル改革に4名。そのほか、特に昨年度、
今年度では新型コロナウイルス対策に県として

も注力をしてますので、ここに対して28人、増
員をしたということでございます。そのほかＩ

Ｒの推進に対しても13名程度、増員をしてきた
ということがございます。

したがいまして、全体のバランスを取るに当

たりまして、先ほどの組織を改廃したところの

分の人員を活用しながらとか、各部局での業務

の見直し、それから事業量を見ながらと調整し

バランスを取りつつ、人員配置等も増すべきと

ころには増するという形でさせていただいてお
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ります。

【坂本(浩)委員】 わかりました。今答弁にあり
ました新型コロナウイルスの対応と、これは去

年度、今年度、増員ということで理解はいたし

ます。これはどういう部門に増員したのか、28
名と言われましたけれども。総務部に置いてい

る新型コロナウイルス対策の戦略チームですか、

そこのことなのか、あるいは福祉保健部の医療

政策課とか、あるいは管轄する保健所だとか、

現場はなかなか増えてないと思うんですけど、

そこを管轄する部署だとか、そういうところに

振り分けたという理解でいいんですか。

【大瀬良新行政推進室長】主なものにつきまし

ては、今、坂本(浩)委員が申されたとおりでご
ざいます。大きくは福祉保健部、ここが新型コ

ロナウイルス対策本部としての最前線でござい

ますので、医療政策課でありましたり、福祉保

健課でありましたり、それから、現場サイドの

保健所にも一部配置を増やしております。さら

に、総務部におきましては、委員が先ほど申し

上げられましたとおり、戦略チームといったよ

うなことも含めまして、全体で現在では28名と
いうことで、全庁的に増やした部分の合計では、

そういうふうになっております。

【坂本(浩)委員】 了解いたしました。また後ほ
ど議案外でも働き方改革のことで通告をしてお

りますので質問させていただきます。定数が減

って、職場もきつくなっているという声をよく

聞いています。定数は5年間で100人以上減った
けれども、業務量がなかなか減ってないという

ふうな率直な声がありますので、今後、こうい

う定数の関係だとか人員配置については、是非

それぞれ職場の方ときちんと調整をした上で対

応方をよろしくお願いいたします。

【大場委員長】 ほか、ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑、討論が終了しましたので、

採決を行います。

第99号議案のうち関係部分、第100号議案、
第101号議案、第107号議案及び報告第20号は、
原案のとおり可決・承認することにご異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は原案のとおり、それぞれ可決・

承認すべきものと決定されました。

換気のためにしばらく休憩いたします。

11時10分より再開いたします。

― 午前１０時５９分 休憩 ―

― 午前１１時 ９分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

次に、諮問第1号を議題といたします。
総務部長より、議案の説明をお願いいたしま

す。

【大田総務部長】 諮問第1号について、ご説明
申し上げます。

「総務委員会関係議案説明資料（追加1）」
と付したものについてお開きをいただければと

思います。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、諮

問第1号「退職手当支給制限処分に係る審査請
求に関する諮問について」であります。

この議案は、長崎県教育委員会が行った退職
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手当支給制限処分について、行政不服審査法第

2条及び第4条第1項の規定に基づき、長崎県知
事に審査請求があったことから、地方自治法第

206条第2項の規定により、諮問するものであり
ます。

なお、この件につきましては、人事課長から

補足説明をさせていただきたいと存じます。

以上をもちまして、諮問についてのご説明を

終わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【大場委員長】次に、人事課長より補足説明を

お願いいたします。

【今冨人事課長】 お手元に横長の「令和3年6
月定例県議会 総務委員会説明資料〔退職手当支

給制限処分に係る審査請求に関する諮問につい

て〕」と、「令和3年6月定例県議会 総務委員

会課長補足説明資料」の2つの資料をお配りし
ております。これらの資料に基づき、制度の概

要及び審査請求の内容等について、補足してご

説明いたします。

まず、横長の「令和3年6月定例県議会 総務

委員会説明資料」の1ページをお開きください。
ここには、この制度の概要について記載して

おります。

1．趣旨については、長崎県教育委員会が行
いました退職手当の全部を支給しないこととす

る処分につきまして、行政不服審査法の規定に

基づく審査請求がありましたので、地方自治法

の規定に基づき、今回、議会へ諮問するもので

ございます。

2．議会への諮問についてでございますが、
「地方自治法の規定により審査請求がなされた

場合には、当該審査請求が不適法であり、却下

するときを除き、議会へ諮問した上、当該審査

請求に対する裁決をしなければならない」とさ

れており、また、議会は諮問を受けた日から20
日以内に意見を述べなければならないとされて

おります。

次に、3．諮問事案についてですが、（1）審
査請求人及び（2）事案の概要については、元
公立高等学校教諭である審査請求人が平成27
年3月から平成29年12月にかけて、当時在学中
の女子生徒1名及び卒業生の女性2名に対しま
して、学校や自家用車内などにおいて、わいせ

つな行為を行ったものであります。

また、（3）審査請求の趣旨については、審
査請求人に対し行いました退職手当の全部を支

給しないこととする処分の取消しを求めるもの

であります。

2ページをお開きください。
ここには懲戒免職等処分を受けて退職した者

に対し、退職手当の支給を制限する処分を行う

に当たっての条例等の根拠規定を記載しており

ます。表の左側には退職手当に関する条例第12
条第1項を要約して記載しております。これは、
懲戒免職等処分を受けて退職した者に対し、退

職手当管理機関、今回の案件では長崎県教育委

員会が処分するに当たって、①から⑦に掲げて

いる事案を勘案して一般の退職手当等の全部ま

たは一部を支給しないこととする処分を行うこ

とができるという規定になっております。

表の右側には、職員の退職手当に関する条例

の運用について、第12条関係を記載しておりま
すが、これは条例を運用するに当たっての人事

委員会委員長通知であり、国の運用方針に準じ

た内容となっております。

第1項においては、「非違の発生を抑止する
という制度目的に留意し、一般の退職手当等の

全部を支給しないこととすることを原則とす

る」と規定されております。

次に、第2項において、一部を支給しないこ
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ととする処分にとどめることを検討する場合は、

「当該退職者が行った非違の内容及び程度」が、

①停職以下の処分にとどめる余地がある場合に、

特に厳しい措置として懲戒免職等処分とされた

場合など、ここに列挙しております①から④に

該当する場合に限定すると規定されているもの

であります。

退職手当管理機関は、これらの規定に基づき、

懲戒免職を受けて退職した者に対する退職手当

の全部または一部を支給しないこととする処分

を行うということが制度上の基本的な考え方で

あります。

3ページをご覧ください。
ここには審査請求から裁決までの流れと、そ

の根拠法令を記載しております。審査請求を受

理した知事は、議会からのご意見をいただき、

このご意見を踏まえた上で審査請求に対して裁

決を行うことになります。

以上が制度の概要の説明となります。

次に、今回の事案の概要について、ご説明い

たします。

資料は、「令和3年6月定例県議会 総務委員

会 課長補足説明資料」の1ページをお開きくだ
さい。

1 審査請求人、2 処分庁、3 事案の概要、4 審
査庁での審査経過については、記載のとおりで

ございます。

2ページをお開きください。
ここには審査請求人の主張、処分庁の弁明及

び審理員の意見について記載しております。

審査請求人の主張は、大きく2つに分けられ、
1つ目は、退職手当支給制限処分の前提となる
懲戒免職等処分が違法であること。2つ目は、
懲戒免職等処分が違法であり、退職手当支給制

限処分も取り消されるべきと主張しております。

この2つに分けて審査請求人の主張と処分庁

の弁明について、ご説明いたします。

1 懲戒免職処分についてでございます。
審査請求人の主張につきましては、本件行為

は、女子生徒らを励ますために行ったいわゆる

ハグ行為であり、「わいせつ目的」を一切有し

ていなかったこと。また、その行為によって身

体的被害は生じていないこと。また、わいせつ

目的を有していなかった本件行為は、「教職員

の懲戒処分基準について」において懲戒免職の

標準例とされる「わいせつ行為」には該当せず、

より軽い処分が選択されるべきであり、懲戒免

職処分は厳格に過ぎ、著しく妥当性を欠き違法

であることなどを主張しております。

これに対します処分庁の主な弁明につきまし

ては、女子生徒らは励ます意味とは受け取って

おらず、自己中心的な理解の下に故意に複数人

に対し、うち1人には複数回継続的に行ったも
の。女子生徒らは精神的な苦痛を感じ後遺症に

悩まされており、結果は重大であること。

また、「わいせつ目的」は、行為者の内心の

意思であり、主観的要素を犯罪の成否に持ち込

むことは一般的に妥当でないとされており、処

分庁としては、慎重な事実認定に基づき、審査

請求人の行為は、「わいせつ行為」に該当する

と認定したものであること。

「非違行為の動機、態様及び結果」などを総

合的に考慮し、審査請求人の功績を考慮しても

停職にとどめることはできず、免職が相当であ

ると判断したものであるから、本件懲戒免職処

分は適法妥当なものであり、裁量の逸脱や濫用

もないと弁明しております。

次に、「2 退職手当支給制限処分」について
でございます。 審査請求人の主張につきまし

ては、退職手当支給制限処分の前提である懲戒

免職処分が違法であり、支給制限処分も取り消

されるべきであること。審査請求人は、長年に
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わたって県の文化・教育の発展に多大なる貢献

をしたこと。わいせつ目的はなく、わいせつ行

為の中では比較的軽易な行為であることを考慮

すると、全部不支給処分は厳格に過ぎ、著しく

妥当性を欠き違法であることなどを主張してお

ります。

これに対する処分庁の主な弁明につきまして

は、審査請求人の行為は、女子生徒らを傷つけ

るもので、その内容及び程度は、悪質かつ重大

であること。また、公務に対する信用を大きく

傷つけるものであることから、退職手当の一部

を支給しないこととする処分にとどめることを

検討する場合に、該当する事情は認められない

ことなどと弁明しております。

「3 審理員の意見」につきましては、以上の
主張を踏まえた審理員の意見を記載しておりま

す。

審理員とは、行政不服審査法に基づき、審査

庁が現職に関与していないなどの要件を満たす

者から指名した者であり、審理員は、審査請求

人と処分庁の双方の主張を十分聞いた上で審査

庁がすべき裁決に関する意見書を審査庁へ提出

することとなっております。

お示しさせていただいておりますように、審

理員としては、「本件審査請求には理由がない

から行政不服審査法第45条第2項の規定により
棄却されるべきである」との意見でございます。

その主な理由については、記載のとおりでござ

います。

以上の審査請求人の主張や処分庁の弁明、審

理員の意見の詳細については、3ページ以降に
記載しております。

これをもちまして、退職手当支給制限処分に

係る制度の概要及び審査請求の内容等について

の説明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【大場委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより諮問第1号に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。

【浅田委員】課長には申し訳ないんですが、説

明を聞いているだけでいらいらが止まらないと

いう感じで怒りに満ちているわけですけれども、

説明がある中で、請求人に関しましては、自分

は、要はわいせつ目的を一切してなかったと。

しかし、「おでこや鼻に唇を当てるにとどまり」

とありますが、親にだって、鼻とか、そんなお

でこに唇を当てられたら、ある一定の年齢でし

たら、いい加減にしろよという話だと思うんで

すよね。

それをこんなに当たり前のように請求してい

るというのはどうなのかと思うのですが、ここ

で私がすごく思うのは、私は、14年前に県議会
議員になって最初の一般質問で取り上げたのが、

校長先生が児童の給食費を横領したにもかかわ

らず、その校長先生に対して、全額、退職金を

支給したというのがあったんですね。

やっぱりこれまでの経緯の中で、そういう事

案があったにしても退職金をもらえたからとか、

多少のものであれば、「自分はわいせつ目的で

はなかった」であれば、一定の、何というんで

しょう、そういうのをもらえてしまったりする

と、再犯というか、ご本人じゃなくても、ほか

の方々にも同じような影響を及ぼしてしまうの

ではないかなと思うんですが、過去にこのよう

な事案で、一部であっても支払われたような件

数というのがどの程度あるんでしょうか。わい

せつであったり、さっきの校長先生が給食費を

横領したにもかかわらずというような問題であ

ったり、その時も裁判資料も全部読ませていた

だいて、余りにも納得のいくものではなかった



令和３年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（７月６日）

- 141 -

んですけれども、それぞれの市の教育委員会、

県の教育委員会の中での問題があってというこ

とで、それはどうにもできなかったんですが、

今回みたいな、このようなわいせつ行為、まし

て、女生徒たちはトラウマになっているという

ことがしっかりあるわけで、今後の生徒の未来

にも大きく関わるようなものに対して非常に疑

義を持っておりますし、許せないなという思い

でいっぱいなんですが、今までの状況をまず教

えてください。

【今冨人事課長】条例改正がございました平成

21年12月以降の懲戒免職や失職となった者に
対して、退職手当の支給制限処分を行った件数

は、全部局合計で50件ございます。そのうち48
件について全額不支給としております。残りの

2件につきましては、全額不支給にもともとし
ておりましたけれども、全額不支給は違法とい

う訴訟等の結果を受けまして3割支給をしてい
るという状況でございます。

【浅田委員】 その3割支給をしたというのは、
一定認められた方たち、請求人の主張を認めら

れたということだと思うんですが、それはどう

いったものだったのでしょうか。こういった、

今回の事案にも類似するような中身だったのか

どうかだけ教えていただけますか。

【今冨人事課長】 1件につきましては、わいせ
つに関係するような事案でございます。教職員

の事案でございまして、遊戯場におきまして女

性の店員さんを盗撮したという案件であり、通

常の公務員、一般職であれば停職程度の処分も

あり得るという基準がございますけれども、教

職員につきましては、そこが少し高めの処分と

いうことで懲戒免職になっております。ただ、

そういう通常であれば停職の可能性があるよう

な場合に厳しい処分をしている場合には、そう

いう退職手当を一部支給するという訴訟の結果

が出ております。

もう1件につきましては、飲酒の事案でござ
いまして、これにつきましては、飲酒は当然公

務員でございますので懲戒免職、これは仕方の

ないということで適法とされておりますけれど

も、ただ、その事案としましては、赤信号で寝

てしまい、事故等を起こさず、寝ている状態の

中で通報されて処分を受けたものでございまし

て、そういう場合には公務員だから少し重い処

分であった事案ということで、退職手当を一部

支給するという訴訟結果が出ております。

【浅田委員】 私からすれば、わいせつを、盗撮

をして3割程度もらえて停職ということ自体も、
改めて、それぐらいで、それが教職員だったら

ばという厳しい判断ということなんですけれど

も、わいせつは、わいせつであり、その人たち

が一度の過ちを見直したから、それで済むもの

なのかどうなのかというのは、非常に、今後し

っかり考えなきゃいけないことなのではないか

なと思います。

今回のことに関しましては、どう考えても、

慰めて、ハグまでは百歩譲って、嫌な人にされ

たら、それもどう考えても許されない行為です

けど、鼻やおでこに唇を当てるって、もうわい

せつ以外の何ものでもないとしか私はやっぱり

思えなくて、これが世の中的にまかり通ってし

まうと、今後の教育行政としても大きな問題に

なるのではないかなというふうに思います。

ほかに質問がある方もいらっしゃるかもしれ

ませんので、とりあえずここにとどめます。

【大場委員長】 ほか、ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに質問がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。
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次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時２７分 休憩 ―

― 午前１１時３０分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

諮問第1号に対する質疑・討論を終了しまし
たので、採決を行います。

諮問第1号は、棄却すべきとすることにご異
議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、諮問第1号は、棄却すべきとするこ
とに決定されました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付しております陳情書一覧表のとお

り陳情書の送付を受けておりますので、ご覧い

ただきたいと思います。

審査対象の番号は、24､30､34、36番です。
陳情書について、何かご質問はありませんか。

【田中委員】佐世保市からの陳情で基地問題に

絡んで。前畑弾薬庫の移転返還、それから幾つ

か出てるんですが、崎辺地区における防衛施設

の整備、前畑崎辺道路の整備促進ということが

佐世保市から上がっております。総論的に当局

の見解を聞いて、ぜひ理解していただきたいと

いうようなことで質問をさせていただきます。

佐世保市は、この基地問題、本当に大変なん

ですよ。県と共有できるのが一番いいんですけ

ど、私の県議会議員の期間の感想で言うと、県

の認識が余りない、佐世保市の基地問題につい

て、そこら辺でちょっと話をさせていただきま

す。

戦後の懸案事項なのよ、佐世保市の基地問題

は、もう七十数年たっているけれどもね。最初

は占領政策みたいな形で、市民の皆さん方も仕

方ないというような感じだったけれども、昭和

46年に「返還6項目」とか佐世保市議会で決定
されて、平成10年には「新返還6項目」という
ような形になって、今ずっと陳情を続けている

わけなんだけれどもね。

昭和46年、日米合同委員会の合意で佐世保市
は基地を認めているわけ、基地をね。今は占領

じゃないから、昔は占領だったけれどもね。だ

から、もの申してほしいと思うんだけれども、

50年以上の期間が経過している。
特に、その中でも「新返還6項目」を基調と

した佐世保港のすみ分けの早期実現ということ

について、県は佐世保市の基地問題について、

どういう実態把握をしているのか、見解を総論

的に聞かせていただきたい。

【近藤危機管理課長】総論的な県と佐世保市と

の共有と申しますか、認識でございますけれど

も、これは確かに佐世保市が管理している港の

返還の部分ということではございますけれども、

県の重要な課題の一つということで位置づけて

おりまして、毎年、これについては政府施策要

望、国への要望の重点項目の中で取り上げてや

っているところでございます。佐世保市とも十

分共有をしながら、県としては、一刻も早く実

施すべきものは国でやっていただかないといけ

ないということで、あらゆる機会を通じて国の

方に要望、働きかけをしており、また、佐世保

市と連携を取っているという認識でございます

し、今後とも、さらに密になって連携体制を取

ってまいりたいと考えているところでございま

す。

【田中委員】そんなに長く議論するつもりはな
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い、議案外で質問をするのでね。「新返還6項
目」を基調としたすみ分けの早期実現というこ

とで県も理解してもらって国に陳情、要望を重

ねていただいているものと思うけれども、余り

にも期間が長過ぎる。昭和46年の「返還6項目」
を決めてからでも、もう50年。その間、全然進
んでないとは言わない、進んでいるものもある。

あるけれども、特に「新返還6項目」として今
要請している中でも、佐世保弾薬補給所、前畑

弾薬庫の移転・返還、これは平成23年の日米合
同委員会で合意はできているんですよ、アメリ

カもオーケーしている。あとは日本の国が予算

さえつけてくれればいいわけだけれども、10年
経過して具体的な進展はない。10年ですよ。そ
の前の歴史はずっとあるけれども、戦後の歴史

があるけれども、日米合同委員会で合意されて

から10年、何の動きもない、具体的な動きはね、
水面下であっていることは知っているけれども

ね。

それから、制限水域、これは本当、異常です

よ。これは本当に占領されているような感覚さ

え受ける、港を使えないわけだから、80％近く
が制限水域。

この2点について、もう一回見解を聞かせて
ください。

【近藤危機管理課長】前畑弾薬庫の移転につき

ましては、委員のご指摘のとおり、日米合意か

ら10年以上経過しているところでございます
が、本当に目に見える具体な動きというところ

には、まだ至っていないというところが正直な

ところでございます。

建物の配置検討が長引いて、そこがまだ決ま

ってないと、それが決まっていないため、安久

ノ浦湾という海を埋め立てるということになる

のですが、そこもまだどれくらい埋めるのか決

まってない。まずは、そこの工事用道路を今年

度から設計していくというような形になってい

るところでございます。少しでも早く、早急に

着工を実現できるように、私どもも精いっぱい

国へ要望してまいりたいと思っております。

制限水域の関係でございますが、これについ

ても非常に厳しい状況で、合意はしているもの

の、なかなか返還というのは現実問題として、

解決策がないような難しい状況であろうかと思

います。確かに、委員がおっしゃるように異常

なものと言わざるを得ないところもあろうかと

思います。そこのところについてはもう一度、

市とも共有しながら、どういった働きかけがで

きるのか、国に十分説明をしてまいりたいと考

えております。

【田中委員】最後にしますが、戦後は占領され

てたんですよ、これは仕方ない、占領だからね。

しかし、今は日米合同委員会で合意の下に提供

しているような形になっているわけだから、あ

とは政治的な問題で解決できる内容ですよ。だ

から、はっきり言うと佐世保市が力がないから

全然進まないけれども。佐世保市が力がないと

いうことは、県も認識を共有してもらわないと。

知事も全国のこの種の渉外委員会か協議会かあ

って約束してるんでしょう。もう少し強力に佐

世保市の基地問題については認識をしていただ

きたい。

あとは議案外でまたやりますので、ひとまず

終わります。

【大場委員長】 ほか、ありませんか。

【坂本(浩)委員】陳情番号24番についてお尋ね
します。これは松浦市から出されております。

その中の7番目の原子力防災対策についてとい
うことで3点出されております。この1番目と2
番目に関わってです。

1番目は、長崎県と松浦市周辺自治体と九電
で「原子力防災に係る長崎県民の安全確保に関
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する協定書」ということでしておりますけれど

も、これがいわゆる事前説明ということになっ

ているんじゃないかと思うんですが、これ、立

地自治体並みの、いわば佐賀県並みのというこ

とになると思いますが、事前了解に改めるよう

にということで九州電力との協議を行う、これ

についての認識が1点目です。
それから、地元同意の要件とする法整備です

ね。これはいわゆる30キロ、ＵＰＺ圏内の自治
体ということで、本県でいうと松浦市はじめ4
市ということになりますので、その点について

の認識と働きかけ等を行っているのかどうか、

そこら辺はいかがですか。

【近藤危機管理課長】まず、原子力防災の九州

電力との安全協定の中で、事前説明という形で

本県と九電とを結んでおりますが、佐賀県と玄

海町については事前了解というような協定を結

んでいます。それと同じような並びにできない

かということ。

そして、次の2番目については、30キロ圏内
は、地元同意の要件という形にはなっていない

というところを、佐賀県玄海町と同様、地元同

意が要件となるようにできないかというような

ご要望を受けているところでございます。

事前説明から事前了解というところについて

は、確かに、電力会社とそれぞれの自治体の関

係ではございますけれども、全国同じような並

びでやっており、また、次の地元同意も同じよ

うな考え方で、そもそも国が法整備の中でしっ

かり規定してもらえれば、それに基づいたやり

方になると考えます。国がそれぞれ地元の関係

だということで、そういう地元の範囲というよ

うなものをしっかり規定づけてないところが原

因であろうかと思っておりますので、国に働き

かけをしているところでございます。現状とし

ましては、九電と十分話し合いを通じて事前に

説明をいただいているというような対応をして

おり、何か県からものを申す必要があれば、事

前説明の中で県としてしっかりものを申して対

応をお願いしていると、そういうような状況で

ございます。

【坂本(浩)委員】 わかりました。1番目の事前
了解の分の答弁がちょっと、従来の県の姿勢か

らするとちょっと後退しているのかなと思って、

多分、今までの県の説明では、長崎県との協定

では事前説明となっているけれども、実質的に

は事前了解なんだと、同等なんだというふうな

ことで理解を求めてきたのではないかなと思う

わけですけれども、そこは別にそういう認識で

いいんですよね、姿勢が後退したとかそういう

ことじゃなくてですね。

【近藤危機管理課長】説明が少し言葉足らずで

ございましたけれども、事前説明の後、県がも

のを申すことで九電にしっかりその対応を求め

るということでありますので、いわゆる事前了

解と同じような内容だということで理解はして

いるところでございます。

【坂本(浩)委員】 わかりました。ただ、実際、

玄海原発から一番近い松浦市の鷹島町は8.3キ
ロという立地点でありますので、そういう意味

でいくと、県境は関係なく、10キロ圏というの
はＰＡＺという位置づけになっておりますので、

ぜひ九電ともしっかり話をしていただいた上で、

事前了解というふうに文言修正を含めて、引き

続きよろしくお願いします。

特に、今、原発をめぐって福島原発以降、住

民の皆さん方の不安というのはずっと高まった

ままで、政府も「新しいエネルギー基本計画」

を今年の夏に策定するはずですけれども、今、

新設、増設を含めてできないという状況もあり
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ます。原発を巡ってはいろいろ意見があろうか

と思いますけれども、安全対策というのは、間

違いなく一致するところじゃないかと思います

ので、是非そういう立場は今後も堅持していた

だきたいと思います。

それから、地元同意の法整備については、国

に要請しているということですが、これは今年

も、先般申し入れた施策要望ですね、予算要求

ですか、この中には入ってないですよね。ずっ

と入ってなかったですかね。私の知るところで

は、多分、平成29年に1回、国に、この地元同
意の手続の明確化ということで申入れをしてい

るはずなんですけれども、何か理由があったん

ですかね、毎年行っている国への施策要望に今

年入ってないというのは。

【近藤危機管理課長】一度入れておりましたが、

より重点化する意味で、ここの部分については

落として別に国に対して要望していると、文書

ではなく口頭で要望しているところでございま

す。もともと再稼働のための地元同意というの

が非常に大きかったものですから、再稼働した

現状で、これを要望するところの位置づけとい

うのが、やっぱり低くなったのではなかろうか

という意味で、今回、ここのところについては

口頭での要望というような形でやっているとこ

ろでございます。

【坂本(浩)委員】 再稼働の時に併せて多分され
て、それ以降は口頭でということですけれども、

これ、再稼働する、せんにかかわらず、いわゆ

る原子力施設の重要な変更ですよね。それは再

稼働も含めて、そういうふうに位置づけられて

いると思うんですけれども、それからいうと、

今は止まっているみたいですが、玄海原子力発

電所の3号機には、プルサーマル計画で、いわ
ゆる通常のウラン燃料にプルトニウムを加えて

というふうな、これも重要な変更じゃないかと

思っておりますし、そういうことを含めて是非

きちんと毎回といいますか、申入れの中には入

れていただきたいということを要望させていた

だきます。

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１１時４９分 休憩 ―

― 午前１１時４９分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

ほかに質問はありませんか。

【石本委員】 坂本(浩)委員から松浦の件につい
て本当にありがたい意見をいただきました。私

も質問しようと思っていたんですが、その中身

で、今、県からの回答がありましたけれども、

地元同意については口頭でというお話がありま

したけど、実質、口頭でというのは、もうしな

いにも等しいというふうに思いますね。やはり

先ほど坂本(浩)委員がご指摘のとおり、やはり
大事なことは文面でしっかりと要望していただ

きたいということ。

それから3点目、それぞれ4項目ありますけれ
ども、これについては現実からすれば、こちら

の個別的な、例えば避難道路の整備、または海

上避難のための港湾整備とか大型船の確保等に

ついては、いざ災害が起きた時には、協定とい

うよりも、実質、人の命を守るというためには、

こちらの現実的な対応が重要になってきますの

で、この3の項目についても、今後、しっかり
と国または九電に対しても要望をしていただき

たいというふうに要望しておきます。

【大場委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５０分 休憩 ―

― 午前１１時５１分 再開 ―
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【大場委員長】 委員会を再開いたします。

ほかに質問はないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。

午前中の審査はこれにてとどめ、しばらく休

憩いたします。

午後1時30分より再開いたします。

― 午前１１時５２分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

次に、議案外所管事務一般について、事前通

告に基づき質問を行います。

事前通告をされた委員の方でご質問はありま

せんか。

【下条委員】お疲れさまです。通告に従いまし

て災害対応についてご質問いたします。私から

は、大きく分類しますと、避難所の対応、それ

とＤＸ、デジタルトランスフォーメーションを

用いた災害対応について、この大きく2項目に
ついてご質問いたします。

まず一つ目が、先日も熱海で本当に凄惨な土

砂崩れ、集中豪雨が起こっております。こうい

った避難所の対応について、昨年の2020年、9
月6日、台風10号における避難所の運営につい
てご質問いたします。

メディアでも早くから注意喚起を求めていた

り、また、気象庁でも早期記者会見で避難所の

重要性を発信した成果が出まして、皆さんの避

難に対する意識が高まり、たくさんの方が避難

をされたというふうに記憶しております。

長崎市では、9月5日、前日になりますが、県
立総合体育館が避難所になるというように発表

されております。ここで実際に長崎市の発表に

基づいて避難をされた方から、少し現場の対応

について苦言をいただいておりますのでお伝え

いたします。

まず、長崎市が発表した開設時刻が午前10時
だったにもかかわらず、実際に避難所が開設さ

れたのが11時30分、1時間半遅れていたという
こと。さらに、前日決定していた避難場所とは

違う敷地内の別の場所に開設されたというふう

に聞いております。

こういった状況を長崎市の方がやっておりま

すが、県立総合体育館ということで設備が県の

管轄になっております。避難所のこういった運

用について、市町との連携についてどのように

されているのか、お尋ねをいたします。

【近藤危機管理課長】避難所の開設、運営につ

きましては、市町の所管でございますけれども、

ご指摘がありました県立総合体育館については、

県の施設でもございますので、県としては、所

管の部局が鍵を開錠したり、当然、それを貸す

時には了解を取ったりとか、そういったことが

あったかと思っているところですけれども、今

のご指摘につきましては、委員からお話があり

まして初めて私どもも承知したというようなと

ころでございます。

台風10号につきましては、本当に大きな台風
で、これまでにない甚大な被害が予想され、し

かも、コロナ禍というようなところもありまし

たものですから、市町におきましては、これま

で以上に多くの避難所を開設した。その結果が

少し混乱を招いたというようなところで、その

後、市町との意見交換もさせていただいたとこ

ろもありますが、停電があったり、満員で別の

ところに避難をしていただいたとか、そういっ

たいろんな反省点はあったとのことですが、今
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のご指摘のお話については、初めてお聞きした

ところでございます。

今後、こういったことがないように市町とも

よく協議をしながら適切な運営について、県と

しても十分助言等をしてまいりたいと思ってお

ります。

【下条委員】 やはり時間が1時間半ずれている
ということは、例えば、台風10号は、思ったよ
りも、以前の予測よりも勢力が若干弱くなった

ということで実際の被害が出ておりませんが、

万が一、この遅れが大変な状況になるというこ

とになりますと大変問題になりますので、ぜひ

こういった開設時間、あと場所ですね。場所は、

これ、未確認ですが、一部では、もともと本格

的な避難所、メインの避難所としていたところ

で、県立総合体育館ですから、別の方々が何か

運動のようなことをされていたというようなご

意見も聞いております。これは明らかに運営側

の意思疎通であったり連絡網、こういったもの

に抜けがあるという状況だと思いますので、是

非こういったことも対応していただきたいと思

います。

また、様々、現場からお聞きしておりますが、

私が一番これはよくないなと思ったのが一つあ

ります。それはコロナ対策です。2020年の9月6
日ですので、いわゆる第2波が迫っている状況
で、既に3月の段階、4月の段階で緊急事態宣言
を経験している状況で、この方からいただいた

のが、「検温等のコロナ対策がなかった」とい

うふうにお聞きしております。こういったコロ

ナ対策が実施されてない現状の把握と、それに

ついて県のご見解をお聞きいたします。

【近藤危機管理課長】コロナ対策につきまして

は、昨年度、感染症対策のチェックリストを県

で作りまして、それを十分対応していただくよ

うにかなり強くお願いをしていたところであり

ますが、今ご指摘のような検温の対策がなかっ

たというご指摘については、ちょっと意外に思

えるような、あってはならないことではなかっ

たのかなというふうに思っております。

実際は、コロナの中でも災害に対する避難と

いうのが重要ではありますけれども、ただ、避

難所が安全・安心であってこそ、初めて避難で

きると。コロナ禍であっても安心して避難がで

きるよう、避難所では最低限といいますか、十

分な感染症対策をとるべきだというふうに思っ

ております。

ですので、いま一度、検温、入り口での健康

観察、そして手指消毒等の確認あたりについて

は、これからの時期、再度確認をして、マニュ

アルに基づき対応していただくようにお願いし

てまいりたいと思っております。

【下条委員】午前中、危機管理監の方から説明

がありましたとおり、課長も言われましたが、

避難所開設・運営チェックリスト、こういった

ところにコロナ対策をしっかりやっていくとい

うふうに書いております。是非、こういうこと

が今後起きないように、安全・安心をしっかり

つくっていただきたいと思っております。

最後に要望ですが、この県立総合体育館では

空調設備があります。夏場は熱中症が非常に危

惧されますので、この時は空調が入ってなかっ

たらしいんですね、現場に着いた時に。ですの

で、そういったところも含めて、できるところ

があるのであれば熱中症対策も気を配っていた

だきたいというふうにお願いいたします。

もう一つの項目で、ＤＸ、デジタルトランス

フォーメーションを用いた災害対策についてご

質問いたします。

教育、行政、金融、そして災害、この4つの
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項目がデジタルトランスフォーメーションによ

って大きな変化、そして、ユーザー側が大きく

恩恵を受けるのではないかと言われている4つ
の項目に災害が入っております。先日の北村貴

寿議員の一般質問でも、災害総合ポータルサイ

トのスマートフォンを用いた情報を通達という

ことで、スマートフォン対応にするためには非

常に高額な費用がかかるというようなご答弁を

お聞きしております。

一方、避難所の状況確認として、午前中もご

説明がありましたけれども、株式会社バカンが

無料で避難所の混雑状況をウェブで配信するサ

ービス等、こういった形で行われております。

これは私も地域の、長崎市の危機管理の皆様が

来ていただいて、自治会長さんと一緒に地域防

災という観点で周知、また、状況を説明いただ

きました。大変いい、すばらしい取組だと思い

ますが、やはりデジタルを使った災害対策は非

常に重要だと思います。

まず、スマートフォンに対応するというのは、

私も必須と思うんですが、どうしても高額な費

用がかかってしまうんでしょうか、そのあたり

をお聞かせください。

【近藤危機管理課長】現在、ホームページで表

示しております県の総合防災ポータルサイトで

ございますけれども、今、スマホで見ようとす

ると、ホームページの画面がそのまま見る形に

なっているものですから、非常に小さく映って

しまう、いわゆるスマホ対応とはなっていない

というような状況でございまして、これをスマ

ホ対応にするにはどうしたらいいかと業者さん

にお尋ねすると、やはり安価でなくある一定の

金額がかかるお話があっております。

一方、県の総合防災システムについて、今、

各市町から被害状況、避難状況、そして、気象

の状況みたいなものを集計して、いち早く報道

機関等へ流すＬアラートに出したり、内部集計

をしたりとか、そういうシステムがございます。

そういったものが今インターネットと完全に切

り離されて、一方、それはセキュリティー上、

安全ではあるんですけれども、今の情報化の中

で、やはりインターネットを通じていろんな形

で情報を収集して、外に出すという方がメリッ

トが大きいということで、その改修を検討して

いるところです。一方、そこにはかなり高額な

予算等もかかるものですから、今、他県の事例

あたりを見ながら研究をしている段階でござい

ます。

防災システムの改修により、それがそのまま

ホームページに表され、それがいわゆるスマホ

版のポータルサイトとして県民の皆様にお知ら

せできるようなシステムができるのではないか

と、そういったところを含めて研究をしている

という段階でございます。

【下条委員】 私も、今、課長がご説明になった

総合ポータルサイトの、今、インターネットに

つながってない状況ということですけれども、

これを改修すると、これ自体は私は全く反対で

はないですし、賛成しております。何より、こ

ういった災害は、情報を入手するスピードが、

直接、その方の安心・安全につながる、また、

危険につながるという側面がありますから、是

非やっていただきたいんですが、一方で、こう

いったシステムの問題は、標準化と呼ばれるも

のがございます。標準化自体は、システムの中

では、ごくごく当たり前というか、わかりやす

いんですが、問題は、そういったシステムを使

った時の行政の皆さんの組織の対応になってく

るわけなんですね。

恐らく、今、私がお話をしているのは、国が
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デジタル庁というものを用いまして進めていく

のではないのかなと。これは防災から外れて行

政デジタル化の話になってしまいますけれども、

こういった防災の観点でも、国の防災システム

というものが今後考えられるのではないかなと

いうふうに思っております。

私も内外で確認をしましたが、なかなかまだ

そこまでの議論が行き着いておりませんが、Ｄ

Ｘの性質を考えると、必ず私が今話をしている

ような標準化ができます。結局、標準化ができ

ますとコストが限りなく安く使える、そして、

ビッグデータであったり、今までにない使い勝

手がいい仮想空間の、リアルではない仮想空間

が求められるということがあります。

私が何を訴えているかといいますと、是非、

間もなく来るようなもの、そして、改修しなけ

ればいけないこと、こういったことを是非国等

も含めてコミュニケーションをとっていただき

たいんですね、他の地域等含めて。こういった

ことのコミュニケーションを取られているのか、

お尋ねをいたします。

【近藤危機管理課長】今の総合防災システムの

整備に当たりましての検討状況でございますけ

れども、いろんな形で研究段階で、国の動き、

そして他県の状況、そして、いろんなベンダー

からお話を聞いている状況でございます。

その中で、今、委員ご指摘のように、各機関

と連携できるようなところは非常に大事だろう

と思っております。今、国に報告するのも、一

旦出てきたものを全部集計して、電卓で計算を

して、再度入力して、そしてそれを報告すると

いう、非常に手間取っているところでございま

すので、システムから自動で国への報告ができ

るべきだというふうに、できるだけ手入力を少

なくするような形で、情報を収集し、そういう

対応ができるようなところを目指しております

が、国もそのような流れを今やっているという

ふうに聞いております。

一方、災害につきましても、広域的な災害が

かなり大きいものですから、長崎県だけの被害

で、ほかの県の状況がわからなければ、いろん

なところから支援をいただくにしても、どこか

ら、どう、長崎県に入っていただくか、長崎県

の状況はわかっても、隣の佐賀県の状況がわか

らないと何の手当てもできないというようなこ

ともありますので、九州でそういう連携ができ

ないかというような動きも協議中でございます。

そうしたものをシステムに反映させるような形

で地図上にもうまくそこを表示させるようなも

の、そういったものを目がけて整備をしてまい

りたいというふうに考えております。

【下条委員】 最後になりますが、課長、是非そ

のような連携を取っていただいて、今まさに本

当にＤＸは過渡期だと思います。この過渡期を

いかにスムーズに乗り切るかということは重要

です。いろんな意味で先行投資をしないといけ

ない部分は一定仕方ないと思いますが、是非

先々の共通化、標準化というのも見据えて防災

システムを構築していただきたい。

そして、現在の過渡期では、やはり腰の重い

何かをつくっていくということでは、やはり今

年の災害対策、秋の災害対策、来年の災害対策

というのが手遅れになってしまいますので、2
月の総務委員会でも質問させていただきました

が、既存のアプリを用いた、少し軽めの、ユー

ザーの皆さん、市民の皆さんにも納得をしてい

ただきながら、早くて安い、そういったものも

使いながら、いわゆるツートラック戦略になり

ますけれども、こういったのも柔軟に考えてい

ただいて対応していただきたいということを要
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望したいと思います。危機管理課長、いかがで

しょうか。

【近藤危機管理課長】今のご指摘を踏まえて検

討してまいりたいと思いますけれども、少なく

ともシステムを導入するまでには数年かかると

思っております。現在あるものを使いながらや

っていく中で、今、ヤフーと協定を結びまして、

ヤフーの防災アプリについては無償でこちらか

らの情報を提供できるようになっております。

プッシュ式でそのアプリを入れている方につい

ては、それを送ることができますので、そうい

ったものを活用しながら対応してまいりたいと

思います。

【大場委員長】 ほか、ありませんか。

【浅田委員】今の下条委員の部分ともかぶる部

分があるんですが、まずは消防団員の減少につ

いてお伺いしたいと思います。

消防団の皆様には、日頃より様々な負担もか

かりながらというようなことを含めて、いろん

な形での環境整備等のお願いもしたところでは

ございますが、これだけ県とかも力を入れて消

防団を増やそうとしている中で、今までの中で

も大幅に減少しているということがありますが、

まず、そのあたりをどのように分析なさってい

るんでしょうか。

【宮﨑消防保安室長】 令和3年4月1日現在、県
内で1万8,868人の消防団員数ということで、昨
年より325人という大きな減少になっていると
ころでございます。このうち退団者が1,020人ご
ざいまして、この退団者数につきましては、こ

こ数年では最も少ない数になっております。

この退団の理由といたしましては、「仕事が

多忙になる」、「仕事上の転勤」というふうな

仕事に影響される原因というのが21市町中15
市町が一番大きいというふうに挙げておりまし

て、その次に例えば団長でございますとか分団

長が任期満了に伴って辞められると、それに伴

って、例えば同期生の方が一緒に辞めるという

ような、そういう幹部の任期満了に伴う退団と

いうことを挙げている市町もございます。

これに対しまして、実は、入団者数が695人
ということで、過去5年間の平均が約1,000人で
ございましたので、約300人以上下回っている
ところでございます。

この原因について市町にお聞きしますと、新

型コロナウイルス感染症の影響によりまして、

自治会から勧誘のためのいろいろな名簿ですと

か情報などをいただいても、いわゆる分団の幹

部が各家を訪問して個別勧誘をすることができ

なかったというお話、それから、消防関連のイ

ベント、出初式などが中止、規模縮小になりま

して、啓発勧誘活動などのイベントができなか

ったというような新型コロナウイルスに関連す

る理由を一番多くお聞きしました。

さらに、年々、地域で勧誘できる若者が少な

くなってきていて、さらにそれが進んだという

ことを言われる市町もあるところでございます。

その結果として、325人という減少につなが
ったと分析しているところでございます。

【浅田委員】辞められた方は、仕事や任期満了

の方が多いということで、あとはコロナがある

ことが影響して、なかなか新しい方を増やせな

かったというお話です。今、平均年齢的なこと

を考えても、上の団が非常に多いように感じる

んですね。やっぱりここをいかに若い世代にと

いうことで、大学生とか、いろんなところでご

努力していただいているところではありますが、

増やす勧誘の仕方という、自治会に行って回ら

なければ駄目ではなくて、今の若い世代に対し

てＳＮＳでの勧誘だったりとか、そのあたりは



令和３年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（７月６日）

- 151 -

しっかりなさっているんですか。

【宮﨑消防保安室長】個別の勧誘方法について

の詳細まで分析しておりませんけれども、各市

町では基本的に勧誘活動が中心というふうに伺

っております。

ただ、県といたしましても、このような状況

下で様々な勧誘対策を強化すべきということを

考えておりまして、令和3年度におきましては、
全国の成功事例などについての研修会を開催す

るべく考えておりますので、そうした研修会な

どを通じて様々な勧誘対策、市町の勧誘対策を

支援していきたいと考えております。

【浅田委員】また勧誘のセミナーがコロナで延

びるとなると、またどんどんいろんなことがで

きなくなることもあるのではないかなと。うち

の分団においても、同世代で入っている、ある

一定の学年が5～6人というような流れで、友達
の連鎖で入っているというような人たちもすご

くいるなと。

そういったところを考えると、本当に若い時

期から、一時、そういう映画で啓発とか、動画

で啓発活動とかもなさっていたと思うんですけ

れども、若い世代から、こうやって災害が頻発

している時期の中で、自分たちで自分たちの命

を守るんだという、教育分野ともしっかり連携

をしていただいて、情報発信の在り方も含め、

いま一度精査し直していただければなと思いま

す。

多分、このままいくと、どんどん、どんどん

減少していってしまうような形にもなり、私も、

この年で入っているのもどうかなと思うんです

けれども、やっぱりそれなりにお役目もあった

りしながら努力をしているところでありますし、

いろんな方々にどんどん入っていただけたらあ

りがたいなと思いますし、これだけ人口が減っ

ている中では、地域の中で地域を守っていくと

いうのは、非常に重要なことではないかなとい

うふうに感じています。

それに併せて引き続き避難所の話になります

が、地域の中でというところで、先ほどもお話

がありました地域の様々なところに避難所があ

るんですが、前回の夏の時にも、同じなんです

ね、県立高校を借りて、県立高校は県の所管だ

けれども、その後のことはわかりませんと、鍵

は貸したけどみたいな、そんな答えを前にいた

だいたことがあって、しかしながら、そこの連

携をしてしっかり指導していくのが県のお仕事

でもあろうと思います。

あと、今回の土石流の流れなどを見ていると、

長崎の中では避難所が傾斜地にあるところも

多々あるんですね。そういったところの調査・

分析はどのような状況になっているか、まず教

えてください。

【近藤危機管理課長】 今回、熱海では、土砂災

害警戒区域の中で災害が起こったということで、

そういうリスクがハザードマップ上に表示され

ている区域というのは、十分やはり注意すべき

ところであろうかと思います。

そこに対する避難所の数でございますけれど

も、今、正直申しまして、現時点での把握はで

きていないところでございます。ただ、2年ほ
ど前に一度調査したものがございまして、その

時には全体的に約27％ほど、そういう警戒区域
内に立地しているところがございました。再度、

そこについては急いで調査をしないといけない

と考えているところでございます。

【浅田委員】 特に今回の熱海におきましては、

新聞、テレビなどでも報道されておりますけれ

ども、結局、民間業者との在り方があって、行

政がどこまで把握し、どこまでそこを管理でき
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ていたかというような問題がまだまだ上がって

いる最中だと思うんですけれども、やっぱり指

定している場所に関して、実際、去年も台風の

時に私も消防車に乗って回りながら、「早く避

難してください」という広報活動とかをやる中

で、明るいうちに避難を促すわけですけれども、

これぐらいの雨の中で、ここからまたあの避難

場所に行くということの方が困難だなと思いな

がらも、それを言葉を変えながら、いろいろお

伝えしながら広報をするんですけれども、そも

そも論の在り方として、これは各市町になるか

と思いますが、今一度、そういうところも精査

をしっかりしていただきたいですし、去年みた

いな大型だから早く逃げたいという人たちがあ

ふれかえって、市町が抱えている避難所じゃな

いところも開けていく、その流れとかの在り方

を、さっき、アプリの開発の話も出ておりまし

たけれども、いかに住民に早期に的確な状態を

お伝えするか。

今回の熱海の方でも、友達に聞いたら、テレ

ビとかでは全然わからなくて、ツイッターが一

番最初に入ってきたと。ツイッターの情報で何

とか周りを把握することができたというような

こともありますので、様々なところを分析調査

をしていただければなと思います。よろしくお

願いします。

続いて、足早になりますが、行財政改革とい

うタイトルで質問させていただいておりますが、

これは県の職員の人数のことについてですが、

この間、人事委員会でもご質問させていただい

たんですけれども、今回、新しい採用の仕方等、

いろいろ工夫されて県庁の中にも多様化という

ところで求められていることだと思うんですが、

そんな中で一方では行財政改革で職員さんの人

数を大幅に減らしている状況ですというような

話があります。そのあたりのバランスをいま一

度教えていただいてよろしいでしょうか。

【大瀬良新行政推進室長】ただいま、浅田委員

から採用をどうするか、職員数のバランスをど

う取っているのかというご質問でございました。

午前中、ちょっと話したところもございます

けれども、職員採用に当たりまして、我々は行

政需要がどうなのかというのを毎年見ていると

ころがあるということでございます。

そうした中におきまして、実際上、採用数を

どう決めていくかということでございます。一

つは、スタートでは退職者数の見込みが何名程

度あるかということがあります。さらに、そこ

で先ほど申し上げましたような行政需要として

今後増やすべきところとか、何人ぐらい置かん

といかんかといったようなことも検討しまして、

そのバランスの中で採用数を決めているところ

でございます。

その際に勘案しておりますのが、やっぱり限

られた財源の中で人件費もございます。その中

におきまして、より効率的にできることはない

かという業務の見直し等も勘案しまして削減等

もやってきていると。そこで、午前中も話しま

したが、そういった削減の中には、組織の改廃

等も勘案しながらということでやっております。

結論でございますが、退職者数、それから行

政ニーズ、それから業務の状況等を勘案して、

そこで退職、それから採用、それと職員の全体

の数のバランスを取っているということでござ

います。

【浅田委員】それぞれの時代背景ですとか、ニ

ーズですとか、特にここ最近というか、これか

らデジタル化していく中で、省略化できる部分

等を併せながらいろいろ考えられているかと思

います。
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この間、人事委員会に質問した中にも、今は

中途採用の枠が大幅に増えたりとか、年齢層も

ある一定、昔よりは高いところで採用がかなう

ようになったりとか、海外経験者とか、いろん

な方々がいらっしゃると思うんですね。

私は、過去に何度も質問させていただいてい

るんですが、例えば、県費を使って韓国へ行っ

た、中国へ行った、学校に1年間留学させまし
たと。最初のうちは国際課に行くんですけど、

その後はやっぱり職員さんなので、いろんな経

験をさせなきゃいけないので、いろんな部署に

行きますというような形で。でも県費を使って

語学を学んでいただいた方々の在り方というと

ころは、もっと専門性を持たせてもいいのでは

ないかとか、例えば、この数年ですけれども、

海外に住んでいた人たちをわざわざ採られてい

ると。最初は国際課かもしれないけど、その後

を含めて、どのような形で、せっかくそれだけ

の得意分野をもって、わざわざ中途で採用する

のであれば、2～3年だけではなくて、それ以降
のビジョンというのもしっかりあってしかりか

なと思っているんですが、そのあたりいかがで

しょうか。

【今冨人事課長】民間企業の経験でありますと

か海外経験者の採用、もしくは県職員で外国へ

の留学制度を活用した職員のその後の活用の仕

方といいますか、人材育成の仕方についてのご

質問だと思います。

まず、民間企業、海外経験者の採用について

は、地域の活性化でありますとか国際化への対

応、複雑・多様化する県民ニーズ、そういうも

のにしっかり対応していくために、今、実際に

やっているところです。

その方々の配置については、民間企業であり

ますとか、海外活動における経験やスキル、こ

ういった即戦力として発揮しやすい、例えば、

産業振興でありますとか、企業誘致、文化・観

光、国際・物産、情報政策などの分野に配置を

しております。

その後の人材育成についても、そういったと

ころの部門を中心としながら、そうは言いつつ

も、ある時期には他部門にて幅広い行政全般の

経験を積んでいただきながら、ただ、将来的に

は先ほど申し上げましたような産業振興であり

ますとか国際部門、こういったところのリーダ

ーとして活躍できるように育成、配置を行って

まいりたいと思っております。

また、同様に、そういう留学制度を活用して

海外に行った職員につきましては、先ほど、委

員がご指摘されたとおり、まずは国際部門に戻

します。その後も、そういった国際部門での配

置を中心に人材育成を行って、同様に他部門も

経験しながら、また国際部門でのリーダーにな

るように育成していきたいと考えております。

【浅田委員】県の職員さんというのは、本当に

大変で、いろんな部署を経験して、行ったとこ

ろでまたそこのプロにならなければいけないと

いうのは、非常にすばらしいし、大変だなと私

は常日頃から思っています。

最初からの採用ではなくて、本当に得意性を

もって採られたところの人たち、そして、採ら

れた側の人たちの声も聞きながら、こちら側の

思いだけじゃなくて、実態として通常の公務員

ではないと思いながら入ってきた人もいると聞

いておりますので、そちら側の様々な声という

のもしっかり聞きながら今後進めていって、全

く聞いてないとは思いませんが、そういったこ

ともある意味必要ではないかなと、いろんなこ

とが大きく動いている時期でありますので、い

ま一度、そういったところも考えていただけれ
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ば、せっかく適材適所ということで業務内容の

見直しなどもなさっているということですので、

よろしくお願いしたいと思います。

続いて、県の広報番組についてお伺いしたい

と思います。

県の広報番組が今年度から新しく変わりまし

た。10年ぐらい前には全局でそれぞれ県政番組
があったんですが、もっと競争性を求めた方が

いいということで、私の方からも議会で質問さ

せていただいて、今では全局で同じものを流し

て、同じ感覚で県民に県政を知っていただこう

というような形態に変わりました。

新しい番組になっているんですけれども、こ

れまでとの違いですとか、今後にかける思いで

すとか、視聴率とかも当然必要な部分になるか

と思いますので、そういったところをどう工夫

し、どのような選定をし、今後につなげたいと

思っているか、教えてください。

【椿谷広報課長】今、浅田委員がご指摘のとお

り、新しく広報番組が、今年度4月14日から、
番組名を「みジカなナガサキ」と称しまして始

まっております。概要につきましては、タレン

トのＤＪマークさん、塩田みうさん、そして動

物のアニメーションＣＧ、そういったレポータ

ー陣をそろえまして、県政の話題をわかりやす

く県民の皆さんにお伝えするといったことで進

めております。

まず、視聴率から申し上げますと、まだ4月
から6月ということで3か月間の視聴率しか出
ておりませんけれども、平均の視聴率で10.4％、
番組改編前の昨年度、「こちら県庁広報2課」
が同時期で10.6％となっておりますので、現状
を見ますところ、遜色のない視聴率となってお

ります。

それからもう一点、今の番組のスタイルが制

作と放送、それから放送のみという形で、同じ

番組を全局で流しているという形になっており

ます。委員ご指摘のとおり、県議会からのご指

摘もありましてこういった形になっております。

それは一方としてございますけれども、ただ、

広報番組等については、どういった形で定着を

させて、番組の認知度を上げながら、それが県

政情報の発信につながっていくのかといったと

ころも当然ながら考えていかないといけないと

思っております。

現在は総合評価方式の指名競争入札で毎年番

組を決定しておりますけれども、一定の期間、

同じ番組の継続が必要といった声もございます

ので、こういった状況も踏まえまして今後新し

い番組の定着について検討していくといったこ

とで考えております。

【浅田委員】どうしても若い世代はテレビを見

なくて、ＳＮＳとかで情報をどんどん発信しな

いといけないと思いますが、そういったものを

使えない方々にとっては、テレビからの情報と

いうのは大きな部分であるかと思いますが、そ

こには制作費と費用対効果というのは、非常に

大きいところだと思いますし、ある一定の費用

は使われているかと思いますので、そういった

ところも考えながら、もちろん、今すぐ視聴率

が上がるというわけではないと思いますし、見

られるだけではなくて、県政の状況を知っても

らうのが本来の目的であろうかと思いますので、

そういったところをしっかり見ていただければ

と思います。

時間と思いますので、結構です。

【大場委員長】 ほか、ありませんか。

【饗庭委員】 皆さん、お疲れさまです。通告を

しておりましたので、3つほど質問させていた
だきたいと思います。
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新型コロナウイルス感染症の中の災害発生時

の避難についてということで、先ほどから避難

所のお話とかたくさん出ておりますが、その中

でコロナ患者さんで自宅療養されている方が避

難される時の避難方法と、その場合に市町との

連携がどのようになっているのか、お伺いしま

す。

【近藤危機管理課長】自宅療養者、コロナの陽

性患者で自宅にいらっしゃる方につきましては、

宿泊療養所を一時避難場所という形で整理をし

ております。万一、自宅療養者が一般の避難所

へ避難されてきた場合は、市町において、専用

スペースへの誘導というような形で適切な対応

を取られると思っております。

いずれにしても、保健所がその状況を把握し

ておりますので、保健所と市町の保健部局、そ

してそこと防災部局が連携をとりまして、そう

いった対応をしていくようにしております。

【饗庭委員】もし間違って行かれた場合は専用

スペースをということですけれども、各避難所

には専用スペースが必ずあるというふうに思う

んですけれども、その確認ができているのかと

いうこと。

昨年、満員のところがあって、あちこちほか

のところに避難したというお話もありましたけ

れども、そういう場合の対応策を教えてくださ

い。

【近藤危機管理課長】やはりコロナの陽性の患

者、疑いの患者、濃厚接触者もそうだと思いま

すけれども、とにかく一般の方とは動線を切り

離して、別のところで避難をするというのが原

則でありますので、それぞれの避難所におきま

しては、今、コロナ感染症のチェックリストに

も書かせていただいておりますけれども、別の

専用スペースを設けるようにお願いをして、各

市町もその対応を取っていただいていると考え

ております。

そうしたところで、その対象の方を別枠でし

っかり対応されていると考えております。そう

いったところについても市町と連携しながら対

応してまいりたいと考えております。

【大場委員長】 もう一つ、県として、それを確

認しているかということなので。

【近藤危機管理課長】そこの確認につきまして

は、一つ一つまでなかなか確認はできておりま

せんけれども、まず、コロナ陽性患者につきま

しては、保健所が確認を十分されていると思い

ますので、その中で状況の確認を取っていただ

き、対応をとるようお願いしてまいりたいと思

います。

【饗庭委員】避難所に関しまして確認できてい

ないということですけれども、平時の間に確認

をしておいて、災害が起きた場合に、すぐ対応

することが必要かと思います。

では、市町で避難所が全部で何か所あるのか、

お伺いします。

【近藤危機管理課長】市町の方で指定避難所を

設定するわけでございますけれども、避難所そ

のものにつきましては、現在、1,387か所ござい
ます。

【饗庭委員】 1,387か所だったら確認できるの
かなというふうに思うんですけれども、今後、

そこも検討していただければと思います。

もう一つ、その避難所の状況を確認するのに、

先ほどもありました株式会社バカンと協定をさ

れるということですけれども、具体的にどんな

情報を配信する予定なのか教えてください。

【近藤危機管理課長】株式会社バカンとの協定

につきましては、バカンのシステムをそのまま

利用するという形にしております。実際、イン



令和３年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（７月６日）

- 156 -

ターネットの、ウェブ上で避難所の開設状況が

あり、開設された避難所の混雑状況がわかり、

空いていれば「空いています」と、そして、混

雑していれば「混雑」、満員だったら「満」と

いうような形でマップ上に表示されるというふ

うになっております。

【饗庭委員】これが何年ぐらいに使えるように

なるのか。先ほど質問の中で答えておられたか

と思うんですけれども、何年後ぐらいに使える

ようになるのか教えてください。

【近藤危機管理課長】このバカンとの協定につ

きましては、既に今でも使えるようになってお

ります。既存のバカンのシステムは、レストラ

ンだとかのいろんな施設の空席状況をあらわし

ているシステムを避難所に置き換えたというよ

うな形で使っておりますので、今現在、17市町
でその開設が既にできております。現在は避難

所は全部開いておりませんので「ｃｌｏｓｅ」

というような形になっておりますけれども、い

ざ、そこで実際に災害が起きて避難所を開設す

ると、そこに新たに表示されるというふうに理

解しております。

【饗庭委員】 理解しました。

次に、消防団員のことでお尋ねしたいと思い

ます。

先ほどもお話があっていましたが、かなり減

少しているという中では、やはり消防団員を増

やすということでは、県庁の職員さんにもぜひ

消防団員になっていただくといいのかなと思う

んですけれども、県庁の職員さんは、もちろん、

災害がある時にはいろんなところで役割があっ

てということは十分承知しておりますが、その

ことを含めて、現在、何人ぐらいいらっしゃる

のか、県として消防団員に入会していただくこ

とを進めていかれるのか教えてください。

【宮﨑消防保安室長】現在、県の職員として消

防団に入っておられる職員の方は77名という
報告を市町から受けております。

この状況が数字的に多いか少ないかという基

準がございませんけれども、委員おっしゃいま

したように、県職員の場合ですと、住んでいる

地域から離れて仕事をしていること、それから、

定期的な転勤があるということ、それから引っ

越しもございます。それから、災害の場合には

警戒本部から災害対策本部の用務等々もあるわ

けでございまして、一定の制約はあるわけでご

ざいますけれども、必ずしも消防団に入って活

動ができないということではないと考えており

ます。

市町と意見交換をいたしましても、転勤があ

っても、例えば離島にいる間は入ってほしいと

いうご意見もお聞きするところでございます。

平成29年に県職員にアンケートをとったこ
とがございまして、その際に入らない理由とし

て挙げられているのが、災害対策用務があると

か、転勤があるというようなことでございます。

ただ、全ての消防団員が招集に応じていただ

けなくても、できる範囲での協力も可能な市町

もあるかと思いますので、まずは平成29年にや
ったアンケートを再度やってみまして、そこで

どういった点が、今後、職員さんたちの疑問な

り心配になっているのかということをつかんだ

上で、特に県職員がたくさん住んでいる市町の

消防団とも話をして、そういった懸念とか心配

を払拭するような形の勧誘の説明会を行えるよ

うに現在考えております。まずはアンケートを

実施してみたいと考えております。

【饗庭委員】わかりました。アンケートを実施

していただいて、もちろん、県庁職員さんの意

向もおありでしょうから、その中で地元で活動
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していただくということも踏まえて、ぜひ勧誘

の方法を考えていただければと思います。

次に、行政改革の取組については、県庁の職

員数についてです。これも朝と先ほども出てお

りまして、人数が減ったというところでは、各

部が必要なくなったということもありますけれ

ども、全体的に減少したというところでは、職

員に負荷がかかっているのではないかというふ

うに危惧するところがありますけれども、これ

によって長時間労働が増えてきたというような

ことがないのか、お伺いします。

【今冨人事課長】今年度の時間外勤務の状況に

ついてですが、時間外勤務が月80時間を超えた
職員数は、4月から5月の間で延べ54人でありま
した。この54名の業務内容を確認しましたとこ
ろ、決算業務など年度当初特有の多忙な時期に

国の会計検査対応が加わった場合など、様々な

要因がございましたが、一番多かったのが新型

コロナウイルス感染症対策に従事している職員

で、4月から5月の合計で31名、全体の約57％を
占めており、コロナ対応が長時間労働に大きく

影響しているものと認識しております。

【饗庭委員】コロナ対応によりということです

けれども、そこを今後緩和するための人員配置

を考えておられないのか、お伺いします。

【大瀬良新行政推進室長】コロナ対応等につい

ての人事体制をどう考えているのかということ

でございます。

午前中もコロナ対応等について若干触れさせ

ていただきましたけれども、現在、コロナ対応

のために28人の増員を図ったといったところ
でございます。そのほか、実際上、人事での人

員配置というものに限らず、今、県庁内でやっ

ているのは、例えば、コロナ禍にあって対外的

に業務ができないといったようなところからは

応援体制を組みながら、この人数も逆にコロナ

に充てたりしているところでございます。

いずれにしましても、今、県では、このコロ

ナ対策というのは結構重要な部分でございます

ので、全庁を挙げて各部の中でも融通をきかせ

ながらコロナ対応について進めているところで

ございます。

今後の状況等も踏まえながら、県庁全体での

コロナ体制、その他業務の執行体制等について

は、適切に各部局とも意見を交換しながら対応

してまいりたいと考えております。

【饗庭委員】過重労働にならないようにお願い

したいと思います。

次に、事業評価のところですけれども、「事

業群評価制度導入などで成果還元を目指す事業

構築の仕組みづくり」というところでは、どの

ような仕組みづくりが行われて評価をされてい

るか。

併せて、その後のＲＰＡやＡＩ会議録を導入

されて、どこが適切に使われていて、ここには

合わないというか、それを使用するよりも、や

はり人の力がいいというところもあろうかと思

うんですけれども、そのあたりを教えてくたさ

い。

【松尾財政課企画監】まず、事業群評価制度の

事業構築の仕組みづくりについてお答えいたし

ます。

事業群評価制度とは、総合計画の推進に寄与

する評価制度とするため、総合計画の施策の下

に位置づけられる事業群単位で構成する事業を

一まとめにして評価し、各事業が事業群の目標

達成に対して効果を上げるような事業になって

いるか、不足している取組はないか等を検証す

る制度であります。

平成27年度までは個別の事務事業単位で評
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価を実施しておりましたが、施策を推進する事

業の全体像がわかりにくいという問題認識の下、

事業群単位で関連する複数の事業を並べて評価

することで、中核となる事業の見極めや類似事

業の統合・整理、新規事業の構築に、より活用

できる仕組みにしております。

事業群評価においては、事業の廃止、縮小、

拡充、統合などの方向性を検討し、その結果を

次年度の予算へ反映するよう進めておりますが、

今年度から評価調書の提出やヒアリングを新規

拡充事業の検討時期に合わせて実施するなど、

予算編成と連動させ、事業構築に、より活用で

きるよう見直しを行っております。

また、評価に際しては、既存事業も含め、見

直しを進め、より施策効果の高い事業に重点

化・集中化を図ってまいりたいと考えておりま

す。

【大場委員長】 休憩いたします。

― 午後 ２時２６分 休憩 ―

― 午後 ２時２６分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

【井手情報システム課企画監】ＲＰＡやＡＩを

どのような業務に活用されているかというご質

問かと思います。

ＲＰＡといいますのは、パソコン上の定型的

な作業を自動で行うロボットでございまして、

大量の処理を早く正確に休むことなく行うこと

ができるといったようなツールでございます。

ですので、現時点ではエクセルファイルから別

のファイルへのデータの転記でありますとか、

メール送信を大量に行うといったような業務に

活用しているところでございます。

そのように定型的な業務に活用できるもので

はございますが、企画などの発想力を伴う業務

ですとか、知識、経験に基づくような高度な判

断が必要な業務に活用するということは非常に

難しくて、対象業務は限られてまいるところで

ございます。

仮に活用できる業務があったといたしまして

も、処理件数が年に数件だけでありますとか、

そういう活用機会が少ない場合には、かえって

開発の手間がかかって非効率になるような場合

も想定されますので、事前に費用対効果という

ものをよく検討しながら、活用する業務をしっ

かりと選定していく必要があると思っておりま

す。

ＡＩにつきましても、現在、ＡＩ会議録とい

いまして、音声データをＡＩの技術を活用して

自動でテキストに変換するシステムでございま

して、これを導入しております。これにつきま

しても、庁内全体に汎用的に活用するといった

ようなものではございませんで、個々具体の業

務ごとにどう活用するのかということを事前に

十分検討する必要があると思っております。導

入には相当の経費もかかってまいりますので、

費用対効果、導入効果といったところをよく検

討しながら進めてまいりたいと思っております。

【饗庭委員】費用対効果を見ながら進めていた

だければと思います。

以上で終わります。ありがとうございました。

【大場委員長】換気のためにしばらく休憩いた

します。

午後2時40分より再開いたします。

― 午後 ２時２８分 休憩 ―

― 午後 ２時３８分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

ほか、質問はありませんか。

【石本委員】一昨日の熱海の土石流被害に対し
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ましては、亡くなった方にはお悔やみ申し上げ

たいと思いますし、まだ行方不明の方には、心

からお見舞い申し上げたいと思います。

予期したかのように私の心配したことが現実

として起こったわけですけれども、長崎県の地

域防災計画改定に伴いまして、今回、避難情報

等の内容に一部変更があったということで、そ

の内容について各市町への指導徹底が必要かと

思いますが、現状として今どのようになってい

るか、お伺いします。

【近藤危機管理課長】これは災害対策基本法の

法律が変わりまして、そして、それに基づいて

避難情報の変更というものが変わったところで

ございます。今までの避難準備、高齢者等避難

開始が高齢者等避難、そして、避難指示、避難

勧告が一本化されまして避難指示、災害発生情

報が緊急安全確保という形で変更になったわけ

でございます。

市町に対しましては、この間、4月から5月に
かけて担当者会議、そして、法改正の説明会等々、

会議等を設けまして、変更内容をお知らせする

とともに、それぞれの発令基準をもう一度確認

をしていただいて、的確な発令というものを出

していただくようにお願いをしたというところ

でございます。

【石本委員】今、会議をして内容の周知をして

いる、指示をしているという話ですが、この資

料では、「感染症対策に伴う各種行事等の対応

について」の中では、「避難勧告と避難指示の

2種類の避難情報を避難指示に一本化する等の
長崎県地域防災計画の改定について承認いただ

きました」ということですけれども、これにつ

いて「書面開催を行い」と書いてあるんですけ

ど、実際に人を呼んでやったということですか、

先ほどの回答については。

【近藤危機管理課長】地域防災計画の改定につ

きましては、長崎県防災会議というものを開い

て、改定を行うという作業をやっております。

会議には、多くの有識者の方が集まるというよ

うなこともあり、コロナ禍の真っ最中でござい

ましたので、書面開催という形で内部の意思決

定をさせていただいたところでございます。

市町への周知、依頼につきましては、テレビ

会議を利用しまして各市町にお願いをした次第

でございます。

【石本委員】私もそこまで認識してなくて、再

度こういった、新聞情報では、熱海の件につい

ても行政が気象庁また県から土砂災害警戒情報

が発令されたにもかかわらず、新たなレベル4
の避難指示を出してなかったと、出すための躊

躇をしたというような報道がされております。

そういった同じようなことが本県としても徹

底されているかどうかというのがちょっと懸念

されるということがあるものですから、再度、

この避難情報、また避難指示等についての、気

象庁、県、そして市町の情報の共有と、その避

難指示の発令に当たっての統一といいますか、

そういったことを再度徹底する必要があると思

いますけど、そこはどうでしょうか。

【近藤危機管理課長】今回の熱海市の事例につ

きましては、本県も非常に教訓として今後に活

かさないといけない事例ではないかというふう

に思っております。

いろいろと報道はございますけれども、実際、

土砂災害警戒情報が出された、これは警戒レベ

ル4相当の情報でありますので、この時には、
これまでは避難勧告、今回からは避難指示とい

うような発令を市町としては出すタイミングに

あるわけですが、熱海市では、雨が小康状態に

なっていたというようなところで発令するタイ
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ミングが非常に遅れたのではないかというよう

なこともございます。

実際、それぞれの場面、場面で対応が非常に

難しいところではあるわけですけれども、どう

いうふうな時に、どういうふうに判断すべきか、

ここは気象台の情報を共有しまして、また、市

町とも連携を取って、今回の事例がもう少し、

改めて教訓的な形ではっきりわかりましたら、

市町とまた会議を持つような形で情報を交換し

て、間もなくであろう出水期に備えて対応を図

ってまいりたいと考えております。

【石本委員】 土砂災害も含めてですけれども、

災害が起きるというのは、大雨が降った時じゃ

なくて、その時間を過ぎて1日か2日というのが
災害の発生が多いと、これまでの経験からして

思うわけです。だから、現在は降ってないけれ

どもという話が熱海もあったんですが、積算す

ると、その前に相当の雨が降っている状況がは

っきりしているわけですから、そういったとこ

ろについても県としては各市町に再度しっかり

とした認識をするような指導が必要だなと思っ

ていますので、再度しっかりとそういった会議

をウェブなりで開いて徹底していただきたいと

いうこと。

それから、行政はわかっていても一般市民が

わからない。避難指示は出たけれども、これま

では避難勧告、そして避難指示ということでし

たけれども、それがもうレベル4で必ず避難し
なければならないという避難指示に変わったん

ですよという認識はまだまだいってないと思う

んですね。私個人も、恥ずかしながら、そこま

で認識してなかったところなんですよ。ですか

ら、そこについても各市町から地域住民に対し

て、そういった避難指示のレベルについても、

レベル4では避難しなさいということを徹底す

るように対応してもらわんと、多分そこまで住

民の認識はいってないというふうに思いますの

で、そこら辺の周知も各市町と連携をされてし

っかりと指示をしていただきたいと思います。

それから、今回、たまたま盛土した部分の崩

壊による災害という情報になってますけども、

例えば、県内にそういった箇所がどれぐらいあ

るのかというようなことは県として把握されて

いるのでしょうか。

【近藤危機管理課長】盛土があったということ

でございますが、県内でそういった盛土の状況

がどうかというようなところについては、今現

在、私どもとして数値は把握できておりません。

土木部の方で何らかの情報はあるかもしれませ

んが、そこの確認はまだ取っておりませんので、

しっかりした対応を考えないといけないと思っ

ているところでございます。今回は、土砂災害

の危険箇所と指定された地区で今回災害が起こ

ったというふうに聞いておりまして、県内の土

砂災害の危険箇所の指定そのものは、県内で3
万2,079か所あると確認をしているところでご
ざいます。それぞれで県が指定して、各市町が

それを基にハザードマップをつくっていくとい

うような流れになっているということでござい

ます。

【石本委員】 確かに、1件1件、県で細かいと
ころをまで把握するのは困難だと思いますけれ

ども、これについても各市町ではしっかりと把

握というか、確認、点検を再度していただくと。

本県についても水害の発生時期というのは、こ

れからが本番です。これまで毎年のように洪水、

土砂災害が過去も発生しておりますので、今か

らでも十分まだ間に合うと思いますので、そう

いった指示を徹底していただきたい。

それと、先ほども言われたとおり、各市町で
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ハザードマップは、全部できていると思うんで

すけど、全部できているんですか、各市町で。

【近藤危機管理課長】実際、県が土砂災害の警

戒区域、そして、河川の氾濫区域を指定して、

それから市町の方でハザードマップを作るとい

うような流れで、少しタイムラグで1年ずつぐ
らい遅れているということでございます。

ですので、全て出来上がっているかというこ

とになると、まだできていないところもあると

いうふうに伺っておりますが、9割方はできて
いるというふうに理解しているところでござい

ます。

【石本委員】これについても各市町は必ず整備

する必要があると考えますので、そこの確認も

含めて、今後、ハザードマップを作成して、さ

らにそれを住民までおろしているのかどうかま

で念入りに確認をしていただきたいというふう

に思います。

この災害は起きてからしか認識されないとい

うのが残念なところですけれども、例えば、避

難指示にしても、災害が起きなかったらという

判断の下に発令しないという話も書いてありま

すので、なければないで、それはいいことです

から、そこら辺の発令の基準といいますか、そ

こら辺についてもしっかりと県、市町との連携、

また情報共有と同じレベルでの住民に対する避

難指示の発令、時期とかタイミングとか、そう

いったものも統一しておく必要があるかなとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願い

いたします。

最後にその辺の県としての対応をお伺いいた

します。

【近藤危機管理課長】発令基準そのものは市町

の方で今まで使ってきたものがあるかと思って

おります。それを含めてもう一度、今回の対応

を見据えてブラッシュアップしていただいてい

るものと思いますが、そこのところは私どもと

しても十分支援はしてまいりたいと思っていま

す。

これまでも土砂災害警戒情報というレベル4
相当の情報が出されると、必ず私もしくは参事

の管理職が各市町に電話をして、避難の情報の

発信はどうするのかということを確認をしてお

りました。こういったこともずっと行いながら、

とにかく早め早めの発令、併せて、ご指摘があ

りましたように、住民の方が理解して初めて避

難行動に結びつくと思いますので、そこら辺の

ところの周知を図りながらしっかりした対応を

図ってまいりたいと考えております。

【石本委員】 よろしくお願いします。

【大場委員長】 ほか、ありませんか。

【坂本(浩)委員】 それでは、質問通告に基づい
て質問させていただきます。

災害対策関係で私も通告を上げておりまして、

やり取りを聞いて大方理解できたんですけれど

も、若干補足的な質問をさせていただきます。

避難所の問題でコロナ対策で密があって、昨

年9月の台風第10号の時は県内で750か所ぐら
い避難所を開設して百三十何か所が満員になっ

たと。かなり親戚の家だとか知人宅だとか、あ

るいはホテルを活用して避難したということも

あるみたいですけれども、約5万人ぐらいが避
難所に行ったというふうな報道がありました。

それで、一つは広域避難ということも言われ

ているようです、1自治体に限らず。避難所開
設は市町がやりますので、市町の責任で運営か

れこれやるというふうに思いますけれども、広

域避難になった場合に受入れを含めて、そこら

辺は県として調整というか、そういうのがある

のかどうか、そこら辺はいかがですか。
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【近藤危機管理課長】広域避難につきましては、

調整する主体としては、県で広域避難の調整を

すべきだというふうに思っているところではご

ざいますが、ただ、今の状況といたしまして、

まず警報なり災害の状況のような一時的な災害

の難を避けるための避難所というような形にな

ると、直ちには広域避難というのは現状難しい

かなというふうに思っております。

例えば、地震とかで、ここの避難所が使えな

い、この一帯は使えないぞというような形にな

れば、そういう広域避難の調整は必要かと思い

ます。ある一定のところの災害で、ここの地区

がトータル的にかなり甚大な被害を受けたと、

避難所を受け入れるスペースが、この市町には

難しいぞというような場合の避難の受入れ先と

いうようところについては、それはやはり県の

方でやらないといけないというふうに思ってお

ります。他市町もしくは県外までという形の中

で、そこは他県にお願いする場合でも、今、九

州各県で協定を結んでおりますので、そういっ

た中で対応してまいりたいと考えているところ

でございます。

【坂本(浩)委員】 わかりました。基本はそれで
いいと思うんですけれども、例えば、昨年、今

ちょっと言いましたように、報道でもそういう

ふうに載ってました、百三十数か所が満員にな

ったと。その時に、広域避難を考えなければい

けないような事例といいますか、そういうのが

あったのかどうか。準備をしておかなければい

けないんじゃないかなと思うんですよね。そこ

ら辺が昨年の、例えば7月豪雨だとか、9月の台
風9号、10号あたりで、そういう事例が散見さ
れたのかどうか、そこら辺はいかがですか。

【近藤危機管理課長】各市町にお聞きしますと、

昨年の台風10号では、これまでにない多くの避

難所を開設したと聞いております。ただ、統計

的に見ますと、開設した避難所が742か所で、
うち満員になったところが139か所、避難され
た方がトータルで5万444名ということでござ
います。全体の避難所の数の1,387か所からする
と、まだまだ開設できる避難所があったという

ことになろうかとは思います。

ただ、災害種別ごとに使える避難所、使えな

い避難所がありますので、全て対応可能という

ふうにはいきませんけれども、少なくともまだ

まだ開設できる避難所はあったというふうに思

いますので、直ちに台風の今の状況の中で広域

避難というところについては、その状況を一つ

一つ確認させていただきながら対応してまいり

たいと思っています。

【坂本(浩)委員】 わかりました。それと、避難
所開設運営におけるチェックリストというのが

今年の6月17日に改定されています。これは去
年の6月5日に作って、去年の災害の状況を見て、
特に中を見せていただくと、コロナ感染の関係

で自宅療養者だとか、あるいは濃厚接触者を含

めて追加的に随分と書き加えられているようで

あります。中を見ると大体、私も一から十まで

はわかりませんけれども、大方こんな状況なの

かなというふうに思います。

問題は、先ほどもちょっとあったように、こ

れを各市町でどう周知徹底をしていただくかと

いうことに係るんだろうと思います。ただ、先

ほどのやり取りを聞いていると、県庁内の横の

連携がちょっと不足しているんじゃないかなと

いうことを感じました。このチェックリストが

危機管理監と、それから福祉保健部で発行され

ていますけれども、これを全庁的にどういうふ

うに周知といいますか、意思統一をされている

のか、そこら辺はいかがですか。
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【近藤危機管理課長】 全庁的にと申しますと、

ちょっと私も、どの部とどういうふうな連携が

必要なのかというところが直ちに思い浮かばな

いところではあるわけですけれども、もともと

避難所の開設、運営というようなものは市町で

ございますので、そこの一定のガイドライン的

な、それをマニュアルとして各市町がそれに基

づいて対応していただくというような趣旨で作

ったものでございますので、関連する私ども、

そして福祉保健部局と連携しながら、保健所な

り、福祉保健部関係の横の連携をとりながら作

ったという次第でございます。

【坂本(浩)委員】 防災会議とかあるじゃないで
すか、そういう場できちんと徹底するというこ

とも可能でしょうし、各部局でこれ、きちんと

認識をしておいていただかないと、「はじめに」

のところにも、全庁的にちゃんとせんばいかん

ということを書いてありましたので、ぜひお願

いします。

それをなぜ言うかというと、先ほど、県立体

育館の話が出ました。あそこは指定管理ですよ

ね。指定管理にしている施設が避難所に指定さ

れることもあり得るわけです。私がほかの部局

に尋ねたところ、要するに、指定管理されてい

る施設が市の避難所に指定された場合に、指定

管理者に対してきちんとそのことを、例えば、

チェックリストを含めて、それをきちんと、運

営するのは市町かもしれませんけれども、それ

を管理しているところにも一定周知をしとって

もらわないと、先ほどの冷暖房の関係だとか、

あるいは場所の問題、具体的にこの施設のどこ

を避難場所にするかとか、あるいは鍵の受渡し

だとか、そこら辺で齟齬があったんじゃないか

なという感じがしたんですよね。ですから、そ

こら辺の担当は危機管理課ということになるで

しょうから、是非危機管理課の方で音頭を取っ

ていただいて、もしこれが周知できてないんだ

ったら、是非周知をお願いしたいと思います。

それから、財政の関係でバカンのシステムや

総合ポータルサイトの充実みたいなところが、

今、スマホとかでも、ぱっと見て、ぱっと情報

が入るような、それには数年かかるということ

で、財政の問題も若干あるようでありました。

あと、避難所の開設でホテルの活用というの

が去年もあったと思うんですけれども、これは

市町になるんですが、市町で全国的にもホテル

に避難した方の宿泊代を補助するというのが幾

つかあるようです。多分、それだけじゃないで

しょうけれども、そのことは入ってないかもし

れませんけれども、長崎県の市町村会のところ

で避難所増設に伴う財政支援というのを県、国

に求めているというふうなことも報道で見まし

たので、そこら辺の財政的な問題になると、危

機管理監の枠を飛び越えるというふうに思いま

すが、そこは総務部でいうと財政課になろうか

というふうに思いますけれども、そこら辺の財

政的な問題というのは、これは国に要望すると

いう方法しかないんでしょうか、どうでしょう

か。

【近藤危機管理課長】コロナ禍におきましては、

分散避難というのが一つの避難の選択といいま

すか、取組になろうかと思います。この中に旅

館・ホテルの活用というのが当然入っておりま

して、そういうことを含めて昨年度に旅館・ホ

テル組合と協定を結んで避難所としての活用と

いうようなところもお願いをしているところで

ございます。

ただ、一方、ホテル等の宿泊そのものは、宿

泊料金というものが発生しますので、避難所と

いうような形で扱うとなると、その支払先は市
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町の方で行っていただく必要があると。

国は、こういうコロナ禍の中においては、コ

ロナの臨時交付金というものがございまして、

その交付金の活用もできますよというような通

知も出されております。その情報につきまして

は、私どもから市町にも情報はお伝えしており

まして、ぜひ積極的な活用をお願いしたいと伝

えているところでございます。

しかしながら、どの方をホテルに入れて、ど

の方は避難所なのかといった、実際取り扱うに

は非常に難しい問題がありますので、検討とい

う形で具体的にホテル・旅館を使うという動き

は、現在のところは、まだ見えてないところで

ございますが、そうしたところも少し活用を含

めながら働きかけてまいりたいと思っておりま

す。

【坂本(浩)委員】 それから、避難指示の警報の
周知ということですけれども、先ほど石本委員

からも質問がありました。警戒レベル4で避難
指示ということで変更されまして、これをどう

周知するかということで、県民、市民の皆さん

に周知しなければいけないと思います。

私、たまたま県の総合防災ポータルを見てた

んですけれども、そこにバカンとかバナーがあ

るんですけれども、「災害情報の収集について」

ということでページがありまして、そこでは5
月20日から避難勧告が廃止ですと、避難指示レ
ベル4で必ず避難してくださいというチラシが、
内閣府の防災担当と消防庁のチラシがそのまま

載っているんですが、そこからいくと、避難行

動フローとか、4ページぐらいのＰＤＦ版に行
き着くんですけれども、これがまだ前のままに

なっておりますので、もういつ防災があっても

不思議じゃないような時期になってますので、

ぜひ改定版に変えて、少なくともそれぐらいは、

財政は全然かからんでできると思いますので、

よろしくお願いいたします。

次に、働き方改革です。

働き方改革について、先ほどもちょっとあり

ました長時間労働ですね、いわゆる時間外勤務

の話がありました。今年の4月から5月で80時間
超ですか、五十何人ということでありましたけ

れども、これも事前に令和元年度と令和2年度
と調べていただきました。令和元年度から時間

外規制ということで、一定、月の時間、それか

ら年間の時間ということで規制が入ったわけで

す。令和2年度はコロナの関係もあって、時間
外が相当増えたというのは、この数字でも、通

常なら驚くべき数字というふうに思いました。

令和元年度に比べて約2倍から4倍、45時間超、
それから80時間超、それから100時間超、増え
ているというふうなことです。病気休職者数も

調べていただいたんですが、令和2年度で44名、
そのうち精神疾患が34名ということで約8割、
この数年は8割前後で推移をしているというふ
うな状況です。

過労死ラインが、今、80時間と言われており
ますが、これは80時間を2か月から半年した場
合とか、100時間超も本庁でいうと令和2年度で
90人いらっしゃるんですね。100時間というの
は、1か月やったら過労死ラインですよという
ふうな話なんです。

この病気休職者数、それから時間外勤務がこ

れだけ増えている状況の中で、産業医へ相談と

かしていると思うんですけれども、この縮減に

向けて具体的にどういった対策をやっていくの

か。今の、そういう時間が多いということに対

する対応と、今後、縮減に向けた対策について

お伺いします。

【今冨人事課長】時間外の縮減につきましては、
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大変重要な課題であり、職員の健康管理の観点

からも積極的に取り組んでいかなければならな

いというふうに考えております。

働き方改革をさらに進めるため、また、上限

設定に適切に対応するために、管理職による勤

務時間の把握・管理を徹底しますとともに、さ

らなる業務の見直し、効率化のほか、ミーティ

ングによります業務内容や優先度、業務の進捗

状況などを所属内、班内で共有し、業務の共有

化、平準化、さらにワークシェアのための会計

年度任用職員の活用など、縮減に向けて実効性

のある取組を進めていきたいと考えております。

また、新型コロナウイルス感染症への対応に

つきましては、先ほども少し答弁がございまし

たけれども、上限時間の特殊業務として対応し

なければならない場合というのは、どうしても

あるというふうに思っておりますけれども、そ

れでも長時間労働となる職員をできるだけ出さ

ないように、関係部局とも十分協議しながら、

全庁からの応援職員の配置やチーム制によりま

す柔軟な体制整備など、迅速かつ的確な対応等

を行ってまいりたいと考えております。

また、メンタルへの対応につきましてですけ

れども、精神疾患で長期病気休暇あるいは休職

となった職員への対応につきましては、職員厚

生課が設置しております健康相談窓口におきま

して、診療内科医師であります産業医、公認心

理士などによります個別面談を行いながらケア

を実施していきたいと。

あと、各職場において、本人の状況や経緯等

を踏まえ、関係所属と連携して業務上の配慮や

職場環境の改善等、必要に応じ実施しながら、

継続的なフォローを行っているところでござい

ます。

また、精神疾患による休職者が職場復帰する

際には、職員厚生課と連携しながら、本人や関

係所属等による会議の開催や職場復帰支援プロ

グラムを作成し、関係所属でサポート体制を整

えるなどして、確実な職場復帰と再発防止に努

めているところでございます。

【坂本(浩)委員】 ありがとうございました。令
和2年度の分が突出して多かったというのは、
コロナの関係もあろうかと思いますけれども、

この年はコロナがあったからというふうなこと

じゃなくて、今、課長が言われたことをきちん

とやってもらって、職員の皆さんの健康管理、

安心して働き続けられる県庁という職場を目指

してやっていただきたいと思います。

それから、会計年度任用職員についてですけ

れども、昨年度から導入されまして、県庁でも

知事部局で約900人の会計年度任用職員の方が
いらっしゃるかと思いますけれども、全国的に

様々なことが指摘をされています。例えば、退

職手当の不支給のためのパート化だとか、ある

いは期末手当が創設されておりますけれども、

その相当分の月給を減額するとか、あるいは期

末手当支給のため地方交付税をほかに流用する

とか、地方財政措置されているにもかかわらず、

ほかに流用するとか、あるいは公募試験を口実

にした雇い止めとか、そういったことが指摘を

されております。

総務省からも昨年12月に「適正な運用」とい
うことで通達があっておりますけれども、県庁

内の会計年度任用職員の皆さんについて、そう

いう事例があったのかどうなのか、なかったら

いいんですけど、あったら、そこをどう是正し

ていくのか、お尋ねいたします。

【今冨人事課長】会計年度任用職員につきまし

ては、従来の非常勤職員や臨時職員の適正な任

用、勤務条件を確保するために地方公務員法の
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改正等により新たに創設された制度でございま

して、委員ご指摘のとおり、昨年4月から運用
を開始しているところでございます。

制度運用に当たりましては、国からの通知や

事務処理マニュアルを基に、「会計年度任用職

員関係事務の手引」を作成し、適正な運用に努

めているところでございます。

先ほどお話がありましたような退職手当の不

支給でありますとか、採用についての不利であ

りますとか、そういったことは決してないよう

に、この事務の手引に沿ってしっかりとやって

まいりたいと考えております。

【大場委員長】 ほか、ありませんか。

【山本(啓)委員】 消防団と防災について2つ通
告しておりましたが、概ね質問も出尽くしたと

いうことで簡単に少しだけ質問させていただき

たいと思います。

消防団については、国が新たに報酬と費用弁

償の額や支払い方法などを改正したり定めたり

ということで動きがあっています。ただ、これ

らについては、国の財源措置についての部分が

まだ確定していないと。そのあたりの現状につ

いてご答弁いただきたい。あと、その場合の県

の役割について明確にしていただきたいと思い

ます。

【宮﨑消防保安室長】消防団員の処遇の見直し

につきましては、4月13日に消防庁で基準を定
めまして、県におきまして市町説明会、それか

ら、市町との意見交換会を行ってまいりました。

さらに、7月1日に消防団の団長さん、副団長さ
んたちとの意見交換も行っているところでござ

います。

現在、今、委員がご指摘のとおり、国が消防

団員の処遇の見直しのための国の財政支援措置

を検討している段階でございまして、この財政

支援措置がまだ示されておりませんので、市町

の検討がなかなか進んでいないという状況でご

ざいます。

県におきましては、この財政支援措置につき

まして、できるだけ早く出してくれるよう消防

庁の担当課にもお願いをしているところでござ

います。

今後、この財政支援措置が出てまいりました

ら、県の市町の担当部局とも相談しながら、こ

の財政支援措置が生かされるように市町に助言

をしてまいりたいと考えております。

また、先日、７月1日に消防団長さんたちと
の意見交換会をやりました中でも、金額の引上

げに加えまして基準の中に書いてございますの

が、団員個人への直接支給を行うようにという

ことでございまして、この直接支給の仕方、そ

れから直接支給に当たって、団、分団の運営費

をどうするのかというような不安、懸念も団長、

副団長さんから示されたところでございます。

こういう直接支給を既に全国で、例えば、報

酬については42％、出動手当については36％の
市町が既に直接支給をしているわけでございま

すが、今回の基準が示されたことで、さらにこ

の率も上がってまいりますが、こうしたところ

で、どういう形でそういう不安を払拭している

のか、いい事例がないか、県の方でもいろいろ

情報収集しまして市町に情報を提供し、市町の

方で適切な判断が円滑に進むよう、助言してま

いりたいと考えております。

【山本(啓)委員】 国が進めていく中で、現場の
声として県としては各市町の消防団の状況を把

握して、そして、出動の内容も災害、火災や風

水害といった場合とか、手入れ、また訓練、様々

な形があろうかと思います。さらには、実態に

伴う団員の数、そういったものもあろうかと思
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いますので、しっかりとしたものを長崎県が揃

えて国に伝える、そういう取組をぜひとも進め

ていただきたいと思います。

次に、災害ですけれども、災害対策基本法の

改正で、先ほどもやりとりされていました避難

勧告の廃止というものもあって、それぞれの自

治体との連携が必要になってくるし、県民の

方々にも理解していただくことが重要だと。

この場合、もう一点、災害情報の発信の仕方

で「顕著な大雨に関する気象情報」というふう

に気象庁で新たなものが設けられています。こ

れについて少し説明いただきたいのと、県内に

おいては、このことについてどのようなアナウ

ンスや取り決めがあるのか、ご説明をいただき

たいと思います。

【近藤危機管理課長】「顕著な大雨に関する気

象情報」につきましては、いわゆる線状降水帯

と申しますか、そこのピンポイントに当たって

いる部分がずっと継続的に、いわゆる集中豪雨

が降り続くというような時に出される気象台の

情報でございます。それが事前に線状降水帯の

情報が出されれば対応ももっとしやすいところ

があろうかと思うんですけれども、結果的に今

の状況だとなかなか事前にそういう情報を予測

することができないということで、今年度はそ

の確認ができてから、情報が発されることにな

っております。

気象台とは、私ども、そして市町とテレビ会

議をつなぎまして、これまで数回、そういう説

明会があって、具体的な担当者レベルの勉強会

というものもあっております。非常に難しい単

語でありますので、あとはテレビ局等にもお知

らせしながら、テレビ局の方がわかりやすくか

み砕いて視聴者の方、住民の方に説明をしてい

ただくというようなことをお願いしております。

県としては、少しでも避難に結びつけられる

ような対応をとってまいりたいと考えていると

ころでございます。

【山本(啓)委員】 今の課長の説明であれば、ひ
ょっとすると、この情報が発令された際には、

もう既に遅い状況があり得るということを説明

いただいたということで理解しました。そうで

あれば、そういった用語の理解度を深めること

を県民の方々に進めるということも非常に重要

なことであろうかと思いますので、早急な対応

を求めたいと思います。避難、避難と言います

けれども、頑丈な家に住んでいる方が、わざわ

ざ危険を冒して避難所に行く必要もないという

ところもあろうかと思いますので、そういった

ことも踏まえて徹底が必要かなと。

最後に、熱海市の状況を私もニュースで映像

を見せていただく時に率直に思ったのが、あん

な市街地で、そんな土砂災害が起きるのかとい

うのが一番の感想でした。なんてひどいんだろ

うと思うと同時に、市街地がああいう状況にな

ることであれば、本県の長崎市は同じような状

況なのかなというように思っています。

端的に質問しますので、端的にお答えいただ

きたいんですが、今回、こういう状況を踏まえ

て、同じような地形である長崎市を中心とした

長崎県の状況で、地質学とかそういったことに

詳しい専門家の方々に分析を求めて本県の対応

を新たに検討する、そういったことを今なされ

ているのか、また、今後しようとされているの

か、ご答弁を求めたいと思います。

【近藤危機管理課長】熱海の事例につきまして

は、はっきりした原因、盛土とか、そんなお話

もあっておりますけれども、まだ正確な原因分

析というのが、これからだというふうに思いま

すので、そういったものも含めて、県として、
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この教訓を同じようなことは長崎では繰り返さ

ないというような強い決意でもって、できる限

りの対応はしてまいりたいと思っております。

直ちに専門家のご意見を伺うかどうかにつき

ましては、土木部と少し協議をさせていただき

たいと思っております。特に斜面地が多い長崎

市、一部それ以外の佐世保市等もあろうかと思

うんですけれども、そういったところについて

は現状の把握というものも市町と共有しながら

対応を図ってまいりたいと考えております。

【山本(啓)委員】 最後にしますけれども、国交
省は、既に盛土の総点検の指示を全国に出すと

いう話も出ています。一部、与党の議員の中に

は、太陽光発電とか新たな山の上、丘の方の開

発にも影響があるんじゃないかという懸念の情

報も発信しています。

専門家にお尋ねするかどうかを協議するんじ

ゃなくて、尋ねる内容を早急に協議していただ

いて動いていただきたいというふうに思います

ので、最後にもう一度答弁をいただいて終わり

たいと思います。

【近藤危機管理課長】専門家といいますか、今

の状況、そして盛土の状況というようなものに

つきましては、早急に所管課と協議をして、し

かるべき対応をしてまいりたいと思います。

【大場委員長】 ほか、ありませんか。

【宮島委員】通告に従いまして質問をさせてい

ただきます。

まず、新行政推進室長に基本的なことをお尋

ねいたしたいと思います。

庁内の組織につきましては、内部組織の設置

に関する条例及び長崎県組織規則に基づいて設

置されていると承知をいたしております。この

中に危機管理監を含めた各部、あるいは各課・

室の分掌事務も明記されているところでありま

す。各課や各室の組織は、それぞれ班を有して

いるところが多いと思うわけでありますけれど

も、この班についての規定というものがあれば

お聞かせいただきたいと思います。

【大場委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 ３時２５分 休憩 ―

― 午後 ３時２５分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

【大瀬良新行政推進室長】ただいま宮島委員か

ら組織についてのご質問で、特に班についてと

いうことでご質問がございました。

先ほど宮島委員、申し上げていただきました

とおり、大きくは県の組織の中で内部組織の設

置に関する条例、それから細かいところになり

ますと長崎県組織規則というものがございます。

その中で班についての規定につきましては、組

織規則の方にございまして、具体的に課名、そ

れから班名というものを記載させていただいて

おります。

いずれにしましても、どういった班を置くと

いうことは、組織規則の中で規定しているとい

うことでございます。

【宮島委員】ただいまお話のとおり、班につき

ましては、今、室長がお話しのとおりのことで

設置しておると。

もう一つお聞きいたしますが、各課あるいは

各室の規模、いわゆる人数などについての規定

はございますか。

【大瀬良新行政推進室長】課、室の規模につい

ての規定があるかということでございますが、

結論としては、具体的に何人、何人という規定

はございません。

【宮島委員】今のご答弁を踏まえて本論の基地

政策の機能強化についてお尋ねをいたしたいと
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思います。

これまで同僚の議員、あるいは私も本会議な

どで質問をさせていただきましたが、この基地

機能の強化といたしまして、庁内に基地対策室、

あるいは基地対策課を設置したらどうかという

ような提言をさせていただいたところでありま

した。

しかしながら、危機管理監の答弁とされまし

ては、常時の業務量の観点から、なかなか難し

いというような否定的なご答弁がこれまで示さ

れてきたところであります。

このような認識については、いまだにお変わ

りないのか、まずお尋ねをいたしたいと思いま

す。

【近藤危機管理課長】現在、本県におきまして

は、危機管理課の中で基地対策・企画班の中で

業務を担っているところでございます。

基地対策というのは、国、市、県、それぞれ

担うべき責務の中で、現状において、県としま

しては、国や市との調整、市と連携した米軍関

係の事件、事故の対応、他の基地所在の都道府

県と連携した要請の活動、佐世保市と連携した

基地内大学の入学支援、自衛官募集事務あたり

を今の班の中で適切に対応しているというよう

な状況でございます。

【宮島委員】先ほど申し上げました条例の中身

を見ますと、危機管理監の分掌事務の中に、「危

機管理、防災、消防、危険物の規制等に関する

事項」と、こう記されております。まさに、こ

こに記載されておるとおりに、危機管理監は有

事のことに対応することが専らの仕事になって

いるのではないかというふうに、この2年間、
私は外から見ておりました。

一方で、県の組織規則を見ますと、危機管理

課の中には、有事に関すること以外に、7番に

「基地対策に関すること」、9番として「自衛
官募集に関すること」、また、「自衛隊との連

絡調整に関すること」と記載されております。

自衛隊との連絡調整はありますけれども、先

ほど課長がおっしゃった米軍との連絡調整につ

いては、ここには記載はございません。

また、自衛官の募集に関することにつきまし

ても、いわゆる自衛隊の入りの部分については、

いろいろと仕事をしていくけれども、要は出の

部分、これまで県内でも話題になりましたけれ

ども、今、自衛隊の方が県内に1万1,000人から
1万2,000人ぐらいおられるわけでありまして、
毎年、退職する方がいらっしゃいます。その再

就職を促進しようということで県は積極的に取

り組んでこられました。また、自衛官の中にも、

ぜひ長崎県、特に部隊のあった地域に引き続き

住みたいという方が多くいらっしゃって、そし

て、引き続き居住されている方も多くいらっし

ゃるわけであります。

そうしたところにつきましては、各自治体が、

例えば佐世保市においては、官民一体となって、

そうした一つの協議会をつくって、そこには自

衛隊の皆さん方も入っていただいて、そして再

就職をしっかりとあっせんをしていただいてい

るというわけでありますが、ここはあくまでも

佐世保市だけの話。例えば、佐世保市ではなく

て、県内のほかの地域に住みたいという時に、

やっぱり自治体を超えたところの定住のあっせ

んなどを県がやるべきではないかなというふう

に私は思います。

また、基地経済につきましては、一説によれ

ば1,200億円ぐらいあるんじゃないかというよ
うな話もあるとおり、この基地経済というもの

は、本県にとりましても非常に大きな経済効果

をこれまでも発揮しており、欠かすことのでき
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ない経済の一つであります。そうしたこの基地

経済をしっかりと地元に引き込んでいこうとい

うこと、これもやはり県の中で積極的に取り組

んでいただきたい。

現在は、この2つの事項につきましては、産
業労働部が担当しておられるわけでありますが、

申すとおりに、これだけの自衛隊の方がいらっ

しゃる。県の人口の約1％ぐらいが自衛隊の方
なんですね。そういう特別な枠があるわけです

から、その窓口というものは、やっぱり県の危

機管理監がしっかりとイニシアチブをとってや

っていただきたいと。要は、有事については、

これまでもしっかりやってこられたけれども、

平時の部分について、やはりしっかりやってい

くことが必要ではないかというふうに強く感じ

ているところであります。

もう一つ、昨今の自衛隊の中で一つの大きな

平時の仕事といたしまして、訓練基盤を整備す

ることが非常に重要になってきております。せ

んだって、知事も3つ目の水陸機動団の連隊の
誘致を防衛省に働きかけをされましたけれども、

この既存の部隊を含めて、どこで訓練を行って

いくかというのは、これは各市あるいは町だけ

では、なかなか難しい問題ではないかと。やは

り市町を超えたところで連携を取っていかなけ

ればならないという意味では、当然、県がその

音頭を取っていただきたいなというふうに思う

ところであります。

そうした新たないろいろな仕事も出てきてお

りますので、もう一度、業務につきましては見

直すことが必要ではないかなと考えるところで

ありますけれども、危機管理監の見解をお聞き

したいと思います。

【近藤危機管理課長】いろいろご指摘をいただ

きました。平時の仕事というような中身で再就

職支援とか、基地があることによる県内発注と

申しますか、経済面のことについても大事な業

務でございます。

ただ、現状としましては、そういったものを

全て一つの課で、例えば、そこを私どもの危機

管理監で担うというよりも、それぞれ一番適し

た、その業務に見合うといいますか、その業務

が一番効果的にやれるそれぞれの所管部局で行

っているものと認識しておりますので、再就職、

そして経済的なものにつきましては産業労働部

が担う、そして、例えば、佐世保港のまちづく

りに係るところにつきましては県北振興局が担

うとか、そういった今ある部局の中で的確に対

応することによって、私どもは、そこを横串を

刺しながら、佐世保市と各部局の連携を十分取

りながら、最終的に国の窓口というような形で

国への要望というのは私どもが責任を持って強

く要望していくというような対応を取っている

ところでございます。

また、訓練基盤の部分につきましては、やは

り国防に関わることであろうかと思いますので、

県で訓練先というようなものをあっせんすると

いうよりも、国が、ここというようなことの候

補があって、そこが県有地であれば、協力をし

ていくと、そういうような立場であろうかと認

識をしているところでございます。

【宮島委員】少し認識が違うようでありますけ

れども、まず、危機管理監の方で受けてもらっ

て、それを適切な必要なところと連携をしてい

くというならわかるんですけれども、それぞれ

の部署があって、それを横で、横でという言い

方は失礼かもしれませんけれども、見ながら横

串を刺すというような話ではなくて、やっぱり

積極的に、まずは一義的に話をして、その中で

仕事を分けていくというのが通常の話ではない
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かというふうに私は思います。

それと、午前中、田中委員もご指摘をされた

とおり、佐世保の港のすみ分けの問題も、何十

年も放置されている問題についても、本来は県

も積極的にこの問題に当事者として佐世保市と

一緒に取り組んでもらいたいというような思い

もありますので、そうした意味から、業務内容

については、もう一回しっかりと精査をしてい

ただきたいと思いますし、それに伴う室、ある

いは課の設置というものを要望したいと思いま

す。

このことにつきましては、組織論であります

ので、危機管理監に申し上げるのは少し酷なこ

とかと思いますので、総務部長にお尋ねをした

いと思います。

私は、行政改革にさおを差すつもりはござい

ません。午前中、話がありました行財政改革推

進プランを積極的に推進してもらいたいという

ふうに思います。

したがって、仕事のないところに、いたずら

に体制を増やせというような考えは、毛頭持っ

ておりません。しかしながら、まず、お考えを

いただきたいのは、先ほど来申し上げますとお

りに、もう一度、業務の内容について見直しを

行っていただきたいということが1点。
それと、先ほど申し上げましたけれども、せ

んだって、知事が防衛大臣にお会いになられて

3つ目の水陸機動団の連隊の誘致をお願いされ
たと、非常にいい感触を得られたということで

あります。誘致をする以上は、それに伴うやっ

ぱり協力もしなければならないということであ

ります。何せ、全国に3つしかない水陸機動団
の連隊が全て本県に存在するということになる

わけでありますから、既存の部隊を併せて、そ

うした協力体制もしっかりつくっていかなけれ

ばならない。しかし、その体制をつかさどる担

当が一つの班であるということであれば、いさ

さか心もとないのではないかなという感じもい

たします。

そういう意味では、冒頭、確認をさせていた

だきましたけれども、いたずらに人数を増やす

という話だけではなくて、やっぱりその構え、

看板も必要ではないかなというふうに思うんで

す。そのために基地対策室なり課の設置という

ものが必要であるというふうに考えますけれど

も、現時点での総務部長のお考えがあればお聞

かせいただきたいと思います。

【大田総務部長】自衛隊に対する業務の在り方

といいますか、組織のことについてのお尋ねで

ございます。

私自身、今、業務をつぶさに認識していると

ころではございませんけれども、そもそも組織

論としましては、不断の見直しをするべきもの

だと思っております。

ただ、その中で課という箱をある意味設ける

のか、あるいは先ほど委員ご指摘いただきまし

た連携の在り方を考えるのか、あるいは窓口を

どこが設けるのか、そういったやり方というの

は複数あるんだろうと思っております。

今、ご指摘をいただきましたとおり、今後の

業務の内容につきましては、変化も生じると思

っておりますので、まずは、そういった事象に

対しましてどのような形で県として臨むのがい

いのかといったところを原課、原局の方で検討

いただきまして、その検討の結果を受けまして

総務部としましても、先ほど申し上げました組

織の不断の見直しというところがございますの

で、どういった形がいいか一緒に考えまして、

必要があれば、そういった改正をしていきたい

と考えております。
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【宮島委員】ぜひ前向きにご検討いただきたい

と要望したいと思います。

いずれにいたしましても、既に本県は九州で

は沖縄県に次いで防衛の大きな重要な拠点であ

るということは、これは論をまたないことだと

思います。島嶼防衛や、あるいは第一列島線の

防衛、こうした意味で本県が非常に重要な役割

を今後も担うということは、間違いがありませ

ん。

したがって、それに伴う組織をつくるという

ことは、やはり県の大方針に関わることでもあ

りますし、政治判断でもあろうかと思いますの

で、ぜひ上の方にもしっかりとそのことをお伝

えいただきたいと重ねて要望を申し上げまして、

質問を終わります。

【大場委員長】室内換気のため、しばらく休憩

いたします。

午後3時55分より再開いたします。

― 午後 ３時４１分 休憩 ―

― 午後 ３時５４分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

ほかに質問はありませんか。

【田中委員】通告しておりましたすみ分けの早

期実現に関連して質問いたします。

先般、佐世保市からいろいろ要望を受けて、

再確認をしながら相当ハッパをかけられました

のでね、佐世保市から。今日は厳しい質疑にな

ると思うので、よろしくお願いします。

まず、具体的にいいますと、すみ分けの最た

るもので、前畑から針尾への移転、平成23年1
月に日米合同委員会で合意された。これは大変

なことだったんです。それまで全然、米国さん

は話にのってこなかったから。合意してくれた

後、ようやくこれで進むと思ったら10年経過し

て、何も具体的な進展はない。なぜ進展しない

のか。県はもう少し前面に立つべきだと思うの

で、見解を聞かせてください。なぜ進展しない

のか、10年間。
【近藤危機管理課長】 確かに、平成23年の合
意以降、国の方も少しずつ動きをされていると

いうことではございますが、目に見えた具体な

動きには、至っていないという現状でございま

す。まず施設の現況の調査、そして安全確保の

調査の後、施設配置の検討の調査というような

ものを、それぞれ予算をつけながら調査をし、

昨年度からは工事用道路の検討を行っていると

聞いております。少しでも早く実現するために、

私どもも国に要請活動を行っているところでは

ございますけれども、さらに実現に向けて動く

ように強く要望を重ねてまいりたいと思ってお

ります。

【田中委員】 日米合同委員会の合意から10年
で、その前があるんですよ、50年来。もっと言
うと佐世保市における戦後処理みたいな一面も

ある、6項目の関係でいうとね。なんか長崎県
が中に立った実績がありますか、返還に関して

の実績が。戦後、ずっとやってきているんです

よ、返還6項目ね。昭和46年、それから平成10
年には新6項目になったけれどもね。うまくい
ったこともありますよ、幾つかはね。長崎県が

中に入って実績がありますかということを聞き

たい。

【近藤危機管理課長】県そのものは、表に立っ

てと申しますか、立場上のことは、実質、私が

資料を見る限りはないところでございます。佐

世保港そのものは現在は佐世保市で管理をされ

ている関係もあろうかというふうに考えている

ところでございます。

【田中委員】余りいいかげんなことを言っても

らっては困るね。なんか管轄外みたいな話だも
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んね、聞いていると。長崎県の仕事じゃないみ

たいな。佐世保市にとっては大変な問題なのよ、

基地問題というのは。長崎市における原爆問題

とよく対比されるけれども、原爆はずっと処理

的な形でやっているけれども、佐世保市の基地

問題は、現在ありながら、どうするかという話

なんです。ずっと協力してきてるんだよ、国策

に。それに対して県は、50年たっても佐世保市
が解決できないことを、解決策を示してくださ

い、県でできることを示してください。

【近藤危機管理課長】実際、佐世保港は米海軍

も佐世保に基地を持ち、国防上のこともされて

いる。そして、自衛隊もいるというような中で、

佐世保市におかれては共存という友好関係の中

で国防にも協力しながら対応されているという

ことは十分承知をしており、県としても非常に

重要な課題という位置づけでございます。

ただ、事業を行うのは、あくまでも国が事業

を行っていただくということになりますので、

そこは佐世保市と思いを同じくして連携しなが

ら、国に早急なすみ分けというものの働きかけ

をしているというような状況でございます。

【田中委員】一緒になってやってきたというよ

うな話だけれども、私も議長の時に経験した、

国への陳情ね。佐世保市の陳情なんて、そんな

に重要視してない、県は。もう6年前、7年前か
もわからんけれども、今はどうか知らないけれ

ども、当時は私はそういう考えを持って県にい

ろいろクレームをつけたことがある、もう少し

真剣にやってくれよと。実績がないじゃないの、

これは県が中に入ってちゃんと解決しましたと

いうのは。あれば聞かせてほしい。もう戦後75
年、46年の問題からしても、もう50年だ。どう
ですか、県は。

【近藤危機管理課長】県として目に見えて誇れ

るようなものを申し上げるようなことはできま

せん。ただ、今、でき得る限りあらゆる機会を

通じて要望しているところでございます。せん

だって、知事が水陸機動団の誘致で上京して自

衛隊に対しての配置の要望を行いましたけれど

も、併せて、その前後には、佐世保港のすみ分

けも含めた形での要望を、危機管理監以下、防

衛省の所管のところに行って要望をいたしてお

ります。

【田中委員】基地問題というと、自衛隊の基地

もあるから、それはそれでいいけれども、やっ

ぱり米軍基地ですよ、日米合同委員会、防衛省

じゃなくて外務省。そこら辺の問題で、やっぱ

りもう少し真剣に県は取り組んでくれなければ、

永遠に佐世保市の基地問題は解決しない。要望

しておきたいと思います。

具体的に言うと、先ほどちょっと出てきたけ

れども、工事用道路ぐらい早急に造らなければ

工事なんかやれない。10年たってもやる気がな
い、工事用道路もできないんだから。やろうと

もしてない、路線も決まった、用地が進んだと

かいう話も聞かない。工事用道路の予算がつい

たという話も聞かない。どうですか、県の見解

は。

【近藤危機管理課長】工事用道路につきまして

は、令和3年度予算で基本設計の費用という形
で1億7,600万円、国が予算化しております。た
だ、ルートの方が、今、6案のルートを示して
おりますけれども、佐世保市と連携して、今、

こちらの方としては早岐射撃場付近を通る案と

いうようなものを国に進めてもらうように、働

きかけをしているところでございます。

【田中委員】工事用道路に関して言うなら国有

地も関係するだろうから、それはうまくいくか

もわかんない。ただ、民有地が大半ですから用

地買収から進めなきゃいかん。10年たって工事
用道路ができるかなと私は思っている。それか
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らでないと工事はできないよ、本当の工事は。

だから、工事用道路が早急に進展するように県

としても頑張ってもらわなければ、工事用道路。

それから、もう一つ新たな問題として佐世保

市から提案された埋立土砂ですね。近くに国有

地、私有地、民有地があるので、ぜひ使ってほ

しいということの見解については、どうですか。

【近藤危機管理課長】実際、安久ノ浦湾を埋め

立てて前畑弾薬庫の移転ができるということに

なりますので、早急に安久ノ浦湾を埋め立てる。

埋め立てるためには、その土砂をどこから持っ

てくるかというところで、委員ご指摘の背後地

と申しますか、隣接地の国有地、市有地、一部

民有地というものを市から提案されて、それが

一番効率的で、しかも早くできると。早急に実

現するためには、そこが一番理想だということ

の提案を受けております。

私どもとしても、佐世保市と連携して国に働

きかけているところでありますが、国の方から

は、まず、どれくらい埋める必要があるのか、

その配置の検討結果がまだ日米の合意ができて

いないということで、土砂をどこからどう持っ

てくるかというところもまだ議論が進められて

ないということでございますので、そうしたと

ころを早く実現していただくよう、さらに要望

を重ねてまいりたいと思っております。

【田中委員】今の話は、日米の合意ができてな

いと言うけども、日米合意はできてるんだ。具

体的な工事の関係でアメリカの合意を得る必要

はないと思うけどね。日米合意は、もう返還に

ちゃんと合意ができて進んでいるわけだから。

時間の関係で先に進みますけどね、私も十数

年前にも話をした、これが決まった時にね。あ

そこに早岐射撃場があって、10万坪あるよと。
民有地を入れると20万坪の大工業団地ができ
るよと、土砂はすぐ安久ノ浦湾に持っていける

じゃないかという話をした記憶がある、その時

は進まなかったけど。ぜひそういうことで進め

てほしいと思います。

2点目は、制限水域の返還緩和。佐世保湾は
自由に使えないんですよ、8割以上、365日24
時間立入禁止なんだ、そういう制限があるわけ

だから。だから、どうにかしてもらわなきゃい

かん。漁業者の人が大変だ、漁業なんかできな

いわけだから。これについては、もう戦後ずっ

との話なので大変なことであるんだけれども、

何らかの形で生活補償的なものをしてやらなき

ゃいかん。一時期あったんですよ、水面下でね。

漁協に対して防衛施設庁からお金が回ってると

いう話はあってた、でも表に出てこなかった。

現状どうなっているかわかりますか。

【近藤危機管理課長】制限水域の件につきまし

ては、新返還6項目の最後の項目で、いまだ解
決されてない重要な課題という認識はございま

すけれども、今、委員ご指摘の状況については、

大変申し訳ありませんが、承知をしておりませ

ん。

【田中委員】承知をしてないで済ませられれば

いいけどね、承知をしなきゃいかんよ、県は。

佐世保市の基地問題について大きな捉え方をす

れば、表に出ないことがいろいろあることは私

たちも知っているけれどもね。基地交付金とい

うのがある。あれはしかし固定資産税の代替措

置だからね、代替措置でも少し率が悪い。100
分の1.5かなんかの形でね。だから、基地交付金
的な算定基準をつくって、やっぱり何らかのこ

とはしなければ。制限をして、何もしなくて、

戦後もう七十数年そのままというのはおかしい。

これはもう時間の関係で、聞いても仕方ないの

で要望だけしておきたいと思うけれども、制限

水域の問題。

それから最後に、今、宮島委員から話が出て
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た基地問題に対する県の対応です。窓口課の設

置、今やっているのは、やってもらっているけ

れども、どこがやっているかあんまりわからん

ね、基地問題は。危機管理監の下でやっている

のはいいけど、室か何か、課とまでは言わない

けれどもね。調べてくださいよ、過去において、

平成7年、私が県に来て一般質問をしたら、当
時の知事は国際課というのをすぐつくってくれ

た。初代課長はわかるでしょう、中村法道氏だ

よ。国際課というのをつくって、そこで基地問

題をやる。姉妹都市との交流窓口で基地問題を

やってたんだ、県は。そんな、姉妹都市の交流

と基地問題と一緒にしたらおかしな話だぞと言

ったら、国際課というのをつくってね、聞いて

くださいよ、知事に、初代課長だから。しかし、

いつの間にかなくなってしまった。基地問題は

解決はしてない、ほとんどね。国際課はなくな

った。そういう歴史があるのでね、やっぱりも

う少し県は佐世保市の最重要課題である基地問

題について、もう少し頑張ってもらわないと先

に進まない。ぜひ、先ほどもあったけれども、

課とはいわなくても室でもいいから対応してほ

しいという感じがします。

なぜかというと、米軍問題なんですよ、自衛

隊の問題だけじゃない、基地でもね。米軍基地

の対応については、先ほども総務部長に見解を

求めていたみたいだけれども、総務部長、調べ

てみてください、過去の経緯を、なんで国際課

がなくなったのか、せっかくつくってくれて基

地問題を扱っていたのに。基地問題は解決しな

い、国際課はなくなる。私も27年、県の経験が
あるけれども、ほとんど進んでない、この佐世

保市の懸案の基地問題は。佐世保市の要望から

すると、どうだろうか、2割もいかないだろう
ね、1割ぐらいだろうね、幾つかあります、返
還してもらったのがね。しかし、最たるものは、

今は前畑の針尾移転だから。これがもう日米合

同委員会で決まってから10年たって一歩も進
まない、具体的にはね。私は県の責任を追及し

たいぐらいだ。それは佐世保市のことですから、

私たちはという対応はしてほしくない。佐世保

市も比較的、県に頼らんで独自でやってる。そ

れに甘えてやってもらっては困るのでね。佐世

保市の懸案事項は長崎県の懸案事項だ。50年来
の未解決ということをぜひ解決してほしい。せ

っかく私も総務委員会に来たので、あと何回か

委員会があるので、この問題はいろいろと話を

させていただこうと思います。

総務部長に課か室の基地対策の県の対応につ

いては再考をお願いしたいと思ってます。先ほ

ど答弁があったから答弁は要りません。終わり

ます。

【宮本副委員長】お疲れさまです。私からも通

告をさせていただいておりましたので、議案外

の質問をさせていただきます。端的に行います

ので、よろしくお願いいたします。

1点目が新型コロナウイルス感染症の対応に
ついてということで、救急搬送についてです。

新型コロナウイルス感染症が続く中で、報道

等でよく見るのが、全国においては病床が満床

になっていると。コロナ対象のため病床が満床

になっており、通常の救急受入れ、救急搬送を

拒否される事例があるという報告が全国であっ

ております。

この救急搬送困難な事例が、ここ長崎県にお

いても実際にあっているのか、あっているとす

ればどれくらいの規模あっているのか。まず、

そういったことをお聞きしたいと思います。

【宮﨑消防保安室長】新型コロナウイルス感染

症の拡大によりまして、医療機関における救急

患者の受入れが困難な事案が昨年から増えてき
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ているということで、総務省消防庁におきまし

て、1人の傷病者につきまして4回以上の受入れ
の照会かつ現場滞在時間、救急車が現場で滞在

して照会するわけですけど、この時間が30分以
上になる事案について、救急搬送困難事案と位

置づけまして、昨年度から県庁所在地など52の
市町の消防に調査を依頼して行っております。

それによりますと、長崎市消防局管内におき

ましては、今年3月29日から6月27日の間に63
件、発生いたしておりまして、これは昨年同時

期の37件に対して1.7倍に増加しているところ
でございます。

また、総務省消防庁の調査対象ではございま

せんけど、佐世保市も独自に調査いたしており

まして、こちらはこの時期に107件ございまし
て、昨年同時期の82件に対して1.3倍に増加して
いるところでございます。

【宮本副委員長】ありがとうございました。救

急搬送困難事案ということでご説明いただきま

して、受入れ照会回数とか滞在時間、そういっ

た要件があるということも確認をさせていただ

きましたと同時に、長崎市と佐世保市において

は、事案が発生している。昨年同時期に比べて

長崎で1.7倍、佐世保市消防局では1.3倍という
ことでした。

この事例の中において、どう言いますか、死

亡とかそういったことはなかったと思いますが、

非常に危険な状態になったというような事例の

報告があっていれば教えてください。

【宮﨑消防保安室長】具体的な報告は受けてお

りません。

【宮本副委員長】ありがとうございました。こ

ういったことが起こらないような形で対策を取

っていただきたいと思います。

本来の救急業務について、このようなコロナ

禍の中においての救急搬送、救急業務について

の取組があれば教えていただければと思います。

【宮﨑消防保安室長】こうした救急搬送困難事

案が増えますと、当然、救急車の出動中の時間

が長くなるわけでございますので、傷病者の健

康状態の悪化が懸念されますとともに、次の搬

送要請に応えるのがなかなか難しくなってくる

という問題もございます。

市町消防におきましては、搬送要請があった

時に対応可能な医療機関がどこなのかという情

報を知るための、これは県が実施しております

長崎県救急医療情報システムなど、こうした情

報共有のシステムを活用しながら、速やかな医

療機関の決定に努めているところでございます。

また、佐世保市では、搬送要請の多い地域に

救急車の配置を変えるなどの工夫をしたり、ま

た、長崎市におきましては、もともと救急需要

というのは、ずっと増加してまいりましたので、

この救急需要増加に対応するために救急車の増

隊を考えていたわけですけれども、ちょうどそ

の時期がコロナの拡大にぶつかりまして、そう

した救急車の増隊したものをコロナ対応に活用

したという話も聞いております。

部長説明にも書いておりますように、県にお

きましても、新型コロナウイルス感染症患者の

病床を確保するための広域搬送のための搬送手

段の調整なども私ども消防保安室で行ってきた

ところでございます。今後もこうした要請があ

れば迅速・的確に対応してまいりたいと考えて

いるところでございます。

【宮本副委員長】ありがとうございました。本

県においては、病床逼迫というのは、今の段階

では見受けられないと考えますけど、先ほどお

っしゃったような対応というのは必要であろう

と思いますので、今後も注視していただきたい
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と思っております。

2点目です。災害発生時の避難所における感
染症対策について。これ、先ほどからずっと出

ておりまして重複する部分もあるんですけれど

も、1点だけ、確認の意味でお伺いいたします。
今から災害があって避難所開設というのが出

てくるかと考えております。感染症対策につい

て、いま一度確認の意味を込めて質問させてい

ただきます。

【近藤危機管理課長】避難所の開設・運営につ

きましては、市町の所管になるものであります

が、これまでも市町は避難所の定数の見直し、

受付時の健康管理、避難所の衛生管理、発熱者

用の専用スペースの確保など、感染予防対策を

行っておりますので、チェックリスト等に基づ

き、今後も感染症対策を取っていただくように

お願いをしているところです。

併せて、昨年度のコロナの臨時交付金を県も

活用しまして、段ボールベッド、間仕切りのほ

か、空調設備、換気のための資機材を県で購入

しましたので、各市町に必要な数を調査し、貸

与しておりまして、そういった対応策というも

のも進めていただいているところでございます。

【宮本副委員長】ありがとうございます。各市

町と連携を取って対応していただければと思い

ます。

3点目、防災道の駅について確認いたします
が、先般、「させぼっくす99」、佐世保市内に
あります道の駅が防災拠点、災害時活動拠点の

防災道の駅になったという報道がありました。

県内で唯一の選定ということであって、うれし

いこと、すごいなと思って見ておりましたが、

ここは地域の相浦の方々の避難所でもあります。

しかしながら、狭いんですよね、入る方がです

ね。

この災害時活動拠点になって、逆に地域の

方々が入れなくなるんじゃないかなということ

をちょっと思っているんですが、収容について

は可能なのかどうかを危機管理課長にお伺いい

たします。

【近藤危機管理課長】指定避難所の指定につき

ましては、市が指定いたしますので、今回、道

の駅に選定されたということで市に確認いたし

ました。指定避難所の指定は、そのまま継続し

て避難所として取扱うということでございます。

この国交省で創設された防災道の駅につきま

しては、趣旨としては、災害が非常に激甚化と

いいますか、被害が多く及ぼされ、警察、消防、

自衛隊が拠点的に活動する場所のスペースで利

用するため選定されているところであります。

ですので、駐車場がかなり広いところ、それに

伴う施設整備ができているところを選定したと

いうところでございます。

そういった時には、実際、避難所との併用と

いうところについては、別のところに移転して

いただくことはあるのかもしれませんけれども、

直ちに、その場の台風なり大雨なりをしのぐ、

難を避けるための避難所というのは、そのまま

継続して使用可能かと考えているところでござ

います。

【宮本副委員長】具体的にご説明いただきまし

て、ありがとうございました。確かに、駐車場

は広く取ってありますけど、常時止まっている

という懸念もありますので、今後も課題かなと

思っています。

ちなみに、今後、こういった形の道の駅とい

うのは、県でも追加指定が考えられるのかどう

か、他部局との連携にもよるんでしょうけど、

考えられているのかどうかだけ確認させてくだ

さい。
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【近藤危機管理課長】この防災道の駅というの

は、国交省が最終的に選定をしたところでござ

いますが、その前段では、県の土木部で推薦を

したというふうに聞いております。土木部にも

確認いたしましたけれども、今後の追加指定と

いうのは、今はまだわからないというところで、

現在、36道府県で39か所、初めて選定された。
そのうち長崎県で唯一、「させぼっくす99」が
選定されたということでございます。今後の状

況については、土木部等と連携しながら注視し

てまいりたいと思っております。

【宮本副委員長】ありがとうございます。こう

いった形で災害拠点の活動の場になるというこ

とで、地域貢献という思いもあるのでしょうか

ら、また土木部と連携を取っていただければと

思います。

最後に1点だけ、その他になりますけれども、
総務部局内に新型コロナウイルス感染症の対策

戦略チームがあるということから、ちょっと質

問いたします。

本日の感染者数はゼロで少なくなっているん

ですが、先週まで佐世保市において、ちょっと

出ていたという状況があります。知事会見等も

あって、ちょっと佐世保が多いということがあ

りました。対応について戦略チームとして佐世

保市に対する、増え続けている一報があったん

ですが、県として何らかの対策を市の方にやっ

ていたのかどうか、連携が取れていたのかどう

か、それをまず確認をさせてください。

【伊達総務部次長】我々、戦略チームといたし

ましては、日々の感染状況を分析しながら、必

要な対策を講じておるわけでございます。もう

ご承知のとおりであろうかと思いますが、4月
20日頃から本県の感染状況が非常に拡大いた
しまして、特に長崎市におきましては、1日50

人を超えるような感染者が発生し、病床使用率

も100％を超えるというような状況の中で、
我々といたしましても、飲食店への時短要請で

ございますとか、連休明けには国に対してまん

延防止等重点措置の要請でございますとか、そ

ういうふうなところまで対応を講じてきたわけ

でございます。

一方、佐世保市の状況でございますが、佐世

保市は、5月までは感染者が比較的落ち着いた
状況が続いておりました。しかし、6月に入っ
て飲食店を中心に感染が拡大してきたわけでご

ざいまして、一番多かったのが6月5日時点でご
ざいました。この時点では、新規感染者数も1
週間に65名、病床使用率も約40％というような
状況でございました。それ以降は徐々に落ち着

きを取り戻しておりまして、直近では、7月5日
時点でございますが、新規感染者数も週32人で、
週10万人当たり9人、病床使用率も22％程度と
いうところまで回復しております。

こうしたことから、我々といたしましては、

佐世保市は長崎市のように急激な感染拡大とい

うような状況ではありませんでしたけれども、

ただ、飲食を中心に感染事例がどうしても継続

して発生して、なかなか収束に至っていないと

いうような状況でありましたので、これは先般、

佐世保市民の皆様に対しまして、より一層の危

機感を持っていただくというようなことで、改

めて感染リスクの高い飲食の場における注意喚

起を行ったということでございます。

ですので、これまで佐世保市に対しては、県

下に出しておりましたような基本的な感染防止

対策をはじめとした様々な感染防止対策を講じ

ていただくよう要請しておりましたし、その都

度、佐世保市に対しても、そういった情報を共

有してきたところでございます。
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【宮本副委員長】 ありがとうございます。様々、

対応をされておられたんでしょう。昨日、5日
に佐世保観光飲料組合の方々が、佐世保市に対

して、「新型コロナウイルスの影響により甚大

な被害を受けている飲食事業者への支援に係る

要望書」を手渡されています。新聞報道にもあ

りましたが、この中で7項目の要望があってお
ります。

要は、先般、知事会見が開かれました。その

時の知事のご意見、そしてまた、県の対応につ

いて様々な感情が出てきているというのも事実

であります。私のところにも、いろんなお声を

いただきました。「飲食店を見放すのか」とか、

「佐世保市は長崎県ではないのか」とか、いろ

んなご意見をいただいたんですね。

その中において、飲食業の方々が非常に苦し

いと。もちろん、飲食店以外の方々ももちろん

そうなんでしょうけど、人は出るな、人流を止

めろという割には何の支援もないと、県からも

何もないという中で市の方に出されたという状

況がある。これにおいて、今、感染者数は非常

に少ない状況でありますし、病床も逼迫はして

ないですけれども、何らかの検討をしていただ

けないかというふうに考えております。

総務部長にお尋ねいたします。昨日の市への

要望書はご覧になっていらっしゃるかもしれま

せん。財政的支援というのは、非常に難しいの

かもしれませんが、何らかの連携を取っていた

だきたいと思っております。市に対して財政支

援というのが一番なんでしょうが、市もいろい

ろ考えてはおるんですが、県としても何か手助

けできないか、最後に質問して終わりたいと思

いますが、総務部長、いかがでしょうか。

【大田総務部長】先ほどご答弁申し上げました

とおり、佐世保市におきましては、主に飲食店

界隈、あるいは海上自衛隊も含めてのところ、

我々としても、経済を止めるということは、な

かなかしたくないものですから、幾つかの会見

におきまして、累次にわたりまして、そこに対

する注意喚起を申し上げていたという状況でご

ざいました。

ただ、なかなかそれが下げ止まらないという

中におきまして、ただ、一方で時間営業短縮と

いう観点におきまして、やはり疫学上の対策と

して打つものでございますので、そこの基準に

は至っていないと。我々としても非常にむずが

ゆいといいますか、手の届かない状況だったと

認識しております。そういう中で、先日、報道

でも拝見いたしましたけれども、佐世保市に組

合からご要望があったという状況、非常に苦し

い状況ということをお伺いしております。

そういったところに関しまして、これまで県

としましても、融資の拡大ですとか、あるいは

第三者認証制度、これはお店を安心してご利用

いただけるようにということでありますし、あ

るいは佐世保市では包括検査、あるいはそれに

引き続くワクチンの接種の推進という対策に取

り組んでいただいております。これはいずれも

我々ともしっかり議論をさせていただきながら、

保健所設置市としての役割の中で打ち出してい

ただいているという状況でございます。

加えまして、今後の話としましても、Ｇｏ Ｔ

ｏ Ｅａｔキャンペーン、こちらもまだまだ余分

がございますので、こういったところを何とか

佐世保市界隈におきましてもしっかりと使って

いただけるような工夫をしていくといったとこ

ろもあると思っております。

財政的支援につきましては、さっきおっしゃ

っていただいたとおり、区分けといいますか、

線引き論と、あと財源論という面で厳しいとこ
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ろはございますけれども、佐世保市としっかり

協調しながら、国の施策なんかも動いてくると

思いますので、そういったところもしっかり見

据えまして適切な対策を打っていきたいと思っ

ております。

【大場委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】ほかに質問がないようですので、

議案外所管事務一般についての質問を終わりま

す。

次に、意見書審査を行います。

今回、「自由民主党・県民会議、自由民主党

及び改革21」会派から、「地方財政の充実・強
化を求める意見書（案）」提出の提案があって

おりますので、事務局より文案の配付をいたし

ます。

〔意見書文案配付〕

【大場委員長】それでは、浅田委員より意見書

提出についての提案、趣旨説明をお願いいたし

ます。

【浅田委員】ただいま、皆様のお手元にお配り

いたしました意見書（案）について、説明をさ

せていただきます。

本意見書は、県が国に対し、政府施策要望を

行っていることを踏まえ、地方財政の充実、強

化が県政推進のためには大変重要であることか

ら、毎年、この時期に提出をしております。

令和4年度の政府施策に関する提案要望にお
ける地方創生、人口減少対策に必要な財源措置

の充実についてや、昨年の意見書をベースにし

つつ、現在の動きを踏まえた構成としておりま

す。

内容を簡単に説明いたします。

1番から3番の項目は、基本的な事項として従
前どおりの意見とさせていただいております。

4番と5番については、新型コロナウイルス感
染症拡大の影響を踏まえた十分な対策を求める

ものであり、特に4番においては、政府施策要
望と同様に、国に対して新たな財政措置を求め

るなど、今回、追記をいたしております。

6番については、政府施策要望と同様に、地
方創生の推進に必要な財源措置や地方創生推進

交付金などの十分な予算確保を求めるものであ

ります。7番については、会計年度任用職員制
度に伴う財政措置を、また、8番については、
地方の基金残高が増加しているとの理由だけを

もって、地方交付税の削減を行わないよう、そ

れぞれ継続して要請を行いたいと思っておりま

す。

以上、委員各位のご賛同を賜りますようお願

いいたします。

【大場委員長】ただいま説明がありました「地

方財政の充実・強化を求める意見書（案）」に

ついて、ご意見等はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】意見、質問等もないようですの

で、意見書の提出について、採決を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時３６分 休憩 ―

― 午後 ４時３６分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

「自由民主党・県民会議、自由民主党及び改

革21」会派提案の「地方財政の充実・強化を求
める意見書（案）」を提出することに、ご異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、「自由民主党・県民会議、自由民主

党及び改革21」会派提案の「地方財政の充実・
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強化を求める意見書（案）」については、提出

することに決定されました。

なお、文案の作成等については、いかがいた

しましょうか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】それでは、正副委員長一任でよ

ろしくお願いいたします。

以上で委員会の審査が終了いたしましたので、

危機管理監及び総務部関係の審査結果について

整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時３７分 休憩 ―

― 午後 ４時３７分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、危機管理監及び総務部関

係の審査を終了いたします。

引き続き、委員間討議を行います。

理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時３８分 休憩 ―

― 午後 ４時３８分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について協議したいと思

いますので、しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時３９分 休憩 ―

― 午後 ４時４０分 再開 ―

【大場委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何かご意見等

はございませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【大場委員長】それでは、正副委員にご一任を

願いたいと思います。

これをもちまして、総務委員会を及び予算決

算委員会総務分科会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ４時４１分 閉会 ―
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総務委員会委員長　　大場　博文

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

職員の服務の宣誓に関する条例及び公安委員の服務の宣誓に関す
る条例の一部を改正する条例のうち関係部分

原案可決

長崎県職員定数条例の一部を改正する条例 原案可決

長崎県税条例の一部を改正する条例 原案可決

長崎県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等
に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

原案可決

権利の放棄について 原案可決

長崎県税条例の一部を改正する条例 承　　認

退職手当支給制限処分に係る審査請求に関する諮問について 棄　　却

計７件（原案可決５件、承認１件、棄却１件）

総 務 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和3年7月6日

　　　　議長　　瀬川　光之　　様

第 99 号 議 案

報 告 第 20 号

番　　　号 

記

第 100 号 議 案

諮 問 第 1 号

第 101 号 議 案

第 102 号 議 案

第 107 号 議 案
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